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第１部 序  説 

第１部 序    説 
 

第１章 環境保全対策の総合的推進 

 

 第１節 環境基本条例の推進  

 平成５年11月、「環境基本法」（平成５年法律第91号）が制定されたことに鑑み、本県においても、公害の防止や生活

環境の保全に加えて、地球環境問題などに対し積極的に対応するとともに、健康に良い豊かで快適な環境の保全及び創

出を図るため、「岐阜県環境基本条例」を平成７年３月23日に制定し、同年４月１日から施行している。 

【岐阜県環境基本条例の特色】 

１ 公害の防止のほか、地球環境など環境施策の総合的な推進 

２ 健康に良い水環境等快適環境の積極的な創出 

３ 県民環境の日、清流月間、環境総括責任者の設置など県民総参加による取組 

４ 環境教育・学習及び環境保全活動の自発的・積極的推進 

５ 環境基本計画の策定など総合的・計画的な推進 

 引き続き「岐阜県環境基本条例」に盛り込まれた各種施策、県民環境の日の普及、環境影響評価の推進、環境教育・

学習の充実等に努める。 

 

 第２節 環境基本計画の推進  

１ 策定の背景 

 本県では、平成７年３月に制定した「岐阜県環境基本条例」に基づき、平成８年３月に「岐阜県環境基本計画」（以

下「環境基本計画」という。）を策定して以降、平成13年（第２次）、平成18年（第３次）、平成23年（第４次）、平成

28年（第５次）及び令和３年（第６次）と５年毎に環境基本計画の策定を行い、計画に基づき環境の保全及び創出に

関する取組を推進している。 

 平成28年３月に策定した第５次環境基本計画では、「新たな世代へと守り育てる『清流の国ぎふ』づくり」を基本

理念として掲げ、「環境に配慮する持続可能な仕組みを創る」及び「豊かで美しい環境を守り伝える人を育てる」の

２つを基本目標とし、令和２年度までの５年間を対象に、「『清流の国ぎふ』を未来につなぐ人づくり」「地球温暖化

を防止する」「資源が循環される社会を築く」「ふるさとの自然を守り共生する」「安全で健やかな生活環境で暮らす」

の５つの基本方針について、取組を行った。 

 第５次環境基本計画の計画期間においては、平成27年９月にアメリカで開催された国連サミットにおいて採択され

た「持続可能な開発のための2020アジェンダ」に盛り込まれた国際目標であるＳＤＧsが世界的な潮流となり、国に

おいても内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とする「ＳＤＧs 推進本部」が設置されている。 

 また、地球規模での気候変動による影響が様々な領域において顕在化しており、気候変動問題に関する国際的な枠

組みを定めた「パリ協定」の合意（2015年）など国際社会が取組を進める中、令和２年10月、政府は2050年までに温

室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症の流行が世界規模で拡大し、令和２年３月には世界保健機関（ＷＨО）によっ

てパンデミック（世界的な大流行）の状態にあると表明されるなど、人類史上未曽有の危機となっており、世界各国

がウィズコロナ、アフターコロナ時代の「新たな日常」を模索している状況にあった。 

 こうした新たな課題や社会情勢の変化などに対応し、本県における豊かで快適な環境を実現する施策の基本方針と

するため、令和３年３月に現行の環境基本計画（第６次）の策定を行った。 

 

２  第６次環境基本計画の概要 

⑴ 基本理念 

自然と人が共生する持続可能な「清流の国ぎふ」の実現  

 コロナ危機を踏まえ、「自然と人との共生」の重要性を再認識するとともに、世界の持続可能性を追求する

ＳＤＧｓが一層重みを増している。 
 本県は豊かな地域資源に恵まれており、こうした地域資源を後世に伝えると同時にその魅力を最大限活かした

自律的な好循環を生み出すことにより、ＳＤＧｓと軌を一にする「持続可能な『清流の国ぎふ』づくり」を目指す。 
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⑵ 目指すべき将来像（ぎふエコビジョン２０３０）と基本施策 

 2050年までに県内の温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「脱炭素社会ぎふ」を実現するという大きな目標を掲

げた上で、ＳＤＧｓの目標年次である2030年において、本県が目指すべき将来像を「ぎふエコビジョン2030」とし

て描き、それを達成するために取り組むべき基本施策を定めた。 

〈目指すべき将来像〉 

１ 「脱炭素社会ぎふ」の実現に向け、地球温暖化に対する緩和策と適応策が着実に進展し、気候変動の影響が

最小化されている。 

２ ３Ｒ（ごみ発生抑制・再使用・再生利用）の意識が浸透し、資源循環型社会が形成されている。 

３ 豊かな自然環境が保全されるとともに、持続的に活用されている。 

４ 県民すべてが安全・安心で健康的な生活が送れる環境が確保されている。 

５ 県民一人ひとりや各事業者に環境にやさしいライフスタイルやビジネスマインドが根付いている。 

⑶ 基本施策 

○基本施策１ 「脱炭素社会ぎふ」の実現と気候変動への適応 

（１）温暖化対策の推進 

（２）気候変動への適応 

○基本施策２ 資源循環型社会の形成 

（１）廃棄物の発生抑制及び再資源化の促進 

（２）不適正処理対策の徹底 

（３）災害廃棄物・感染症への備え 

○基本施策３ 美しく豊かな環境との共生 

（１）地域循環共生圏の創出支援 

（２）自然環境の保全及び活用 

（３）生物多様性の保全 

○基本施策４ 安全・安心な生活環境の確保 

（１）水及び土壌の汚染防止 

（２）大気環境の保全 

○基本施策５ 未来につなぐ人づくりとライフスタイルの変容 

（１）多様な主体間の連携による人づくり 

（２）環境にやさしいライフスタイルやビジネスマインドへの変容 

⑷ 取組方針 

 基本施策の推進とそれに基づく各施策の展開にあたっては、「地域づくり」と「人づくり」を両輪に、以下の２

つの方針に基づき取組を行う。 

〇方針１ 環境・経済・社会の好循環により魅力と活力を生み出す地域づくり（地域循環共生圏の創造） 

国の第５次環境基本計画においてＳＤＧｓを地域で実践するためのビジョンとして示されている「地

域循環共生圏」の創造に向け、環境と経済、社会の統合的向上を目指し分野横断的な取組を進める。 

〇方針２ 「清流の国ぎふ」に誇りと愛着を持ち、未来につなぐ人づくり 

地域づくりの根幹は人づくりとの認識に立って、「清流の国ぎふ」に誇りと愛着を持つ地域の担い手を

将来にわたって確保するとともに、環境との共生に配慮したライフスタイルがあまねく行きわたるよう

人づくりを進める。 

 

第３節 他の基本計画等に基づく施策の推進  

１ 地方公共団体実行計画等に基づく地球温暖化対策の推進＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 県は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」という。）に基づく地方公共団体実行計画区域施策

編及び「気候変動適応法」（以下「適応法」という。）に基づく地域気候変動適応計画として、「岐阜県地球温暖化防

止・気候変動適応計画」を令和３年３月に策定した。 

 令和４年９月には、「脱炭素社会ぎふ」の実現に向けた推進母体として、各業界団体の代表者や有識者、行政から

なる「『脱炭素社会ぎふ』推進協議会」を設置し、同協議会において、削減目標や施策の検討を行い、令和５年３月

に計画を改訂した。 
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 本計画では、県内の温室効果ガス排出量について、2050年（令和32年）までに実質ゼロとする長期目標と2030年度

（令和12年度）までに2013年度（平成25年度）比48％削減し、さらに50％の高みに向け挑戦を続けていくとの中期目

標を掲げ、効率的・効果的なエネルギー利活用の推進やエネルギー利活用の最適化、低炭素な新しい生活様式への転

換、移動・運搬手段の変革等温室効果ガスの排出削減に資する施策のほか、気候変動への適応に資する施策を推進し

ている。 

 また、県は、温対法に基づく地方公共団体実行計画事務事業編として「岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画」

を令和３年５月に策定した。 

 本計画では、県が自らの事務及び事業から排出する温室効果ガス排出量について、2030年度（令和12年度）までに

2013年度（平成25年度）比70％削減する目標を掲げ、県有施設の徹底的な省エネ、県有施設への再生可能エネルギー

電力導入、公用車への次世代自動車の導入に関する施策を推進している。 

 

２ 第３次岐阜県廃棄物処理計画に基づく施策の推進＜廃棄物対策課＞ 

 本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）第５条の５に基づく法定計画

であるとともに、第６次環境基本計画の廃棄物分野に関する個別計画として位置付けられている。 

 本計画では、「資源循環型社会の形成」を基本方針とし、「廃棄物の排出抑制・循環的利用及び適正処理の推進」、

「美しい生活環境の保全」、「災害・感染症・気候変動への備え」の３つを施策の柱に、循環型社会の着実な構築を目

指す（図１－１－１）。 

○ 計画期間 

令和３年度～令和12年度（10年間） 

※令和７年度に中間見直しを実施予定 

○ 計画の対象 

一般廃棄物及び産業廃棄物 

 

図１－１－１ 県が取り組む施策の体系 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生物多様性ぎふ戦略に基づく施策の推進＜環境生活政策課＞ 

 「生物多様性基本法」第13条に規定する地域戦略として、平成23年７月に「岐阜県の生物多様性を考える －生物

多様性ぎふ戦略の構築－」を策定、公表した。 

 策定に当たっては、県民の方々に生物多様性の概念やメカニズムをわかりやすく伝えるために、生物多様性ぎふ戦

略を構築していく上で大切にすべき３つの視点 
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◆第１の視点「森・里・川・海のつながりを守る」 

→ 生物多様性の保全のための視点 

◆第２の視点「いのちを活かし、暮らしにつなぐ」 

→ 生物多様性の持続可能な利用のための視点 

◆第３の視点「ともに考え続ける」 

→ 生物多様性の普及啓発や保全活動を広げるための視点 

を抽出し、視点毎の目標として「10年後の目指すべき姿」とそれらの目標を実現するために必要な「施策」を示した。

また、生物多様性の概念は、時とともに様々に変化するものであることから、「好ましい自然とは何か」を考え続け

ることが大切であるとし、施策を展開している。 

 平成28年度には、策定から５年が経過したことから、本県の自然を取り巻く状況の変化や県政の動向等を踏まえ、

内容を見直した。見直しにあたっては、「清流の国ぎふ森林・環境基金事業」の導入（平成24年４月）、「清流の国ぎ

ふ憲章」の策定（平成26年１月）、世界農業遺産「清流長良川の鮎」の認定（平成27年12月）等、県の施策を踏まえ

た。 

 

４ 第４期岐阜県森林づくり基本計画の推進 

⑴ 第４期岐阜県森林づくり基本計画に基づく施策の推進＜林政課＞ 

 揺るぎない長期的展望と県民協働による持続的な森林づくりを基本理念とした「岐阜県森林づくり基本条例」に

基づき、岐阜県議会の議決を経て、令和４年３月に「第４期岐阜県森林づくり基本計画（令和４年度～令和８年度）」

を策定した。 

 本計画では、「『清流の国ぎふ』の未来を支える森林づくり～森林を『守り』『活かし』『親しむ』魅力あふれるふ

るさとを目指して～」を基本方針とし、これを実現するため、新たに「森林づくりの推進」、「林業・木材産業の振

興」及び「森林の新たな価値の創造と山村地域の振興」の３つの施策区分により取り組むこととしている。 

 この「岐阜県森林づくり基本計画」に基づき、持続可能な森林づくりを目指し各種施策に取り組むとともに、こ

れまで実施した施策の状況については報告書として取りまとめ、岐阜県議会への報告、公表を行った。 

⑵ 清流の国ぎふ森林・環境税を活用した施策の推進＜森林活用推進課＞ 

 本県は、県土面積の81％（全国２位）が森林で形成される全国有数の森林県であり、また、豊かな森から生まれ

た清らかな水は、清流となって、県全土にわたり、太平洋と日本海に向かって流れている。 

 こうした森林や河川には、県土の保全、飲用水をはじめ農業・工業用水の水源、さらには生物多様性の維持、地

球温暖化の防止など、県民の生活や地域の産業を支える様々な公益的機能を有している。 

 しかしながら、本県では、適切に管理されず荒廃した森林や野生動物による農作物被害、外来生物の繁殖、水環

境の悪化などが問題となっている。 

 本県の恵まれた自然環境を保全・再生し、森林や河川の持つ公益的機能をより高める取組を早急かつ確実に進め

て、これらの持つ公益的機能を県民が将来にわたり享受できるよう、「清流の国ぎふ森林・環境税」を平成24年度

から導入し、５年ごとに見直しをしながら第１期（平成24年度～28年度）、第２期（平成29年度～令和３年度）と

継続し、自然環境の保全・再生を県民全体で支えていく取組を進めてきた。その結果、緊急的な整備が必要な森林

面積は縮小した一方、近年の集中豪雨の頻発など異常気象による災害の激甚化・頻発化への対応、ＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）の達成に向けた取組の推進、2050年カーボンニュートラルへの対応など、新たな課題が把握され

たほか、自然環境の保全・再生には一定の時間が必要であることから、第３期（令和４年度～８年度）として、「豊

かな森づくり」、「清らかな川づくり」、それを支える「人づくり・仕組みづくり」を進めるという従来からの方向

性を維持しつつ、施策の見直しと新たな課題への対応を加え、清流の国ぎふ森林・環境税を活用した取組を進めて

いくこととなった。 

 第３期では、「森林部門」、「環境部門」及び「共通部門」に整理し、森・川・海のつながりを通した施策を推進

していく。 

○森林部門 

・環境保全林、里山林、観光景観林の整備 

・脱炭素社会に貢献する森林づくり 

・教育福祉関連施設の木造化・木質化、木製品の導入支援 

・木質バイオマスの利用促進 
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・ぎふ木育の推進 

・森林空間活用の普及促進 

○環境部門 

・野生鳥獣の個体数管理 

・自然生態系の保全・再生 

・脱炭素社会ぎふづくりの推進 

○共通部門 

・ＮＰＯ団体等が実施する森づくり・川づくり活動の支援 
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第２部

環境の状況及び環境の保全・創出に

関して実施した施策
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 
 

第１章 「脱炭素社会ぎふ」の実現と気候変動への適応 

 

 第１節 温暖化対策の推進  

１ 温室効果ガスの排出状況＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 2022年度（令和４年度）の県内の温室効果ガス総排出量は1,525万t－ＣО２（速報値）で、「岐阜県地球温暖化防止・

気候変動適応計画」に掲げた目標の基準年度である2013年度（平成25年度）比19％の削減となった。 

 

２ 脱炭素に関する総合窓口の運営＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 脱炭素に資する各種支援情報や脱炭素取組事例の紹介等を行うため、地球温暖化防止活動推進センターと連携し、

脱炭素に関する相談窓口及びポータルサイトの運営を行った。 

 

３ 事業者の温室効果ガス排出削減・省エネルギーの推進 

⑴ 温室効果ガス排出削減計画書・実績報告書の評価等＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 「岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例」において温室効果ガスを一定量以上排出する事業者に対し

て作成・提出を義務付けている温室効果ガス排出削減計画書及び同計画書に係る実績報告書について、県が内容等

を評価等した。 

 また、同条例において従業員数が相当程度多い事業者に対して作成・提出を義務付けている自動車通勤環境配慮

計画書及び同計画書に係る実績報告書について、概要を公表した。 

温室効果ガス排出削減計画書提出状況（令和６年度）     延べ 359事業者 

温室効果ガス排出削減計画実績報告書提出状況（令和６年度） 延べ 347事業者 

自動車通勤環境配慮計画実績報告書提出状況（令和６年度）  延べ 46 事業者 

⑵ 脱炭素に取り組む中小企業等への支援 

ア 自家消費型の太陽光発電設備等の導入支援＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 事業者の脱炭素化を促進するため、自家消費型太陽光発電設備等の導入費用の支援を実施した。 

イ 省エネ診断や省エネ設備の導入支援＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 事業者における省エネ推進のため、省エネ診断や診断結果に基づく省エネ設備の導入を支援した。 

ウ 設備導入にかかる資金面への支援＜商業・金融課＞ 

 地球環境の保全、改善を図るための施設設備の整備を行う中小企業・組合に対して、県制度融資の脱炭素社会

推進資金により支援した（令和６年度新規融資実績：２件）。 

エ 温室効果ガス排出削減計画の作成支援＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 温室効果ガス排出削減計画書の作成支援及び専門家による技術的助言の実施（25件）や、事業者向け業種別実

務セミナーの開催（４回）を通じて、事業者の排出削減の取組を支援した。 

オ 自動車産業次世代化に対する取組支援＜産業イノベーション推進課＞ 

 2021年６月、国における「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の具体化に伴い、サプライ

チェーンにおける二酸化炭素排出量の削減、自動車の電動化等による産業構造の変化への対応など、中小企業を

取り巻く環境は大きく変化している。そこで、この変革期を乗り越えられるよう、県内中小企業等の脱炭素化の

促進について支援した。 

○ モノづくりコーディネーター設置事業費補助金 

 脱炭素と自動車の電動化等産業構造の変化に対応するため、（公財）岐阜県産業経済振興センターのモノづ

くりコーディネーターを充実させ、令和６年度は４名のコーディネーターで脱炭素等に対する技術相談や事

業支援に対応した（令和６年度の脱炭素等に対する相談対応件数：173件） 

⑶ エネルギー回収型廃棄物処理施設設置の働きかけ＜廃棄物対策課＞ 

 市町村等がエネルギー回収型廃棄物処理施設を整備する際、廃棄物処理施設で得られるエネルギーを有効活用

し、二酸化炭素排出量の削減を図るため、循環型社会形成推進交付金や二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の

制度を活用するよう働きかけた。 
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⑷ 森林吸収源対策の推進＜森林活用推進課＞ 

  健全で豊かな森林づくりを推進するため、県内の適切に管理された森林による二酸化炭素吸収量を県がクレジッ

トとして認証する「Ｇ－クレジット制度」を運用した（プロジェクト登録件数：16件、認証量：1,752t-CO2）。 

 また、森林由来のカーボン・クレジットの認証取得を促進するため、林業事業体等を対象としたセミナー及び勉

強会を開催した（セミナー開催回数：１回、勉強会開催回数：１回）。 

⑸ 太陽光発電設備導入によるＣＯ２削減プロジェクトの推進＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 県内企業が設置した太陽光パネルから生まれる「環境価値(ＣＯ２削減効果)」を国のＪ－クレジット制度を通じ

てクレジット化し、販売して得られる収益を「脱炭素社会ぎふ」の実現に活用する取組を開始した。 

 

４ 住宅における省エネルギーの推進 

⑴ 脱炭素社会ぎふモデル住宅の普及＜住宅課＞ 

 省エネルギー住宅の普及を促進するため、一定以上の省エネ性能基準を満たす住宅を取得したものに補助金を

支給した。 

 

５ 公共交通の利用と次世代自動車の導入の促進 

⑴ 公共交通の利用促進＜公共交通課＞ 

 利便性の向上により利用促進を図るためＭaaＳ（Mobility as a Service）やＡＩオンデマンド交通等の導入支

援を市町村に対して行った。 

 また、市町村が開催する地域公共交通会議等にて、交通事業者と市町村等が連携した利用促進の取組についての

助言等を行った。 

⑵ 燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及促進＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 県公用車として導入したＦＣＶ（１台）を県内イベント等に活用し、普及啓発に取り組んだ。 

 また、県内企業等のＦＣＶ導入を促すため、性能や外部給電機能を体感できる貸出用車両（令和３年度導入・３

台）の貸出を行った。 

⑶ 電気自動車（ＥＶ・ＰＨＶ）の普及促進＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 電気自動車の普及拡大に向け、県内の商業施設等を対象に、普通充電設備、急速充電設備の導入費用の支援を実

施した。 

⑷ 次世代自動車の県率先導入＜省エネ・再エネ社会推進課＞＜警察本部装備施設課＞ 

 「岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画」に基づき、2030年度（令和12年度）までに、県公用車のうち乗用

車について、車両の更新時期に合わせ、原則としてＥＶ、ＰＨＶ又はＦＣＶに更新することとした。 

 警察車両の一部（赤色灯、無線機、サイレンアンプ等の架装がされているもの）については、電源確保の面から、

早急な転換には課題が多いため、代替となる次世代自動車の導入が可能となり次第整備していく。 

次世代自動車への公用車（乗用車）の更新状況（令和６年度）   13台 

全公用車（乗用車）のうち次世代自動車の割合（令和６年度末）  9.5％ 

⑸ 水素社会実現に向けた取組＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 国では、平成26年６月に水素社会実現に向けた目標や具体的な取組を示す「水素・燃料電池戦略ロードマップ」

(平成31年３月改訂)、平成29年12月に世界に先駆けて水素社会を実現するため、政府全体として施策を展開してい

くための方針である「水素基本戦略」（令和５年６月改訂）を策定した。 

 本県では、水素社会実現に向けた取組の一つとして、ＦＣＶに水素を供給する水素ステーションの整備を促進す

るため、平成27年度から「岐阜県水素供給設備整備事業費補助金」による支援を行い、令和元年度に高山市内で県

内６箇所目の水素ステーションが整備されたことにより、県内５圏域全てへの設置が完了した。 

 

６ 環境・エネルギー分野への技術開発の促進 

⑴ 「岐阜県エネルギー関連産業コンソーシアム」の取組支援＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 産学金官連携のもと、エネルギー関連の技術やサービスの開発、製品化及びビジネスモデルの確立等を促進する

ことにより、エネルギー関連産業の振興を図り、カーボンニュートラルの実現に寄与することを目的としており、

平成26年９月に設立した。 

 令和６年度は、講習会等の開催や、エネルギーに関する研究開発等を行うワーキンググループ活動に対して支援
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

（３グループに補助金交付）を行った。 

 

７ 地域環境投資・金融の拡大検討 

⑴ ＥＳＧ投資・金融の普及促進＜ＳＤＧｓ推進課＞ 

 令和５年度に創設したＳＤＧｓの達成に向けた取組を行っている事業者を登録して「見える化」する「ぎふ

ＳＤＧｓ推進パートナー登録制度」の登録事業者数を増加させ、新たな支援策の追加や制度周知の強化を図るとと

もに、地元金融機関等に対して本制度登録者等を対象としたＥＳＧ／ＳＤＧｓ金融商品等の造成の促進を図った。 

 

８ 「ぎふエコアクション」の推進 

 （令和５年８月29日に国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」が「デコ活」に移行したことを踏まえ、「ぎふ清流

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」を「ぎふエコアクション」に移行した。） 

⑴ 「ぎふエコアクション」の普及啓発＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 「ぎふエコアクション」をキャッチフレーズに、低炭素型の製品・サービスの利用など「脱炭素社会ぎふ」の実

現に向けた行動変容・ライフスタイルの転換を促すため、省エネ行動の見える化Ｗｅｂサイトを運用したほか、手

軽に取り組める事柄を紹介する動画をＳＮＳで配信した。 

 

９ 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入・利用の促進 

⑴ 地産地消型再生可能エネルギーの導入促進 

ア 「岐阜県エネルギービジョン」の推進＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 「岐阜県エネルギービジョン」の着実な推進のため、省エネルギー及び新エネルギー分野における施策につい

て検証し、より具体的な対応策の提示を行うことなどを目的として、平成23年５月に「岐阜県省エネ・新エネ推

進会議」を設置した。 

 同会議において、エネルギービジョンに基づく県施策や、節電対策等について議論を行うとともに、ビジョン

改定に向けた検討を行い、令和４年３月、新たな「岐阜県エネルギービジョン」を策定した。 

 同ビジョンに掲げた2030年度の目標値として、2013年度比で、再生可能エネルギー創出量9.1倍、最終エネル

ギー消費量削減率31.2％、再エネ電力比率52.9％を設定している。 

イ 自立・分散型エネルギーシステム構築支援＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 地域資源を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築に向け、市町村が行う地域資源活用可能性調査等へ

の支援を実施した。 

ウ 太陽光発電設備等の導入支援＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、県民の太陽光発電設備等の設置に対する市町村補助事業を支援す

るとともに、事業者の太陽光発電設備等の設置に要する経費の支援を実施した。 

 また、県民、事業者向けに太陽光発電設備等を一括購入し、スケールメリットを生かして導入費用を低減する

共同購入を実施した。 

⑵ 小水力発電の導入促進＜農地整備課＞ 

 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入を図るため、農業水利施設を活用した小水力発電所の整備を推

進しており、平成25年度に「加子母清流発電所」が稼働したのを始めとして、現在までに県内で19箇所の施設で稼

働を開始した。 

 また、小水力発電施設の施設管理者等に対し、研修会の開催や専門技術者の派遣など技術的支援を行っている。 

⑶ 木質バイオマスエネルギーの導入支援＜森林経営課＞＜県産材流通課＞ 

 平成26年12月には県内初の未利用間伐材等（以下「未利用材」という。）を主たる燃料とする木質バイオマス発

電施設が瑞穂市にて稼働するなど、今後更なる木質バイオマス利用量の増加が見込まれている。 

 県では安定的な未利用材燃料調達のため、木質バイオマス加工流通施設の整備に対する支援等を実施している。 

 また、木質バイオマスの利用施設に対しても支援を実施しており、令和６年度は、教育施設、飲食店、ショール

ーム等計９施設において、木質ペレットストーブ（20台）、薪ストーブ（７台）の導入を支援した。 

 さらに、地域内における未利用材の有効活用を促進するため、市町村と地域住民が一体となって未利用材を搬出

する取組の支援を実施しており、令和６年度は９市町において計2,866ｔの未利用材が搬出された。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

⑷ 県営ダムによる発電事業実施＜河川課＞ 

 県管理ダムの阿多岐ダム及び丹生川ダムにおいて、平成24年に中部電力（株）と発電事業に関する基本協定を締

結し、平成27、28年にダムの放流水を活用した小水力発電の運用を開始した。 

また、建設中の県営ダム（内ケ谷ダム）においても、ダム完成後の小水力発電による再生可能エネルギーを活用

した発電を行う。 

 具体的には、令和２年１月に中部電力（株）と基本協定を締結しており、本県における建設ダム事業の推進とと

もに、発電事業者による設計業務等が実施されている。 

 

10 県による率先実行 

⑴ 県の事務・事業における温室効果ガスの排出状況＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 2024年度（令和６年度）の県が自らの事務及び事業から排出した温室効果ガス排出量は64,144ｔ－ＣО２で、「岐

阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画」に掲げた目標の基準年度である2013年度（平成25年度）比25.6％の削減

となった。 

⑵ 温室効果ガスの排出削減に向けた取組＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 「岐阜県温室効果ガス排出抑制率先実行計画」に基づき、県有施設の照明のＬＥＤ化や高効率空調設備への更新、

再生可能エネルギー由来の電力の調達に取り組んだほか、県有施設への太陽光発電設備の導入の検討を行った。 

 

 第２節 気候変動への適応  

１ 気候変動の影響や適応に関する共同研究と人材育成 

⑴ 岐阜県気候変動適応センターの取組＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 適応法に基づき、県と岐阜大学が共同で設置した「岐阜県気候変動適応センター」が中心となり、気候変動の影

響や適応策について、情報収集・分析や共同研究、人材育成等を実施した。 

○ 情報収集・分析 

・国立研究開発法人国立環境研究所が運営する気候変動適応情報プラットフォーム（Ａ－ＰＬＡＴ）から、気候

の現状や予測、農業・健康・自然生態系への影響等に関する情報を収集した。 

○ 共同研究 

・気候変動による外力の増加に対する流域治水のポテンシャル検討を行った。 

・田んぼダムの治水効果について調査した。 

・気候変動によるアユへの影響について調査した。 

・温暖化に伴うクリ品種の収穫期に及ぼす影響を調査し、産地別品種マップを作成した。 

・森林における炭素吸収能及びそのポテンシャルの評価を行った。 

・暑さ指数ＷＢＧＴの観測システムを設置し、ＷＢＧＴの観測を行った。 

・長良川流域における森・里・川の気候変動適応が中山間地域の生業の持続性とウェルビーイングに与える影響

を明らかにするため、各種調査を行った。 

○ 人材育成・普及啓発 

・岐阜県地球温暖化防止活動推進員研修会に講師を派遣し、気候変動適応に関する情報を提供した。 

・共同研究の成果をまとめた冊子、動画に関するチラシ、ポスターを作成し、県内ＪＡグループが運営する直売

所、道の駅、イベントブース等で配布した。 

・シンポジウム「長良川流域の森・里・川・アユの今とこれから」を開催し、共同研究等の成果の報告、パネル

ディスカッションを行った。 

 

２ 「気候変動×防災」の推進による強靱な県土づくり 

⑴ 流域治水の取組推進＜河川課＞ 

 近年、平成30年７月豪雨や令和２年７月豪雨などによる水災害が頻発し、甚大な被害が生じている。さらに、今

後は気候変動による降雨量の増大や水災害の激甚化・頻発化が予測されている。このようなリスクの増大に備える

ために、河川・下水道等の管理者が主体となって行う対策に加え、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その流

域全体のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水災害を軽減させる「流域治水」を推進する必要がある。 

 岐阜県内では、ハード対策とソフト対策を効果的・効率的となるよう組み合わせ総合的に地域の治水安全度を向
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

上させていくための施策を県内の五流域ごとに取りまとめた「新五流域総合治水対策プラン」を策定。令和６年度

には昨今の水災害の激甚化・頻発化をふまえ流域のあらゆる関係者が協働して進める「流域治水」の考え方と施策

を追加し、これに基づき流域治水の取組を実施している。 

⑵ グリーンインフラとＥｃｏ－ＤＲＲの推進＜森林経営課＞＜森林保全課＞ 

 間伐や植栽などの森林整備や治山事業の計画的な実施により山地防災力の強化を図った。 

⑶ 「適応復興」の発想による被害軽減＜森林保全課＞ 

○ 現状 

 気候変動の影響による線状降水帯の発生や局所豪雨の頻発などにより、山地災害の激甚化、同時多発化の傾向

にある。 

○ 課題 

 こうした山地災害の発生リスクの増加に対し、事前防災・減災の考えに立った治山施設の整備・森林の整備が

課題である。 

○ 対策 

 近年の豪雨災害から得た経験と将来予測から、山地災害の発生メカニズムに応じた治山施設の整備と、間伐な

どの森林整備による公益的機能の発揮を図った。 

 また、航空レーザ測量データから作成した詳細な地形図により危険箇所を抽出し効果的かつ効率的に対策を

実施した。 

 加えて、「流域治水」の取組と連携した整備を推進した。 

 

３ 激甚化・頻発化・局所化する気象災害への対策 

⑴ 山地防災力の強化と農業用施設の防災・減災 

ア 治山事業の実施＜森林保全課＞ 

 森林の維持造成を通して水源かん養機能の高度発揮、山地災害の未然防止、生活環境の保全形成を図り、安全

で住みよいふるさとづくりを推進するため、「治山事業の実施方針」に基づき、山地治山総合対策事業、農山漁

村地域整備交付金等の各種治山事業を計画的に推進した。 

 山地防災力の向上を図るため、山地災害危険地区等の危険度が高い箇所を優先に、荒廃山地の復旧、既存治山

施設の機能強化等の治山対策を実施した。 

イ 農業用施設の防災・減災＜農地整備課＞ 

 「ぎふ農業・農村基本計画」に基づき、災害に強い農村づくりとして、防災重点農業用ため池の地震・豪雨耐

性評価及び改修整備、老朽化などにより機能低下した農業用排水機場の機能保全対策及び更新整備などを計画

的に推進している。 

⑵ 河川改修の推進と排水機場、樋門、県管理ダムの適正管理 

ア 河川改修の推進＜河川課＞ 

 平成９年の「河川法」改正により、今後20～30年間の具体的な河川整備の目標や河川整備の内容を定めた「河

川整備計画」を策定することとなっている。 

 岐阜県では、11圏域において河川整備計画を定め、河川改修の推進等の対策を実施している。 

イ 排水機場、樋門、県管理ダムの適正管理＜河川課＞ 

 県が管理する治水施設の排水機場、樋門、ダムについて、予防保全型の維持管理を推進することで、激甚化・

頻発化する水害など自然がもたらす脅威に対して備えた。 

⑶ ソフト・ハード両面からの土砂災害対策＜砂防課＞ 

 ハード対策として、砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業等を行い、砂防えん堤等の砂防関係施設の整備を進めてい

る。 

 ソフト対策として、渓流や斜面など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形・土地利用状況等につ

いて調査し、住民等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地を土砂災害警戒区域に指定して

いる。 

 また、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主

避難の参考となるよう、県と気象庁が共同で土砂災害警戒情報を発表している。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

⑷ 立地適正化計画の策定促進＜都市政策課＞ 

 災害リスクの低い地域への居住や都市機能の誘導を図る「コンパクト＋ネットワーク」によるまちづくりを進め

るため、市町による立地適正化計画の策定を促進している。 

 令和６年度は、大垣市において、立地適正化計画が改定されたほか、計画策定に向けた勉強会を実施し、制度の

概要、国の動向や支援策等を説明した。 

 

４ 水資源の保全とライフラインの強化 

⑴ 県営水道の整備＜水道企業課＞ 

 県営水道については、大規模地震対策及び老朽化対策として、既設管路を複線化し、貯留機能及び応急給水拠点

機能を付加した大容量送水管を整備するとともに、老朽化が進行している管路の更新を計画的に実施している。 

 

５ 農産物・養殖魚の新品種・種苗の育成・選定 

⑴ 気候変動に適応した新品種の育成＜農政課＞ 

 気候変動に起因した高温障害により米の品質や生産量が低下するなど、農業経営が不安定となっている。 

 このため、令和６年度は高温下でも品質が安定し食味も優れる県育成水稲品種「清流のめぐみ（品種登録出願

中）」の安定生産のための栽培技術の確立に取り組んだ。 

⑵ 気候変動に適応した種苗の育成＜農政課＞＜里川・水産振興課＞ 

 気候変動に起因した水温上昇等によりアユの漁獲時期の変動やマス類の養殖生産量が減少するなど、漁業環境

が不安定になっている。 

 このため、令和６年度は、アユについては産卵期の晩期化に対応するための種苗生産技術開発を進めた。 

 また、マス類については、飼育水の高温化に適応するための育種改良を進めた。 

 

６ 自然生態系の保全 

⑴ 水みちの連続性確保＜河川課＞ 

 本県では、多様な生物が遡上・降下できる水みちの連続性を確保することを施策として掲げており、河川魚道の

状態把握と適切な維持管理を進めている。平成25年度からは公募により県民を「フィッシュウェイ・サポーター」

に委嘱し、県民協働による魚道点検を年１回程度行っている。点検の際には岐阜県自然共生工法研究会（魚道研究

専門ワーキンググループ）が作成した、魚道の状態を簡便に評価できる「清流の国ぎふ・魚道カルテ」を用いると

ともに、点検結果を踏まえ、魚道内の堆積土砂除去や破損箇所の修繕を実施し、魚道の機能回復を図っている。今

後も県と各魚道管理者が協働して管理を行い、河川の連続性を確保する。 

 さらに、「清流の国ぎふ・水みちの連続性連携検討会」を平成26年度に設立、令和６年度までに４箇所のモデル

地区において推進部会を立ち上げ、里山（水田）と里川をつなぐ水みちの連続性を確保するための対策の検討を進

め、このうち３箇所で簡易魚道の設置等を行った。今後も検討会での意見を踏まえ関係機関と連携し、河川、農業

用排水路、水田における落差を解消する。 

 また、「清流長良川の鮎」が世界農業遺産に認定されたことを受け、里山（水田）から里川、海までの水みちの

連続性確保がさらに重要となっている。これらの事業を通じて、水みちの連続性を確保することにより、生物多様

性の維持、保全を図り、里川の原風景を次世代へと継承する。 

 

表２－１－１  フィッシュウェイ・サポーター活動人数 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

人数（人） 204 177 179 173 173 166 

備考）県河川課調べ 

 

７ 熱中症、感染症の予防 

⑴ 熱中症予防 

ア 救急搬送人員数の動向調査＜消防課＞ 

 県内の熱中症（疑い含む）による救急搬送者数は、新型コロナウイルス感染症による外出控えもあって、平成
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

30年度をピークに減少していたが、令和４年度から増加に転じている（図２－１－１）。 

 年齢別では半数以上が65歳以上であり、高齢者への熱中症対策が肝要である（図２－１－２）。 

 

図２－１－１ 岐阜県内における熱中症の救急搬送者数         図２－１－２ 年齢別搬送者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県消防課調べ（県下20消防本部からの報告を集計） 備考）１ 県消防課調べ（県下20消防本部からの報告を集計） 

２ 集計期間は、毎年６月１日～９月30日 ２ 集計期間は、毎年６月１日～９月30日 

 

イ 予防のための普及啓発＜保健医療課＞ 

 環境省が定める「熱中症対策実行計画」に基づき、包括連携協定企業、県内各市町村及び庁内関係課と連携し、

熱中症予防行動の普及啓発を行っている。 

 今後も、引き続き普及啓発を図る。特に、熱中症弱者や熱中症患者が発生しやすい状況に合わせた効果的な周

知を行っていく。 

⑵ 感染症の予防＜感染症対策推進課＞ 

 保健環境研究所において、蚊媒介感染症の発生状況及び感染症媒介蚊の季節的発生状況の推移について調査を

行っている。 

 今後も、蚊媒介感染症や感染症媒介蚊の発生状況を調査し、蚊媒介感染症の感染防止策に関する普及啓発に努め

ていく。 

 

表２－１－２ デング熱発生状況 

 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

全 国（件） 461 45 8 98 175 232 

岐阜県（件） 6 0 1 1 1 3 

備考）１ 岐阜県感染症発生動向調査（感染症対策推進課）調べ 

２ 県内報告例は、すべて輸入例 

 

８  事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援 

⑴ 災害時の企業の事業継続や早期復旧に向けた各種計画の策定支援＜商工労働政策課＞ 

 県内企業向けにＢＣＰ策定支援セミナー（計10回151事業所）、ＢＣＰブラッシュアップ訓練セミナー（計５回62

事業所）を実施した。 

 商工会・商工会議所が実施する事業継続力強化計画の策定セミナーやワークショップ、専門家派遣等に対して補

助し、県内事業者の同計画の策定を支援した（96事業所）。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

第２章 資源循環型社会の形成 

 

 第１節 廃棄物の発生抑制及び再資源化の促進  

１ プラスチックごみ削減の推進 

⑴ 「岐阜県プラスチック・スマート事業所『ぎふプラスマ！』」の取組推進＜廃棄物対策課＞ 

 令和元年度から実施してきた使い捨てプラスチック削減に取り組む飲食店等の登録制度「ぎふプラごみ削減モ

デルショップ」を、令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されたことを受

け、「岐阜県プラスチック・スマート事業所『ぎふプラスマ！』」にリニューアルし、プラスチックの資源循環やプ

ラスチック利用合理化等に取り組む事業所等を登録する制度とした。令和７年３月現在で1,537店舗・事業所（370

社）を登録している。 

 

図２－２－１ ぎふプラスマ！登録店を示すステッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 環境に配慮したプラスチック容器の普及促進＜廃棄物対策課＞ 

 若い世代に対する環境に配慮したプラスチック製品の普及啓発を目的として、高校や大学と連携し、環境教育や

イベント開催時に、バイオマスやリサイクル素材を原料とした環境配慮型プラスチック容器の試供品モニタリン

グを実施した。 

 

２ プラスチックを含む海洋ごみ対策の推進 

⑴ 環境美化運動の推進＜廃棄物対策課＞ 

 県内で発生した散乱ごみが河川を経由して海洋へ流出することによる海洋汚染を防ぐため、年に２回「プラごみ

ゼロ・キャンペーン週間」を定めて、市町村や関係機関とともに街や川の清掃活動や意識啓発活動を実施するなど、

県内一体となった環境美化運動を推進した。 

⑵ 「清流の国ぎふ 海洋ごみ対策地域計画」に基づく事業の実施＜廃棄物対策課＞ 

 令和４年度より、ごみ拾いＳＮＳと連携し、投稿者自身や地域の清掃活動の成果をリアルタイムで「見える化」

することを目的とした清掃活動ウェブページ「クリーンアップぎふ～海まで届け清流！～」を運営している。令和

６年度は富山県と連携した取組として、重点モデル区域であり富山湾へ注ぐ河川の上流域にあたる高山市にて清

掃イベントを開催した。 

 また、市町村海洋ごみ発生抑制対策事業費補助金により、重点モデル地区における活動を支援した。 

  

３ 食品廃棄物対策の推進 

⑴ ぎふ食べきり運動の推進＜廃棄物対策課＞ 

 平成30年度から、料理の食べ残し等の食品廃棄物を削減するため「ぎふ食べきり運動」の取組を開始。県内の飲

食店や企業等1,400事業所（令和７年３月現在）を協力店・協力企業に登録したほか、インスタグラムやYouTubeを

活用し、食品ロス削減のためのレシピ等を情報発信するなどして、運動を推進した。 

 また、家庭で実践できる食品廃棄物削減の取組をインスタグラムやホームページで紹介するなど、啓発を行った。 

⑵ 「岐阜県食品ロス削減推進計画」に基づく施策の推進＜県民生活課＞ 

 食品ロスの削減を総合的かつ計画的に推進するため、令和４年３月に「岐阜県食品ロス削減推進計画（令和４年

度～12年度）」を策定した。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 この計画において、食品ロスの発生量を2030年度（令和12年度）までに2000年度（平成12年度）比で半減させる

こと等を目標に設定し、食品ロスの発生抑制と未利用食品等の有効活用を施策の柱に掲げ、行政、事業者、消費者、

関係団体等による取組を促進するとともに、各主体間の連携強化を図ることで、「オール岐阜」による食品ロス削

減の取組を推進している。 

 

４ ごみ減量化・リサイクルの推進 

⑴ 建設廃棄物の排出事業者への啓発・周知＜建築指導課＞ 

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の適正な運用と推進を図るため、ホームページでのＰＲ等で、

制度の趣旨、届出手続等の周知を図った。 

 また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事が適切に施工されているか等を監視す

るため、６月及び10月に一斉パトロールを実施した。 

⑵ 汚泥リサイクル及び汚泥肥料の取組の情報発信＜農地整備課＞ 

 農業集落排水施設から発生する「汚泥」は有用な資源であることから、地域の土づくりへの活用を推進するため、

汚泥リサイクル施設の整備及び汚泥リサイクルの普及啓発を進めている。 

⑶ 農林系バイオマス資源の堆肥化施設等の整備に対する支援＜農産園芸課＞ 

 稲わら、麦わら、もみ殻、家畜糞尿等を組み合わせたバイオマス資源の堆肥化による土づくりを推進するととも

に、堆肥等生産機械設備、堆肥等散布車等の整備に向けた制度活用等について啓発活動を行い、農業系バイオマス

の利活用を推進した。 

⑷ 岐阜県リサイクル認定製品の認定・利用促進＜廃棄物対策課＞ 

 リサイクル製品に対する安全・安心の確保と利用の促進を図るため、「岐阜県リサイクル認定製品の認定及び利

用の推進に関する条例」を平成18年度に制定した。 

 また、廃棄物の発生抑制・リサイクルの促進を図るとともにリサイクル産業の育成を図るために、条例に基づく

認定制度として、県内で発生した循環資源を使用し、県内で製造されるリサイクル製品で、廃棄物の減量及び資源

の有効利用に資すると認められるものを「岐阜県リサイクル認定製品」として認定している。 

 この認定製品を県の事業において優先的に使用していくとともに、市町村及び事業者への利用の呼びかけや県

ホームページやパンフレットでの製品紹介により、「岐阜県リサイクル認定製品」の利用推進を図った。 

 なお、令和６年度末時点で合計139製品となっている（資料42）。 

⑸ 分別ルールに従った分別の推進＜廃棄物対策課＞ 

 可燃ごみの開封調査では、生ごみ、紙ごみ及びプラスチックごみが多く、これらの削減を図るため、市町村の分

別ルールに従った丁寧な分別を市町村と連携して推進した。 

⑹ 紙ごみの減量と紙類分別の徹底の推進＜廃棄物対策課＞ 

 ごみの減量化を実現するため、可燃ごみ中の割合が多い紙類の減量化に関する取組が重要であり、市町村と連携

して紙ごみの減量と紙類を廃棄する際の分別の徹底を推進した。 

⑺ プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化に向けた取組の推進＜廃棄物対策課＞ 

 令和６年９月26日に羽島市が県内で２例目となる「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づ

く再商品化計画の認定を受けた。 

 本計画の認定を受けることにより、令和６年10月から令和８年度末まで、再商品化事業者と連携し、プラスチッ

ク容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となった。 

 

５ グリーン購入の推進 

⑴ 「グリーン購入」の促進＜廃棄物対策課＞ 

 県の物品等の調達において、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図るため、平成13年度から「国

等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき「岐阜県環境物品等調達方針」を毎年度定め、率先し

てグリーン購入を進めている。 

⑵ 「東海三県一市グリーン購入キャンペーン」の実施＜廃棄物対策課＞ 

 環境にやさしい買い物（グリーン購入）の普及を図るため、平成14年度から愛知県、三重県、名古屋市、流通販売

事業者、関係団体等と連携し消費者向けキャンペーンを実施している。令和６年度は、令和７年１月10日～２月９日

の間、スーパーマーケット等3,788店舗（県内579店舗）において懸賞応募企画によるグリーン購入の啓発を行った。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

６ 循環経済の推進 

 ⑴ 循環経済の導入の促進＜廃棄物対策課＞ 

   循環経済への理解を深めるため、専門家による基調講演や、循環経済に取り組んでいる事業者による事例紹介を行う

セミナーのほか、事業アイデアを構想するワークショップを開催した。 

 

７ 一般廃棄物の適正処理の推進 

⑴ 一般廃棄物の概況＜廃棄物対策課＞ 

 本県における、一般廃棄物（し尿、ごみ）の処理状況は、表２－２－１のとおりである。 

 一般廃棄物のうち、令和５年度のごみの総排出量は587,449ｔ、１人１日あたりのごみの排出量は828ｇであり、

近年は減少傾向にある。資源循環型社会形成のためには、資源化の推進とともに発生抑制が必要である。 

 し尿は、し尿処理施設等により衛生的な処理がされているところであるが、下水道の整備に伴い、処理量は年々

減少している。 

 

表２－２－１ 一般廃棄物の処理状況 

区       分 R3年度 R4年度 R5年度 

し 

 

尿 

計画収集人口  (千人) 80 77 70 

市町村 

計 画 

収集量 

下水道投入  (百kℓ) 89 178 187 

し尿処理施設  (百kℓ) 5,163 5,043 5,062 

農地還元  (百kℓ) 0 0 0 

その他 (百kℓ) 134 133 133 

小計  (百kℓ) 5,386 5,353 5,382 

自家処理量  (百kℓ) 2 1 2 

合計  (百kℓ) 5,388 5,355 5,384 

ご 

 

み 

計画収集人口  (千人) 1,962 1,948 1,939 

 ごみ総排出量  (千ｔ) 626 611 587 

 生活系ごみ  (千ｔ) 425 411 390 

 事業系ごみ  (千ｔ) 183 182 181 

 集団回収量  (千ｔ) 18 18 16 

１人１日当たりのごみ排出量 (g/人日) 874 859 828 

備考）１ 県廃棄物対策課調べ 

２ し尿はくみ取りし尿と浄化槽汚泥を加えたものである。 

３ 端数処理の関係で合計は一致しない。 

 

⑵ 一般廃棄物処理施設に対する指導＜廃棄物対策課＞ 

 令和６年度末現在の県内の一般廃棄物処理施設の整備状況は、資料44、45、46及び47のとおりである。 

 県は、これら一般廃棄物処理施設の適正な維持管理が図られるよう施設への立入検査を実施した。令和６年度の

立入検査の実施状況は、表２－２－２のとおりである。 

 

表２－２－２ 一般廃棄物処理施設の整備状況及び立入検査の実施状況      （令和６年度） 

区分 し尿処理施設 ごみ焼却施設 粗大ごみ処理施設 埋立処分地施設  

施  設  数 21(2) 24(2) 9(1) 68(5)  

立入検査回数 20 23 7 58 （岐阜市分除く） 

備考）１ 県廃棄物対策課調べ 

２ （ ）内は岐阜市（中核市）の分を内数で示す。 

 

⑶ 市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備に対する支援＜廃棄物対策課＞ 

 市町村等は、一般廃棄物を適正に処理するため、廃棄物処理施設に関する長期整備計画を策定し、その整備を進
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

表２－２－５ 産業廃棄物の処理施設の設置状況                     （令和７年３月末現在） 

  施設名 施設数 

  汚泥の脱水施設 7 （0） 

  汚泥の乾燥施設 4 （0） 

  焼却施設 21 （1） 

 

区分（重複有り） 

汚泥焼却施設 10 （1） 

廃油焼却施設 5 （1） 

廃プラスチック類焼却施設 11 （0） 

その他焼却施設 16 （1） 

  廃油の油水分離施設 3 （0） 

  廃酸廃アルカリの中和処理施設 2 （0） 

  破砕施設                     185（15） 

 
区分（重複有り） 

廃プラスチック類破砕施設 42 （0） 

木くずがれき類破砕施設 184（15） 

 最終処分場 12 （1） 

 
区分 

管理型 8 （1） 

安定型 4 （0） 

  シアン化合物分解施設 1 （0） 

  合計 235（17） 

備考）１ 県廃棄物対策課調べ 

２ （ ）内は岐阜市（中核市）の分を内数で示す。 

 

⑵ 産業廃棄物処理施設の監視指導＜廃棄物対策課＞ 

 産業廃棄物の保管状況及び処理状況について、事業者及び処理業者の中間処理施設、埋立処分地等に立入検査を

実施し、産業廃棄物の適正処理を指導した。 

 なお、平成５年４月からは、監視指導要領に基づき処理業者に対する立入検査を行っている。 

 立入検査の実施状況は、表２－２－６のとおりである。 

 

表２－２－６  産業廃棄物の立入検査の実施状況 

区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

事業者 
650 

(72) 

502 

(83) 

600 

(106)  

1,028 

(70)  

1,097 

（148） 

処理業者 
548 

(102) 

580 

(99) 

505 

(104) 

512 

(97) 

623 

（104） 

計 
1,198 

(174) 

1,082 

(182) 

1,105 

(210) 

1,540 

(167) 

1,720 

（252） 

備考）１ 県廃棄物対策課調べ 

２ （ ）内は岐阜市（中核市）の分を内数で示す。 

 

⑶ 法令講習会の開催＜廃棄物対策課＞ 

 排出事業者における廃棄物適正処理に関する知識向上を図るため、主に中小の排出事業者を対象として廃棄物

処理法等関係法令に関する講習を実施している。 

⑷ 農業用使用済プラスチックの適正処理の推進＜農産園芸課＞ 

   本県における農業用使用済プラスチックの排出量の令和６年度実績は令和４年度実績よりも減少した。（表２－２－

７）。長期的な傾向を見ると、園芸用資材の長期利用が進んでいることや、園芸用施設設置面積などが減少しつつあるこ

とから、排出量が横ばいの地域と徐々に減少している地域が多い。 

   令和６年度県農業用使用済プラスチックの回収処理状況調査によると、処理量 427ｔのうち、24％が焼却処理され、
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

18％が再生処理された（図２－２－５）。 

 農業用使用済プラスチックの適正処理や排出抑制を推進するため、平成９年に「岐阜県農業用使用済プラスチック適

正処理推進協議会」を設置した。同協議会では、現地研修会の開催や適正処理に関する情報提供を通じて、農業関係団

体等に対し適切な処理を行うよう指導している。 

 

表２－２－７ 県内の農業用使用済プラスチック排出量の推移 

 平成26年度 平成28年度 平成30年度 令和２年度 令和４年度 令和６年度 

排出量（ｔ） 567 1,197 1,076 553 616 427 

備考）県農産園芸課調べ 

 

図２－２－５ 県内の回収された農業用使用済プラスチックの処理状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県農産園芸課調べ 

 

⑸ 家畜排せつ物処理施設の整備支援＜畜産振興課＞ 

 家畜ふん尿は適切な処理を施すことにより、有効な土壌改良資材及び有機質肥料として利用できるため、農地等

への還元を基本としているが、未熟ふん尿の農作物への悪影響と公害発生の防止対策として、発酵処理施設又は乾

燥処理施設を用いて十分に腐熟又は乾燥したものを施用するよう指導している。 

 また、農地還元が不可能な地域においても、公害防止のため浄化処理又は焼却処理施設について適正な維持管理

を行うなど、立地条件及び経営規模に適応した家畜ふん尿処理施設の設置を指導している。 

 令和６年度は、家畜排せつ物処理施設等の整備に対する支援として、表２－２－８のとおり実施した。 

 

表２－２－８ 家畜排せつ物処理施設等整備事業の実施状況            （令和６年度） 

区    分 
総   数 

事  業  内  容 

土地還元対策 家畜ふん尿処理施設等 

件 数 件 数 件 数 

強い畜産構造改革支援事業 ３箇所 ０箇所 ３箇所 

計 ３箇所 ０箇所 ３箇所 

備考）県畜産振興課調べ  

 

⑹ 畜産経営に起因する環境問題への対応＜畜産振興課＞ 

 「岐阜県畜産経営環境保全対策指導方針」及び「岐阜県畜産経営環境保全対策指導実施要領」に基づき、県・市

町村・畜産関係機関が一体となり、実態調査により現状を把握するとともに、巡回指導等により適正な処理及び農

地還元を推進している。 

 令和６年度における家畜ふん尿の処理状況は、図２－２－６のとおりで、家畜ふん尿の農地還元実績は、表２－

２－９のとおりである。 

 

焼却処理

103t

24%

再生処理

78t

18%

埋立処理

2t

1%

その他

244t

57%

処理量

427t

資
源
循
環
型
社
会
の
形
成

― 20 ―



第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

図２－２－６ 家畜ふん尿の処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県畜産振興課調べ 

 

表２－２－９ 家畜ふん尿の農地還元実績 

区分 
令和６年度 （実績） 

総排せつ量(千ｔ) 農地還元量(千ｔ) 

牛 380.6 373.9 

豚 221.6 122.2 

鶏 305.4 284.6 

計 907.6 780.7 

備考 県畜産振興課調べ 

 

⑺ 資源循環型農業の推進＜農産園芸課＞ 

 農業の持続的発展と、農業が有する多面的機能の維持・増進を図るため、化学肥料・化学合成農薬の使用を慣行

レベルから５割以上低減する取組と併せて行う堆肥の施用を推進し、令和６年度は５地域、93haで実施された。 

⑻ ＰＣＢ廃棄物の処理促進及び有害廃棄物の適正処理＜廃棄物対策課＞ 

 ポリ塩化ビフェニル（以下、「ＰＣＢ」という。）廃棄物の保管・処分等について必要な規制を行うために「ポリ

塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年７月15日から施行された。 

 県では、平成20年３月に「岐阜県ポリ塩化ビフェニル処理計画」を策定し、同法及び同計画に従い、事業活動に

伴ってＰＣＢ廃棄物を保管する事業者に対し、保管等の届出及び適正な保管を行うとともに、処理期限内に全ての

ＰＣＢ廃棄物の処理を行うよう指導している。 

 また、平成27年度末から、県に届出されていないＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ使用製品を保管並びに所有する疑いの

ある事業者を対象として該当機器の保有に関する実態調査（掘り起こし調査）を実施しており、ＰＣＢ廃棄物を漏

れなく把握し、新たに把握したＰＣＢ廃棄物保管事業者への指導を行っている。 

 ＰＣＢ廃棄物の処理を推進するため、平成28年12月以降、関係団体と岐阜県ＰＣＢ処理推進連絡会を定期的に開

催し、ＰＣＢ廃棄物の処理に係る課題の共有と県と連携してＰＣＢ廃棄物の処理を促進していくよう協力体制の

構築等に取り組んでいる。 

 高濃度ＰＣＢを含有する変圧器、コンデンサー及び安定器等汚染物については、処分期間が終了しており、新た

に発見され、ＰＣＢ廃棄物を保管することとなった事業者に対して、廃棄物処理法に規定する保管基準に従って適

正に保管し、速やかに処理するよう指導するとともに、処理状況のフォローアップを行っている。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 第２節 不適正処理対策の徹底  

１ 不法投棄等対策の徹底 

⑴ パトロール等監視体制の強化＜廃棄物対策課＞ 

○ スカイ＆ランドパトロールの実施（平成９年度～） 

 空と陸から連絡を取りながらパトロールを実施している。飛行経路に県境主要道路付近の山林及び河川敷等

を加える等、監視強化を図っている。なお令和６年度の実施回数は２回。 

○ 産業廃棄物収集運搬車に対する路上検査の実施 

 県境等で国・他県市との合同による産業廃棄物収集運搬車の路上検査を実施し、不適正処理の未然防止を図っ

ている。 

［実施県］三重県・滋賀県（平成10年度～）、福井県（平成12年度～）、 

中部地方環境事務所・愛知県・名古屋市（平成13年度～）、 

岐阜市（平成20年度～）、長野県（平成23年度～）、富山県・富山市（平成27年度～） 

 上記に県単独での実施を加え、県内全圏域での路上検査を実施している。 

○ 夜間休日産業廃棄物不適正処理監視パトロールの実施（平成12年度～） 

行政の監視の手薄な夜間・休日に不法投棄等監視パトロールを実施している。 

令和６年度の実施回数は400回。 

○ 市町村職員への立入検査権限の付与（平成14年度～） 

 市町村職員を県職員（市町村立入検査員）に併任し、「廃棄物処理法」及び「岐阜県埋立て等の規制に関する

条例」に基づく県の立入検査権を付与することにより、不適正処理事案等に対する迅速、効果的な対応が可能と

なるよう監視指導体制の強化を図っている。 

 令和６年度は、27市町村、77名の市町村職員を市町村立入検査員に任命し、県と市町村の連携による監視指導

に努めた。 

○ 可搬式カメラ監視システムの導入（平成17年度～） 

 機動性が高く、適時、適所に設置できる可搬式監視カメラを導入し、不法投棄等を未然に防止している。 

⑵ 通報体制の整備＜廃棄物対策課＞ 

○ 廃棄物インターネット110番の活用（平成11年度～） 

 廃棄物インターネット110番により、広く県民から不法投棄等の情報を得ている。 

 令和６年度末現在の通報受理件数は累計1,149件。 

○ 不法投棄等通報協力体制の整備 

 不法投棄を早期に把握するため、各種団体等の協力を得て通報体制を整備している。 

 郵便局員（平成12年度～）、森林組合員（平成13年度～）、岐阜県森林施業協議会（平成16年度～）、中日本高

速道路株式会社（平成17年度～）、中部電気保安協会岐阜支店（平成27年度～）、日本郵便株式会社（平成30年度

～）及びセイノーホールディングス株式会社（令和５年度～） 

 

２ 岐阜県埋立て等の規制に関する条例の的確な運用 

⑴ 不適正な土砂等の埋立て行為等の監視＜環境管理課＞ 

 不適正な埋立行為等を早期に発見し、初動段階から迅速に対処するため、市町村と連携し、「岐阜県埋立て等の

規制に関する条例」に基づく施工中の立入検査や定期的な監視パトロール等を実施した。 

⑵ 盛土規制に係る連携体制の構築＜建築指導課＞ 

 令和３年７月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を踏まえ、令和３年10月に盛土規制に係る総合調整や包括

的なとりまとめを担う組織を環境管理課に設置した（令和６年４月から建築指導課へ移管）。 

 また、本庁と５つの地域ごとに「盛土規制に関する連携会議」を設置・開催し、市町村や警察も含めた関係機関

の連携体制を構築している。 

 

 第３節 災害廃棄物・感染症への備え  

１ 災害廃棄物処理対策の推進 

⑴ 災害廃棄物の適正な処理体制の強化＜廃棄物対策課＞ 

 地震、水害等の災害時には、被災した住居から排出されるごみやがれき類、有害廃棄物、避難所ゴミ等の災害廃
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

棄物が大量に発生する。また、道路の通行不能や、ごみ処理施設の被災によって、平常時と同様の収集・運搬、処

分が困難となり、市町村の廃棄物処理が混乱することが予想される。 

 このような事態に備え、市町村において災害廃棄物の処理、仮置場の設置、分別の方法等について、あらかじめ

処理計画を立てておくことが必要である。そこで、県では環境省が策定した災害廃棄物対策指針を踏まえ、平成28

年３月に「岐阜県災害廃棄物処理計画」を策定するとともに、県及び市町村担当者等を対象とした演習及び研修会

等を実施し、災害廃棄物処理体制の強化を図っている。 

 

２ 感染症対策の推進 

⑴ 県民及び事業者に対する廃棄物の処理方法等に関わる注意事項の周知＜廃棄物対策課＞ 

 廃棄物処理は県民生活を維持し経済を支える必要不可欠な業務であり、感染症拡大時においても事業を継続す

る必要がある。感染症に係る廃棄物として、医療機関等から排出される感染性廃棄物とそれ以外の廃棄物があり、

廃棄物処理が滞り、医療機関等から排出される廃棄物と一般家庭から排出されるごみが適正に処理されていない

と、生活環境の保全上の支障となる。 

 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」等に従い、必要な感染防止策を適切に実施することで、

廃棄物処理に由来した感染を防ぎつつ処理することができるため、同マニュアル等に沿った廃棄物処理の適正な

確保について周知した。 

⑵ 感染症の流行に対応した市町村業務継続計画の策定支援＜廃棄物対策課＞ 

 感染拡大に伴い、作業員の感染などの廃棄物処理を継続する上でのリスクが懸念されたため、そのような状況下

でも廃棄物処理を適正かつ安定的に継続できるように、市町村や一部事務組合に「一般廃棄物処理事業継続計画」

の策定を依頼した。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

第３章 美しく豊かな環境との共生 

 

 第１節 地域循環共生圏の創出支援  

１ 地域循環共生圏の取組の推進 

⑴ 地域循環共生圏のモデル事業支援＜廃棄物対策課＞ 

 各地域がその特性を活かした強みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつつ、

それぞれの地域の特性に応じて近隣地域等と地域資源を補完し、支え合い、より広域的なネットワークを構築して

いく「地域循環共生圏」の創造を促進するため、その仕組みづくりを支援した。 

 

 第２節 自然環境の保全及び活用  

１ 環境影響評価制度の的確な運用 

⑴ 環境影響評価制度の的確な運用＜環境管理課＞ 

○ 「岐阜県環境影響評価条例」 

 無秩序な開発などにより自然環境の破壊や公害が発生するとその対策に多くの年月と多額の費用を要するば

かりでなく、原状まで回復することが困難となる場合もある。 

 そこで、大規模な開発事業を行う場合には、自然環境の破壊や公害の発生を未然に防止し、開発と環境との調

和を図ることが極めて重要となるため、その手段として環境影響評価（環境アセスメント）制度が設けられてい

る。 

 環境影響評価制度は、開発事業等を行う事業者が、その事業の実施にあたり、あらかじめその事業に係る環境

への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全について

適正に配慮するよう導くものである。 

 平成９年６月には、その成立が長年の懸案であった「環境影響評価法」（以下「法」という。）が公布され、平

成11年６月12日から施行された。この法の特徴としては、それまでの国の要綱等で運用されていた制度より早い

段階で事業者が事業に関する情報を住民等に提供し、事業者の環境情報の形成に住民等が参加できる仕組みと

するとともに、評価の項目を「環境基本法」で対象とする環境領域全般に拡大し、また、実行可能な範囲内で環

境への影響をできる限り低減する考え方を導入したことである。 

 本県においては、平成５年８月に「ゴルフ場及び大規模レクリエーション施設開発事業に関する環境影響評価

要綱」、平成６年５月に「岐阜県環境影響評価要綱」を制定し、環境影響評価を漸次実施してきたが、総合的か

つ統一的な環境影響評価制度とするため、平成７年３月に「岐阜県環境影響評価条例」（以下「条例」という。）

を制定、平成８年４月１日から施行した。その後、条例は法施行に伴い、その手続をより充実したものとするた

め、平成11年３月に一部改正し、平成11年６月12日から施行した。さらに、平成23年４月の法改正に伴い、法と

条例との手続の整合を図る必要があること、平成11年の改正から10年以上が経過し、その間に行政手続への住民

参画の推進等、行政手続を巡る状況が変化してきていることを踏まえ、平成24年12月に条例を一部改正し、平成

25年４月１日に施行した。また、「岐阜県環境影響評価条例施行規則」について、平成27年８月に土地開発事業

における要件の見直しのため一部改正し、同年９月１日に施行した。さらに、令和４年３月に高層工作物又は高

層建築物の建設における要件の見直しのため一部改正し、同年３月１日に施行した。 

 条例に基づく対象事業は、①土地開発事業、②道路の建設、③ダム又は放水路の建設、④堰の建設、⑤鉄道又

は軌道の建設、⑥飛行場の建設、⑦廃棄物最終処分場の建設、⑧廃棄物処理施設の建設、⑨工場又は事業場の建

設、⑩電気工作物の建設、⑪高層工作物又は高層建築物の建設の11種である。 

 対象事業については、資料５のとおりである。 

 また、調査・予測・評価を行うべき環境項目は、①大気質、②水質・底質・地下水、③土壌、④騒音、⑤振動、

⑥地盤沈下、⑦悪臭、⑧廃棄物、⑨温室効果ガス、⑩電波障害、⑪日照阻害、⑫地形・地質、⑬動物、⑭植物、

⑮生態系、⑯触れ合い活動の場、⑰文化財、⑱景観の18項目である。 

 手続の概要は、資料６に示す。 

 なお、最近の環境影響評価の実施状況については、資料７のとおりである。 

○ 「岐阜県地域環境保全指針」 

・趣旨 

 開発を行う場合は環境への影響を少なくするだけでなく、環境への配慮を行うことが求められるため、県は開
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

協議会」において意見交換を行いながら水質浄化対策の検討を進め、アオコ発生時にはフィルター材による除去

や高圧水による撹拌対策を実施している。 

⑵ 自然環境に配慮した砂防事業の推進＜砂防課＞ 

 近年の環境意識の高まりを受けて、渓流の連続性が確保できる鋼製スリットえん堤を採用する等、生態系との調

和を目指し、自然環境に配慮した砂防事業を実施している。 

⑶ 自然の水辺復活プロジェクトの推進＜技術検査課＞＜河川課＞ 

 建設工事により多様な生物の生息環境が減少・消滅することを回避するため、行政や民間の現場技術者等へ自然

共生の重要性を啓発すると共に、自然環境の創出が可能な工法の分析・評価・対策・データ蓄積を進めるために、

産学民官が連携して次の施策を実施している。 

・岐阜県自然共生工法研究会の主催により、産学民官が対等な立場で連携する研究発表会、現地見学会、勉強会等

を開催 

・岐阜県自然工法管理士2,647名を認定（令和７年度４月時点） 

・各現場で実施した自然共生への取組（工法等）について分析・評価し、所要の対策を検討した上で、その知見を

他の現場に反映 

 

３ 自然公園の保全及び活用 

⑴ 自然公園の概要＜環境生活政策課＞ 

○ 指定状況 

 県内には「中部山岳国立公園」、「白山国立公園」の２箇所の国立公園をはじめとして、国定公園２箇所、県立 

自然公園15箇所、計195,093haの自然公園が指定されている。 

 また、社会情勢の変化、それに伴う自然環境、景観の変化をふまえ、順次、自然公園の再検討（見直し作業）

を行い、公園計画の所要の改訂を行っている。 

○ 各種行為の規制 

 自然公園の風致景観を保護するため、「自然公園法」及び「岐阜県立自然公園条例」に基づき、自然公園の区

域内に、特別地域、特別保護地区を指定している。 

 これらの地域における一定の行為は、環境大臣又は知事の許可を受けなければならないものとされており、ま

た、これらの地域以外の地域（普通地域）についても、一定の行為は、環境大臣又は知事に事前に届出を行うこ

ととされている。 

○ 保護の体制 

 本県では、自然保護員13名を配置し、自然公園内の風致景観を保護している。また、国においても、自然公園

指導員の制度を設けているほか、中部山岳国立公園に平湯管理官事務所を設置し、現地の保護体制の充実に努め

ている。 

○ 施設整備 

 自然公園の適正な利用を図るため年々利用施設の整備を進めており、令和６年度においては中部山岳国立公

園奥飛驒ビジターセンター改修工事、白山国立公園の大倉山避難小屋改修工事等を実施した。 

 

表２－３－１ 自然公園の状況                             （令和７年３月末現在） 

区   分 
公 園 計 画 

特 別 地 域 
普 通 地 域 

特別保護地区 左の地区以外 

面積(ha) 構成比(％) 面積(ha) 構成比(％) 面積(ha) 構成比(％) 面積(ha) 構成比(％) 

国立公園 38,236 
(19.6) 

100 
14,647 38.3 19,182 50.2 4,407 11.5 

国定公園 34,632 
(17.8) 

100 
38 0.1 31,934 92.2 2,660 7.7 

県立自然公園 122,225 
(62.6) 

100 
0 0.0 13,134 10.7 109,091 89.3 

計 195,093 100 14,685 7.5 64,250 32.9 116,158 59.6 

備考）１ 県環境生活政策課調べ 

２ ( )内は計に対する構成比を示す。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

表２－３－２  自然公園内における行為許可・届出の状況 

区    分 
工作物の新改増築 

(件) 
鉱物の採掘土石 
の採取(件) 

木竹の伐採 
(件) 

土地の形状の変更 
（件） 

その他 
（件） 

計 
（件） 

令
和
６
年
度 

国 立 公 園 44 0 0 0 17 61 

国 定 公 園 106 19 9 11 7 152 

県 立 自 然 公 園 54 21 4 16 10 105 

計 204 40 13 27 34 318 

令和 ５ 年 度 183 42 14 24 27 290 

令和 ４ 年 度 195 44 19 22 25 305 

令和 ３ 年 度 318 57 53 17 46 491 

備考）県環境生活政策課調べ 

 

表２－３－３ 自然公園の利用施設の整備状況                        （令和６年度） 

公 園 名 市町村名 事 業 内 容 事業区分 施行主体 

中部山岳国立公園 高山市 
乗鞍鶴ヶ池駐車場舗装改修工事 公共・県単 岐阜県 

中部山岳国立公園奥飛驒ビジターセンター改修工事 公共 岐阜県 

白山国立公園 白川村 大倉山避難小屋改修工事 公共 岐阜県 

中部北陸自然歩道 
高山市 休憩舎デッキ改修等工事 公共 高山市 

飛騨市 標識設置工事 公共 飛騨市 

東海自然歩道 

恵那市 標識改修等工事 公共 恵那市 

海津市 
公衆トイレ再整備工事 公共 岐阜県 

木橋改修工事 公共 岐阜県 

垂井町 標識改修工事 公共 垂井町 

関ケ原町 東海自然歩道関ケ原ビジターセンター機器更新工事 県単 岐阜県 

備考）県環境生活政策課調べ 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

飛騨市 

白川村 

高山市 

下呂市 

揖斐川町 

美濃市 

白川町 七宗町 

中津川市 
関市 

池田町 

各務原市 可児市 
御嵩町 

瑞浪市 

土岐市 

恵那市 

関ケ原町 

大垣市 

海津市 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 
⑰ 

⑱ 

⑲ 

大垣市 

本巣市 

美濃加茂市 

坂祝町 

八百津町 
川辺町 

垂井町 

郡上市 

養老町 

 

図２－３－１ 自然公園の位置図 

 

 

 

 

国立公園 

 ①中部山岳 

 ②白山 

国定公園 

 ③飛騨木曽川 

 ④揖斐関ケ原養老 

県立自然公園 

 ⑤千本松原 

 ⑥恵那峡 

 ⑦胞山 

 ⑧揖斐 

 ⑨奥飛騨数河流葉 

 ⑩宇津江四十八滝 

 ⑪裏木曽 

 ⑫伊吹 

 ⑬土岐三国山 

 ⑭位山舟山 

 ⑮奥長良川 

 ⑯野麦 

 ⑰せせらぎ渓谷 

 ⑱天生 

 ⑲御嶽山 

 

 

 

備考）県環境生活政策課調べ 

 

表２－３－４ 県内の国立・国定公園・県立自然公園の一覧 

区分 
位置図 

番号 

公園名 

（当初指定年月日） 
関係（県）市町村 公園の特性 

面積 

（ha） 

国
立
公
園 

① 
中部山岳 

（S9.12.4） 

（岐阜、新潟、富山、長野） 

高山市、飛騨市 

標高3,000ｍ級の山岳景観美、高山植物の

群生 

(174,323) 

24,219  

② 
白山 

（S37.11.12） 

（岐阜、石川、富山、福井） 

郡上市、高山市、白川村 
白山を中心とする山岳景観美 

(49,900) 

14,017  

国
定
公
園 

③ 
飛騨木曽川 

（S39.3.3） 

（岐阜、愛知） 

瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、

各務原市、可児市、下呂市、

坂祝町、川辺町、七宗町、八

百津町、白川町、御嵩町 

飛騨川、木曽川沿いの奇岩、峡谷美 
(18,074) 

14,413  

④ 

揖斐関ケ原 

養老 

（S45.12.28） 

大垣市、本巣市、海津市、養

老町、垂井町、関ケ原町、揖

斐川町、池田町 

東海自然歩道沿いの揖斐峡等の峡谷美、

池田山、養老山系の自然美 
20,219  

計 ４箇所  72,868  

凡  例 

国 立 公 園  

国 定 公 園  

県立自然公園  
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

区分 
位置図 

番号 

公園名 

（当初指定年月日） 
関係（県）市町村 公園の特性 

面積 

（ha） 

県 
 

 

立 
 

 

自 
 

 

然 
 

 

公 
 

 

園 

⑤ 
千本松原 

（S29.9.14） 
海津市 治水神社周辺の松並木及び水郷風景 42  

⑥ 
恵那峡 

（S29.9.14） 
中津川市、恵那市 恵那峡を中心とする峡谷美 1,505  

⑦ 
胞山 

（S29.9.14） 
中津川市、恵那市 高原、湖が一体となった自然景観美 5,027  

⑧ 
揖斐 

（S31.4.20） 
揖斐川町 揖斐川上流の峡谷美 52,834  

⑨ 
奥飛騨数河流葉 

（S35.8.30） 
飛騨市 高層湿原植物群落を中心とした自然景観美 2,959  

⑩ 
宇津江四十八滝 

（S35.8.30） 
高山市 滝を中心とする景観美 800  

⑪ 
裏木曽 

（S38.1.22） 
中津川市 御嶽西側の森林峡谷美 11,654  

⑫ 
伊吹 

（S42.3.17） 
大垣市、揖斐川町、池田町 伊吹山を中心とする景観美 5,450  

⑬ 
土岐三国山 

（S44.4.1） 
土岐市 丘陵地帯からの展望景観美 1,516  

⑭ 
位山舟山 

（S44.4.1） 
高山市、下呂市 位山、舟山を中心とする良好な自然美 2,656  

⑮ 
奥長良川 

（S44.4.1） 
関市、美濃市、郡上市 長良川に沿った森林及び峡谷美 30,122  

⑯ 
野麦 

（S47.4.1） 
高山市 野麦峠を中心とする自然景観美 428  

⑰ 
せせらぎ渓谷 

（H8.4.1） 
高山市、下呂市 川上川・馬瀬川流域における渓谷美 1,318  

⑱ 
天生 

（H10.4.1） 
飛騨市、白川村 原生林、渓谷を中心とした山岳景観美 1,638  

⑲ 
御嶽山 

（H11.4.1） 
高山市、下呂市 広大な原生林を持つ山岳景観 4,276  

計 １５箇所  122,225  

自然公園合計 １９箇所  195,093  

備考）県環境生活政策課調べ 

 

⑵ 中部山岳国立公園の魅力増進に向けた取組推進＜環境生活政策課＞ 

 中部山岳国立公園とその周辺地域への誘客拡大のため、中部山岳国立公園奥飛驒ビジターセンターを拠点に、ホ

ームページ等で地域の情報を発信するとともに、豊かな自然観光資源を活用した自然体験プログラムを実施した。 

⑶ 御嶽山の国定公園指定に向けた取組＜環境生活政策課＞ 

 富士山に次ぐ3,000mを超える標高を誇る活火山の独立峰であり、山頂から山麓まで植生の垂直分布による連続

的かつ原生的な自然景観を有する御嶽山について、御嶽山県立自然公園及び下呂市小坂地域の区域を国定公園に

指定するよう、環境大臣に申出を行った。 

⑷ 自然公園の風致景観の保護及び計画的な整備・補修＜環境生活政策課＞ 

 自然公園の優れた風致景観を保護するため、法令に基づき県民や事業者が行う各種行為の規制を行うとともに、

自然保護員13名を配置し、各圏域の保護体制の確保を図っている。また、自然公園を安全かつ快適に利用できるよ

う、令和６年度は中部北陸自然歩道及び東海自然歩道の改修工事等を実施した。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

４ 自然とふれあう機会の充実・サステイナブル・ツーリズムの推進 

⑴ サステイナブル・ツーリズムの推進＜観光文化スポーツ政策課＞ 

 本県では、初心者から上級者まで様々なコースの滝巡りが楽しめる「小坂の滝めぐり」、広大な森林地帯であり、

自然環境保全を前提としながら大自然の素晴らしさを体感できる「乗鞍山麓 五色ヶ原の森」、ミズバショウ、ニ

ッコウキスゲ等が咲き誇る湿原や、ブナ、カツラ等が林立する原生林など特徴ある植生が残る「天生県立自然公園

と三湿原回廊」（いずれも「岐阜の宝もの」に認定）など、「清流の国ぎふ」を象徴する魅力にあふれた自然資源の

保護・保全と観光活用の両輪で持続可能な取組を支援している。 

 また、これらの魅力を国内外に広くＰＲし、誘客促進及び観光消費額の拡大を図っている。 

 令和６年度は、中部山岳国立公園奥飛驒ビジターセンターのリニューアルオープンを契機とし、中部山岳国立公

園などの自然観光資源を中心とした奥飛騨エリアの魅力を国内外に発信するため、インバウンド向けの特集ウェ

ブページを作成したほか、山岳メディアやインフルエンサーを活用したプロモーション、旅メディアや旅行会社と

連携した首都圏向け観光ＰＲイベントを実施した。 

 また、持続可能な観光地域づくりを進めるため、「日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）」に基づき地域

が取り組む持続可能な観光地域づくりを支援した。さらに、サステイナブル・ツーリズムの国際指標を取り入れた

独自基準により、世界から選ばれる旅先となることが期待できる地域・観光プログラム「NEXT GIFU HERITAGE ～

岐阜未来遺産～」として認定した、「飛騨小坂～自然のめぐみを体験、滝めぐり、湯めぐり～」、「恵那岩村の山城・

城下町と農村景観めぐり」について、国内外に向け、魅力を発信するとともに認定地域が取り組む受入環境整備を

支援した。 

⑵ グリーンツーリズムの推進＜農村振興課＞ 

   グリーンツーリズムは、農山漁村において豊かな自然、文化・伝統とのふれあい・交流を楽しむ滞在型の余暇活

動である。平成29年に田園回帰志向の高まりやインバウンド、農泊ビジネスへの対応など、グリーンツーリズムを

取り巻く環境変化に対応するため、「ぎふの田舎へいこう！」推進協議会が設立され、県では、推進協議会の取組

を支援するなど、連携してグリーンツーリズムを推進している。 

 また、グリーンツーリズムインストラクターなどによる農林漁業体験、地域食材を使った料理の提供などを行う

施設を「岐阜県農林漁業体験施設」として登録し、情報発信を行っている。 

⑶ ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキングの推進＜環境生活政策課＞ 

 温泉を起点に「食」「自然」「文化・歴史」などの地域資源を活かした地域活性化や誘客につなげる取組である

ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキングの県内普及を図るため、県主催により高山市で開催するとともに、池田

町の取組を支援し、開催を促進した。 

⑷ ワーケーションの実現可能性に関する調査・検討の推進＜農村振興課＞ 

 農村地域でのワーケーションを推進するため、「ぎふの農村ならでは」の体験メニューと地域貢献を目的とした

ボランティアメニューを組み合わせた滞在型プログラムである「GIFU-DO農泊」プランについて、販売に向けたモ

デルツアーを実施した。 

⑸ 森林サービス産業の推進＜森林活用推進課＞ 

 森林サービス産業とは、森林空間を「健康」「教育」「観光」等の多様な分野で活用し、山村地域における新たな

雇用と収入機会、関係人口の創出を図る取組であり、その推進母体として令和５年１月に「ぎふ森のある暮らし推

進協議会」が設立された。県では推進協議会の取組を支援するなど、連携して森林サービス産業を推進している。 

 また、ぎふ森のある暮らし推進協議会では、令和６年度に県内の森林空間を活用した体験プログラムを発掘・育

成し、一体的に広報することで県内外からの誘客を図る「ぎふ森フェス」を開催した。 

 

５ 長良川システムの保全・活用・継承 

⑴ 長良川システムの価値を伝える活動等の推進＜里川・水産振興課＞ 

 平成27年12月に、長良川における「人の生活」、「水環境」、「漁業資源」が連環する里川のシステムが「清流長良

川の鮎」（長良川システム）として、世界農業遺産に認定された。これを記念して７月第４日曜日を「ＧＩＡＨＳ

鮎の日」として制定し、世界農業遺産や長良川システムの意義の理解と清流の象徴である鮎に対する関心を高める

取組を進めることとした。 

 今後、「清流長良川の鮎」を将来にわたり保全・活用・継承していくための取組を着実に進める。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

図２－３－２ 長良川システム 

６ 持続可能な農業の推進 

⑴ 環境に配慮した営農活動の普及推進＜農産園芸課＞ 

○ ＧＡＰ（農業生産工程管理）導入の推進 

 食品安全、環境保全、労働安全などの観点から、農業現場における生産工程をリスク管理し、適正な農業経営

に改善する「ぎふ清流ＧＡＰ評価制度」の認証取得を推進し、ＧＡＰ指導員を育成（資格が有効な者：計219名）

するとともに、農業者・産地に対する丁寧なサポートを実施することで、令和６年度は新たに24農場を認証した。 

 

７  棚田を核とした地域振興 

⑴ 指定棚田地域の活動計画認定支援＜農村振興課＞ 

 県土の保全や水源かん養といった多面的機能を有する棚田を核とした地域振興のため、指定棚田地域振興協議

会の活動計画の策定などを支援し、活動計画認定棚田数は30箇所（令和６年度末時点）となった。 

⑵ 農村の維持保全と関係人口の創出や移住・定住の推進＜農村振興課＞ 

 農村地域の維持活動への都市住民などの参加を促進するため、ボランティアとして活動する意欲のある方を「ぎ

ふの田舎応援隊」や「ぎふの棚田応援隊」として登録するとともに、令和６年度は農地の草刈りや収穫作業などの

活動を62回開催し、延べ536人が参加した。 

⑶ 棚田地域の魅力や保全の必要性を学ぶ機会の創出＜農村振興課＞ 

 飛騨市種蔵棚田において、都市住民を対象とした棚田を体験し理解するツアープログラムを実施した。 

 

８ 林業の担い手確保 

⑴ 新たな担い手確保の推進＜森林経営課＞ 

 林業の就業相談から技術習得までを一貫して支援する「森のジョブステーションぎふ」を中心に、東京・名古屋

で開催された「森林の仕事ガイダンス」等に参加するとともに、毎月、定期的に林業就業オンライン相談会を開催

するなど、ＵＩＪターン希望者や転職希望者に対して、林業のＰＲや就業相談を行った。 

 また、県外から県内に移住し、林業に就業した単身者６名、世帯者２名に対し移住先市町村との連携により移住

支援金を給付するとともに、外国人材の活用に向けて在留外国人が多い自治体等へ聴き取り調査を行うなど、新た
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

な担い手確保の推進に努めた。 

⑵ スマート林業の推進＜森林経営課＞ 

 林業の低コスト化、省力化及び労働負荷軽減のため、林業事業体等に対し林業機械の購入（１事業体）及びレン

タル（12事業体）、並びにＩＣＴの導入（11事業体）を支援した。 

 

 第３節 生物多様性の保全  

１ 外来生物の防除 

⑴ 岐阜県生態系被害防止外来種リスト・ハンドブックの公表＜環境生活政策課＞ 

 本県においても、外来種の新たな侵入・定着や分布拡大による、生態系、人の生命・身体、農林水産業等への被

害が懸念されている。そのため、県では、外来種対策推進の基礎資料とすることを目的に、多くの研究者等の協力

を得て、令和７年３月に「岐阜県生態系被害防止外来種リスト」を取りまとめて公表した。 

 また、外来種に関する県民の理解促進を図るため、特に周知が必要な種について、その特徴や生態系等への影響、

防除方法などをまとめたハンドブックを作成した。 

 

表２－３－５ 岐阜県生態系被害防止外来種リストに掲載された野生動植物数 

分  類  群 植 物 哺乳類 鳥 類 爬虫類 両生類 魚 類 昆虫類 クモ類 甲殻類 
軟 体 

動 物 

その他

無脊椎

動 物 

合 計 

〇国外由来             

総合対策外来種 101 8 3 3 2 10 25 1 3 10 1 167 

産業管理外来種 21 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 23 

定着予防外来種 1 2 0 6 1 5 7 1 3 0 0 26 

小計 123 10 3 9 3 16 33 2 6 10 1 216 

〇国内由来             

総合対策外来種 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5 

産業管理外来種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

定着予防外来種 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小計 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5 

合計 124 10 3 9 3 19 33 2 6 11 1 221 

 

表２－３－６ 岐阜県生態系被害防止外来種リストのカテゴリー定義 

総合対策外来種 
総合的に対策が必要な

外来種 
県内に定着が確認されているもので、生態系、人の生命・身体、農林水産

業等に被害を及ぼす又はそのおそれがあり、総合的な対策が必要な外来種 

産業管理外来種 
適切な管理が必要な産

業上重要な外来種 
産業又は公益性において重要で、代替性がなく、その利用にあたっては適

切な管理が必要な外来種 

定着予防外来種 定着を予防する外来種 
県内に定着した場合、生態系、人の生命・身体、農林水産業等に被害を及

ぼすおそれがあり、定着を予防する外来種 

 

⑵ 特定外来生物の防除＜環境生活政策課＞ 

 県では、県内での定着が極めて稀、もしくは生息が確認されていないもので、人に危害を加える恐れのあるもの

及び周辺環境への被害が甚大と思われる種を選定し、平成24年に「岐阜県緊急に防除すべき特定外来生物対応マニ

ュアル」を策定した。令和２年11月からは、カミツキガメ、アルゼンチンアリ、ハヤトゲフシアリ、ヒアリ類、コ

カミアリ、ハイイロゴケグモの６種について対応することとしている。 

 また、地域の生態系保全のため、地域住民と一体となって特定外来生物の防除等に取り組む市町村に対し、補助

金（生態系保全市町村支援事業）を交付し支援した。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

２ 希少野生生物の保護 

⑴ 岐阜県レッドデータブックの改訂と保護区の指定＜環境生活政策課＞ 

 本県においても、近年、人間の社会活動により、自然環境に様々な負荷をもたらしており、野生生物の生息・生

育環境への影響が懸念されている。そのため、県では、多くの研究者等の協力を得て、県内に生息している9,000

種を超す動植物について絶滅の危険性を調査し、平成13年８月に「岐阜県の絶滅のおそれのある野生生物2001－岐

阜県レッドデータブック－」として取りまとめて公表した。その後、平成22年８月には最新の知見を取り入れた「岐

阜県レッドデータブック（動物編）改訂版」を、平成26年３月には「岐阜県レッドデータブック（植物編）改訂版」

を公表した。 

 平成15年３月に、県民共通の財産である本県内に生息又は生育する希少野生生物を保護し、その絶滅を防止する

ため「岐阜県希少野生生物保護条例」を制定した。 

 その後、平成15年11月に16種（両生類１種、魚類２種、植物13種）の希少野生生物とハリヨの保護区４箇所を指

定し、平成17年３月にハリヨの保護区１箇所を追加指定した。令和４年１月にハクバサンショウウオを指定解除し、

指定種は15種（魚類２種、植物13種）となった。 

 

表２－３－７ 岐阜県レッドデータブックに掲載された野生動植物数 

分  類  群 植  物 哺 乳 類 鳥  類 
両生類・ 

爬 虫 類 
魚  類 昆 虫 類 貝  類 合  計 

絶 滅 0 0 0 0 0 4 0 4 

野 生 絶 滅 0 0 0 0 0 0 0 0 

絶滅危惧Ⅰ類 243 7 5 2 8 28 6 299 

絶滅危惧Ⅱ類 167 6 7 4 5 28 14 231 

準 絶 滅 危 惧 109 8 21 4 14 77 14 247 

情 報 不 足 34 1 8 4 4 33 18 102 

合   計 553 22 41 14 31 170 52 883 

 

表２－３－８ 岐阜県レッドデータブックのカテゴリー定義 

絶    滅 
県内では、すでに絶滅し

たと考えられる種 

過去に県内に生息したことが確認されており、飼育・栽培下を含め、県内

では過去50年の間に絶滅したと考えられる種 

野 生 絶 滅 

県内において、飼育・栽

培下でのみ存続してい

る種 

過去に県内に生息したことが確認されており、飼育・栽培下では存続して

いるが、県内において過去50年の間に野生ではすでに絶滅したと考えられ

る種 

絶滅危惧Ⅰ類 
県内において、絶滅の危

機に瀕している種 

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、野生での存続

が困難なもの 

絶滅危惧Ⅱ類 
県内において、絶滅の危

険が増大している種 

現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶

滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの 

準絶滅危惧 
県内において、存続基盤

が脆弱な種 

現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」

として上位ランクに移行する要素を有するもの 

情 報 不 足 

県内において、評価する

だけの情報が不足して

いる種 

環境条件の変化によって、容易に絶滅危惧のカテゴリーに移行し得る属性

を有しているが、生息状況をはじめとして、ランクを判定するに足る情報

が得られていない種 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

⑵ 固有種の保全と傷病希少動物の治療等の実施＜環境生活政策課＞ 

 国の特別天然記念物や本県の県鳥にも指定されているライチョウは、本州中部の高山帯にのみ生息する固有種

であるが、近年生息数が減少しており、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国内

希少野生動植物種に指定されている。 

 本県では、県民にライチョウのことを知ってもらうこと、ライチョウが自然の中で安定的に生息していけること

を目指して、平成31年３月に「岐阜県ライチョウ保護計画」を策定し、保護に向けた活動を実施している。 

 また、傷病等により保護された希少野生鳥獣を収容し、民間の専門機関において機能の回復を図り、自然界に放

すことによって、希少野生鳥獣の種の保存を図るとともに、平成26年度には野生鳥獣リハビリセンターを開所し、

軽度の傷病の治療や後期リハビリを同センターで実施している。 

 

３ 農地・里地里山の保全 

⑴ 豊かな農村環境の維持＜農村振興課＞ 

 農地や農村環境を守る地域ぐるみでの共同活動を支援した。令和６年度の共同活動対象農地は28,438haとなった。 

⑵ 遊休農地対策＜農村振興課＞ 

 遊休農地の増加は、病害虫の温床や有害鳥獣の棲みかとなり、近隣の農作物へ被害を及ぼすなど、地域の農業に

悪影響を与えている。 

 このため、県では、中山間地域等直接支払を活用した発生抑制や、関係機関と連携した支援チームによる遊休農

地の解消及び、営農再開支援を実施した。 

○ 中山間地域等直接支払制度を活用した発生抑制 

 農業生産条件の不利な中山間地域での営農継続を図るため、令和６年度は9,217haの農地を支援した。 

○ 支援チームによる遊休農地の再生支援 

 県、市町村、農業委員会、担い手農家等で構成される支援チームが、遊休農地の再生活動から営農再開までを

一貫して支援した。令和６年度は11地区で148名が再生活動に参加した。 

⑶ 環境を重視した里山づくりの推進＜森林活用推進課＞ 

 清流の国ぎふ森林・環境税を活用して、県内各地で里山林整備事業を実施するとともに、環境への配慮と森林資

源を活用した新たな里山再生手法の構築を目指して整備してきた環境保全モデル林の利活用について情報を周知

した。 

○ 里山林整備事業 

 令和４年度から里山林整備のメニューを地域住民の生活に密着した「危険木の除去」及び「バッファーゾーン

の整備」に限定し、市町村等が県内各地で実施する里山林の整備を支援した（令和６年度整備箇所数： 65箇所）。 

○ 環境保全モデル林の利活用情報の周知 

 各モデル林で実施するイベント等の計画を県ＨＰに掲載し、環境保全モデル林の利活用について県民へ周知

した。 

 

４ 環境保全林の整備 

⑴ 間伐等の支援 

ア 計画的な間伐の推進＜森林経営課＞ 

 主に公益的機能が低下し、早急に間伐が必要な森林などを含め、5,241haの間伐を実施した。 

 国の補助制度では原則として木材生産を推進すべき森林の間伐を推進し、立地条件が厳しい森林や重要な水

源林、渓畔林など特に環境保全を重視する森林では、「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して適切に整備を進

める。 

イ 針広混交林化に向けた間伐の促進＜森林経営課＞ 

 人工林の水源かん養機能等の向上を図るため、適切な間伐を進めた。林業経営による持続的な整備が困難な人

工林では、針広混交林化に向けた間伐を支援した。 

 令和６年度の環境保全林における間伐実施面積は1,357ha（間伐実施面積5,241haの内数）であった。 

ウ 間伐材の利用促進＜県産材流通課＞＜森林経営課＞ 

 間伐材などの加工体制の整備や新たな用途開発の取組を支援するとともに、住宅、公共施設等における県産材

製品、木質バイオマスとしての利用を促進した。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

エ 緑の募金による県土緑化の推進＜森林活用推進課＞ 

 緑の募金運動は、「緑の羽根募金」運動として昭和25年に開始された。なお、令和６年の募金額は56,038千円

となっており、一部が各市町村に配分され、森林整備事業及び緑化推進事業に活用された。 

オ 森林認証制度の普及＜森林活用推進課＞ 

 県内の認証森林（ＳＧＥＣほか）は６団体、32,225ha（2,061haは重複取得）となっている。 

カ 企業との協働による森林づくりの推進＜森林活用推進課＞ 

 平成19年７月から、企業、市町村、地域住民等と県との協働による森林づくりに取り組み、令和７年３月末ま

でに39件の協定が締結された。 

 また、平成20年７月15日には「岐阜県地球環境の保全のための森林づくり条例」を施行し、事業者が県内の森

林を対象とした森林整備活動を実施することによって生じた二酸化炭素吸収量について、事業者の排出する二

酸化炭素量から相殺できる二酸化炭素吸収量として認定を行い、県内の事業者による森林整備活動の促進に努

めている。 

 

５ 野生鳥獣による被害防止 

⑴ 人と野生生物が共生する地域づくりの推進＜環境生活政策課＞ 

ア ツキノワグマによる被害を踏まえたゾーニングの設定や出没時の対応 

 ツキノワグマによる農林業被害や人身被害の軽減を図るため、排除地域、緩衝地帯、コア生息地という３つの

目的別に区画したゾーニングの設定手順をまとめたガイドラインを令和３年３月に作成し、市町村と共有を図

った。 

 また、令和４年３月にツキノワグマ出没時の対応マニュアルを作成し、市町村や関係機関と共有を図るととも

に、令和６年度に人身被害が発生した際には「ツキノワグマ出没注意情報」を発令し、県民に注意喚起を行った。 

 

表２－３－９ 地域におけるゾーニング区分の考え方 

ゾーニング
区    分 

クマの生息 
誘引物の除去 
などの対策 

区分の判断基準 

土地利用 
住民からみた 
区分の位置づけ 

排 除 地 域 
× 

認めない 
◎ 

定期的に実施 
住宅地、住宅地周辺の農地
や建物 など 

・常時、多くの人が暮らす場所 

緩 衝 地 帯 
△（注） 

一時利用の
み認める 

○ 
状況に応じて 
実施 

山際や、山に近い農地・住
宅地から離れた山林内の
建物 など 

・排除地域とコア生息地との境界付近 
・定期的または時季的に人が利用する
場所 

コア生息地 
○ 
認める 

× 
定期的には 
実施しない 

住宅地から離れた山林 
など 

・人の利用頻度は低く、クマの生息地と
して認識する場所 

注）一時利用とは移動時の経路や短時間の探餌行動を行うことを示す。 

 

イ 野生鳥獣による農作物被害防止対策＜農村振興課＞ 

 野生鳥獣による農作物被害額は、令和５年度に約２億3,403万円となった。 

 県では、野生鳥獣による農林水産物の被害や生活環境被害の軽減に向けた対策を進めるため、平成27年度から

各農林事務所に「鳥獣被害対策専門指導員」を配置し、被害集落への支援体制を強化するとともに、市町村が行

う防護柵設置（総延長約2,700km）や捕獲機材の導入、個体数調整捕獲や広域捕獲等による捕獲強化、地域住民

が主体となったわな捕獲を中心とした捕獲体制整備の支援などを実施した。 
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図２－３－３ 野生鳥獣による農作物被害額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県農村振興課調べ 

 

⑵ 第二種特定鳥獣管理計画の策定＜環境生活政策課＞ 

 本県では、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ニホンカモシカ及びツキノワグマについて、県内に分布する個

体群を安定的に維持しつつ、農林業被害などの軽減を図るため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律」第７条の２の規定に基づき、第二種特定鳥獣管理計画を策定している。 

⑶ 鳥獣被害対策に関する理解促進＜環境生活政策課＞ 

 平成24年度から令和３年度に本県と岐阜大学が協定を結び、鳥獣対策に係る調査研究を目的とした寄附研究部

門（鳥獣対策研究部門）を岐阜大学応用生物科学部附属野生動物管理学研究センター内に設置した。 

 令和４年度には、寄附研究部門の成果を踏まえつつ、生物多様性保全の観点からの野生生物による被害対策の更

なる加速・強化のため、野生生物の管理を推進するためのシンクタンク組織として、岐阜大学構内に「岐阜県野生

動物管理推進センター」を本県と岐阜大学が共同で設置した。 

 野生動物管理推進センターでは、野生鳥獣管理に関するシンポジウム及び講習会を開催し、県民の鳥獣被害対策

に関する理解につながる情報を発信した。 

 

表２－３－10 野生鳥獣管理に関するシンポジウム及び講習会参加者数 

年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

参加者数（人） 503 293 205 397 

備考）県環境生活政策課調べ 

 

⑷ 安全・安心なジビエの推進＜農村振興課＞ 

 県では、平成25年に獣肉利活用に関する衛生ガイドラインとして「ぎふジビエ衛生ガイドライン」を策定した。 

 また、「ぎふジビエ衛生ガイドライン」に則して解体処理された獣肉を取り扱う事業者を登録する「ぎふジビエ

登録制度」を創設（H27）し、安全・安心なぎふジビエの安定供給を図るため、解体処理施設の整備支援や、フェ

ア開催等による消費拡大とＰＲ活動を実施した。 

※ジビエとは、フランス語で、狩猟で捕獲した野生鳥獣の肉や料理のこと（農水省ＨＰ） 
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表２－３－11 ぎふジビエ登録制度による登録事業者数の推移 

       年度末 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

解体処理施設 19 26 26 29 27 26 26 28 

食べられるお店 51 65 73 72 74 74 75 77 

 

県内 42 55 62 66 69 69 69 71 

愛知県 8 8 8 4 3 3 4 4 

東京都 1 2 3 2 2 2 2 2 

買えるお店 1 6 8 12 15 15 16 17 

泊まれるお店 - - - - - 2 2 1 

加工品製造所 1 2 2 2 2 2 2 2 

合計 72 99 109 115 118 119 121 125 

備考）県農村振興課調べ 

 

表２－３－12 ぎふジビエの年間取扱量の推移 

 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

解体処理量（t） 
20.1 

（5.3） 

18.1 

（3.5） 

21.7 

(0) 

24.5 

(0) 

29.3 

(0.09) 

27.7 

(0.4) 

30.2 

(0.3) 

30.8 

(0.4) 

処理頭数（頭） 
2,387 

(534) 

2,168 

(353) 

2,707 

(0) 

3,060 

(0) 

3,661 

(9) 

3,460 

(40) 

3,766 

(31) 

3,848 

(41) 

捕獲頭数（頭） 
30,081 

(12,173) 

24,777 

(10,716) 

17,026 

(5,875) 

27,128 

(6,818) 

26,151 

(6,205) 

27,382 

(7,640) 

24,788 

(7,901) 

26,460 

(9,211) 

備考）１ 県農村振興課調べ（捕獲頭数は環境生活政策課調べ） 

２ イノシシとニホンジカの合計、( )内はイノシシ分 

 

⑸ 新たな狩猟者の確保と技術の向上及び安全な狩猟の推進＜環境生活政策課＞ 

 昭和50年代をピークに高齢化・減少を続ける狩猟者を増加させ、鳥獣被害の抑止力たる捕獲の担い手を育成する

ため、狩猟免許所持者の確保対策として、狩猟に興味のある方、狩猟免許取得を目指す方を対象にセミナーを開催

した。 

 また、狩猟免許試験の土曜日開催（年３回）のほか、担い手確保講習会（わな猟・銃猟）などの講習会を開催す

るとともに、安全な狩猟や有害駆除の実施のため、岐阜県猟友会が狩猟者の技術向上等を目的として実施する事業

に補助を行った。 

⑹ 防護柵の整備及び被害防止捕獲の一体的な推進とカワウ対策の強化＜農村振興課＞ 

 野生鳥獣による農作物被害の防止を目的に、令和６年度は19市町村で約117kmの防護柵設置を支援。併せて各市

町村が行う有害鳥獣捕獲や個体数調整捕獲の取組について支援した。 

 また、カワウによる水産資源の食害及び河川生態系への影響の軽減を目的に、令和６年度は23漁業協同組合及び

４地域鳥獣被害防止対策協議会等が行う捕獲等事業を支援した。 

 併せて、県内の大規模コロニー（営巣地）において、シャープシューティングによる捕獲を行うとともに、県内

河川でのカワウの飛来数やコロニー及びねぐらにおける生息羽数、大規模コロニーにおける生息動向調査を実施

した。 
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第４章 安全・安心な生活環境の確保 

 

 第１節 水及び土壌の汚染防止  

１ 水環境の保全 

⑴ 公共用水域の概況＜環境管理課＞ 

 県内の公共用水域は、伊勢湾に流入する木曽川（長良川、揖斐川を含む。）及び庄内川（土岐川）、三河湾に流入

する矢作川、富山湾に流入する神通川（宮川）及び庄川並びに日本海に流入する九頭竜川の６水系に大別され、そ

の概況は表２－４－１のとおりである。 

 河川は、地域の社会経済活動のみならず日常生活とも密接な関係を持っており、水道、水産、農業、工業、発電

用水などとして広範囲に利用されているほか、優れた自然景観、身近な水辺環境を構成する上での重要な要素であ

り、その水質については極めて高い関心が払われている。 

 

表２－４－１  主要河川水系 

水系名 主要河川名 河川数 
延長 
(km) 

類型指定 
河 川 数 

類 型 指 定 
河川延長(km) 

木 曽 川 木曽川、長良川、揖斐川 298 2,351 50 1,314 

庄 内 川 庄内川(土岐川) 35 178 5 95 

矢 作 川 矢作川 22 108 4 52 

神 通 川 神通川(宮川) 48 479 7 251 

庄  川 庄川 32 199 1 48 

九頭竜川 石徹白川 2 9 0 0 

合計 437 3,324 67 1,760 

備考）１ 県環境管理課、河川課調べ 

   ２ 河川数及び延長は一級河川のみである。 

 

⑵ 水質汚濁に係る環境基準＜環境管理課＞ 

ア 環境基準の水域類型の指定 

 水質汚濁に係る環境基準は、公共用水域における水質汚濁に関する環境上の条件について、人の健康を保護

し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として設定されたものであり、諸施策を進める際の行

政目標とされるものである（資料10）。 

 本県における生活環境の保全に係る環境基準の水域類型については、昭和45年９月に木曽川本川を指定して

以来、主要な河川や水質汚濁が進行するおそれのある河川等について調査を行い、指定の必要性を検討した上で

順次指定を行うとともに、水質改善施策の推進に伴い、水質改善がみられた水域等については、その見直しを行

ってきた。 

 また、水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型については、県内では初めて平成21年度に国が木曽川、

長良川、揖斐川の３本川７水域について指定した。 

 県では平成23年度から平成28年度に他の主要河川について順次調査を実施し、48河川７水域について類型を

指定した。湖沼については、横山ダム貯水池、境川ダム貯水池に続き、令和３年４月１日に徳山ダムが類型指定

された(資料27)。 

イ 公共用水域及び地下水の監視測定 

 公共用水域及び地下水の水質汚濁状況の常時監視については、「水質汚濁防止法」第16条の規定により、水質

測定計画を毎年作成し、これに基づいて水質の測定を行い、環境基準の達成状況等の把握に努めている。 

 令和６年度において、公共用水域については、環境基準の水域類型を指定している７本川44支川を中心に、123

地点でカドミウム、シアン等の健康項目及びｐＨ、ＢＯＤ等の生活環境項目等の水質測定を行った。 

 また、木曽川、長良川及び揖斐川水域の６地点では、表２－４－２に示す管理機関が自動測定を行った。 

 このほか、３河川の３地点においてＰＣＢ等の底質調査を実施し、汚濁状況の把握に努めた（資料25）。 

 地下水については、70地点の井戸において、環境基準項目の水質調査を実施するとともに、64地点の井戸にお
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

いてモニタリング調査、２地点の井戸において汚染井戸周辺地区調査（過去判明分）を実施し、汚濁状況の把握

に努めた（資料26）。 

 

表２－４－２ 水質自動測定所の設置状況                       （令和７年３月末現在） 

河川名 測定所等名 設置場所 設置年度 管  理  機  関 測  定  項  目 

木曽川 
国土交通省木曽川橋

水質自動監視所 
羽島郡笠松町長池 昭和46 

国土交通省 

木曽川上流河川事務所 
水温、pH、濁度、DO、電気伝導度、COD 

長良川 

国土交通省大藪大橋

水質自動監視所 
羽島市堀津町 平成５ 

国土交通省 

木曽川上流河川事務所 

水温、pH、濁度、DO、電気伝導度、COD、

クロロフィルa、総窒素、総りん 

国土交通省南濃大橋

水質自動監視所 
羽島市桑原町東方 昭和45 

国土交通省 

木曽川上流河川事務所 

水温、pH、濁度、DO、電気伝導度、COD、

クロロフィルa、総窒素、総りん 

国土交通省東海大橋

水質自動監視所 
海津市海津町大和田 平成５ 

国土交通省 

木曽川下流河川事務所 

水温、pH、濁度、DO、電気伝導度、COD、

クロロフィルa 

国土交通省長良川 

大橋水質自動監視所 
愛知県愛西市立田町 平成６ 

国土交通省 

木曽川下流河川事務所 

水温、pH、濁度、DO、電気伝導度、COD、

クロロフィルa、総窒素、総りん 

揖斐川 
国土交通省海津水質

自動監視計 
海津市海津町西小島 昭和47 

国土交通省 

木曽川下流河川事務所 

水温、pH、濁度、電気伝導度、COD、 

塩化物イオン 

備考）県環境管理課調べ 

 

ウ 水環境の概況 

 県内の公共用水域及び地下水の水環境の状況を把握するため、令和６年度は、環境基準の水域類型を指定して

いる７本川44支川（資料27）を中心に、70河川において水質調査123地点、底質調査３地点、湖沼において水質

調査を４地点で実施した（表２－４－３、図２－４－１）。 

 

表２－４－３  公共用水域の水質測定地点数と実施機関 

○河川                                   （令和６年度） 

水 域 名 河川数 
測 定 

地点数 

実施機関 

水質調査 底質調査（注） 

岐阜県 中部地整 岐阜市 岐阜市 

木 曽 川 15 32 28 4   

長 良 川 26 42 14 7 21 3 

揖 斐 川 12 20 12 8   

庄内川（土岐川） 5 9 7 2   

神通川 （ 宮川 ） 7 11 11    

矢 作 川 4 6 5 1   

庄 川 1 3 3    

計 70 123 80 22 21 3 

注）底質調査は水質調査と同じ地点で実施 

 

○湖沼                                  （令和６年度） 

水 域 名 
測 定 

地点数 

実施機関 

水質調査 

岐阜県 中部地整 富山県 

横山ダム貯水池(奥いび湖) 1  1  

境川ダム貯水池(桂湖) 2   2 

徳山ダム貯水池 1 1   

計 4 1 1 2 

備考）１ 県環境管理課調べ 

   ２ 中部地整：国土交通省中部地方整備局 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

図２－４－１ 公共用水域の水質調査地点（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ 

 

エ 河川水質調査 

 水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する項目（健康項目）と生活環境の保全に関する項目（生活

環境項目）について設けられている（資料10）。 

〇 健康項目 

 人の健康の保護に関する項目についての環境基準は、カドミウム等の重金属、トリクロロエチレン等の揮発

性有機化合物、シマジン等の農薬など全部で27項目について、全水域に一律に適用される基準値が定められて

いる（ふっ素、ほう素については、海域には適用しない）。 

 令和６年度は、87地点において採水し分析した結果、すべての地点が環境基準に適合していた（表２－４－

４）。 

●環境基準点 

○補助地点（未指定地域を含む） 

☆水生生物環境基準点 

●環境基準点

○補助地点（未指定地域を含む）

☆水生生物環境基準点
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

表２－４－４ 健康項目の環境基準の適合状況（河川）                     （令和６年度） 

検体数等 

 

項目 

岐 阜 県 全国（Ｒ５年度） 

調査対象 

地点数Ａ 

環境基準値を 

超える地点数 B 

Ｂ／Ａ 

（％） 

調査対象 

地点数Ａ 

環境基準値を 

超える地点数 B 

Ｂ／Ａ 

（％） 

カ ド ミ ウ ム 59 0 0 2,978 3 0.10 

全 シ ア ン 58 0 0 2,663 0 0 

鉛 74 0 0 3,111 4 0.13 

六 価 ク ロ ム 62 0 0 2,713 0 0 

砒 素 76 0 0 3,103 23 0.74 

総 水 銀 55 0 0 2,822 0 0 

ア ル キ ル 水 銀 1 0 0 536 0 0 

P C B 58 0 0 1,811 0 0 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 63 0 0 2,602 0 0 

四 塩 化 炭 素 63 0 0 2,564 0 0 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 63 0 0 2,578 1 0.04 

1 , 1 -ジクロロエチレン 63 0 0 2,588 0 0 

シス-1,2-ジクロロエチレン 63 0 0 2,588 0 0 

1,1,1-トリクロロエタン 63 0 0 2,606 0 0 

1,1,2-トリクロロエタン 63 0 0 2,592 0 0 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 63 0 0 2,637 0 0 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 63 0 0 2,637 0 0 

1 , 3 -ジクロロプロペン 59 0 0 2,593 0 0 

チ ウ ラ ム 59 0 0 2,534 0 0 

シ マ ジ ン 59 0 0 2,577 0 0 

チ オ ベ ン カ ル ブ 59 0 0 2,568 0 0 

ベ ン ゼ ン 60 0 0 2,559 0 0 

セ レ ン 59 0 0 2,578 0 0 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 64 0 0 3,078 4 0.13 

ふ っ 素 61 0 0 2,591 17 0.66 

ほ う 素 58 0 0 2,456 1 0.04 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 60 0 0 2,507 0 0 

全   体 87 0 0 3,814 51 1.34 

備考）県環境管理課調べ 

 

〇 生活環境項目 

・環境基準の適合率 

 生活環境の保全に関する項目についての環境基準は、河川の利用目的、水質汚濁の状況等により、各水域に

ＡＡからＥまでの類型を指定し、類型ごとにｐＨ（水素イオン濃度）、ＤＯ（溶存酸素量）、ＢＯＤ（生物化学

的酸素要求量）、ＳＳ（浮遊物質量）及び大腸菌数の５項目についての基準値が定められている。 

 令和６年度は、木曽川等７本川44支川の水域類型を指定している70の水域を中心に123地点で水質測定を実

施した。このうち、水域類型を指定している102地点におけるＢＯＤ等５項目に関する延べ4,613検体の環境基

準に対する適合率は、表２－４－５のとおり全体の97.9％であった。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

表２－４－５  生活環境項目の水域類型別の環境基準の適合状況（河川）             （令和６年度） 

区分 年度 

AA A B C 計 

環境基準 
適 合 数 

※1 適合率 

（％） 

環境基準 
適 合 数 

※1 適合率 

（％） 

環境基準 
適 合 数 

※1 適合率 

（％） 

環境基準 
適 合 数 

※1 適合率 

（％） 

環境基準 
適 合 数 

※1 適合率 

（％） 
総検体数

※2 
総検体数

※2 
総検体数

※2 
総検体数

※2 
総検体数

※2 

ｐH 

R5 
271  

100.0  
490  

100.0  
166  

98.8  
183  

99.5  
1,110  

99.7  
271  490  168  184  1,113  

R6 
285  

99.3  
488  

99.8  
165  

98.2  
182  

98.9  
1,120  

99.3  
287  489  168  184  1,128  

DO 

R5 
270  

99.6  
480  

98.0  
168  

100.0  
183  

99.5  
1,101  

98.9  
271  490  168  184  1,113  

R6 
290  

97.3  
479  

98.0  
168  

100.0  
183  

99.5  
1,120  

98.3  
298  489  168  184  1,139  

BOD 

R5 
261  

97.4  
488  

99.6  
163  

97.0  
178  

96.7  
1,090  

98.2  
268  490  168  184  1,110  

R6 
279  

97.2  
488  

99.8  
166  

98.8  
174  

94.6  
1,107  

98.1  
287  489  168  184  1,128  

SS 

R5 
271  

100.0  
488  

99.6  
166  

98.8  
183  

99.5  
1,108  

99.6  
271  490  168  184  1,113  

R6 
286  

99.7  
485  

99.2  
167  

99.4  
183  

99.5  
1,121  

99.4  
287  489  168  184  1,128  

大 腸 

菌 数 

R5 
5  

19.2  
34  

72.3  
14  

87.5  
－ 

－ 
53  

59.6  
26  47  16  － 89  

R6 
5  

18.5  
34  

72.3  
11  

68.8  
－ 

－ 
50  

55.6  
27  47  16  － 90  

計 

R5 
1,078  

97.4  
1,980  

98.7  
677  

98.4  
727  

98.8  
4,462  

98.3  
1,107  2,007  688  736  4,538  

R6 
1,145  

96.5  
1,974  

98.6  
677  

98.4  
722  

98.1  
4,518  

97.9  
1,186  2,003  688  736  4,613  

備考）県環境管理課調べ  

※１ 大腸菌数においては、「環境基準適合地点数」と読み替える 

※２ 大腸菌数においては、「測定地点数」と読み替える 

 

・ＢＯＤの環境基準の達成率 

 水質汚濁の代表的な指標であるＢＯＤについて、水域類型を指定している水域における環境基準の達成状

況は、次のとおりである。 

【ＢＯＤ】 

 ＢＯＤの環境基準達成の適否は、環境基準地点ごとに75％評価（年間を通じた日間平均値の全データを、小

さいものから順に並べ0.75×ｎ番目（ｎはデータ数）のデータが基準値を満足するか否かによる評価）で判定

するが、表２－４－６及び表２－４－７のとおり、令和６年度におけるＢＯＤの達成率は98.6％となってい

る。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

表２－４－６  ＢＯＤの水域類型別の環境基準の達成状況 

類型 

(ランク)  

基準値 

(mg/L)  

令和４年度 令和５年度 令和６年度 
全国河川の 

達成率 

（R5年度） 

達成水域数 
達成率 

達成水域数 
達成率 

達成水域数 
達成率 

総水域数 総水域数 総水域数 

ＡＡ １以下 
19   

95.0% 
20   

100.0% 
20   

100.0% 94.9%  
  20   20   20 

Ａ ２以下 
27   

100.0% 
27   

100.0% 
27   

100.0% 93.5%  
  27   27   27 

Ｂ ３以下 
11   

100.0% 
10   

90.9% 
11   

100.0% 93.2%  
  11   11   11 

Ｃ ５以下 
10   

90.9% 
10   

90.9% 
10   

90.9% 93.0% 
  11   11   11 

Ｄ ８以下 － － － － － － 100.0% 

Ｅ １０以下 － － － － － － 95.0% 

計 
67   

97.1% 
67   

97.1% 
68   

98.6% 93.8% 
  69   69   69 

備考）県環境管理課調べ 

 

表２－４－７  ＢＯＤの水域別の環境基準の達成状況（河川） 

区 分 水域名 木曽川 長良川 揖斐川 
庄内川 

(土岐川) 
矢作川 

神通川 

（宮川） 
庄川 計 

令和 

５年度 

達成水域数  22   14   12   6   4   8   1   67   

 総水域数   22   15   13   6   4   8   1   69 

達成率 100.0% 93.3% 92.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.1% 

未達成水域名 － 糸貫川 C 津屋川 B － － － － － 

令和 

６年度 

達成水域数  22   14   13   6   4   8   1   68   

 総水域数   22   15   13   6   4   8   1   69 

達成率 100.0% 93.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.6% 

未達成水域名 － 糸貫川 C － － － － － － 

備考）県環境管理課調べ 

 

○ 水生生物保全に係る環境基準の達成率 

 水生生物の保全に関する項目についての環境基準は、水生生物の生息状況等により、水域ごとに生物Ａ、生

物特Ａ、生物Ｂ及び生物特Ｂの４つの類型を指定し、類型ごとに全亜鉛等の３項目についての基準値が定めら

れている。 

 令和６年度は、木曽川等７本川44支川の水域類型を指定している62水域のうち、60水域85地点で水質測定を

実施した。水生生物保全に係る環境基準の達成の適否は、環境基準地点ごとにすべての項目について、年間平

均値が環境基準を満足するか否かで判定するが、令和６年度の達成率は98.3％であった（表２－４－８）。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

表２－４－８  水域別生物類型別の水生生物保全に係る環境基準の達成状況（河川） 

区分 年度 

生物Ａ 生物特Ａ 生物Ｂ 生物特Ｂ 計 

達成水域数 達成率 

（％） 

達成水域数 達成率 

（％） 

達成水域数 達成率 

（％） 

達成水域数 達成率 

（％） 

達成水域数 達成率 

（％） 総水域数 総水域数 総水域数 総水域数 総水域数 

木曽川 

R5 
9 

100.0 
5 

100.0 
4 

100.0 
0 

－ 
18 

100.0 
9 5 4 0 18 

R6 
9 

100.0 
5 

100.0 
4 

100.0 
0 

－ 
18 

100.0 
9 5 4 0 18 

長良川 

R5 
4 

100.0 
1 

100.0 
7 

100.0 
0 

－ 
12 

100.0 
4 1 7 0 12 

R6 
4 

100.0 
1 

100.0 
6 

85.7 
0 

－ 
11 

91.7 
4 1 7 0 12 

揖斐川 

R5 
4 

100.0 
0 

－ 
7 

100.0 
0 

－ 
11 

100.0 
4 0 7 0 11 

R6 
4 

100.0 
0 

－ 
7 

100.0 
0 

－ 
11 

100.0 
4 0 7 0 11 

庄内川 

(土岐川) 

R5 
0 

－ 
0 

－ 
5 

100.0 
0 

－ 
5 

100.0 
0 0 5 0 5 

R6 
0 

－ 
0 

－ 
5 

100.0 
0 

－ 
5 

100.0 
0 0 5 0 5 

矢作川 

R5 
4 

100.0 
0 

－ 
0 

－ 
0 

－ 
4 

100.0 
4 0 0 0 4 

R6 
4 

100.0 
0 

－ 
0 

－ 
0 

－ 
4 

100.0 
4 0 0 0 4 

神通川 

（宮川） 

R5 
3 

100.0 
5 

100.0 
0 

－ 
0 

－ 
8 

100.0 
3 5 0 0 8 

R6 
3 

100.0 
5 

100.0 
0 

－ 
0 

－ 
8 

100.0 
3 5 0 0 8 

庄川 

R5 
1 

100.0 
1 

100.0 
0 

－ 
0 

－ 
2 

100.0 
1 1 0 0 2 

R6 
1 

100.0 
1 

100.0 
0 

－ 
0 

－ 
2 

100.0 
1 1 0 0 2 

計 

R5 
25 

100.0 
12 

100.0 
23 

100.0 
0 

－ 
60 

100.0 
25 12 23 0 60 

R6 
25 

100.0 
12 

100.0 
22 

95.7 
0 

－ 
59 

98.3 
25 12 23 0 60 

備考）１ 県環境管理課調べ 

   ２ 総水域数は、調査を実施した水域数を指す。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

・底質調査 

 ３河川の３地点において、令和６年度に調査を実施した結果は、令和５年度と同程度であり、特に問題とな

る数値はみられなかった（資料25）。 

 

オ 湖沼水質調査 

 水質汚濁に係る環境基準は、河川と同様、健康項目と生活環境項目について設けられている（資料10）。 

○ 健康項目 

 令和６年度は、27項目について３地点で採水し分析した結果、すべての地点で、環境基準を達成した（表２

－４－９）。 

 

表２－４－９  健康項目の環境基準の適合状況（湖沼）                            （令和６年度） 

検体数等 

 

項目 

岐 阜 県 全国（R5年度） 

調査対象 

地点数Ａ 

環境基準値を 

超える地点数Ｂ 

Ｂ／Ａ 

（％） 

調査対象 

地点数Ａ 

環境基準値を 

超える地点数Ｂ 

Ｂ／Ａ 

（％） 

カ ド ミ ウ ム 3 0 0 247 0 0 

全 シ ア ン 3 0 0 223 0 0 

鉛 3 0 0 250 0 0 

六 価 ク ロ ム 3 0 0 227 0 0 

砒 素 3 0 0 254 3 1.18 

総 水 銀 3 0 0 237 0 0 

ア ル キ ル 水 銀 1 0 0 60 0 0 

Ｐ Ｃ Ｂ 2 0 0 157 0 0 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 2 0 0 206 0 0 

四 塩 化 炭 素 2 0 0 206 0 0 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 2 0 0 206 0 0 

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 0 0 207 0 0 

シス-1,2-ジクロロエチレン 2 0 0 207 0 0 

1 , 1 , 1 -トリクロロエタン 2 0 0 213 0 0 

1 , 1 , 2 -トリクロロエタン 2 0 0 207 0 0 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 0 0 217 0 0 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 0 0 217 0 0 

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 2 0 0 212 0 0 

チ ウ ラ ム 3 0 0 210 0 0 

シ マ ジ ン 3 0 0 213 0 0 

チ オ ベ ン カ ル ブ 3 0 0 213 0 0 

ベ ン ゼ ン 2 0 0 208 0 0 

セ レ ン 3 0 0 205 0 0 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 3 0 0 389 0 0 

ふ っ 素 2 0 0 232 0 0 

ほ う 素 2 0 0 215 0 0 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 3 0 0 215 0 0 

全   体 3 0 0 418 3 0.72 

備考）県環境管理課調べ 

 

○ 生活環境項目 

・環境基準の適合率 

 生活環境の保全に関する項目についての環境基準は、湖沼の利用目的、水質汚濁の状況等により、各水域に
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

ＡＡからＣまでの類型を指定し、類型ごとにｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、ＳＳ及び大腸菌数の５項目について基準値

が定められている。また、同様に各水域にⅠからⅤまでの類型を指定し、類型ごとに全窒素、全燐の２項目に

ついて基準値が定められている。 

 令和６年度は、水域類型を指定している４地点で水質測定を実施したところ、ＣＯＤ等５項目に関する延べ

316検体の環境基準に対する適合率が、表２－４－10のとおり全体の94.0％であり、全燐についての適合率は

100％であった。なお、全窒素については、本県の４地点には環境基準は適用されていない。 

 

表２－４－10 生活環境項目の水域類型別の環境基準の適合状況（湖沼） 

区 分 年度 

Ａ  

区分 年度 

Ⅱ Ⅲ 計 

環境基準 

適合数※1 適合率 

（％） 
 

環境基準 

適 合 数 適合率 

（％） 

環境基準 

適 合 数 適合率 

（％） 

環境基準 

適 合 数 適合率 

（％） 
総検体数※2  総検体数 総検体数 総検体数 

ｐ Ｈ 

R5 
51 

94.4 
 

全燐 

R5 
16 

100.0 
12 

100.0 
28 

100.0 
54  16 12 28 

R6 
76 

97.4 
 

R6 
16 

100.0 
12 

100.0 
28 

100.0 
78  16 12 28 

Ｄ Ｏ 

R5 
45 

83.3 
 備考） 県環境管理課調べ     

54  ※1 大腸菌数においては、「環境基準適合地点数」と読み替える 

R6 
62 

79.5 
 ※2 大腸菌数においては、「測定地点数」と読み替える 

78          

ＣＯＤ 

R5 
54 

100.0 
         

54          

R6 
78 

100.0 
         

78          

Ｓ Ｓ 

R5 
52 

96.3 
         

54          

R6 
77 

98.7 
         

78          

大 腸 

菌 数 

R5 
4 

100.0 
         

4          

R6 
4 

100.0 
         

4          

計 

R5 
206 

93.6 
         

220          

R6 
297 

94.0 
         

316  
        

備考）県環境管理課調べ 

 

・ＣＯＤ等環境基準の達成率 

 水質汚濁の代表的な指標であるＣＯＤ及び全燐について水域類型を指定している水域における環境基準の

達成状況は、次のとおりである。 

【ＣＯＤ】 

 ＣＯＤの環境基準達成の適否は、環境基準地点ごとに75％評価（年間を通じた日間平均値の全データのう

ち、75％以上のデータが基準値を満足するか否かによる評価）で判定するが、すべての水域で環境基準を達

成・維持していた。 

【全燐】 

 全燐の環境基準達成の適否は、平均値評価（日間平均値の年間平均値が、環境基準値を満足するか否かによ

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
確
保

― 46 ―



第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

る評価）で判定するが、すべての水域で環境基準を達成していた。 

カ 地下水質調査 

 概況調査は、県内を２～５kmメッシュで区切り、70メッシュの中から調査地点を１地点選定するメッシュ方式

により実施した。 

 この結果、ふっ素が１地点（高山市）において環境基準を超過した。 

キ 各水域の状況 

 河川の代表的な汚濁指標であるＢＯＤについて水域別にみた状況は、次のとおりである。 

○ 木曽川水域（表２－４－11、図２－４－２） 

・本川 

 上流はＡＡ類型、中・下流はＡ類型の水域類型を指定しており、全水域において環境基準を達成した。下流

の起地点（羽島市）においても0.9mg／Lと良好な水質を保持している。 

・支川 

 すべての水域で環境基準を達成した。 

 

表２－４－11 木曽川水域の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況 

水域名 測定地点名 
類型 

（基準値） 
(mg/L) 

令和５年度 令和６年度 

75％評価 75％値 75％評価 75％値 

Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） 

本 

川 

木 曽 川 上 流 落 合 ダ ム ＡＡ (1) 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.6 

木 曽 川 中 流 
兼 山 ダ ム Ａ (2) 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 

犬  山  橋 Ａ (2) 0/12 ○ 0.9 0/12 ○ 1 

木 曽 川 下 流 起 Ａ (2) 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.9 

支 
 
 
 
 

川 

飛 騨 川 上 流 東  上  田 ＡＡ (1) 0/11 ○ 0.7 1/12 ○ 0.7 

飛 騨 川 下 流 川 辺 ダ ム Ａ (2) 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.5 

川  上  川 本 川 合 流 前 Ａ (2) 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ 0.5 

落  合  川 本 川 合 流 前 Ａ (2) 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.5 

中 津 川 上 流 中  川  橋 Ａ (2) 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 

中 津 川 下 流 本 川 合 流 前 Ｃ (5) 0/12 ○ 2.3 1/12 ○ 2.4 

付  知  川 本 川 合 流 前 Ａ (2) 0/12 ○ 0.5 0/12 ○ 0.5 

阿 木 川 上 流 恵 那 大 橋 Ａ (2) 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.6 

阿 木 川 下 流 本 川 合 流 前 Ｃ (5) 0/12 ○ 2.4 0/12 ○ 2.2 

中  野  方  川 巴    橋 Ａ (2) 0/12 ○ 0.5 0/12 ○ 0.5 

可 児 川 上 流 鳥 屋 場 橋 Ｂ (3) 0/12 ○ 0.9 0/12 ○ 0.9 

可 児 川 下 流 は  ね  橋 Ｃ (5) 0/12 ○ 0.9 0/12 ○ 0.7 

加  茂  川 本 川 合 流 前 Ｂ (3) 0/12 ○ 0.8 0/12 ○ 0.9 

新 境 川 上 流 東  泉  橋 Ｂ (3) 0/12 ○ 1.2 0/12 ○ 1.8 

新 境 川 下 流 米    野 Ｃ (5) 0/12 ○ 1.3 0/12 ○ 1.7 

小  坂  川 古  子  橋 ＡＡ (1) 0/11 ○ <0.5 0/12 ○ 0.6 

馬  瀬  川 飛 騨 川 合 流 前 ＡＡ (1) 0/11 ○ 0.8 0/12 ○ 0.9 

白    川 飛 騨 川 合 流 前 ＡＡ (1) 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 

黒    川 岩  穴  橋 ＡＡ (1) 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ Ｘ／Ｙは総測定日数に対する環境基準に適合しない日数を示す。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

図２－４－２ 木曽川水域の主要河川におけるＢＯＤ及びＳＳの経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ ◁は環境基準値を示す。 

備考）１　県環境管理課調べ

　　　２　

▽

は環境基準値を示す。

BOD㎎/L

１　木曽川中流（犬山橋）Ａ類型

SS㎎/L

BOD㎎/L

２　飛騨川下流（川辺ダム）Ａ類型

SS㎎/L

BOD㎎/L

５　新境川下流（米野）Ｃ類型

SS㎎/L BOD㎎/L

６　可児川下流（はね橋）Ｃ類型

SS㎎/L

BOD㎎/L

３　中津川下流（本川合流前）Ｃ類型

SS㎎/L BOD㎎/L

４　阿木川下流（本川合流前）Ｃ類型

SS㎎/L
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

○ 長良川水域（表２－４－12、図２－４－３） 

・本川 

 上流はＡＡ類型、中・下流はＡ類型の水域類型を指定しているが、全水域において環境基準を達成した。下

流の長良大橋地点においても0.7mg／Lと良好な水質を保持している。 

 また、長良川水域の県内最下流地点である東海大橋地点(補助地点)においても、0.6mg／Lと良好な水質を保

持している。 

・支川 

 Ｃ類型に水域類型を指定している糸貫川において、環境基準を超過したが、それ以外の水域においては環境

基準を達成した。 

 

表２－４－12 長良川水域の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況 

水域名 測定地点名 
類型 

（基準値） 
(mg/L) 

令和５年度 令和６年度 
75％評価 75％値 75％評価 75％値 

Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） 

本 

川 

長 良 川 上 流 和  合  橋 ＡＡ （１） 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 

長 良 川 中 流 
鮎 之 瀬 橋 Ａ （２） 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 
藍  川  橋 Ａ （２） 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.6 

長 良 川 下 流 長 良 大 橋 Ａ （２） 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.7 

支 
 
 
 
 

川 

吉  田  川 小  野  橋 ＡＡ （１） 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 
板  取  川 長  瀬  橋 ＡＡ （１） 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 
武  儀  川 南 武 芸 橋 Ａ （２） 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 
津  保  川 桜    橋 Ａ （２） 0/12 ○ 0.5 0/12 ○ 0.7 
伊 自 良 川 上 流 繰  船  橋 Ａ （２） 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.5 
伊 自 良 川 下 流 竹    橋 Ｃ （５） 0/12 ○ 1 0/12 ○ 1.1 
鳥  羽  川 伊自良川合流前 Ｂ （３） 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.7 
境 川 上 流 東 辰 新 橋 Ｃ （５） 0/12 ○ 1.3 0/12 ○ 1.3 
境 川 下 流 境  川  橋 Ｃ （５） 0/12 ○ 2.1 2/12 ○ 4.4 
荒  田  川 出    村 Ｂ （３） 1/12 ○ 1.6 0/12 ○ 1.2 
糸  貫  川 苗  田  橋 Ｃ （５） 4/12 × 5.9 4/12 × 5.2 
桑  原  川 本 川 合 流 前 Ｃ （５） 2/12 ○ 3.1 2/12 ○ 3.5 

備考）１ 環境管理課調べ 

２ Ｘ／Ｙは総測定日数に対する環境基準に適合しない日数を示す。 

 

図２－４－３ 長良川水域の主要河川におけるＢＯＤ及びＳＳの経年変化 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ ◁は環境基準値を示す。 

 

○ 揖斐川水域（表２－４－13、図２－４－４） 

・本川 

 揖斐川(１)、(２)はＡＡ類型、同(３)はＡ類型の水域類型を指定しているが、全水域において環境基準を達

成した。下流の福岡大橋地点においても0.7mg／Lと良好な水質を保持している。 

・支川 

 すべての水域で環境基準を達成した。 

 

表２－４－13 揖斐川水域の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況 

水域名 測定地点名 
類型 

（基準値） 
(mg/L) 

令和５年度 令和６年度 

75％評価 75％値 75％評価 75％値 

Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） 

本
川 

揖 斐 川 （ １ ） 岡  島  橋 ＡＡ （1） 1/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.6 

揖 斐 川 （ ２ ） 鷺  田  橋 ＡＡ （1） 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.7 

揖 斐 川 （ ３ ） 福 岡 大 橋 Ａ （2） 0/12 ○ 0.8 0/12 ○ 0.7 

支 

川 

粕    川 脛  永  橋 ＡＡ （1） 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.7 

根  尾  川 山    口 ＡＡ （1） 0/12 ○ <0.5 0/12 ○ <0.5 

三  水  川 三 水 川 橋 Ａ （2） 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.9 

牧 田 川 上 流 一 之 瀬 橋 ＡＡ （1） 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.6 

牧 田 川 中 流 横 曽 根 橋 Ａ （2） 0/12 ○ 0.5 0/12 ○ 0.5 

牧 田 川 下 流 池    辺 Ｃ （5） 0/12 ○ 1.4 0/12 ○ 1.4 

杭  瀬  川 高  渕  橋 Ａ （2） 0/12 ○ 1.2 1/12 ○ 1.3 

相    川 綾    里 Ｂ （3） 0/12 ○ 1.6 0/12 ○ 1.3 

水  門  川 二  水  橋 Ｃ （5） 0/12 ○ 3.7 1/12 ○ 3.1 

津  屋  川 福 岡 大 橋 Ｂ （3） 4/12 × 3.1 2/12 ○ 2.1 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ Ｘ／Ｙは総測定日数に対する環境基準に適合しない日数を示す。 

 

備考）１　県環境管理課調べ

　　　２　

▽

は環境基準値を示す。

BOD㎎/L

５　長良川下流（長良大橋）Ａ類型

SS㎎/L BOD㎎/L

６　境川下流（境川橋）Ｃ類型

SS㎎/L

BOD㎎/L

３　伊自良川下流（竹橋）Ｃ類型

SS㎎/L BOD㎎/L

４　荒田川（出村）Ｂ類型

SS㎎/L

0

1

2

3

4

5

R6R5R4R3R2
0

5

10

15

20

25

R6R5R4R3R2
0

2

4

6

8

10

R6R5R4R3R2
0

10

20

30

40

50

R6R5R4R3R2

0

2

4

6

8

10

R6R5R4R3R2
0

10

20

30

40

50

R6R5R4R3R2

年度 年度 年度 年度

年度 年度
0

1

2

3

4

5

R6R5R4R3R2
0

5

10

15

20

25

R6R5R4R3R2年度 年度

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

10.0

8.0

6.0
5.0
4.0

2.0

0.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

10.0

8.0

6.0
5.0
4.0

2.0

0.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

1.3
1.9 1.7

1.0 1.1
45 54

6

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

1.2
1.5

0.7

1.6
1.9 10 10

7
9

8

0.8 0.70.7 0.7 0.7
2

3
1

22

2.1

4.4

2.1 1.9
2.7 12

6
8 9 10

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
確
保

― 50 ―



第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

図２－４－４ 揖斐川水域の主要河川におけるＢＯＤ及びＳＳの経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ ◁は環境基準値を示す。 

備考）１　県環境管理課調べ

　　　２　

▽

は環境基準値を示す。

BOD㎎/L

１　揖斐川（２）（鷺田橋）ＡＡ類型

SS㎎/L
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２　揖斐川（３）（福岡大橋）Ａ類型

SS㎎/L
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３　根尾川（山口）ＡＡ類型
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６　水門川（二水橋）Ｃ類型
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

○ 庄内川（土岐川）水域（表２－４－14、図２－４－５） 

・本川 

 上流はＡ類型、中流はＢ類型の水域類型を指定しているが、両水域はともに環境基準を達成した。 

 県境付近の天ヶ橋地点においても、1.3mg／Lと良好な水質を保持している。 

・支川 

 すべての水域で環境基準を達成した。 

 

表２－４－14 庄内川（土岐川）水域の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況 

水域名 測定地点名 
類型 

（基準値） 
(mg/L) 

令和５年度 令和６年度 

75％評価 75％値 75％評価 75％値 

Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） 

本 

川 

土 岐 川 上 流 瑞 浪 大 橋 Ａ （2） 0/12 ○ 0.9 0/12 ○ 1.1 

土 岐 川 中 流 
三  共  橋 Ｂ (3) 0/12 ○ 1 0/12 ○ 1.2 

天  ケ  橋 Ｂ (3) 0/12 ○ 1.4 0/12 ○ 1.3 

支 

川 

小  里  川 は ら 子 橋 Ｂ (3) 0/12 ○ 0.8 0/12 ○ 1.0 

肥  田  川 肥  田  橋 Ｂ (3) 0/12 ○ 0.9 0/12 ○ 0.8 

妻  木  川 御  幸  橋 Ｂ (3) 0/12 ○ 1.0 0/12 ○ 0.9 

笠  原  川 桜    橋 Ａ （2） 1/12 ○ 0.8 0/12 ○ 0.9 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ Ｘ／Ｙは総測定日数に対する環境基準に適合しない日数を示す。 

 

図２－４－５ 庄内川（土岐川）水域の主要河川におけるＢＯＤ及びＳＳの経年変化 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ ◁は環境基準値を示す。 

 

○ 矢作川水域（表２－４－15、図２－４－６） 

・本川 

 県内区間はＡＡ類型に指定している。最上流部では0.5mg／Lと環境基準を達成した。 

・支川 

 すべての水域で環境基準を達成した。 

 

表２－４－15 矢作川水域の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況 

水域名 測定地点名 

類型 

（基準値） 

(mg/L) 

令和５年度 令和６年度 

75％評価 75％値 75％評価 75％値 

Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） 

本川 

矢 作 川 最 上 流 大  川  橋 ＡＡ (1) 2/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.5 

上  村  川 せ き れ い 橋 ＡＡ (1) 2/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.5 

明  智  川 本 川 合 流 前 Ａ (2) 0/12 ○ 0.7 0/12 ○ 0.8 

支川 阿  妻  川 本 川 合 流 前 Ａ (2) 0/12 ○ 0.8 0/12 ○ 0.5 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ Ｘ／Ｙは総測定日数に対する環境基準に適合しない日数を示す。 

 

 

 

 

 

 

備考）１　県環境管理課調べ

　　　２　

▽

は環境基準値を示す。
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３　小里川（はら子橋）Ｂ類型
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４　肥田川（肥田橋）Ｂ類型

SS㎎/LBOD㎎/L SS㎎/L
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

図２－４－６ 矢作川水域の主要河川におけるＢＯＤ及びＳＳの経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ ◁は環境基準値を示す。 

 

○ 神通川（宮川）水域（表２－４－16、図２－４－７） 

・本川 

 上流はＡＡ類型、下流はＡ類型の水域類型を指定しているが、両水域は、ともに環境基準を達成した。 

・支川 

 すべての水域で環境基準を達成した。 

 

 

 

 

 

備考）１　県環境管理課調べ

　　　２　

▽

は環境基準値を示す。
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

表２－４－16 神通川（宮川）水域の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況 

水域名 測定地点名 

類型 

（基準値） 

(mg/L) 

令和５年度 令和６年度 

75％評価 75％値 75％評価 75％値 

Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） 

本 

川 

宮 川 上 流 一 宮 橋 ＡＡ （1） 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.6 

宮 川 下 流 
宮 城 橋 Ａ （2） 0/12 ○ 0.9 0/12 ○ 0.9 

新 国 境 橋 Ａ （2） 0/12 ○ 1.0 0/12 ○ 0.7 

支 

川 

高 原 川 上 流 浅 井 田 堰 堤 ＡＡ （1） 0/12 ○ 0.5 0/12 ○ 0.5 

高 原 川 下 流 新 猪 谷 ＡＡ （1） 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.6 

川  上  川 宮 川 合 流 前 Ａ （2） 0/6 ○ 1.0 0/6 ○ 0.8 

小 八 賀 川 宮 川 合 流 前 ＡＡ （1） 0/12 ○ 0.6 0/12 ○ 0.6 

荒  城  川 宮 川 合 流 前 Ａ （2） 0/12 ○ 0.8 0/12 ○ 0.8 

小  鳥  川 宮 川 合 流 前 Ａ （2） 0/6 ○ 0.7 0/6 ○ 0.9 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ Ｘ／Ｙは総測定日数に対する環境基準に適合しない日数を示す。 

 

図２－４－７ 神通川（宮川）水域の主要河川におけるＢＯＤ及びＳＳの経年変化 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ ◁は環境基準値を示す。 

 

○ 庄川水域（表２－４－17、図２－４－８） 

Ａ類型の水域類型を指定しているが、1.0mg／Lと環境基準を達成した。 

 

表２－４－17 庄川水域の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況 

水域名 測定地点名 

類型 

（基準値） 

(mg/L) 

令和５年度 令和６年度 

75％評価 75％値 75％評価 75％値 

Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） Ｘ/Ｙ 達成状況 （mg/L） 

本川 庄    川 成 出 ダ ム Ａ （2）  0/6 ○ 0.6 0/6 ○ 1.0 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ Ｘ／Ｙは総測定日数に対する環境基準に適合しない日数を示す。 

 

図２－４－８ 庄川水域の主要河川におけるＢＯＤ及びＳＳの経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ ◁は環境基準値を示す。  

備考）１　県環境管理課調べ

　　　２　

▽

は環境基準値を示す。

備考）１　県環境管理課調べ

　　　２　

▽

は環境基準値を示す。
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

⑶ 汚水処理施設整備の促進＜下水道課＞ 

 地域の環境や河川の水質を保全する上で、生活排水をはじめとする汚水をきれいに（浄化）するための汚水処理

施設を整備することは、非常に重要である。 

 汚水処理施設には、下水道や農業集落排水施設といった集合処理施設と、浄化槽による個別処理施設があるが、

これらはそれぞれ異なる特性を有していることから、それらを踏まえつつ、効率的な整備を行っていく必要がある。 

 このため、効率的な整備手法を示す計画として市町村との協力のもと策定した「岐阜県汚水処理施設整備構想」

に基づき、汚水処理施設の整備を進めている。 

 なお、今後も、人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、集合処理と個別処理区域の適切な見直しを行いつつ、汚

水処理施設の整備を促進する。 

 

図２－４－９ 県内汚水処理人口                 （令和６年度） 

備考）国公表値をもとに県下水道課作成 

 

図２－４－10 全国と岐阜県の汚水処理人口普及率の推移 

備考）国公表値をもとに県下水道課作成 

 

下水道

1,525,811人

78.6%

農業集落排水等

98,039人

5.0%

浄化槽等

205,691人

10.6%

コミュニティ・プラント

4,157人

0.2%

未普及

108,315人

5.6%

下水道 農業集落排水等 浄化槽等 コミュニティ・プラント 未普及

総人口

1,942,013人

81.1
83.1

85.0

86.3
87.7

88.7
88.9

89.8
90.7 91.0

91.6
92.2 92.4 92.9 93.1

93.7 94.0
94.2 94.4

82.4
83.7

84.8
85.7

86.9
87.6 88.1

88.9
89.5 89.9

90.4 90.9 91.4 91.7 92.1 92.6 92.9 93.3 93.7

17 17
16

17

14
13

14
13 13

14
13 13

15 15 15 15 15 15 15

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6

汚
水
処
理
人
口
普
及
率
�
％
�

年 度

岐阜県 全国 順位

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
確
保

― 57 ―



第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 ９５～１００％（２５市町村）

 ９０～９５％（６市町）

 ８０～９０％（８市町村）

 ８０％未満（３市町） 飛騨市

大垣市

神：神戸町

輪：輪之内町

北：北方町

N

垂井町

岐阜市

山県市

関ヶ原町

養老町

本巣市

揖斐川町

大野町

神

輪

海津市

羽島市

各務原市
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池田町
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白川村

高山市

大垣市
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富加町 川辺町

図２－４－11 令和６年度 汚水処理人口普及率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）国公表値をもとに県下水道課作成 

 

図２－４－12 令和６年度 市町村別事業別汚水処理人口普及率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）国公表値をもとに県下水道課作成 

97.7

96.5

98.6

98.4

99.3

86.5

98.6

89.0

86.3

88.5

99.5

95.3

96.8

99.9

87.4

62.3

98.5

92.3

96.9

97.8

95.4

99.3

94.7

62.1

83.8

97.7

94.8

95.2

100.0

97.5

91.9

95.0
100.0

99.4

100.0

99.874.5

94.8

84.1

87.6

92.7

99.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

岐阜市

大垣市

高山市

多治見市

関市

中津川市

美濃市

瑞浪市

羽島市

恵那市

美濃加茂市

土岐市

各務原市

可児市

山県市

瑞穂市

飛騨市

本巣市

郡上市

下呂市

海津市

岐南町

笠松町

養老町

垂井町

関ケ原町

神戸町

輪之内町

安八町

揖斐川町

大野町

池田町

北方町

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町

白川村

下水道 農集排等 その他

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
確
保

― 58 ―



第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

⑷ 水質汚濁による被害＜環境管理課＞ 

 公共用水域の水質汚濁は、河川を水源としている水道用水や農業用水又は水産等に少なからず影響を与えてい

る。令和６年度の魚類へい死事故及び重油等流出事故の発生件数は、それぞれ26件及び106件、計132件であった（表

２－４－18）。 

 なお、公共用水域における水質汚濁事故の対応は、被害等の拡大防止のために適切かつ迅速に行うことが重要で

あることから、事故時における事業者の責務、調査を実施すべき機関・事項等をより明確化するため、「水質汚濁

防止法に基づく水質汚濁事故処理に関する要綱」を定め、平成14年８月１日より施行している。 

 また、事故を未然に防止するため、立入検査や広報により点検整備等の注意を促している。 

 

表２－４－18 魚類へい死及び油流出等事故発生状況 

年 度    

区 分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

魚 類 

へい死 

工 業 排 水(件) 1(0) 0(0) 2(0) 

そ の 他 (件) 10(7) 11(2) 24(8) 

   計    (件) 11(7) 11(2) 26(8) 

油 流 

出 等 

工   場 (件) 14(3) 30(0) 34(5) 

そ の 他 (件) 34(24) 38(25) 72(21) 

  計   (件) 48(27) 68(25) 106(26) 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ （ ）内は岐阜市（中核市）分を内数で示す。 

 

⑸ 水質汚濁の発生源の状況＜環境管理課＞ 

ア 特定事業場の概要 

 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設を有する工場・事業場

（以下「特定事業場」という。）については、「水質汚濁防止法」及び「岐阜県公害防止条例」により規制を行っ

ている。 

 「水質汚濁防止法」に基づく特定事業場の数は、法施行当初の昭和46年度末では2,769件であったが、昭和47

年に畜産、昭和49年に試験研究機関及び旅館、昭和51年に中央卸売市場及び浄水場、昭和54年に病院及び一般廃

棄物焼却場、昭和56年に冷凍調理食品製造業等８業種、昭和57年に地方卸売市場、昭和63年に飲食店等５業種、

平成３年度にトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設及び蒸留施設並びに201人以上500

人以下のし尿浄化槽、平成10年度に廃ＰＣＢの焼却施設等、平成11年度にジクロロメタンによる洗浄施設及び蒸

留施設、平成24年度に1,4－ジオキサンによる界面活性剤製造業の反応施設等がそれぞれ追加指定され、令和６

年度末では、8,117件（昭和46年度比約３倍）となっている。 

 これらの特定事業場の排出水のうち、シアン化合物、六価クロム化合物等の有害物質については、排出水量に

かかわらずすべての特定事業場に規制が適用されている。また、ＢＯＤ、ＳＳ等の生活環境項目については、「水

質汚濁防止法」に基づき１日当たりの排水量が50㎥以上の特定事業場に適用されるが、さらに県では、河川にお

ける環境基準の達成・維持を図るため、一般排水基準よりも厳しい基準や、業種によっては１日当たりの排水量

が50㎥未満の特定事業場にも基準を適用する上乗せ排水基準（県が条例で定める排水基準）を定めている。 

 なお、令和６年度末における排水基準が適用される特定事業場の数は、906件である。 

 また、「岐阜県公害防止条例」に基づく特定事業場は、７業種を対象として規制しており、令和６年度末の特

定事業場の数は、3,255件あり、このうち排水基準が適用される特定事業の場数は56件となっている。 

イ 業種又は施設別の特定事業場の状況 

 「水質汚濁防止法」に基づく特定事業場を業種又は施設別にみると、旅館が最も多く、自動式車両洗浄・自動

車整備、し尿処理、食品の順で、全体の半数を占めている（図２－４－13）。 

 「岐阜県公害防止条例」に基づく特定事業場は、自動車整備・給油所、畜産で全体の約９割を占めている（図

２－４－14）。 

 これらの特定事業場のうち生活環境項目の排水基準が適用されているものを業種又は施設別にみると、「水質
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

汚濁防止法」に基づくものでは、し尿処理、旅館、下水道が多く、「岐阜県公害防止条例」に基づくものでは、

石材切截が最も多い（図２－４－15、図２－４－16）。 

 

図２－４－13 法律に基づく特定事業場の業種別内訳    図２－４－14 条例に基づく特定事業場の業種別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ                 備考）県環境管理課調べ  

 

図２－４－15 法律に基づく排水基準適用特定事業場の  図２－４－16 条例に基づく排水基準適用特定事業場の 

業種別内訳                      業種別内訳 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ                 備考）県環境管理課調べ 

 

ウ 水域別の特定事業場の状況 

 県の特定事業場の数（「水質汚濁防止法」に基づくもの8,117件、「岐阜県公害防止条例」に基づくもの3,255件、

計11,372件）を水域別にみると、長良川水域31.8％、木曽川水域26.5％、揖斐川水域16.3％の順で多く、この３

水域に約74.6％が集中しており、以下、神通川（宮川）水域、庄内川（土岐川）水域、庄川水域、矢作川水域、

九頭竜川水域の順となっている（資料28）。 

○木曽川水域 

 製紙・パルプ、金属製造業の特定事業場からの汚濁負荷が大きい。 

 特定事業場数では、「水質汚濁防止法」に基づくものは、旅館、し尿処理、自動式車両洗浄・自動車整備の

順に多く、「岐阜県公害防止条例」に基づくものは自動車整備・給油所、畜産でほとんどを占めている。 

○長良川水域 

 中流部の製紙（古紙再生）、電気めっき、岐阜市及びその周辺の製紙（古紙再生）、繊維（染色）、電気めっ
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令和６年度末

法律に基づく

排水基準適用の

特定事業場数

906

石材

50.0%

スプレー

10.7%
段ボール

1.8%

吹付け

19.6%

写真製版

5.4%

自動車整備・

給油所

1.8%

畜産

10.7%

令和６年度末

法律に基づく

排水基準適用の

特定事業場数
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き等の地場産業に係る特定事業場からの汚濁負荷が大きい。 

 特定事業場数では、「水質汚濁防止法」に基づくものは、自動式車両洗浄・自動車整備、旅館、し尿処理の

順に多く、「岐阜県公害防止条例」に基づくものは、自動車整備・給油所、畜産でほとんどを占めている。 

○揖斐川水域 

 大垣市及びその周辺部の化学、繊維（染色）、電気めっき等特定事業場からの汚濁負荷が大きい。 

 特定事業場数では、「水質汚濁防止法」に基づくものは、し尿処理、自動式車両洗浄・自動車整備、食品の

順に多く、「岐阜県公害防止条例」に基づくものは自動車整備・給油所、畜産が多くを占めているが、他の水

域に比べて石材切截が集中している。 

○庄内川（土岐川）水域 

 窯業関連特定事業場からの汚濁負荷が大きい。 

 特定事業場数では、「水質汚濁防止法」に基づくものは、窯業が約23.7％を占めて最も多く、以下、自動式

車両洗浄・自動車整備、食品の順となっている。 

 なお、「岐阜県公害防止条例」に基づくものは、自動車整備・給油所、スプレー式施釉の順に多い。 

 また、支川の小里川上流に寒天製造業が立地しているのも特徴的である。 

○矢作川水域 

 特定事業場は、他の水域より比較的少なく、支川の明智川、阿妻川流域に窯業関連工場がある。 

○神通川（宮川）流域 

 高山市を中心として観光地を有していることから、「水質汚濁防止法」に基づく特定事業場は、旅館がほぼ

半数を占めており、「岐阜県公害防止条例」に基づくものは、畜産、自動車整備・給油所でほとんどを占めて

いる。 

○庄川水域 

 白川郷、御母衣ダム等の観光地を有していることから、「水質汚濁防止法」に基づく事業場は、旅館がほと

んどである。 

○九頭竜川水域 

 郡上市白鳥町石徹白地区に、「水質汚濁防止法」に基づく事業場として、旅館がある。 
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図２－４－17 水域別特定事業場の状況（水質汚濁防止法に基づくもの）          （令和７年３月現在） 

凡    例 
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①
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② 10.2%

③ 2.2%

④ 0.4%

⑤

1.5%

⑥
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⑧

12.3%

⑨

14.6%

⑩

15.5%
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木曽川水域
① 4.4%

②

15.5% ③ 2.3%

④

23.7%

⑤ 0.4%

⑥

9.5%
⑦ 6.2%

⑧

17.5%

⑨ 7.0% ⑩

13.5%
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庄内川（土岐川）水域
①

20.3%

②

16.2%

③ 1.4%

④ 6.8%

⑤ 1.4%

⑥

23.0%

⑦ 6.8%

⑧ 4.1%

⑨

13.5%

⑩ 6.8%
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矢作川水域
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16.0%

② 9.0%

③ 3.1%

⑤ 1.3%⑥
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① 5.1%

② 6.2%
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⑩
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②
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④ 0.2%

⑤ 0.6%⑥
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⑩
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図２－４－18 水域別特定事業場の状況（岐阜県公害防止条例に基づくもの）        （令和７年３月現在） 
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⑹ 法令等による規制及び指導 

ア 濃度規制＜環境管理課＞ 

 公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、「水質汚濁防止法」及び「岐阜県公害防止条例」に基づき特定施設

に対し排水規制を行っている。 

 「水質汚濁防止法」では、人の健康に有害なシアン化合物、六価クロム化合物等の有害物質について、平成６

年にジクロロメタン等13物質、平成13年にほう素等３物質、平成24年に1,4-ジオキサンが追加指定され、28項目

になり排出水の多少を問わず、すべての特定事業場に排水基準が適用されている。また、ｐＨ、ＢＯＤ等15項目

の生活環境項目については、１日当たりの排水量が50㎥以上の特定事業場に排水基準を適用している。さらに、

この一律排水基準によっても、十分に水質の汚濁防止を図ることができない水域もあるため、条例で一律排水基

準よりも厳しい、いわゆる上乗せ排水基準を設定し、水質汚濁に係る環境基準の水域類型を指定している木曽川

水域等７水域に適用している。さらに、「岐阜県公害防止条例」により、法律に定められていない７業種を指定

し、規制の強化を図っている。また、水質総量規制制度については、指定地域内の１日当たり排水量が50㎥以上

のすべての特定事業場に対して、総量規制基準の遵守義務及び汚濁負荷量の測定義務を課している。 

 一方、法令による規制措置と並んで、一定規模以上の排水施設を設置する場合の事前協議及び公害防止協定も

水質保全上重要な役割を果たしており、法律や条例による規制より厳しい協定値の適用、土地利用計画への対

応、被害補償、報告・調査への協力義務などを主な内容としている。 

イ 水質総量規制＜環境管理課＞ 

 水質総量規制制度は、水質汚濁防止法等に基づき、人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域

（東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海）の水質改善を図るため、昭和54年以来８次にわたり、化学的酸素要求量

（ＣＯＤ）を対象に、また、第５次総量規制からは窒素及びりんを新たな対象項目に加えて実施されており、県

は、伊勢湾に流入する40市町村の区域について総量削減計画を策定し、削減目標量の達成に努めてきた。 

 第８次総量削減計画に基づく本県の発生源別の令和元年度の実績は、表２－４－19のとおりであり、りん含有

量以外について令和元年度削減目標を達成した。 

 また、令和４年10月には令和６年度を目標年度とする第９次総量削減計画を策定した。 

 

表２－４－19 発生源別削減目標量と令和元年度実績 

区 分 

化学的酸素要求量（ＣОＤ）（トン／日） 窒素含有量（トン／日） りん含有量（トン／日） 

令和６年度 

削 減 目 標 

（ 参 考 ） 

令和元年度 

実 績 

（ 参 考 ） 

令和元年度 

削 減 目 標 

令和６年度 

削 減 目 標 

（ 参 考 ） 

令和元年度 

実 績 

（ 参 考 ） 

令和元年度 

削 減 目 標 

令和６年度 

削 減 目 標 

（ 参 考 ） 

令和元年度 

実 績 

（ 参 考 ） 

令和元年度 

削 減 目 標 

生活排水 11 13 12  7  7  7 0.7 0.8 0.7 

産業排水 16 16 16  3  3  3 0.4 0.5 0.4 

そ の 他 6  5  6 19 19 19 0.7 0.6 0.7 

合  計 33 34 34 29 29 29 1.8 1.9 1.8 

備考）県環境管理課調べ 

 

ウ 発生源監視指導等＜環境管理課＞ 

 水質汚濁を未然に防止し、県民の健康を保護するとともに、生活環境の保全を図るためには、「水質汚濁防止

法」及び「岐阜県公害防止条例」に基づく特定事業場の監視指導を実施することが必要である。 

  このため、令和６年度は、届出事項の確認、特定施設及び排水処理施設の維持管理状況、排水基準の遵守状

況について678件（内岐阜市101件）の立入検査を実施し、排水基準を超える又はそのおそれのある特定事業場に

対し、表２－４－20のとおり６件（内岐阜市３件）の行政処分等を行った。 
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表２－４－20 特定事業場に対する行政処分状況                                   （令和６年度） 

 
行     政     処     分     等 

一時停止命令（件) 改善命令（件） 改善勧告（件） 注  意（件） 計（件） 

水 
 
 
 
 
 
 

質 

水 

質 

汚 

濁 

防 

止 

法 

畜 産      

食 品    1(0) 1(0) 

染 色 ・ 染 毛    1(0) 1(0) 

製 紙      

出 版 ・ 印 刷      

化 学      

生 コ ン      

窯 業      

砕 石 ・ 砂 利      

機 械 ・ 金 属 ・ 鉄 鋼    1(0) 1(0) 

表 面 処 理      

電 気 め っ き    1(1) 1(1) 

旅 館      

洗 た く      

自 動 式 車 両 洗 浄 施 設      

し 尿 処 理      

下 水 道      

試 験 研 究      

そ の 他    2(2) 2(2) 

小    計    6(3) 6(3) 

県
公
害
防
止
条
例 

写 真 製 版      

ス プ レ ー 式 施 釉      

段 ボ ー ル の り 付 け      

畜 産      

自 動 車 整 備 ・ 給 油 所      

吹 付 け 塗 装      

石 材 切 截      

小    計      

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ （ ）内は岐阜市（中核市）分を内数で示す。 

 

エ 農薬の適正な使用及び保管＜農産園芸課＞ 

 「農薬取締法」及び「岐阜県ゴルフ場の環境管理に関する規則」等に基づき、県内29のゴルフ場について立入

検査を行い、農薬使用状況を把握するとともに、農薬の適正な使用及び保管について指導した。 

 その他、農薬使用者の資質向上と農薬の適正使用を推進するため、農薬管理指導士養成研修を実施し、新たに

72名の農薬管理指導士を認定した。 

オ 生活排水対策（ブルーリバー作戦）＜環境管理課＞ 

○ ブルーリバー作戦の推進 

 生活排水対策を「ブルーリバー作戦」と名付けて、「調理くずの流出防止」、「使用済み食用油の回収」、「洗

剤の適量使用」など、家庭排水の浄化に関する啓発活動、実践活動及び関連事業を展開している。 

○ 生活排水対策重点地域の指定 

 生活排水は、公共用水域の水質汚濁の大きな原因となっている。「水質汚濁防止法」では、生活排水対策に

関する国、地方自治体及び国民の責務が明確化されており、知事は、水質の環境基準が確保されていない水域

等生活排水対策の実施が特に必要である地域について、水質の維持・改善を図るため生活排水対策重点地域と
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して指定することとされている。 

 このため本県では、生活排水対策重点地域としてこれまでに表２－４－21のとおり29市町村を指定してお

り、生活排水対策推進市町村では、生活排水対策推進計画を策定し、下水道等の処理施設の整備事業及び浄化

資材の普及等、生活排水対策の普及啓発事業を計画的に実施している。 

 

表２－４－21  生活排水対策重点地域の指定状況 

指定年日 
生活排水対策重点地域 

指定流域 指定市町村(令和７年３月末現在） 

Ｈ３．９．３ 
長 良 川 上 流 域 

及び和良川流域 
郡上市（旧 八幡町・大和町・白鳥町・高鷲村・美並村・明宝村・和良村）（１市） 

Ｈ４．３．31 
長 良 川 中 流 域 

及び加茂川流域 

関市（旧 関市、洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保村）、美濃市、山県市（旧 高富

町・伊自良村・美山町）、坂祝町、富加町、美濃加茂市（６市町） 

Ｈ５．１．12 
長 良 川 下 流 域 

及び新境川流域 

岐阜市（旧 岐阜市・柳津町）、羽島市、各務原市、瑞穂市（旧 穂積町・巣南町）、本巣市（旧

本巣町・真正町・糸貫町）、岐南町、笠松町、安八町、北方町（９市町） 

Ｈ６．３．１ 可 児 川 流 域 多治見市、可児市、御嵩町（３市町） 

Ｈ７．３．28 杭 瀬 川 流 域 大垣市、神戸町、池田町（３市町） 

Ｈ12．３．31 
白 川 流 域 白川町、東白川村、中津川市（旧 加子母村）（３市町村） 

牧 田 川 流 域 養老町、大垣市(旧 上石津町）、関ケ原町（３市町） 

Ｈ13．３．30 馬 瀬 川 流 域 高山市（旧 清見村）、下呂市（旧 金山町・馬瀬村）（２市） 

  ２９市町村 

備考）県環境管理課調べ 

 

カ 下水道の整備＜下水道課＞ 

 本県では、昭和９年に岐阜市が下水道事業に着手し、全国で５番目に処理を開始したことに始まり、都市部で

は昭和30年代から40年代にかけて順次事業に着手し、その後、整備が遅れていた地方部でも、トイレの水洗化の

ための施設整備を求める県民からの強い要望により平成初期から10年代にかけて急速に施設整備が行われた。

令和６年度末の下水道処理人口普及率は78.6％となっている。なお、今後は人口減少等を踏まえ下水道区域の適

切な見直し（浄化槽区域への見直し）を行いつつ、下水道整備を促進する。 

○ 流域別下水道整備総合計画 

 流域別下水道整備総合計画（以下「流総計画」という。）は、「下水道法第２条の２」の規定に基づく公共用

水域の水質環境基準を達成・維持するための下水道整備に関する基本計画であり、流域別に下水道の根幹的な

施設計画・事業実施順位等、下水道整備の基本方針等を定めるものである。 

 本県では、木曽川・長良川流域及び庄内川流域において流総計画を策定済みであったが、上位計画である伊

勢湾流総計画が令和５年２月に見直しされたことを受け、木曽川・長良川流域、庄内川流域及び揖斐川流域に

おいて流総計画を新たに策定し、令和５年度に国土交通大臣の同意を得た。また、神通川流域における流総計

画については、平成27年度に国土交通大臣の同意を得た。 

○ 流域下水道 

 本県唯一の流域下水道である木曽川右岸流域下水道は、木曽川及び長良川流域の広域的な下水道整備を合

理的に進めるため、岐阜市等４市６町（令和７年３月31日現在）を対象とする区域の流域関連公共下水道から

出る汚水を処理すべく、県が整備を推進しているものである。全体計画の主な内容については以下のとおりで

ある。 

計画の規模 計画処理区域面積    16,643ha 

計画処理人口          433,900人 

計画処理能力          228,000㎥／日 

排除方式 分流式（汚水のみ） 

処理方式 (標準活性汚泥法､嫌気無酸素好気法、ステップ流入式多段硝化脱窒法)+急速砂ろ過 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 木曽川右岸流域下水道は、昭和52年２月に事業認可を受けて以来その整備が進められており、平成３年４月

には一部地域の処理を開始した。なお平成８年度末で幹線管渠が全線完成し、令和６年度末には約12,000haで

約38万人分の処理を行っている。 

○ 公共下水道 

 本県の公共下水道は、岐阜市が全国で５番目の都市として昭和12年に処理を開始したことに始まり、現在、

処理を開始しているのは、表２－４－22のとおり42市町村中38市町村である。 

 令和６年度末の下水道処理人口普及率（公共下水道の処理区域内人口の住民基本台帳人口に対する割合）は

78.6％となっている。 

 

表２－４－22 下水道処理人口普及率                         （令和７年３月末現在） 

市町村名 
行政区域人口 

(千人)(Ａ) 
処理区域人口 

(千人)(Ｂ) 
普及率（％） 

(Ｂ)／（Ａ) 
 市町村名 

行政区域人口 

(千人)(Ａ) 

処理区域人口 

(千人)(Ｂ) 

普及率（％） 

(Ｂ)／（Ａ) 

岐 阜 市 397.7 374.8 94.3  岐 南 町 26.4 25.7 97.2 

大 垣 市 156.5 142.7 91.2  笠 松 町 21.8 20.4 93.3 

高 山 市 81.8 70.8 86.6  養 老 町 25.8 6.0 23.4 

多 治 見 市 104.4 100.4 96.2  垂 井 町 25.6 17.3 67.6 

関 市 83.5 73.8 88.4  関 ケ 原 町 6.1 5.0 81.9 

中 津 川 市 73.0 42.6 58.3  神 戸 町 18.1 16.6 91.7 

美 濃 市 18.8 14.2 75.6  輪 之 内 町 9.0 7.8 85.9 

瑞 浪 市 35.0 26.8 76.6  安 八 町 14.4 14.4 100.0 

羽 島 市 66.2 36.7 55.4  揖 斐 川 町 18.5 3.8 20.7 

恵 那 市 45.7 27.7 60.5  大 野 町 21.4 - - 

美濃加茂市 57.5 52.3 91.0  池 田 町 22.3 15.5 69.6 

土 岐 市 53.9 45.8 84.9  北 方 町 18.5 18.5 100.0 

各 務 原 市 143.9 121.3 84.3  坂 祝 町 8.2 5.6 67.7 

可 児 市 99.4 94.7 95.3  富 加 町 5.9 3.7 63.5 

山 県 市 24.6 12.6 51.3  川 辺 町 9.7 9.4 96.9 

瑞 穂 市 56.2 4.0 7.1  七 宗 町 3.1 - - 

飛 騨 市 21.5 17.2 80.1  八 百 津 町 9.8 7.7 78.1 

本 巣 市 32.7 6.7 20.6  白 川 町 6.8 - - 

郡 上 市 37.3 24.1 64.5  東 白 川 村 2.0 - - 

下 呂 市 28.6 19.3 67.3  御 嵩 町 17.5 13.7 78.7 

海 津 市 31.3 25.0 79.9  白 川 村 1.5 1.3 88.0 

  岐 阜 県 計 1,942.0 1,525.8 78.6 

備考）県下水道課調べ 

 

キ 農業集落排水施設の整備促進＜農地整備課＞ 

 農村地域の農業用排水路の水質保全、農村環境の改善を図るため、平成29年度までに28市町で農業集落排水処

理施設の整備を終えた。 

ク 浄化槽設置の促進＜廃棄物対策課＞ 

 生活排水対策の一環として、浄化槽の設置について補助制度により普及促進を図った。助成状況は表２－４－

23のとおりである。なお、県費補助制度は、平成元年に創設し、平成５年度に補助対象を10人槽から50人槽に拡

大し、平成18年度には単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、単独処理浄化槽の撤去費を

補助対象とするなど、浄化槽の普及促進を図っている。 

 さらに、平成30年度からさらなる汚水処理施設の普及を図るため、市町村が主体となって合併処理浄化槽を整

備する事業を補助の対象としている。 

 また、浄化槽の適正な維持管理を図るため、浄化槽管理者に対し保守点検、清掃及び法定検査のいわゆる「３
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つの義務」の励行について周知徹底を図っている。平成14年度には浄化槽適正維持管理システムを導入し、法定

検査受検率の向上に取り組んでいる。法定検査（浄化槽法第11条）の実施状況は、表２－４－24のとおりである。 

 浄化槽の設置状況は、図２－４－19のとおりである。浄化槽の清掃によって引き抜かれた汚泥は、し尿処理施

設で衛生的に処理されている。 

 

表２－４－23 岐阜県浄化槽設置整備事業助成状況                       （令和６年度） 

県事務所等 設置主体 設置基数 単独撤去 汲取撤去 宅内配管 県事務所等 設置主体 設置基数 単独撤去 汲取撤去 宅内配管 

  岐 阜 市 40 11  13 中濃 ※ 郡 上 市 19    

岐 阜 

羽 島 市 57    

可 茂 

美濃加茂市 14 1 1 2 

各 務 原 市 43 1 4 5 可 児 市 5    

山 県 市 10    坂 祝 町 8    

瑞 穂 市 164 9 1 14 富 加 町 0    

本 巣 市 63 5 1 7 川 辺 町 0    

北 方 町 0    七 宗 町 2    

西 濃 

大 垣 市  22 2  4 八 百 津 町 1    

海 津 市 3    白 川 町 10 5 6 9 

養 老 町 54 11   東 白 川 村 2 1  1 

垂 井 町 10    御 嵩 町 1    

関 ケ 原 町 0    

東 濃 

多 治 見 市 2    

神 戸 町 0    瑞 浪 市 4  1 2 

輪 之 内 町 1    土 岐 市 15    

安 八 町 0    

恵 那 
中 津 川 市 58  22 25 

揖 斐 

揖 斐 川 町 0    恵 那 市 52 3 20 29 

※揖斐川町 4    

飛 騨 

高 山 市 13    

大 野 町 175 140 2 147 飛 騨 市 0    

池 田 町 6    下 呂 市 9  2 6 

中 濃 
関 市 3    

合  計 874 190 60 264 
美 濃 市 4 1   

備考）１ 県廃棄物対策課調べ 

２ ※は公共浄化槽等整備推進事業、他は浄化槽設置整備事業 

３ 単独撤去、汲取撤去、宅内配管は設置基数の内数 

 

表２－４－24  法定検査（11条）実施状況                     （令和５年度） 

人  槽  別 ５～10 11～50 51～500 501～ 合 計 

検査対象基数 （基） 142,747 14,088 3,257 294 160,386 

検査実施数 （基） 138,209 13,242 3,095 285 154,831 

検査実施率 （％） 96.82 93.99 95.03 96.94 96.54 

検査結果 
適  正 131,977 11,689 2,481 241 146,388 

不適正 6,232 1,553 614 44 8,443 

備考）県廃棄物対策課調べ 
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図２－４－19 浄化槽の設置状況                        （令和６年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県廃棄物対策課調べ 

 

⑺ 河川環境保全意識の向上促進＜河川課＞ 

 不法投棄防止に係る啓発看板の設置やチラシ等の配布を行い、河川環境保全の啓発を行っている。 

 また「清流の国ぎふリバーサポーター事業」により、自治会やボランティア団体等が行う河川敷の除草、清掃等

の活動を支援し、河川環境保全意識の向上に努めている。 

 

２ 地下水の保全 

⑴ 地下水保全の総合対策＜環境管理課＞ 

 地下水に関しては、水質汚染やその過剰揚水による地盤沈下、湧水の枯渇など環境保全上の問題が生ずる場合が

あり、近年、地下水保全に対する重要性は増していることを踏まえ、健全な水循環系の確保の観点から、地下水の

質と量の両面で、対策を推進している。 

⑵ 地下水質の保全対策＜環境管理課＞ 

 県内で、地下水質汚染事例が相次いで判明したことから、市町村との協働により、地下水汚染の早期発見に努め

るとともに、地下水汚染事例が判明した場合に、迅速かつ適切に対応するために必要な手続き等を規定した「岐阜

県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」を平成13年４月から施行している。 

 平成24年６月には、地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が改正され、有害物質貯蔵指定施設が新

たに届出対象になるとともに、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、地下浸透防止の

ための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存の義務等の規定が新た

に設けられており、対象となる事業者に対して、立入検査等において基準に適合するよう指導している。 

⑶ 環境浄化機材の整備＜環境管理課＞ 

 県内で判明している揮発性有機化合物による地下水汚染事例のうち、浄化対策が必要であるにもかかわらず、汚

染原因者が不明等の理由によりその対策が遅れている事例があることから、県が浄化機材を整備し、市町村、事業

者等に貸し出すことにより浄化対策を促進している。 

 貸し出している浄化機材は、土壌ガス吸引装置（１台）、地下水浄化装置（２台）である。 

 

表２－４－25 整備した環境浄化機材                                （令和７年３月末現在） 

環境浄化機材の種類 浄  化  機  材  の  特  徴 貸  出  先 

土 壌 ガ ス 吸 引 装 置 
 土壌中の吸引井戸から除去対象物質を含むガスを吸引し、活性炭に吸着

させて除去する。 
富 加 町 の 事 業 者 

地 下 水 浄 化 装 置 
 汚染地下水を揚水し、これをばっ気することにより除去対象物質を水中

から空気に移行させ、活性炭に吸着させて除去する。 
美 濃 加 茂 市 

土岐市の事業場跡地の土地所有者 

備考）県環境管理課調べ 

78,781 

85,010 

163,791 

4,467

6,944

11,411

1,716 

152 

1,868 
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⑷ 土地売買等に伴う事前届出制度の実施＜森林保全課＞ 

 水源地域における適正な土地利用の確保を図り、水源地域の保全に関する施策を総合的に推進し、県民の健康で

文化的な生活に寄与することを目的として、平成25年４月に「岐阜県水源地域保全条例」を施行した。 

 この条例に基づいて、令和６年度末現在、県内の22市町村、276箇所、68,495.13haの森林を水源地域に指定して

いる。 

 水源地域内で土地所有者等が土地売買等を行う場合、契約を締結しようとする日の30日前までに届出を義務付

ける制度により、届出者に対して、土地の利用の方法等に関する助言を行った。令和６年度の届出実績は40件。 

 また、令和２年７月に条例を一部改正し、水源地域内で開発行為を行う場合、開発しようとする日の60日前まで

に届出を義務付ける制度を加えて、届出者に対して土地の利用の方法等に関する助言をすることにより、水源地域

の一層の保全を図ることとした。令和３年１月１日から施行し、令和６年度の届出実績は３件。 

⑸ 瑞浪超深地層研究所周辺地域の環境保全対策＜環境管理課＞ 

 県と瑞浪市及び瑞浪超深地層研究所を管理する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、「瑞浪超深地層研

究所に係る環境保全協定」を平成17年11月14日に締結した。 

 県ではこの環境保全協定に基づき、環境負荷に関する情報公開の徹底や環境保全対策等を日本原子力研究開発

機構に求めていくとともに、排出水等の測定を実施し公表することで県民の安全、安心を確保することとしている。 

 令和６年度に県が実施した排出水等の測定結果は表２－４－26のとおりである。 

 

表２－４－26  瑞浪超深地層研究所排出水等の測定結果（主な項目） 

測 定 項 目 管理目標値 R6.5.21採取 

放 流 先 河 川 水 
ふっ素 0.8mg/L以下 0.08mg/L未満 

ほう素 1mg/L以下 0.02mg/L未満 

備考）県環境管理課調べ 

 

⑹ ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ対策＜環境管理課＞ 

 令和５年７月に各務原市の三井水源地において、暫定目標値を超過する有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ及び

ＰＦＯＡ）が検出されていたことが判明したことを受けて、県は各務原市と連携して、汚染範囲を把握する

ため、令和６年度に井戸183件（市独自調査を含む）、河川等32件の水質調査を行った。 

 

３ 水源のかん養 

⑴ 計画的な間伐の推進＜森林経営課＞ 

 主に公益的機能が低下し早急に間伐が必要な森林などを含め、5,241haの間伐を実施した。 

 国の補助制度では原則として木材生産を推進すべき森林の間伐を推進し、立地条件が厳しい森林や重要な水源

林、渓畔林など特に環境保全を重視する森林では、「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して適切に整備を進める。

【再掲】 

⑵ 治山事業を通じた水源かん養機能を有する森林等の保全＜森林保全課＞ 

 森林の水源かん養機能を高度に発揮させ、水資源の確保と国土の保全に資するため、荒廃地、荒廃移行地等の復

旧整備及び荒廃森林等の整備を実施した。 

⑶ 林道施設の点検診断＜森林経営課＞ 

 岐阜県緊急輸送道路ネットワークに位置づけられた林道等の橋りょうやトンネルの点検診断を行う市町村に対

し助成し、維持管理・補修計画の作成支援を実施している。 

⑷ 渓流沿いの森林の間伐＜森林経営課＞ 

 森林所有者による整備が進まず、手入れが不十分な渓流沿いのスギ・ヒノキ人工林の間伐に対して助成し、防災

機能の強化を図った。 

⑸ 水源かん養機能を有する水田の保全＜農村振興課＞ 

 農地や農業用施設が持つ水源かん養といった多面的機能の啓発活動などを実施した。 
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４ 土壌汚染の防止 

⑴ 土壌汚染対策法に基づく指導等の徹底＜環境管理課＞ 

 土壌の汚染の状況の把握、土壌の汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施するこ

とにより、国民の健康の保護を図るため「土壌汚染対策法」が平成15年２月から施行されている（図２－４－20）。 

 令和６年度末現在、県内で「指定区域(土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない区域)」

に指定されている区域は33件である（表２－４－27）。 

 また、平成22年４月１日の同法改正に伴い「水質汚濁防止法」に定める有害物質を使用する工場・事業場が廃止

された際には、土壌汚染状況調査が適切に実施されるよう土地所有者等への指導を徹底するとともに、一定規模

（3,000㎡、一部900㎡）以上の土地の形質変更を行う場合に届出が行われるよう、関係機関に対して法律の周知・

徹底を図っている。また、立入調査時等の機会を捉えて法律の周知・徹底を図るほか、土壌汚染に対する啓発を実

施し、汚染の早期発見、早期対応に努めている。 

 

図２－４－20 土壌汚染対策法の施行状況        （平成15年２月15日～令和７年３月31日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 件数は平成15年２月15日から令和７年３月31日までの累積件数 

３ （ ）内は令和６年度の件数 

４ 「基準に不適合」の件数と、「指定区域の指定」の件数は、一致しない。 

 

表２－４－27  土壌汚染対策法に基づく指定区域                      (令和７年３月末現在） 

 指定年月日 告示番号 所在地 基準超過項目 端緒 

要措置区域 

Ｈ26.６.17 岐阜県告示第445号 多治見市笠原町字梅平4024番450の一部 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン 第３条 

Ｈ31.４.25 

Ｒ１.６.７ 
岐阜市告示第67号 

岐阜市告示第147号 
岐阜市黒野字二の丸328番8の一部 他 

1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、六価クロ

ム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及び

その化合物、ほう素及びその化合物 

第３条 

第14条 

 

第３条関係
第１項 456件（ 10件）
第１項 58件（　1件）
第１項 406件（ 12件）
第５項 17件（　1件）
第７項 29件（  4件）
第４項 0件（　0件）

第４条関係
第１項 3,940件（248件）
第２項 45件（　4件）
第３項 44件（　0件）

第５条関係
第１項 0件（　0件）

185件（ 10件） (第14条)

123件（　 6件） 59件（  4件） 19件（  0件）

74件（　4件）

(第６条) 変更 1件（  0件） (第11条)

0件（  0件）
34件（  2件） 48件（  2件）

54件（  5件）

48件（  4件）

指定調査機関による土壌汚染状況調査

要措置区域 形質変更時要届出区域

汚染の除去

区域の指定を解除

土地所有者等による
区域指定の申請基準に適合 基準に不適合

指定区域の指定

健康被害が生じるおそれがある場合

未報告･虚偽の報告

ただし書きの取り消し　※土地の利用方法が変更等
ただし書きに該当する場合　※引続き工場として使用する等
土壌汚染状況調査
水質汚濁防止法に基づく有害物質(26物質)使用特定施設の廃止

調査命令
土壌汚染状況調査報告書の提出
一定規模(3,000㎡、一部900㎡)以上の土地の形質変更

ただし書きを受けている土地の形質変更
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 指定年月日 告示番号 所在地 基準超過項目 端緒 

要措置区域 

Ｒ２.２.14 岐阜県告示第44号 羽島郡笠松町北及字小町屋47番の一部 
水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化

合物、ふっ素及びその化合物 
第３条 

Ｒ３.３.16 岐阜市告示第619号 岐阜市大黒町4丁目4番1の一部 六価クロム化合物、シアン化合物 第３条 

Ｒ３.８.10 岐阜県告示第348号 土岐市妻木町字鍛冶ケ入2375番1の一部 他 六価クロム化合物 第３条 

Ｒ３.11.９ 岐阜県告示第486号 安八郡安八町森部字高須1558番1の一部 他 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 第３条 

Ｒ４.11.18 岐阜市告示第443号 岐阜市北一色10丁目3番2の一部 他 テトラクロロエチレン 第３条 

Ｒ５.７.28 岐阜市告示第215号 岐阜市橋本町3丁目20番1の一部 他 鉛及びその化合物 第３条 

Ｒ６.12.３ 岐阜市告示第563号 岐阜市藪田南2丁目1番1号の一部 砒素及びその化合物 第４条 

形質変更時 

 

 

要届出区域 

Ｈ17.７.29 岐阜県告示第595号 土岐市泉町大富255-10 他 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン 第３条 

Ｈ17.10.21 岐阜県告示第771号 関市常盤町27番地の一部 シアン化合物、ほう素及びその化合物 第３条 

Ｈ21.８.28 岐阜県告示第511号 関市平賀町1丁目63番2 他 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物 第３条 

Ｈ22.２.16 岐阜市告示第535号 岐阜市水海道2丁目1-10 他 テトラクロロエチレン 第３条 

Ｈ22.３.26 岐阜市告示第593号 岐阜市早田町1丁目24番 テトラクロロエチレン 第３条 

Ｈ23.12.16 岐阜県告示第598号 土岐市下石町字西山304番2の一部 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 第４条 

Ｈ24.６.29 岐阜県告示第299号 多治見市小田町5丁目71番1 他 鉛及びその化合物 第14条 

Ｈ24.10.12 

Ｈ28.３.３ 

岐阜市告示第371号 

岐阜市告示第653号 
岐阜市祈年町4丁目1番の一部 他 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 第14条 

Ｈ25.10.11 岐阜県告示第475号 関市東桜町10番1の一部 鉛及びその化合物 第４条 

Ｈ27.３.10 岐阜県告示第149号 関市広見字牛洞851番1の一部 他 六価クロム化合物 第14条 

Ｈ27.４.３ 岐阜県告示第246号 土岐市下石町字西山304番地984の一部 砒素及びその化合物 第４条 

Ｈ27.12.15 岐阜県告示第706号 関市小屋名字上中島420番１の一部 他 六価クロム化合物 第14条 

Ｈ28.１.８ 岐阜県告示第４号 下呂市幸田字幸の瀬1162番の一部 他 砒素及びその化合物 第14条 

Ｈ29.７.28 岐阜県告示第397号 恵那市長島町永田字羽白440番3 他 砒素及びその化合物 第14条 

Ｈ30.９.28 岐阜県告示第485号 多治見市東町1丁目９番３の一部 ふっ素及びその化合物 第３条 

Ｈ31.３.１ 

Ｒ１.５.21 

岐阜県告示第99号 

岐阜県告示第15号 
多治見市前畑町5丁目8番1の一部 他 砒素及びその化合物 

第４条 

第14条 

Ｒ２.２.14 岐阜県告示第45号 羽島郡笠松町北及字小町屋47番の一部 鉛及びその化合物 第３条 

Ｒ３.４.23 岐阜県告示第198号 多治見市前畑町5丁目161番の一部 他 砒素及びその化合物 第４条 

Ｒ３.８.10 岐阜県告示第349号 土岐市妻木町字鍛冶ケ入2375番1の一部 他 六価クロム化合物 第３条 

Ｒ３.11.２ 岐阜県告示第471号 多治見市前畑町5丁目161番の一部 他 砒素及びその化合物 第４条 

Ｒ４.３.18 岐阜県告示第116号 加茂郡坂祝町酒倉字北高見2079番1の一部 他 鉛及びその化合物  第３条 

Ｒ５.６.９ 岐阜県告示第257号 各務原市鵜沼字棚池602番1の一部 鉛及びその化合物 第４条 

Ｒ６.９.24 岐阜県告示第377号 加茂郡白川町河岐字大相模1602番2の一部 他 六価クロム化合物、砒素及びその化合物、鉛及びその化合物 第４条 

Ｒ６.９.27 岐阜県告示第378号 各務原市川崎町1番1の一部 六価クロム化合物 第３条 

備考）県環境管理課調べ 

 

⑵ 「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」による規制＜環境管理課＞ 

 「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」に基づく許可申請等の審査を、審査マニュアル等に基づいて厳正に行

った。 

 また､不適正な事案に対しては、事業者への是正指導を迅速に行い、行政処分に至る事案の発生はなかった。 

・令和６年度の許可実績：81件（新規48件、変更33件） 

 

５  地盤沈下の防止 

⑴ 地盤沈下の状況＜環境管理課＞ 

 地盤沈下は、主に地下水の過剰採取により、帯水層の水圧が低下し、粘土層の間隙水がしぼり出され、粘土層が

収縮することによって、地表平面が徐々に沈下する現象で、ひとたび発生すると回復は不可能であるとされている。 

 このため、県では、地盤沈下の状況を把握するため、東海三県地盤沈下調査会と連携して、一級水準測量調査、

地下水位調査を実施している。 

 なお、岐阜・西濃地区では近年、全体的に地下水揚水量が減少傾向にあることから、経年的に地下水位が上昇又

は横ばいの傾向にあり、沈下は安定しているが、渇水の発生時などには、面的な地盤沈下の発生が見られる。 

⑵ 地盤沈下対策＜環境管理課＞ 

 県では、地盤沈下の動向を的確に把握するため、東海三県地盤沈下調査会と連携して一級水準測量調査及び地下

水位調査を実施しているほか、データ収集、解析等を行い、現状把握に努めている。 

 また、西濃地区地下水利用対策協議会及び岐阜地区地下水対策協議会と連携し、地下水採取の自主規制及び地下

水利用の合理化指導を行い、地下水の有効利用を促進して、地盤沈下の防止に努めている。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 なお、濃尾平野における総合的な地盤沈下防止対策を推進するため、昭和60年４月地盤沈下防止等対策関係閣僚

会議において「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱」が制定（平成７年９月一部改正）されたことを受け、地盤沈下

の防止と併せて地下水の保全を図るため、地域の実情に応じた総合的な対策を推進している。 

ア 一級水準測量調査＜環境管理課＞ 

 国土交通省国土地理院及び中部地方整備局が行う調査に合わせて、本県も昭和47年度から岐阜・西南濃地域約

350㎢を対象に調査を行っている。平成22年度から平成26年度は隔年で疎密をつけて観測することとしていたが、

平成27年度からは、測量路線118㎞、水準点88地点について調査を行っている。なお、水準点の１つが廃点とな

ったため、令和３年度からは水準点87地点について調査を行っている。 

 令和６年度の調査結果では表２－４－28のとおり、面的な地盤沈下は認められなかった。 

 主要水準点の沈下状況は、表２－４－29及び図２－４－21のとおりである。 

 

表２－４－28  地盤沈下面積の経年変化 

年度 
沈下面積（㎢) Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 

１㎝以上２㎝未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

２㎝以上３㎝未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 各年度の数値は、11月１日を基準日とした過去１年間の地盤沈下面積の概数を示す。 

 

表２－４－29  主要水準点の標高の経年変化 

水準点標識番号(所在地） 
Ｓ47年標高 

（Ａ） 

Ｒ5年標高 

（Ｂ） 

Ｒ6年標高 

（Ｃ） 

年間変動量 

(Ｃ)－(Ｂ) 
累積変動量 

  Ｇ ７ （ 岐 阜 市 藪 田 ） 8.3225m 8.2569m 8.2505m  -0.64cm  -7.66cm 

  Ｇ 1 5 （ 羽 島 市 上 中 町 ） 4.4517m 4.4612m 4.4605m -0.07cm -8.38cm  

  Ｇ 2 2 （ 安 八 町 東 結 ） 5.6871m 5.5971m 5.5956m  -0.15cm  -9.44cm  

  Ｇ 2 7 （海津市海津町内野） 0.5528m 0.4573m 0.4519m  -0.54cm  -11.09cm  

  Ｇ 4 8 （ 大 垣 市 中 川 町 ） 7.5914m 7.5097m 7.5082m  -0.15cm  -7.42cm 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 国土地理院により、平成13年標高が補正されたため、累積変動量は「（Ｃ）－（Ａ）」と一致しない。 

３ Ｇ14については測定地点亡失となったため、令和６年度からＧ15について掲載する。 

 

図２－４－21  主要水準点の累積変動量の経年変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ Ｇ27については隔年測定地点となったため、22年、24年、26年は測定されていない。 

３ Ｇ14については測定地点亡失となったため、令和６年度からＧ15について掲載する。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

イ 地下水位対策＜水資源課＞ 

 岐阜・西濃地域に設置してある26箇所の観測井で常時監視を実施している。 

 このうち、令和６年の主要観測井における地下水位は、表２－４－30のとおり、令和５年に比べ大きな変化は

なく、経年的な推移を見ると、図２－４－22のとおり、上昇傾向にある。 

 

表２－４－30  主要観測井の地下水位                              （単位：ｍ） 

地下水位観測所（所在地） 

昭和54年 

地下水位

（A） 

令和５年 

地下水位

（B） 

令和６年 

地下水位

（C） 

年間変動量 

（C）－（B） 

累積変動量 

（C）－（A） 

岐阜井 （ 岐 阜 市 須 賀 ） -1.42 +0.33 +0.50 +0.17 +1.92 

羽島井 （ 羽 島 市 上 中 町 ） -5.38 +0.07 +0.21 +0.14 +5.59 

墨俣井 （大垣市墨俣町下宿） 
+0.13 +1.84

（+1.23） 

+1.98

（+1.37） 

+0.14 +1.85 

海津井 （海津市海津町古中島） -9.85 -0.96 -0.84 +0.12 +9.01 

大垣井 （ 大 垣 市 北 方 町 ） +0.23 +0.57 +0.74 +0.17 +0.51 

備考）１ 県水資源課調べ 

   ２ 各地表面の標高を０ｍとし、各年（１～12月）の平均地下水位を示す。 

   ３ 墨俣井については、平成27年度に地盤高の嵩上げを行った。（）は嵩上げ後の地下水位を示す。 

 

図２－４－22  主要観測井の地下水位の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県水資源課調べ 

２ 各地表面の標高を０ｍとし、各年（１～12月）の平均地下水位を示す。 

 

６ 危機管理体制の強化 

⑴ 汚染事故に対する危機管理体制の強化＜環境管理課＞ 

 公共用水域における水質汚濁事故の対応は、適切かつ迅速に行うことが重要であることから、事故時における事

業者の責務、調査を実施すべき機関・事項等をより明確化するため、「水質汚濁防止法に基づく水質汚濁事故処理

に関する要綱」を定め、平成14年８月１日より施行している。 

 また、事故を未然に防止するため、立入検査や広報により、施設の点検整備等の注意を促している。 

 

 第２節 大気環境の保全   

１ 大気汚染の防止 

⑴ 大気環境の状況 

ア 概況＜環境管理課＞ 

 大気汚染は、工場・事業場からのばい煙や粉じん、自動車の排出ガス、又はこれらを要因物質として大気中の

様々な条件の下で生成される物質などにより引き起こされる。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 令和６年度の主な大気汚染物質の状況をみると、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素及び微小粒子状物質に

ついては、すべての測定局で環境基準に基づく短期的評価、長期的評価を達成した。 

 浮遊粒子状物質については、１測定局で環境基準の短期的評価を達成できなかった。 

光化学オキシダントについては、すべての測定局において環境基準を超える日が見られ、その頻度は令和５年

度と比較すると横ばいか増加した。また、「岐阜県大気汚染対策要綱」に基づく光化学スモッグ予報を岐阜地域

に１回、可茂地域に１回、東濃西部地域に１回発令し、光化学スモッグ注意報を西濃南部地域に１回発令した。 

 また、大垣自動車排出ガス測定局については、令和５年12月で測定を終了した。 

イ 大気汚染物質の状況＜環境管理課＞ 

 大気汚染に係る環境基準は、22箇所の一般環境大気測定局と３箇所の自動車排出ガス測定局において常時監

視（24時間測定）を行っており、測定地点及び測定項目は、表２－４－31のとおりである。なお、笠原測定局に

おける常時監視は令和６年４月まで実施しており、県多治見局における常時監視を令和６年５月から開始した。 

 昭和57年４月から、「大気環境監視テレメータシステム」を整備し、各測定局を回線等で結ぶことにより大気

環境の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、緊急時における迅速な対応を図る体制を整えている。 

 大気汚染に係る環境基準は、資料10のとおりで二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダン

ト、一酸化炭素及び微小粒子状物質について定められている（有害大気汚染物質を除く）。 

 また、これらの常時監視測定局による監視測定を補完するため、令和６年度は、大気環境測定車「あおぞら」

による一般環境調査を川辺町において延べ38週にわたって行った。測定結果は資料23のとおりである。 

 

表２－４－31 大気環境常時監視測定局及び測定項目                                  （令和７年３月末現在） 

種 
 
 
 
 

別 

地 
 
 
 
 

域 

測定局名 設  置  場  所 

測  定  項  目 
設 

置 

主 

体 

二

酸

化

硫

黄 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

窒

素

酸

化

物 

オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

一

酸

化

炭

素 

微
小
粒
子
状
物
質 

炭

化

水

素 

風

向

風

速 

一 
般 
環 

境 

大 

気 

測 

定 

局 

岐 阜 

岐 阜 中 央 岐阜市八ツ寺町1-7（市役所八ツ寺別館） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 岐阜市 
岐 阜 南 部 岐阜市茜部菱野2 （あかね公園） ○ ○ ○ ○  ○ ○  岐阜市 
岐 阜 北 部 岐阜市福光東3-19 （福光東公園） ○ ○ ○ ○  ○   岐阜市 
各 務 原 各務原市蘇原中央町2-1-2（市民会館駐車場） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
本 巣 本巣市下真桑1000（本巣市役所真正分庁舎） ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 県 

西濃・羽島 

羽 島 羽島市竹鼻町85（保健センター南） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
大 垣 中 央 大垣市西外側町2-49（市職員駐車場） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
大 垣 南 部 大垣市築捨町1-159-2 （築捨新田公民館） ○ ○ ○ ○    ○ 県 
大 垣 西 部 大垣市綾野1-2719-1（JAにしみの綾里支所2F） ○ ○       大垣市 
大 垣 赤 坂 大垣市赤坂町4533-1（市赤坂地区センター駐車場）  ○       大垣市 

西 濃 南 部 海 津 海津市南濃町吉田字一切487（海津市エコドーム）  ○  ○  ○  ○ 県 
揖 斐 揖 斐 揖斐郡揖斐川町上南方字森本27-2（揖斐総合庁舎） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
可 茂 美 濃 加 茂 美濃加茂市新池町3-4-1（総合福祉会館） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
中 濃 関 関市西本郷通4-2-9 ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
郡 上 郡 上 郡上市八幡町初音1727-2（郡上総合庁舎） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 

東 濃 西 部 
県 多 治 見 多治見市上野町5-68-1（東濃西部総合庁舎） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
瑞 浪 瑞浪市上平町1-29 （市役所東分庁舎） ○ ○  〇    ○ 県 

恵那・中津川 
恵 那 恵那市長島町正家後田1067-71（恵那総合庁舎) ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
中 津 川 中津川市かやの木町2-1 （市役所駐車場） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 

下 呂 下 呂 下呂市萩原町羽根2605-1（下呂総合庁舎） ◯ ◯ ◯ ◯  ◯  ◯ 県 
飛 騨 高 山 高山市花岡町2-18（市営花岡駐車場3F） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 
乗 鞍 高山市丹生川町久手字鼠尾508（乗鞍スカイライン管理事務所） ○ ○ ○ ○    ○ 県 

小  計    ２２  局 20 22 18 20  17 2 18  

自
動
車
排
出 

ガ
ス
測
定
局 

岐 阜 明 徳 自 排 岐阜市明徳町11（旧明徳小学校敷地内）  ○ ○  ○    岐阜市 
土 岐 自 排 土岐市泉池ノ上町2-3（国道19号）  ○ ○  ○ ○  ○ 県 
可 児 自 排 可児市今渡1680（国道21号）  ○ ○   ○  ○ 県 

小    計      ３  局  3 3  2 2  2  
合           計        ２５  局 20 25 21 20 2 19 2 20  
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

（参考：令和６年４月まで） 

笠原測定局 多治見市笠原町 1194-1（多治見市心身障がい児通園施設） ○ ○ ○ ○  ○  ○ 県 

備考）県環境管理課調べ 

   笠原測定局は測定日数が22日であることから、測定値が評価の対象とならない。 

 

① 二酸化硫黄 

 大気中の二酸化硫黄は、大気汚染物質の中でも代表的な物質である。通常は、主として重油等石油系燃料に含

まれる硫黄分の燃焼により発生するものであり、その主な発生源は、工場・事業場のばい煙発生施設である。 

 二酸化硫黄について20測定局で測定した結果は、表２－４－32及び資料11のとおりであり、これらを令和５年

度と比較すると、横ばいの状況にある。年平均値は、大垣中央測定局、大垣西部測定局、関測定局、中津川測定

局の0.001ppmが最も高い。環境基準については、短期的評価、長期的評価ともに、すべての測定局で達成した。 

 

表２－４－32 二酸化硫黄の測定結果 

地 

 

 

域 

測定局名 

有   効 

測定日数 
測定時間 年平均値 

1時間値が

0.1ppmを超

えた時間数

とその割合 

日平均値が

0.04ppmを超

えた日数と

その割合 

１時間値 

の最高値 

日平均値

の２％

除 外値 

日平均値が 

0.04ｐｐｍ 

を超えた日 

が２日以上 

連続したこ 

との有無 

長期的 

評価の 

適 否 

適○ 

否× 

令和５年度 

年平均値 長期的 

評 価 

の適否 

（日） （時間） (ppm) 時間 ％ 日 ％ (ppm) (ppm) (ppm) 

岐 

 

阜 

岐阜中央 365 8,657 0.000 0 0.0 0 0.0 0.008 0.002 無 ○ 0.001 ○ 

岐阜南部 365 8,651 0.000 0 0.0 0 0.0 0.006 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

岐阜北部 362 8,625 0.000 0 0.0 0 0.0 0.003 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

各 務 原 363 8,681 0.000 0 0.0 0 0.0 0.006 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

本  巣 362 8,676 0.000 0 0.0 0 0.0 0.003 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

平   均 - - 0.000 - - - - - - - - 0.000 - 

西 

濃 

・ 

羽 

島 

羽  島 362 8,665 0.000 0 0.0 0 0.0 0.006 0.001 無 ○ 0.001 ○ 

大垣中央 363 8,674 0.001 0 0.0 0 0.0 0.011 0.002 無 ○ 0.001 ○ 

大垣南部 359 8,601 0.000 0 0.0 0 0.0 0.007 0.001 無 ○ 0.001 ○ 

大垣西部 363 8,703 0.001 0 0.0 0 0.0 0.008 0.003 無 ○ 0.001 ○ 

平   均 - - 0.001 - - - - - - - - 0.001 - 

揖斐 揖  斐 312 7,485 0.000 0 0.0 0 0.0 0.003 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

可茂 美濃加茂 363 8,678 0.000 0 0.0 0 0.0 0.017 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

中濃 関 363 8,680 0.001 0 0.0 0 0.0 0.004 0.002 無 ○ 0.001 ○ 

郡上 郡  上 318 7,617 0.000 0 0.0 0 0.0 0.004 0.000 無 ○ 0.000 ○ 

東濃 

西部 

県多治見 338 8,089 0.000 0 0.0 0 0.0 0.006 0.001 無 ○ - - 

瑞    浪 363 8,676 0.000 0 0.0 0 0.0 0.002 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

平  均 - - 0.000 - - - - - - - - 0.000 - 

恵那 

・ 

中津川 

恵   那 363 8,668 0.000 0 0.0 0 0.0 0.008 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

中 津 川 344 8,256 0.001 0 0.0 0 0.0 0.003 0.001 無 ○ 0.001 ○ 

平   均 - - 0.001 - - - - - - - - 0.001 - 

下呂 下  呂 363 8,669 0.000 0 0.0 0 0.0 0.002 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

飛騨 高  山 363 8,677 0.000 0 0.0 0 0.0 0.003 0.001 無 ○ 0.000 ○ 

乗  鞍 354 8,552 0.000 0 0.0 0 0.0 0.009 0.001 無 非適用 - 非適用 

県 平 均 - - 0.000 - - - - - - - - 0.001 - 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 環境基準の長期的評価に適合しているとは、測定時間が年間6,000時間以上あり、日平均値が0.04ppmを超えた

日が２日以上連続せず、かつ、日平均値が0.04ppmを超えた日数が年間を通じて２％以下であることを示す。 

３ 県平均に、乗鞍測定局は含まない。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

② 浮遊粒子状物質 

 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状の物質のうち粒径が10μm（μm=千分の１mm）以下のものをい

う。自動車の排ガスや工場からのばい煙に加え、微小な黄砂粒子なども含まれるため、黄砂が観測された日に高

値を示すことがある。 

 浮遊粒子状物質について25測定局（自動車排出ガス測定局３局を含む。）で測定した結果は、表２－４－33及

び資料12のとおりであり、令和５年度と比較すると、横ばいの状況にある。 

 年平均値は、大垣中央測定局、大垣赤坂測定局の0.014mg／㎥が最も高かった。環境基準については、関測定局に

おいて短期的評価が達成できなかったが、長期的評価についてはすべての測定局で達成した。 

 

表２－４－33 浮遊粒子状物質の測定結果 

地 

 

 

域 

測定局名 

有   効 

測定日数 
測定時間 年平均値 

1 時間値が

0.20mg/㎥を

超えた時間数

とその割合 

日平均値が

0.10mg/㎥を 

超えた日数と

その割合 

１時間値 

の最高値 

日平均値

の２％

除 外 値 

日平均値が 

0.10mg/㎥ 

を超えた日 

が２日以上 

連続したこ 

との有無 

長期的 

評価の 

適 否 

適○ 

否× 

令和５年度 

年平均値 長期的 

評 価 

の適否 

（日） （時間） (mg/㎥) 時間 ％ 日 ％ (mg/㎥) (mg/㎥) (mg/㎥) 

岐 

 

阜 

岐 阜中央 365 8,691 0.012 0 0.0 0 0.0 0.149 0.029 無 ○ 0.012 ○ 

岐 阜南部 365 8,696 0.010 0 0.0 0 0.0 0.123 0.024 無 ○ 0.010 ○ 

岐 阜北部 362 8,663 0.007 0 0.0 0 0.0 0.092 0.017 無 ○ 0.006 ○ 

各  務  原 363 8,712 0.011 0 0.0 0 0.0 0.124 0.027 無 ○ 0.011 ○ 

本   巣 362 8,708 0.013 0 0.0 0 0.0 0.185 0.031 無 ○ 0.013 ○ 

平   均 - - 0.011 - - - - - - - - 0.010 - 

西 

濃 

・ 

羽 

島 

羽   島 363 8,706 0.013 0 0.0 0 0.0 0.111 0.028 無 ○ 0.012 ○ 

大 垣中央 357 8,605 0.014 0 0.0 0 0.0 0.117 0.034 無 ○ 0.014 ○ 

大 垣南部 363 8,715 0.013 0 0.0 0 0.0 0.101 0.032 無 ○ 0.013 ○ 

大 垣西部 363 8,719 0.011 0 0.0 0 0.0 0.095 0.023 無 ○ 0.010 ○ 

大 垣赤坂 360 8,660 0.014 0 0.0 0 0.0 0.081 0.028 無 ○ 0.014 ○ 

平   均 - - 0.013 - - - - - - - - 0.013 - 

西濃南部 海 津 339 8,132 0.010 0 0.0 0 0.0 0.082 0.028 無 ○ 0.012 ○ 

揖 斐 揖  斐 363 8,709 0.010 0 0.0 0 0.0 0.122 0.025 無 ○ 0.011 ○ 

可 茂 美 濃加茂 363 8,705 0.011 0 0.0 0 0.0 0.113 0.025 無 ○ 0.010 ○ 

中 濃 関 363 8,715 0.012 1 0.0 0 0.0 0.249 0.028 無 ○ 0.012 ○ 

郡 上 郡 上 363 8,706 0.009 0 0.0 0 0.0 0.058 0.023 無 ○ 0.009 ○ 

東 濃 

西 部 

県 多治見 334 8,029 0.012 0 0.0 0 0.0 0.142 0.024 無 ○ - - 

瑞    浪 363 8,712 0.011 0 0.0 0 0.0 0.170 0.026 無 ○ 0.010 ○ 

平   均 - - 0.012 - - - - - - - - 0.010 - 

恵 那 

・ 

中津川 

恵 那 358 8,602 0.011 0 0.0 0 0.0 0.194 0.025 無 ○ 0.010 ○ 

中  津  川 359 8,610 0.012 0 0.0 0 0.0 0.136 0.029 無 ○ 0.012 ○ 

平   均 - - 0.012 - - - - - - - - 0.011 - 

下 呂 下   呂 361 8,642 0.008 0 0.0 0 0.0 0.124 0.019 無 ○ 0.008 ○ 

飛 騨 高   山 362 8,702 0.010 0 0.0 0 0.0 0.118 0.023 無 ○ 0.009 ○ 

乗   鞍 357 8,618 0.006 0 0.0 0 0.0 0.035 0.012 無 非適用 - 非適用 

県  平  均 - - 0.011 - - - - - - - - 0.011 - 

岐 阜 明 徳 自 排 364 8,688 0.010 0 0.0 0 0.0 0.139 0.023 無 ○ 0.011 ○ 

可 児 自 排 363 8,712 0.011 0 0.0 0 0.0 0.085 0.022 無 ○ 0.011 ○ 

土 岐 自 排 363 8,715 0.012 0 0.0 0 0.0 0.115 0.026 無 ○ 0.012 ○ 

備考）１ 県環境管理課調べ 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

２ 環境基準の長期的評価に適合しているとは、測定時間が年間6,000時間以上あり、日平均値が0.10mg／㎥を

超えた日が２日以上連続せず、かつ、日平均値が0.10mg／㎥を超えた日数が年間を通じて２％以下であるこ

とを示す。 

３ 県平均に、乗鞍測定局、自動車排出ガス測定局は含まない。 

 

③ 二酸化窒素 

 大気中の窒素酸化物は、物の燃焼に伴い空気中の窒素が酸化されてできるものと、燃料中に含まれている窒素

分が酸化されてできるものとがある。発生源としては、固定発生源である工場・事業場のばい煙発生施設及び移

動発生源である自動車などがある。 

 二酸化窒素について21測定局（自動車排出ガス測定局３局を含む。）で測定した結果は、表２－４－34、資料

13及び資料14のとおりである。令和５年度と比較すると、横ばいの傾向にある。 

 年平均値は、土岐自動車排出ガス測定局の0.009ppmが最も高く、一般環境測定局においては、岐阜南部測定局、羽

島測定局、県多治見測定局の0.007ppmが最も高い。 

 

表２－４－34 二酸化窒素の測定結果 

地 

 

 

域 

測定局名 

有   効 

測定日数 
測定時間 年平均値 

日平均値が

0.06ppmを超 

えた日数とそ

の割合   

日 平 均 値 が

0.04ppm 以 上

0.06ppm 以下の

日数とその割合 

１時間値 

の最高値 

日平均値の

年間 

98％値 

長期的 

評価の 

適 否 

適○ 

否× 

令和５年度 

年平均値 長期的 

評 価 

の適否 
（日） （時間） (ppm) 日 ％ 日 ％ (ppm) (ppm) (ppm) 

岐 

 

 

阜 

岐阜中央 272 6,460 0.005 0 0.0 0 0.0 0.036 0.010 ○ 0.005 ○ 

岐阜南部 363 8,645 0.007 0 0.0 0 0.0 0.037 0.015 ○ 0.009 ○ 

岐阜北部 362 8,602 0.004 0 0.0 0 0.0 0.024 0.007 ○ 0.004 ○ 

各 務 原 361 8,653 0.005 0 0.0 0 0.0 0.026 0.010 ○ 0.005 ○ 

本  巣 362 8,674 0.005 0 0.0 0 0.0 0.049 0.013 ○ 0.006 ○ 

平   均 - - 0.005 - - - - - - - 0.006 - 

西濃 

・ 

羽島 

羽  島 363 8,680 0.007 0 0.0 0 0.0 0.037 0.014 ○ 0.007 ○ 

大垣中央 363 8,677 0.006 0 0.0 0 0.0 0.029 0.012 ○ 0.008 ○ 

大垣南部 259 6,218 0.006 0 0.0 0 0.0 0.031 0.013 ○ 0.007 ○ 

平   均 - - 0.006 - - - - - - - 0.007 - 

揖斐 揖  斐 363 8,674 0.003 0 0.0 0 0.0 0.025 0.007 ○ 0.003 ○ 

可茂 美濃加茂 363 8,680 0.005 0 0.0 0 0.0 0.022 0.009 ○ 0.005 ○ 

中濃 関 363 8,680 0.004 0 0.0 0 0.0 0.032 0.009 ○ 0.004 ○ 

郡上 郡  上 351 8,444 0.001 0 0.0 0 0.0 0.020 0.004 ○ 0.001 ○ 

東濃西部 県多治見 338 8,085 0.007 0 0.0 0 0.0 0.050 0.018 ○ - - 

恵那 

・ 

中津川 

恵 那 363 8,668 0.005 0 0.0 0 0.0 0.036 0.013 ○ 0.006 ○ 

中 津 川 360 8,645 0.004 0 0.0 0 0.0 0.026 0.010 ○ 0.004 ○ 

平   均 - - 0.005 - - - - - - - 0.005 - 

下呂 下  呂 220 5,296 0.002 0 0.0 0 0.0 0.018 0.006 - 0.002 ○ 

飛騨 高  山 247 5,920 0.005 0 0.0 0 0.0 0.040 0.015 - 0.005 ○ 

乗  鞍 213 5,129 0.005 2 0.9 0 0.0 0.432 0.019 非適用 - 非適用 

県 平 均 - - 0.005 - - - - - - - 0.005 - 

岐阜明徳自排 364 8,631 0.006 0 0.0 0 0.0 0.047 0.012 〇 0.006 ○ 

可児自排 363 8,677 0.008 0 0.0 0 0.0 0.041 0.015 〇 0.008 ○ 

土岐自排 363 8,677 0.009 0 0.0 0 0.0 0.043 0.018 〇 0.009 ○ 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 環境基準の長期的評価に適合しているとは、測定時間が年間6,000時間以上あり、日平均値の年間98％値が

0.04ppm～0.06ppmのゾーン内もしくはゾーン以下であることを示す。 

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
確
保

― 78 ―



第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

３ 県平均に、乗鞍測定局、自動車排出ガス測定局は含まない。 

④ 光化学オキシダント 

 光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化水素類が紫外線を受けて光化学反応を起こし、二次的に生成される

酸化性物質で、光化学大気汚染（いわゆる光化学スモッグ）の原因物質とされ、その発生は気温、風向、風速、

日射量等の気象条件に大きく左右される。 

 光化学オキシダントについて20測定局で測定した結果は、図２－４－23、表２－４－35及び資料15のとおりで

あり、いずれの測定局においても環境基準を達成できていない。 

 昼間（午前５時から午後８時まで)の１時間値の最高値が最も高かったのは、各務原測定局の0.152ppmである。

昼間の年平均は令和５年度と比較すると横ばいであったが、昼間の１時間値が0.06ppmを超えた日数は令和５年

度と比較すると横ばいか増加した。 

 なお、令和６年度は、「岐阜県大気汚染対策要綱」に基づき光化学スモッグ予報を１回、光化学スモッグ注意

報を１回発令した。（資料16） 

 

図２－４－23 光化学オキシダントの環境基準を超えた日数の割合の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 各地域の平均値 

 

表２－４－35 光化学オキシダントの測定結果 

地 

 

 

域 

測定局名 

昼 間 

測定日数 

昼 間 

測定時間 

昼間の１

時間値の 

年平均値 

昼間の１時間

値が 0.06ppm

を超えた日数

とその割合 

昼間の１時間値

が0.06ppmを超

えた時間数とそ

の割合 

昼間の１ 

時間値の

最高値 

日最高１ 

時間値の 

年平均値 

環 境 

基準の 

適 否 

適○ 

否× 

令和５年度 

昼  間 

年平均値 
環 境 

基 準 

の適否 

（日） （時間） （ppm） 日 ％ 時間 ％ (ppm) (ppm) (ppm) 

岐 

 

阜 

岐 阜 中 央 365 5,416 0.033 78 21.4 341 6.3 0.097 0.045 × 0.032 × 

岐 阜 南 部 365 5,411 0.038 95 26.0 445 8.2 0.101 0.052 × 0.036 × 

岐 阜 北 部 365 5,398 0.032 68 18.6 285 5.3 0.094 0.047 × 0.032 × 

各  務  原 365 5,443 0.042 145 39.7 871 16.0 0.152 0.059 × 0.037 × 

本   巣 365 5,420 0.033 70 19.2 302 5.6 0.103 0.048 × 0.033 × 

平    均 - - 0.036 - 25.0 - - - - - 0.034 - 

西 濃 

・ 

羽 島 

羽   島 365 5,439 0.033 72 19.7 272 5.0 0.108 0.047 × 0.036 × 

大 垣 中 央 365 5,441 0.036 80 21.9 356 6.5 0.105 0.050 × 0.038 × 

大 垣 南 部 201 2,984 0.039 49 24.4 257 8.6 0.102 0.051 × 0.034 × 

平    均 - - 0.036 - 22.0 - - - - - 0.036 - 

西濃南部 海 津 365 5,441 0.038 101 27.7 495 9.1 0.135 0.053 × 0.036 × 

揖 斐 揖 斐 365 5,444 0.037 85 23.3 414 7.6 0.106 0.051 × 0.034 × 
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地 

 

 

域 

測定局名 

昼 間 

測定日数 

昼 間 

測定時間 

昼間の１

時間値の 

年平均値 

昼間の１時間

値が 0.06ppm

を超えた日数

とその割合 

昼間の１時間値

が0.06ppmを超

えた時間数とそ

の割合 

昼間の１ 

時間値の

最高値 

日最高１ 

時間値の 

年平均値 

環 境 

基準の 

適 否 

適○ 

否× 

令和５年度 

昼  間 

年平均値 
環 境 

基 準 

の適否 

（日） （時間） （ppm） 日 ％ 時間 ％ (ppm) (ppm) (ppm) 

可 茂 美 濃 加 茂 365 5,449 0.033 85 23.3 382 7.0 0.126 0.049 × 0.033 × 

中 濃 関 365 5,442 0.032 86 23.6 417 7.7 0.121 0.049 × 0.031 × 

郡 上 郡 上 365 5,439 0.028 49 13.4 210 3.9 0.121 0.044 × 0.026 × 

東濃西部 

県 多 治 見 341 5,069 0.035 93 27.3 482 9.5 0.118 0.052 × - - 

瑞   浪 365 5,444 0.034 108 29.6 568 10.4 0.110 0.053 × 0.034 × 

平    均 - - 0.035 - 28.5 - - - - - 0.034 - 

恵 那 

・ 

中津川 

恵 那 365 5,436 0.032 63 17.3 251 4.6 0.093 0.046 × 0.032 × 

中  津  川 364 5,411 0.031 64 17.6 239 4.4 0.095 0.046 × 0.030 × 

平    均 - - 0.032 - 17.5 - - - - - 0.031 - 

下 呂 下   呂 365 5,437 0.032 44 12.1 154 2.8 0.114 0.044 × 0.032 × 

飛 騨 高   山 365 5,436 0.031 38 10.4 183 3.4 0.082 0.042 × 0.030 × 

乗   鞍 362 5,366 0.039 56 15.5 242 4.5 0.136 0.047 非適用 - 非適用 

県  平  均 - - 0.034 - 21.9 - - - - - 0.033 - 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 昼間は、午前５時から午後８時までを示す。 

３ 環境基準に適合しているとは、１時間値が0.06ppm以下（0.06ppmを超えた時間数がゼロ）であることを示す。 

４  県平均に、乗鞍測定局は含まない。 

 

⑤ 一酸化炭素 

 一酸化炭素は、物の不完全燃焼により生ずるものであり、その発生源は大部分が自動車によるものである。 

 一酸化炭素について、２測定局で測定した結果は、表２－４－36及び資料17に示すとおりである。年平均値

0.2ppmで、環境基準に基づく長期的評価を達成した。 

 

表２－４－36 一酸化炭素の測定結果 

測定局名 

有効測定

日  数 
測定時間 年平均値 

１時間値の８時間平

均値が 20ppm を超え

た回数とその割合 

日平均値が 10ppm を

超えた日数とその割

合 

１時間値 

の最高値 

日平均値

の２％除 

外 値 

長期的

評価の

適 否 

令和５年度 

年平均値 
長期的

評価の

適 否 （日） （時間） (ppm) 回数 ％ 日 ％ (ppm) (ppm)  (ppm) 

岐 阜 明 徳 自 排 242 5755 0.2 0 0.0 0 0.0  0.7 0.3 非適用 0.2 ○ 

土 岐 自 排 363 8676 0.2 0 0.0 0 0.0  0.8 0.4 〇 0.2 ○ 

県  平  均 - - 0.2 - - - - - - - 0.2 - 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 環境基準の長期的評価に適合しているとは、測定時間が年間6,000時間以上あり、日平均値が10ppmを超えた

日が２日以上連続せず、かつ、日平均値が10ppmを超えた日数が、年間を通じて２％以下であることを示す。 

 

⑥ 微小粒子状物質（PM2.5） 

 微小粒子状物質（PM2.5）とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μｍの粒子を50％の割合で

分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。発生源としては、

ディーゼルエンジン、工場・事業場での燃料の燃焼などからの一次粒子（粒子の形で大気中に排出されたもの）

と、ガス状で排出された大気汚染物質が大気中での化学反応により粒子化した二次粒子がある。県内の19測定局

で測定した結果は、表２－４－37、資料20及び資料21のとおりである。 

 長期的評価に基づく環境基準は、すべての測定局で達成した。 

 また、羽島測定局及び海津測定局において季節ごとに試料採取し、得られた試料の成分分析により微小粒子状

物質の実態を把握した。その結果は資料22のとおりである。  
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表２－４－37 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果 

地 

 

 

域 

測定局名 

有効測定 

日  数 
年平均値 

日平均値の 

年間98％値 

日平均値が 

35μg/㎥を 

超えた日数 

とその割合 

長 期 

基準の 

適 否 

適○ 

否× 

短 期 

基準の 

適 否 

適○ 

否× 

長期的 

評価の 

適 否 

適○ 

否× 

令和５年度 

年平均値 
日平均値の 

年間98％値 
長期的 

評価の 

適 否 

（日） （μg/㎥） (μg/㎥) 日 ％ (μg/㎥) (μg/㎥) 

岐 

 

 

阜 

岐 阜 中 央 352 9.6 22.5 1 0.3 ○ ○ ○ 8.9 20.7 ○ 

岐 阜 南 部 348 9.4 24.0 1 0.3 ○ ○ ○ 9.3 21.6 ○ 

岐 阜 北 部 350 7.4 18.8 1 0.3 ○ ○ ○ 7.1 17.0 ○ 

各  務  原 355 5.9 18.9 1 0.3 ○ ○ ○ 6.0 17.9 ○ 

本   巣 362 8.1 21.0 2 0.6 ○ ○ ○ 7.9 18.1 ○ 

平   均 - 8.1 - - - - - - 7.8 - - 

西 濃 

・ 

羽 島 

羽   島 363 9.3 23.5 4 1.1 ○ ○ ○ 7.4 20.5 ○ 

大 垣 中 央 363 8.9 21.7 3 0.8 ○ ○ ○ 7.1 18.5 ○ 

平   均 - 9.1 - - - - - - 7.3 - - 

西濃南部 海 津 361 7.1 18.6 0 0.0 ○ ○ ○ 7.3 18.2 ○ 

揖 斐 揖 斐 363 5.8 17.6 1 0.3 ○ ○ ○ 4.0 9.3 ○ 

可 茂 美 濃 加 茂 363 6.2 16.6 0 0.0 ○ ○ ○ 7.4 18.2 ○ 

中 濃 関 363 8.4 22.0 2 0.6 ○ ○ ○ 8.8 21.4 ○ 

郡 上 郡 上 359 6.3 16.5 0 0.0 ○ ○ ○ 6.0 15.1 ○ 

東濃西部 県 多 治 見 267 8.1 18.8 1 0.4 ○ ○ ○ - - - 

恵 那 
・ 

中 津 川 

恵 那 359 7.9 17.3 1 0.3 ○ ○ ○ 7.5 17.5 ○ 

中  津  川 363 8.0 18.8 1 0.3 ○ ○ ○ 7.9 18.9 ○ 

平   均 - 8.0 - - - - - - 7.8 - - 

下 呂 下   呂 363 5.6 15.0 1 0.3 ○ ○ ○ 5.5 13.9 ○ 

飛 騨 高   山 362 7.1 16.2 0 0.0 ○ ○ ○ 7.0 15.5 ○ 

県  平  均 - 7.6 - - - - - - 7.2 - - 

可 児 自 排 362 9.7 24.0 2 0.6 〇 〇 ○ 6.0 16.7 ○ 

土 岐 自 排 360 10.4 21.8 1 0.3 〇 〇 ○ 6.3 17.4 ○ 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 環境基準の長期的評価に適合しているとは、有効測定日数が年間250日以上あり、年平均値が15μg/㎥以下

であり（長期基準）、かつ、日平均値の年間98％値が35μg/㎥以下である(短期基準）ことを示す。 

３ 県平均に、自動車排出ガス測定局は含まない。 

 

⑦ 非メタン炭化水素 

 炭化水素の中でも、特に非メタン炭化水素は光化学オキシダントの生成に深い関係があり、その多くは石油・

石油化学製品を取り扱う工場・事業場や自動車から排出される。 

 炭化水素について、２測定局で測定した結果は、表２－４－38及び資料18のとおりである。 

 非メタン炭化水素の午前６時から９時までの３時間測定値の年平均値は岐阜南部測定局で0.08ppmＣ、本巣測定局

で0.07ppmＣであった。昭和51年８月17日中央公害対策審議会答申の指針値に照らしてみると、0.20ppmＣを超えた日

は、岐阜南部測定局で８日（2.2％）、本巣測定局で２日（0.5％）、0.31ppmＣを超えた日は岐阜南部測定局で２日（0.5%）、

本巣測定局で２日（0.5%）であった。 
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表２－４－38 炭化水素の測定結果 

 

 

測定局名 

 

 

測定項目 
測定時間 年平均値 

６～９

時測定

日 数 

６～９時３時間平均値 

６～９時３時間平

均値が0.20ppmＣを

超えた日数とその

割合 

６～９時３時間平

均値が0.31ppmＣを

超えた日数とその

割合 

令和５年度 

年平均値 最高値 最低値 年平均値 

６～９時 

３時間平 

均値の年 

平均値 

(時間) (ppmＣ) (日) (ppmＣ) (ppmＣ) (ppmＣ) 日 ％ 日 ％ (ppmＣ) (ppmＣ) 

岐阜南部 

非メタン 5,961 0.08 252 0.08 0.70 0.00 8 2.2 2 0.5 0.08 0.08 

メ タ ン 5,961 1.99 252 2.00 2.21 1.87 - - - - 2.00 2.00 

全 炭 化 

水 素 
5,961 2.07 252 2.08 2.73 1.91 - - - - 2.08 2.08 

本巣 

非メタン 8,380 0.07 351 0.07 0.35 0.02 2 0.5 2 0.5 0.07 0.08 

メ タ ン 8,379 2.02 351 2.03 2.52 1.87 - - - - 2.03 2.04 

全 炭 化 

水 素 
8,379 2.09 351 2.11 2.64 1.92 - - - - 2.10 2.12 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 午前６時から９時までの３時間の測定値の平均値を示す。 

３ 指針値：光化学オキシダントの環境基準である１時間値0.06ppmに対する午前６時から９時までの非メタン

炭化水素の３時間平均値は、0.20ppmＣから0.31ppmＣの範囲にある。 

 

ウ 有害大気汚染物質の状況＜環境管理課＞ 

 科学技術の進展により、化学物質の開発・利用が盛んになり、多様な有害化学物質が大気環境中から検出され

るようになっており、これらの物質の低濃度での長期暴露による発がん性等の健康影響が問題になっているこ

とから、国が示す「有害大気汚染物質」のうち「優先取組物質」について監視を実施している。 

 一般環境地域３地点及び沿道地域２地点の計５地点において、ベンゼン、トリクロロエチレン等有害大気汚染

物質のモニタリング調査を行った結果は、表２－４－39のとおりである。 

 ベンゼン等４物質については環境基準が、アクリロニトリル等11物質については指針値が設定されている（資

料10）。 

 

表２－４－39 有害大気汚染物質の測定結果（年平均値）                      （令和６年度） 

（単位：水銀、ニッケル、ひ素、ベリリウム、ベンゾ［a］ピレン、マンガン、クロム ng/㎥，それ以外 μg/㎥） 

測定地点 
 
 
測定物質 

一般環境地域 沿道地域 
環境基準 

又は指針値 

（年平均値） 

大垣市 
(大垣消防組合 

中消防署分駐所) 

岐阜市 
 

(中央測定局) 

岐阜市 
 

(北部測定局) 

土岐市 
 

(土岐自排局) 

岐阜市 
 

(明徳測定局) 

ア ク リ ロ ニ ト リ ル 0.015 0.0036 0.0032   2 

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 2.1 2.2 1.8 2.0 1.7 120 

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 0.026 0.028 0.025   10 

塩 化 メ チ ル 1.3 1.3 1.3   94 

ク ロ ロ ホ ル ム 0.16 0.17 0.17   18 

酸 化 エ チ レ ン 0.046 0.048 0.048    

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.14 0.11 0.11   1.6 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.93 1.0 0.92   150 

水 銀 及 び そ の 化 合 物 1.5 1.4 1.5   40 

ト ル エ ン 2.6 3.0  2.2 2.7 2.7  

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.061 0.050  0.070   200 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.25 0.21  0.49   130 

ニ ッ ケ ル 化 合 物 1.4 0.0014  0.0013   25 

ひ 素 及 び そ の 化 合 物 0.61 0.48 0.55   6 

1 , 3 - ブ タ ジ エ ン 0.039 0.042 0.031 0.070 0.044 2.5 
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測定地点 
 
 
測定物質 

一般環境地域 沿道地域 
環境基準 

又は指針値 

（年平均値） 

大垣市 
(大垣消防組合 

中消防署分駐所) 

岐阜市 
 

(中央測定局) 

岐阜市 
 

(北部測定局) 

土岐市 
 

(土岐自排局) 

岐阜市 
 

(明徳測定局) 

ベリリウム及びその化合物 0.0060 0.016 0.020    

ベ ン ゼ ン 0.56 0.54 0.45 0.72 0.55 3 

ベ ン ゾ [ a ] ピ レ ン 0.098 0.055 0.061 0.082 0.064  

ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 2.5 2.5 2.2 2.0 2.2  

マン ガン及びそ の化合物 10 14 15   140 

クロム及び三価クロム化合物 1.3 1.5 1.3    

六 価 ク ロ ム 化 合 物 0.17 0.13 0.13    

実  施  主  体 県 岐阜市 岐阜市 県 岐阜市  

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 環境基準又は指針値の欄において、斜体字は指針値であることを示す。 

 

エ 規制措置＜環境管理課＞ 

 工場・事業場から発生する大気汚染物質及び自動車排出ガスについては、「大気汚染防止法」及び「岐阜県公

害防止条例」に基づき次のような規制措置を実施している。 

① ばい煙 

 「大気汚染防止法」では、ボイラー、乾燥炉をはじめ、32種類のばい煙発生施設に対して硫黄酸化物、ばいじ

ん及び有害物質の排出基準を定め規制している。 

 「岐阜県公害防止条例」においては、法律による規制の対象外となるオガライトの製造の用に供する乾燥炉な

ど３種類のばい煙発生施設に対して、ばいじん及び有害物質の排出基準を定め規制している。 

 

＜硫黄酸化物＞ 

 「大気汚染防止法」による硫黄酸化物の排出規制は、Ｋ値規制である。次式のように、拡散理論式を用いて煙

突による拡散効果を入れた許容排出量が定められる。 

ｑ＝Ｋ×10 －３He２ 

ｑ：硫黄酸化物許容排出量（Ｎ㎥／ｈ） 

Ｋ：Ｋ値（地域ごとに定められる定数） 

He：有効煙突高（ｍ） 

 拡散理論では、地表最大濃度は煙突からの汚染物質の排出量に比例し有効煙突高の二乗に反比例することか

ら、有効煙突高を高くすれば排出量が大きくなっても地表濃度は上がらない。Ｋ値は地表最大濃度に関するパラ

メーターであり（最大着地濃度の約584倍の関係がある）、「大気汚染防止法施行規則」により地域ごとに定めら

れ、Ｋ値が小さいほど厳しい規制となっている。 

 昭和43年12月以降８次にわたり規制が強化されており、本県におけるＫ値は11.5及び17.5を適用する。 

 

＜ばいじん＞ 

 「大気汚染防止法」によるばいじんの排出規制は、ばい煙発生施設に対して施設の種類、規模ごとに排出口濃

度を規制している。 

 「岐阜県公害防止条例」においては、法規制による対象外のオガライトの製造の用に供する乾燥炉について排

出口濃度を規制している。 

 

＜有害物質＞ 

 「大気汚染防止法」では、①カドミウム及びその化合物、②塩素及び塩化水素、③弗素、弗化水素及び弗化珪

素、④鉛及びその化合物、⑤窒素酸化物を有害物質として指定し、これらの物質を含有する燃原料を使用してい

るばい煙発生施設に対し、有害物質の種類ごとに排出口濃度を規制している。このうち窒素酸化物については、

昭和48年８月以降５次にわたり規制の強化が図られている。 

 「岐阜県公害防止条例」においては、活性炭反応炉等２施設に係る亜鉛等２物質について排出口濃度を規制し

ている。 
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② 粉じん 

＜一般粉じん＞ 

 「大気汚染防止法」では、一定規模以上のコークス炉、堆積場等５施設について構造等に関する基準を定め規

制している。 

 「岐阜県公害防止条例」においては、樹脂加工等７種類の一般粉じん発生施設に対して、特定物質の排出基準

を定め規制し、コンベア等14種類の一般粉じん発生施設及び吹付塗装作業については、構造等に関する基準を定

め規制している。 

 

③揮発性有機化合物 

 「大気汚染防止法」では、乾燥施設、塗装施設をはじめ、９種類の揮発性有機化合物排出施設に対して揮発性

有機化合物の量の排出基準を定め規制している。 

 

④水銀 

 「大気汚染防止法」では、石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却設備、

セメントクリンカー製造施設に対して水銀の排出基準を定め規制している。 

 

オ 発生源の監視指導等＜環境管理課＞ 

    「大気汚染防止法」及び「岐阜県公害防止条例」に基づくばい煙発生施設の届出状況は、資料24のとおりで、「大

気汚染防止法」の適用を受けるばい煙発生施設を設置している工場・事業場数は1,573件、ＶＯＣ排出施設を設置し

ている工場・事業場数は 23 件、粉じん発生施設を設置している工場・事業場数は 281 件、水銀排出施設を設置して

いる工場・事業場数は54件である。また、「岐阜県公害防止条例」の適用を受けるばい煙発生施設を設置している工

場・事業場数は７件、粉じん発生施設を設置している工場・事業場数は942件である。 

    これらを地域別にみると岐阜地域が最も多く、次に東濃地域、中濃地域、西濃地域、飛騨地域の順となっている。

また、ばい煙発生施設を種類別にみるとボイラーが2,126施設（59.3％）、次いでディーゼル機関が531施設（14.8％）

となっている。 

    これらの工場・事業場に対して立入検査を行い、施設の維持管理状況、排出基準の遵守状況等について監視指導を

実施し、必要に応じてばい煙またはＶＯＣを測定した。令和６年度の立入検査等は、延べ398件について実施した。 

    さらに、大規模なばい煙発生施設等を設置しようとする事業者には、「岐阜県公害防止条例」の第12条の２の規定

により、「大気汚染防止法」及び「岐阜県公害防止条例」に基づく届出の前に知事に対する協議を求めている。 

 

 

図２－４－24 地域別のばい煙発生施設設置工場・事業場数              （令和７年３月末現在） 

 
大気汚染防止法に係る事業場数           岐阜県公害防止条例に係る事業場数 

地域別割合                     地域別割合 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ 

 

 

岐阜地域

363

23.1%

西濃地域

284

18.1%
中濃地域

310

19.7%

東濃地域

361

22.9%

飛騨地域

255

16.2%

令和６年度 

合計 

1,573事業場 

 

岐阜地域

0

0.0%

西濃地域

3

42.9%

中濃地域

2

28.6%

東濃地域

0

0.0%

飛騨地域

2

28.6%
令和６年度 

合計 
７事業場 

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
確
保

― 84 ―



第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

図２－４－25 地域別の粉じん発生施設設置工場・事業場数              （令和７年３月末現在） 

 
大気汚染防止法に係る事業場数           岐阜県公害防止条例に係る事業場数 

地域別割合                     地域別割合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ 

 

図２－４－26 ばい煙発生施設数（令和７年３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ 

 

表２－４－40 工場・事業場に対する立入検査等の実施状況            （令和６年度） 

区   分 件   数 

工 場 ・ 事 業 場 の 立 入 検 査 398 

ば い 煙 測 定 等 の 行 政 検 査 ５ 

行 政 指 導 ・ 処 分 
改 善 勧 告 ０ 

注 意 ０ 

備考）県環境管理課調べ 県及び岐阜市実施分 

 

カ アスベスト対策＜環境管理課＞ 

 「大気汚染防止法」では、特定粉じんとして石綿（アスベスト）が指定され、特定粉じん排出等作業現場の立

入、周辺環境測定による監視を行っている。 

 平成８年５月の「大気汚染防止法」改正により、「特定粉じん排出等作業」が規定され、作業基準が設けられ

た。 

 平成18年３月１日には、「大気汚染防止法」による特定粉じん発生等作業に係る建築物の規模要件が撤廃され

全ての建築物が規制の対象とされた。 
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 同２月10日「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」が公布さ

れ、特定粉じん排出等作業の対象に建築物のみでなく工作物も規制の対象とされた。 

 令和３年４月１日からは、「特定粉じん排出等作業」において、石綿含有成形板等が新たに規制の対象に追加

され、石綿を含有するすべての建築材料について規制対象とされた。 

 令和４年４月１日からは、一定の条件を満たす解体等工事について、石綿の事前調査結果の県への報告が義務

付けられた。 

 令和５年10月１日からは、建築物（建築設備を含む）の解体・改修工事を行う際は、有資格者（建築物石綿含

有建材調査者等）による事前調査の実施が義務付けられた。 

 令和６年度の立入状況及び測定結果は表２－４－41及び表２－４－42のとおりである。 

 

表２－４－41 岐阜市及び県事務所等特定粉じん排出等作業現場等立入状況            （令和６年度） 

地  域 岐 阜 西 濃 揖 斐 中 濃 可 茂 東 濃 恵 那 飛 騨 合 計 

合計(件) 59 20 3 24 8 13 5 35 167 

備考）県環境管理課調べ（県及び岐阜市実施分） 

 

表２－４－42 特定粉じん排出等作業現場周辺測定結果                     （令和６年度） 

測定場所 測定日 総繊維数【本/リットル】 アスベスト繊維数【本/リットル】 

郡 上 市 令和６年７月25日 0.22～0.34 － 

土 岐 市 令和６年８月19日 0.17～0.45 － 

本 巣 市 令和６年10月10日 0.056未満～0.056 － 

中津川市 令和６年11月５日 0.10未満 － 

揖斐川町 令和６年12月９日 0.056未満～0.056 － 

高 山 市 令和６年12月12日 0.056未満～0.085 － 

大 垣 市 令和７年１月17日 0.10未満 － 

可 児 市 令和７年１月24日 0.056～0.22 － 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 総繊維数が１本／リットルを超えた現場については、総繊維数中のアスベストの有無について分析検査を実

施している。 

 

⑵ フロン類回収の推進＜環境管理課＞ 

 オゾン層保護及び地球温暖化防止のため、オゾン層破壊等の原因物質となるフロンを適正に回収・処理し、大気

中への放出を抑制することが必要である。フロンには、ＣＦＣ（クロロフルオロカーボン）、ＨＣＦＣ（ハイドロ

クロロフルオロカーボン）及びＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）があり、現在までに生産の禁止等の施策がと

られてきた。しかし、過去に生産されたものが、家庭用冷蔵庫、カーエアコン等の機器の中に充填された形で相当

量が残されていることから、機器が廃棄される際に、いかにその回収・処理を進めるかが大きな課題となっている。 

 このために定められた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（フロン回収破

壊法：平成14年10月施行）により、県では第一種フロン類回収業登録事務等を実施した。また、平成18年６月に法

改正（平成19年10月施行）があり、機器廃棄時の行程管理制度が導入されるとともに、整備時のフロン回収が義務

付けられた。 

 しかし、フロン類の回収率は３割台で推移し、冷凍空調機器の設備不良や経年変化により、想定以上に使用時漏

えいが生じていることが判明した。このため、平成25年６月にフロン回収破壊法が改正され、フロン類の製造から

廃棄までライフサイクル全体で包括的な対策を実施するよう「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す

る法律（フロン排出抑制法）」が公布、平成27年４月１日から施行された。管理者による機器の点検、漏えい量の

報告等が、また、充てんに係る業の登録、充てん回収証明書の交付等が義務付けられ、各地で説明会を開催し、法

の周知を図った。 
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 なお、第一種フロン類充填回収業登録事業者数は、令和７年３月末日現在、1,190件である。 

 一方、フロン類の問題を啓発し、社会全体のフロン類の認知度を高め、フロン類の排出防止、回収促進を進める

ため、法律をわかりやすくまとめたパンフレットやリーフレットを第一種特定製品管理者や第一種フロン類充填

回収業者に配布している。 

⑶ 放射性物質への対策 

ア 放射性物質の測定＜環境管理課＞ 

 県では、原子力規制庁から「環境放射能水準調査」の業務委託を受け、環境中の放射能レベルを把握するため、

平成２年度から放射線量や放射性物質の測定を行っている。 

 その一環として空間放射線量を測定するためのモニタリングポストを、平成２年度から岐阜市に設置し、平成

11年度からは各務原市内の保健環境研究所に移設して測定してきたが、平成23年３月に発生した東京電力福島

第一原子力発電所の事故を受け、県内のモニタリングポストを増設し、平成24年３月には県内10箇所において測

定ができる体制を整え、さらに平成25年３月に揖斐川坂内測定局、平成26年１月に関ケ原町役場のモニタリング

ポストを追加整備し、県内12箇所での測定を実施している。モニタリングポストによる測定結果は表２－４－43

のとおりである。 

 また、環境試料中の放射性物質（放射性核種）について、降下物（表２－４－44）等の測定を実施している。 

 なお、検査結果は本県ホームページにて随時公表している。 

 

表２－４－43  モニタリングポストによる空間放射線量測定結果               （単位：μSv/h） 

   R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 

各 務 原 市 

最大 0.084  0.076  0.084  0.078  0.084  0.082  0.078  0.070  0.074  0.080  0.079  0.090  

最小 0.060  0.059  0.060  0.059  0.059  0.059  0.059  0.060  0.060  0.059  0.060  0.059  

平均 0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  0.062  

揖 斐 川 町 

最大 0.084  0.100  0.111  0.102  0.106  0.092  0.086  0.074  0.075  0.082  0.082  0.076  

最小 0.057  0.056  0.057  0.057  0.055  0.055  0.056  0.053  0.049  0.048  0.045  0.049  

平均 0.060  0.060  0.061  0.060  0.060  0.060  0.060  0.059  0.054  0.053  0.053  0.052  

多 治 見 市 

最大 0.078  0.082  0.092  0.084  0.078  0.093  0.095  0.075  0.077  0.079  0.082  0.086  

最小 0.061  0.061  0.060  0.061  0.061  0.060  0.061  0.061  0.061  0.061  0.061  0.061  

平均 0.063  0.063  0.064  0.064  0.063  0.063  0.064  0.064  0.064  0.064  0.064  0.064  

高 山 市 

最大 0.106  0.106  0.119  0.111  0.124  0.116  0.113  0.108  0.106  0.111  0.107  0.108  

最小 0.076  0.077  0.078  0.076  0.079  0.077  0.076  0.077  0.075  0.071  0.059  0.072  

平均 0.081  0.081  0.082  0.081  0.083  0.082  0.082  0.081  0.081  0.079  0.071  0.080  

岐 阜 市 

最大 0.079  0.076  0.091  0.085  0.090  0.088  0.076  0.071  0.073  0.089  0.088  0.087  

最小 0.053  0.054  0.053  0.054  0.055  0.053  0.055  0.055  0.055  0.054  0.054  0.054  

平均 0.058  0.058  0.058  0.058  0.058  0.058  0.059  0.059  0.059  0.059  0.059  0.059  

大 垣 市 

最大 0.090  0.084  0.101  0.087  0.081  0.098  0.089  0.074  0.089  0.089  0.093  0.093  

最小 0.057  0.057  0.057  0.058  0.057  0.058  0.057  0.058  0.058  0.057  0.056  0.057  

平均 0.060  0.060  0.061  0.061  0.062  0.061  0.061  0.060  0.061  0.060  0.060  0.060  

美 濃 市 

最大 0.076  0.091  0.108  0.098  0.082  0.093  0.085  0.075  0.084  0.089  0.087  0.099  

最小 0.054  0.054  0.055  0.054  0.054  0.054  0.054  0.055  0.055  0.052  0.044  0.054  

平均 0.058  0.058  0.060  0.060  0.062  0.059  0.060  0.059  0.059  0.059  0.058  0.059  

郡 上 市 

最大 0.081  0.098  0.089  0.096  0.108  0.087  0.082  0.083  0.087  0.085  0.089  0.084  

最小 0.057  0.057  0.057  0.057  0.057  0.057  0.057  0.057  0.057  0.051  0.037  0.052  

平均 0.060  0.060  0.061  0.061  0.061  0.061  0.061  0.061  0.063  0.061  0.049  0.061  

恵 那 市 

最大 0.092  0.089  0.112  0.103  0.093  0.107  0.101  0.097  0.084  0.092  0.103  0.129  

最小 0.070  0.070  0.069  0.069  0.070  0.070  0.070  0.071  0.068  0.066  0.066  0.068  

平均 0.074  0.074  0.074  0.074  0.075  0.074  0.075  0.075  0.074  0.074  0.074  0.074  

下 呂 市 

最大 0.103  0.124  0.125  0.111  0.178  0.107  0.106  0.095  0.094  0.103  0.100  0.103  

最小 0.081  0.082  0.082  0.082  0.081  0.082  0.081  0.080  0.079  0.074  0.070  0.078  

平均 0.085  0.085  0.087  0.087  0.086  0.086  0.085  0.084  0.082  0.080  0.078  0.082  
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

   R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 

揖斐川町坂内 

最大 0.123  0.152  0.172  0.123  0.118  0.115  0.122  0.122  0.125  0.102  0.109  0.106  

最小 0.096  0.096  0.097  0.096  0.097  0.097  0.096  0.095  0.070  0.062  0.053  0.055  

平均 0.100  0.100  0.102  0.102  0.102  0.101  0.100  0.100  0.099  0.072  0.064  0.070  

関 ケ 原 町 

最大 0.092  0.095  0.116  0.097  0.091  0.099  0.092  0.084  0.104  0.103  0.101  0.100  

最小 0.067  0.069  0.070  0.070  0.070  0.070  0.070  0.071  0.070  0.065  0.062  0.070  

平均 0.070  0.071  0.073  0.072  0.072  0.072  0.072  0.072  0.073  0.072  0.072  0.073  

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 揖斐川町、多治見市、高山市においては、平成23年10月20日から測定開始。  

  岐阜市、大垣市、美濃市、郡上市、恵那市、下呂市においては、平成24年３月15日から測定開始。 

  揖斐川町坂内においては、平成25年３月27日から測定開始。 

  関ケ原町においては、平成26年１月29日から測定開始。 

３ 揖斐川町坂内においては、令和６年２月21日から測定機器を更新し、測定機器の種類をNaIシンチレーショ

ン式検出器から電離箱検出器に変更。 

 

表２－４－44  月間降下物の放射性核種分析結果 

備考）県環境管理課調べ 

＊採取場所：岐阜県保健環境研究所（各務原市那加不動丘１－１）屋上 

＊降下物：大気中から降下したちりや雨水など 

＊MBq/㎢「メガベクレル毎平方キロメートル」＝Bq/㎡「ベクレル毎平方メートル」 

＊（  ）は検出下限値 

 

イ 県内で生産される農畜水産物の放射性物質モニタリング検査＜農産園芸課＞ 

 県民・消費者の県内産農畜水産物に対する不安感を払拭するため、平成23年10月「農畜水産物の放射性物質モ

ニタリング検査事業実施要領」を制定し、本県内で生産される主要な農畜水産物について、平成23年11月28日か

ら放射性物質のモニタリング検査を開始した。 

 
検  体  期  間 

 

 
測定日 

 

測定結果（MBq/k㎡）  
備   考 

 
ヨウ素131 
（Ｉ－131） 

セシウム134 
（Ｃｓ－134） 

セシウム137 
（Ｃｓ－137） 

令和６年４月１日～令和６年５月１日 ５月14日 
検出されず 
(0.26) 

検出されず 
(0.093) 

検出されず 
(0.094) 

令和６年４月分(30日) 

令和６年５月１日～令和６年６月３日 ６月14日 
検出されず 
(0.22) 

検出されず 
(0.077) 

検出されず 
(0.070) 

令和６年５月分(33日) 

令和６年６月３日～令和６年７月１日 ７月16日 
検出されず 
(0.30) 

検出されず 
(0.075) 

検出されず 
(0.065) 

令和６年６月分(28日) 

令和６年７月１日～令和６年８月１日 ８月９日 
検出されず 
(0.16) 

検出されず 
(0.073) 

検出されず 
(0.061) 

令和６年７月分(31日) 

令和６年８月１日～令和６年９月２日 ９月18日 
検出されず 
(0.30) 

検出されず 
(0.079) 

検出されず 
(0.063) 

令和６年８月分(32日) 

令和６年９月２日～令和６年10月１日 10月８日 
検出されず 
(0.13) 

検出されず 
(0.074) 

検出されず 
(0.063) 

令和６年９月分(29日) 

令和６年10月１日～令和６年11月１日 11月12日 
検出されず 
(0.20) 

検出されず 
(0.072) 

検出されず 
(0.068) 

令和６年10月分(31日) 

令和６年11月１日～令和６年12月２日 12月10日 
検出されず 
(0.15) 

検出されず 
(0.077) 

検出されず 
(0.068) 

令和６年11月分(31日) 

令和６年12月２日～令和７年１月６日 １月10日 
検出されず 
(0.10) 

検出されず 
(0.077) 

検出されず 
(0.061) 

令和６年12月分(35日) 

令和７年１月６日～令和７年２月３日 ２月10日 
検出されず 
(0.13) 

検出されず 
(0.074) 

検出されず 
(0.065) 

令和７年１月分(28日) 

令和７年２月３日～令和７年３月３日 ３月11日 
検出されず 
(0.16) 

検出されず 
(0.083) 

検出されず 
(0.067) 

令和７年２月分(28日) 

令和７年３月３日～令和７年４月１日 ４月８日 
検出されず 
(0.15) 

検出されず 
(0.075) 

検出されず 
(0.069) 

令和７年３月分(29日) 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

 令和６年度においては、厚生労働省による食品中に含まれる放射性物質の新基準値に対応し、原乳・茶は精密

検査機器（ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法）、作物・野菜・果樹・牛肉・魚類等については簡易

検査機器（NaI（TI）シンチレーションスペクトロメータによる方法）にて、６品目、16検体を検査したところ、

結果はいずれも放射性セシウムは不検出（検出限界値：精密検査約２Bq/kg未満、簡易検査25Bq/kg未満）であっ

た。 

 なお、検査結果は本県ホームページにて随時公表している。 

 

２ 騒音・振動・悪臭の防止 

⑴ 騒音の状況 

ア 概況＜環境管理課＞ 

    騒音公害は、各種公害の中でも日常生活に関係が深いものであり、その発生源は製造事業所、建設業をはじめ、自

動車、航空機などの交通機関や飲食店、家庭生活など多種多様である。 

    令和６年度の騒音に関する苦情件数は248件であり、図２－４－27のとおり、工事・建設作業に起因するものが約

30％、産業に起因するものが約27％、移動発生源、家庭生活に起因するものがそれぞれ約８％となっている。 

 これらの騒音の防止対策としては、発生源に対する立入検査や指導などが行われている。 

 

図２－４－27 騒音に関する苦情の発生源別内訳 

備考）県環境管理課調べ 

 

イ 環境騒音の定点観測調査＜環境管理課＞ 

○ 道路に面する地域以外の地域（以下「一般地域」という。） 

 令和６年度の測定結果は表２－４－45及び資料36のとおりで、環境基準達成率は、類型Ａでは88.9％、類型Ｂ

では93.1％、類型Ｃでは95.3％であった。また、全体の環境基準達成率は93.0％（昼間）であった。 

 

表２－４－45 一般地域における環境基準達成率                       （環境基準達成率：％） 

区分 類型Ａ 類型Ｂ 類型Ｃ 

令和４年度 100 93.1 100 

令和５年度 96.4 94.4 100 

令和６年度 88.9 93.1 95.3 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 類型Ａ：専ら住居の用に供される地域 

類型Ｂ：主として住居の用に供される地域 

類型Ｃ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 

産業

66

飲食店営業

8

カラオケ

3工事・建設作業

73

移動発生源

20

家庭生活

20

その他・不明

58

令和６年度 

総件数 

248件 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

○ 道路に面する地域 

    道路に面する地域については、住居等のうち騒音のレベルが基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握するこ

とにより評価する「面的評価」を平成17年度から実施している。 

    令和６年度は、901区間の面的評価を実施し、測定結果は、全体（61,998戸）のうち、昼間（６時～22時）及び夜

間（22時～６時）とも環境基準を達成したのは58,152戸（93.8％）であった。 

 

表２－４－46 道路に面する地域における環境基準達成率                   （環境基準達成率：％） 

区分 
昼夜とも 
基準値以下 

昼 の み 
基準値以下 

夜 の み 
基準値以下 

昼夜とも 
基準値超過 

令和４年度 95.1 1.2 1.3 2.4 

令和５年度 93.8 1.0 2.0 3.2 

令和６年度 93.8 1.0 1.9 3.3 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がある。 

 

○ 航空機騒音 

 本県には、航空自衛隊が使用している岐阜飛行場が各務原市内にあり、航空機の離着陸等に伴い発生する騒音

が生活環境に影響を与えている。 

 このため県は、昭和54年に岐阜飛行場の周辺地域（岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町）の２市２町約93㎢に

ついて、「航空機騒音に係る環境基準の地域類型指定」を行い、その達成・維持状況を把握するための定点観測

調査を県及び各市で行っている。 

 令和６年度の測定結果は、環境基準達成率が80.0％となっている。 

 

表２－４－47 航空機騒音の環境基準達成率                         （環境基準達成率：％） 

区分 全体 類型Ⅰ 類型Ⅱ 

令和４年度 80.0 50.0 87.5 

令和５年度 70.0 50.0 75.0 

令和６年度 80.0 50.0 87.5 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 類型Ⅰの地域は、専ら住居の用に供される地域、類型Ⅱの地域は類型Ⅰ以外の地域で、通常の生活を保全す

る必要がある地域である。 

 

○ 新幹線鉄道騒音 

 本県の南西部（大垣市、羽島市、垂井町、関ケ原町、安八町）を東海道新幹線鉄道が通過（約31㎞）しており、

列車の高速走行に伴い発生する騒音等が沿線地域の生活環境に影響を与えている。 

 このため県は、昭和52年４月、沿線地域２市３町の約22㎢について､「新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域

指定」を行い、その達成・維持状況を把握するための定点観測調査を行っている。 

 令和６年度の測定結果は、環境基準達成率が50.0％となっている。 

 

表２－４－48 新幹線鉄道騒音の環境基準達成率                       （環境基準達成率：％） 

区分 全体 類型Ⅰ 類型Ⅱ 

令和４年度 45.0 31.3 100.0 

令和５年度 50.0 37.5 100.0 

令和６年度 50.0 37.5 100.0 

備考）１ 県環境管理課調べ 

２ 類型Ⅰの地域は、専ら住居の用に供される地域、類型Ⅱの地域は類型Ⅰ以外の地域で、商工業の用に供され

る地域である。 

３ 軌道中心線からの距離が、25ｍの地点で測定をしている。 
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

ウ 工場騒音の状況＜環境管理課＞ 

 工場・事業場の事業活動に伴って発生する騒音を防止するため、騒音から人の健康を保護し生活環境を保全す

る必要のある地域を指定し、この指定地域内にある特定施設を有する工場・事業場（以下この節において「特定

工場等」という。）について「騒音規制法」及び「岐阜県公害防止条例」に基づき規制を行っている。 

 県内の特定工場等の数は、表２－４－49及び資料39のとおり 13,174工場であり、その 36.0％が岐阜地域に集中

し、次いで中濃地域、東濃地域の順となっている。また、これらを特定施設別にみると 75,988 施設あり、県全体と

しては空気圧縮機及び送風機が一番多く、次いで岐阜地域では織機、西濃地域、中濃地域では金属加工機械、東濃地

域では土石用又は鉱物用の破砕機等、飛騨地域では木材加工機械の施設がそれぞれ多い。 

 

表２－４－49  騒音に係る特定工場等の届出状況                       （令和７年３月末現在） 

地域名 

適用区分 
岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 計 

騒 音 規 制 法 2,800 1,532 1,440 1,410 592 7,774 

岐 阜 県 公 害 防 止 条 例 1,940 888 1,276 1,072 224 5,400 

      計 4,740 2,420 2,716 2,482 816 13,174 

備考）県環境管理課調べ 

 

エ 建設作業騒音の状況＜環境管理課＞ 

    ビル建設や大規模工事の増加及び建設機械の大型化などにより、建設作業に伴い発生する騒音が作業現場の周辺地

域に影響を及ぼすことが懸念されている。 

    この騒音を防止するため、「騒音規制法」により住民の生活環境を保全する地域を指定し、指定地域内で行われるく

い打ち機等を使用する作業など８種類の建設作業について規制を行っている。 

    なお、令和６年度は、県内で2,490件の特定建設作業の届出があった。地域別にみると図２－４－28のとおり、岐

阜地域が最も多く全体の56.2％を占め、次いで西濃地域の17.1％となっている。 

    また、種類別にみると、図２－４－29のとおり、さく岩機を使用する作業が最も多く全体の50.4％を占め、次いで

バックホウを使用する作業が35.2％となっている。 

 

２－４－28  騒音に係る特定建設作業の地域別      図２－４－29  騒音に係る特定建設作業の種類別 

届出状況                        届出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ                 備考）県環境管理課調べ 

   

オ 交通管理＜警察本部交通規制課＞ 

 当県は、免許保有者（人口比）が全国11位（1.38人に１人）、自動車保有状況（人口比）が全国16位（1.13人

に１台）（令和６年）と高位置にある中、県内の主要幹線道路における交通量は多く、朝夕を中心に恒常的に交

通渋滞が発生するなど、自動車交通に起因する騒音、振動が発生している。 

 これらを防止するため、人口集中地区では、生活道路において警察、自治体、道路管理者等が連携して「ゾー

岐阜地域

1,400 

56.2%

西濃地域

426 

17.1%

中濃地域

289 

11.6%

東濃地域

302 

12.1%

飛騨地域

73 

2.9%

令和６年度

届出総件数

2,490件

さく岩機 1,254

50.4%バックホウ 876

35.2%

空気圧縮機 207

8.3%

くい打機 86

3.5%

ブルドーザー 35

1.4%

トラクターショベル 23

0.9%

コンクリートプラント等 7 0.3%

びょう打機 2

0.1%

令和６年度

届出総件数

2,490件
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ン30」及び「ゾーン30プラス」を設定し、ゾーン内の速度抑制を図るほか、ゾーン外の生活道路においても、地

域の特性に応じて、一方通行、大型自動車等通行禁止、最高速度制限、指定方向外進行禁止等の各種規制を組み

合わせ、通過交通の減少や走行速度の低下を促し、騒音や振動のない良好な生活環境の実現を図っている。 

 さらに、路線バス等優先通行帯、駐車禁止等の交通規制を実施し、公共輸送機関の利用促進と通行の円滑化を

図ることにより、交通総量の抑制を図っている。 

 交通管制センターでは、道路上の車両感知器や光ビーコンからの交通情報を収集・分析して信号機を集中制御

することにより、交差点における発進・停止回数を減少させるとともに、交通渋滞などの交通情報を交通情報板

やカーナビ（VICS対応）などでドライバーに提供を行い、交通渋滞を緩和し、排出ガスの削減や騒音等の防止を

図っている。 

 令和６年度末現在における交通管制エリアは、岐阜市、各務原市、羽島市、岐南町、笠松町、垂井町、大垣市、

安八町、輪之内町、瑞穂市、本巣市、北方町、山県市、郡上市、関市、美濃市、美濃加茂市、坂祝町、可児市、

御嵩町、多治見市、土岐市、瑞浪市、中津川市、恵那市及び高山市で合計253.6㎢である。 

⑵ 振動の状況＜環境管理課＞ 

ア 概況 

 振動公害は騒音公害と類似した特性があり、主として心理的、感覚的な影響が強く、その及ぶ範囲も一般に発

生源周辺に限られる。また、振動と騒音とは同一の発生源から同時に発生することが多い。 

 令和６年度の苦情件数は24件であり、資料９のとおりであった。 

 これらの振動の防止対策としては、発生源に対する立入検査や指導などが行われている。 

イ 工場振動の状況 

 工場・事業場の事業活動に伴って発生する振動を防止するため、振動から人の健康を保護し生活環境を保全す

る必要のある地域を指定し、この指定地域内にある特定施設を有する工場・事業場（以下この節において「特定

工場等」という。）について、「振動規制法」に基づき規制を行っている。 

    県内の特定工場等の数は、表２－４－50 及び資料 40 のとおり 5,981 工場であり、その 39.6％が岐阜地域に集中

し、次いで西濃地域、中濃地域の順となっている。 

    また、「振動規制法」に基づく特定工場等を特定施設の種類別にみると、繊維関係の工場又は施設が最も多く、岐阜

地域及び西濃地域に集中している。 

 

表２－４－50  振動に係る特定工場の届出件数                     （令和７年３月末現在） 

        地域名 

適用区分 
岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 計 

振動規制法 2,366 1,485 981 913 236 5,981 

備考）県環境管理課調べ 

 

ウ 建設作業振動の状況 

 建設作業に伴い発生する振動については、工事の規模や建設機械の大型化などにより影響範囲が広がってい

る。建設作業は一般に短期間で完了することが多いが、騒音と異なり建物・家屋等に被害が残ることがあるため

問題が生じやすい。 

 この振動を防止するため、「振動規制法」により住民の生活環境を保全する地域を指定し、指定地域内で行わ

れるくい打ち機等を使用する作業など４種類の建設作業について規制を行っている。 

    なお、令和６年度は県内で1,349件の特定建設作業の届出があり、これを地域別にみると図２－４－30のとおり岐

阜地域が最も多く全体の60.2％を占め、次いで西濃地域の14.8％となっている。 

    また、種類別にみると、図２－４－31のとおり、ブレーカーを使用する作業が最も多く全体の90.7％を占め、次い

でくい打機等を使用する作業が7.9％となっている。 
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図２－４－30  振動に係る特定建設作業の地域別    図２－４－31  振動に係る特定建設作業の種類別 

              届出状況                      届出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）県環境管理課調べ                備考）県環境管理課調べ 

 

⑶ 悪臭の状況＜環境管理課＞ 

ア 概況 

 悪臭は、人の感覚に直接知覚されるもので個人差が著しく、発生源は製造業や畜産業など多種多様である。ま

た、悪臭公害のほとんどは低濃度の複合臭によるものであり、規制については非常に難しい面がある。 

 令和６年度の悪臭に関する苦情件数は226件（資料９）であり、焼却によるものが全体の約46％、産業に起因する

ものが約８％、家庭生活に起因するものが約５％となっている。 

イ 工場・事業場の状況 

 悪臭は多種多様な発生源が考えられ、またその発生源について、「悪臭防止法」に届出制度がないことから、

悪臭に関連する工場・事業場の対象数は把握できない。苦情の状況等からみると、製造業では塗装関連業、化学

工場が悪臭に関連する工場・事業場、農業については畜産業に係るものがほとんどである。その他の事業では、

ゴミ処理施設、し尿処理場、下水処理場などが悪臭の発生源となる状況にある。 

⑷ 騒音、振動、悪臭対策 

ア 騒音対策＜環境管理課＞ 

○ 一般環境騒音 

 「騒音に係る環境基準の地域類型の指定」地域（県内全市町村）内の一般地域142地点において、定点観測調

査を実施した。 

○ 自動車騒音 

 県内の国道、県道及び市町道の901区間の自動車騒音について面的評価を実施した。 

○ 航空機騒音 

 「航空機騒音に係る環境基準の地域類型の指定」地域（各務原市等２市２町）内の10地点において、定点観測

調査を実施した。 

○ 新幹線鉄道騒音 

 「新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型指定」地域（大垣市等２市３町）内の20地点において、定点観測

調査を実施した。 

○ 工場騒音及び建設作業騒音 

 市町村は、特定工場等及び特定建設作業に対し、規制基準の遵守及び防音対策等の状況について立入検査を実

施している。 

 また、県は、市町村に対し測定等の技術的な助言を行っている。 

イ 振動対策＜環境管理課＞ 

○ 工場・事業場の監視指導 

 市町村は、「振動規制法」に基づく特定工場等への立入り、届出事項の確認、特定施設の維持管理状況、防振

ブレーカー
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くい打機等
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対策の状況等について検査を行い、必要に応じ振動測定を実施している。 

 一方、県は、市町村に対し測定等の技術的な助言を行っている。 

ウ 悪臭対策 

○ 規制措置＜環境管理課＞ 

 県では、市町村における工場・事業場から発生する悪臭を防止するため、「悪臭防止法」に基づき事業活動に

伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域を指定している。 

 また、特定悪臭物質としてアンモニア等22物質については、工場・事業場の敷地境界で臭気強度2.5（ノルマ

ル酪酸のみ臭気強度3.0）に相当する濃度規制、排出口（アンモニア等13物質）では流量規制、さらに硫化水素

等硫黄系の４物質については排出水中の濃度規制を行っている。 

○ 工場・事業場の監視指導＜環境管理課＞ 

 「悪臭防止法」に基づき市町村が監視指導を行っている。 

○ 複合臭への対応＜環境管理課＞ 

 悪臭物質ごとの規制では対応できない複合臭に対しては、「官能試験法による悪臭対策指導要領」（平成７年４

月施行）に基づき指導を行っている。 

○ 畜産農家に対する悪臭軽減指導＜畜産振興課＞ 

 畜産経営に由来する悪臭発生を最小限にとどめるため、「岐阜県畜産経営環境保全対策指導方針」等に基づき、

畜産農家を巡回して次のような指導を行った。 

・ふん尿を迅速かつ適切に処理し、長時間放置しない。 

・ふん尿処理施設の適正な維持管理に細心の注意を払う。 

・ふん尿の加熱処理や焼却等による悪臭の発生源を点検調査する。 

・畜舎周辺の清掃に留意し、草花、樹木等により環境美化に努める。 

・臭気吸着特性を持つおが粉、チップ、バーク、粉砕もみがら等の資材を利用した悪臭防止対策を、畜舎や堆

肥舎で積極的に利用する。 

・必要に応じて脱臭剤を用いる。 

・畜舎及び処理施設等について密閉方式の採用を検討する。 

・周辺住民との相互理解に努め、また、集落に介在する畜舎からの悪臭に関する苦情の解決策として、適地へ

の経営移転について検討する。 
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第５章 未来につなぐ人づくりとライフスタイルの変容 

 

 第１節 多様な主体間の連携による人づくり   

１ 環境学習支援の機能強化 

⑴ 環境学習ポータルサイトの運用＜環境生活政策課＞ 

 県民の主体的な環境学習を支援するため、企業・環境関連団体・県・市町村が実施・提供する環境学習の体験プ

ログラムや教材・指導人材などの情報を一元的に集約・管理し、ワンストップでアクセスできる「ぎふ環境学習ポ

ータルサイト」を令和４年３月に開設し、令和６年度には、74件の環境学習プログラムの情報提供を行った。 

 また、小学校高学年を対象に環境問題についてクイズ形式で学ぶウェブサイト「ぎふ環境エコ検定」の改修及び

中学生以上を対象にした環境教育動画を５本作成した。 

⑵ 環境教育を推進する学校・団体等への支援 

○ 環境教育推進員の派遣＜環境生活政策課＞ 

 環境に関する専門家を環境教育推進員として、学校等へ派遣し、環境学習計画に関する助言や講義を実施した

（98回）。 

○ 岐阜県環境学習出前講座（ＥＣＯ講座）の実施＜環境生活政策課＞ 

 環境行政に関わる県職員や地域人材を学校等へ派遣し、出前講座を開催した（171回）。 

 

２ 各主体間の連携強化 

⑴ 流域一帯の清掃活動による河川清掃モデルの確立＜廃棄物対策課＞ 

 流域の環境保全団体や関係機関との連携により、県民参加による流域一帯の河川清掃活動に取り組んだ。 

＜実施日・実施場所＞ 

令和６年10月19日 高山市・富山県 

10月27日 岐阜市 

 

３ 次代の環境活動を担う人材の育成 

⑴ 岐阜大学との連携＜環境生活政策課＞ 

 岐阜大学が設置した「次世代地域リーダー育成プログラム」の「環境リーダーコース」の運営に協力した。 

⑵ 「ぎふ木育」の推進 

ア ぎふ木遊館の取組＜森林活用推進課＞ 

 幅広い年齢層の方が木に親しみ、森林とのつながりを体験できる木育の総合拠点「ぎふ木遊館」では、令和６

年度に52,147人の入館があった。また、「ぎふ木遊館」には「ぎふ木育」の指導者等が常駐しており、令和６年

度は、木のおもちゃでの遊びのサポートや、68種類の木育プログラムを実施し、様々な世代に木育の普及を図っ

た。 

 人材の育成としては、「ぎふ木遊館」の入館者のおもてなしや、木のおもちゃでの遊びを通して、「ぎふ木育」

の魅力を伝えていただく「ぎふ木育サポーター」を養成し、58名を登録した。 

イ 森林総合教育センター（愛称：morinos）の取組＜森林活用推進課＞ 

 子どもから大人まで、すべての人と森をつなぎ、森と暮らす楽しさと森林文化の豊かさを次世代に伝えていく

森林環境教育の総合拠点「森林総合教育センター（morinos）」では、令和６年度に16,552人の利用があった。ま

た、令和６年度の森林環境教育プログラムを、一般や教育機関の子ども等を対象に、81種類、延べ346回開催し、

広く県民に森を楽しむ機会を提供した。 

 人材の育成としては、自然体験指導者や教育機関の職員などを対象に、人と森をつなぐための様々な知識・技

術（自然、環境、木工など）を習得する指導者育成プログラムを、26種類、34回開催し、指導者のスキルアップ

を図った。 

 

４ ＳＤＧｓに関する普及啓発活動の推進 

⑴ 「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワークの活用＜ＳＤＧｓ推進課＞ 

 県内企業や団体、ＮＰＯ、個人等、多様な主体からなる「『清流の国ぎふ』ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員」

に対して、メールマガジンによる情報提供のほか、セミナー等の普及啓発、会員間の課題解決に向けたマッチン
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

グ支援等を実施した。 

 また、県民一人ひとりが、ＳＤＧｓへの理解を深め、行動に移す契機とするため、「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ

推進フォーラムを開催した。 

⑵ ＳＤＧｓに積極的な取組を行う市町村の支援＜ＳＤＧｓ推進課＞ 

 「『清流の国ぎふ』ＳＤＧｓ推進ネットワーク連携促進補助金」により、市町村が実施するＳＤＧｓへの理解

を醸成するための普及啓発事業を支援した。 

 

５ 体験を重視した環境教育の充実 

⑴ 河川を活用した環境教育事業 

  ア 脱炭素社会ぎふを支える人づくりツアーの実施＜環境生活政策課＞ 

 森・里・川・海での自然体験や保全活動を通じて、流域のつながりや環境問題について親子で考え、環境にや

さしい行動を学ぶ環境学習ツアーを15回実施し、319人の参加があった。 

  イ 川を題材とした総合的な学習の時間に取り組む団体に対する支援の実施＜河川課＞ 

 将来を担う子どもたちに、身近にある川について学んでもらい、日々の暮らしを守る川の役割や環境に関する

理解を深めてもらうことを目的に、平成14年度から川を題材とした「総合的な学習の時間」に取り組む小中学校

等に対して、職員の講師派遣などによる支援を実施している。 

 令和６年度は、身近な川の生物調査や水質調査等の体験学習や、子どもたちの防災への意識を高めることを目

的に、伝統的な防災施設や過去の水害、土砂災害に関する学習にも積極的に取り組み、県内58の小中学校等に対

して支援活動を実施した。 

 

 第２節 環境にやさしいライフスタイルやビジネスマインドへの変容  

１ 知識を実践に変える県民運動の展開 

⑴ 「ぎふエコアクション」の普及啓発＜省エネ・再エネ社会推進課＞ 

 「ぎふエコアクション」をキャッチフレーズに、低炭素型の製品・サービスの利用など「脱炭素社会ぎふ」の実

現に向けた行動変容・ライフスタイルの転換を促すため、省エネ行動の見える化Ｗｅｂサイトを運用したほか、手

軽に取り組める事柄を紹介する動画をＳＮＳで配信した。【再掲】 

⑵ 環境教育副読本の作成＜環境生活政策課＞ 

 岐阜県の自然や生物多様性のほか地球温暖化、資源循環などを紹介する「清流の国ぎふ環境教育副読本」を作成

し、県内の小学校５年生全員に配布するとともに「資料編」をPDF形式で作成し、「ぎふ環境学習ポータルサイト」

へ掲載した。 

⑶ 環境に配慮した消費行動の普及啓発の促進 

ア 「グリーン購入」の促進＜廃棄物対策課＞ 

 県の物品等の調達において、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図るため、平成13年度から「国

等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき「岐阜県環境物品等調達方針」を毎年度定め、率先

してグリーン購入を進めている。【再掲】 

イ エシカル消費の促進＜県民生活課＞ 

 中学校・高等学校向けWEB版消費者教育副読本を作成し、県内全中学校等及び全高等学校等に活用を促した。

副読本にエシカル消費に関する内容を盛り込み、県民の理解促進、意識向上を図った。 

⑷ ぎふ食べきり運動の推進＜廃棄物対策課＞ 

 平成30年度から、料理の食べ残し等の食品廃棄物を削減するため「ぎふ食べきり運動」の取組を開始。県内の飲

食店や企業等1,400事業所（令和７年３月現在）を協力店・協力企業に登録したほか、インスタグラムやYouTube

を活用し、食品ロス削減のためのレシピ等を情報発信するなどして、運動を推進した。 

 また、家庭で実践できる食品廃棄物削減の取組をインスタグラムやホームページで紹介するなど、啓発を行った。

【再掲】 

 

２ 新しいライフスタイルへの移行促進 

⑴ ワーケーションの実現可能性に関する調査・検討の推進＜農村振興課＞ 

 農村地域でのワーケーションを推進するため、「ぎふの農村ならでは」の体験メニューと地域貢献を目的とした
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第２部 環境の状況及び環境の保全・創出に関して実施した施策 

ボランティアメニューを組み合わせた滞在型プログラムである「GIFU-DO農泊」プランについて、販売に向けたモ

デルツアーを実施した。【再掲】 
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第３部 環境基本計画（第６次）の進捗状況 

第３部 環境基本計画（第６次）の進捗状況 
 

達成目標 

 

 項    目 担 当 課 実績値 目標値 

１ 温室効果ガスの排出量 
省エネ・再エネ

社 会 推 進 課 

1,525万t-CO2 
(令和4年度速報) 

1,474万t-CO2 
（令和7年度） 

２ 家庭１世帯あたりエネルギー消費量の削減率 
省エネ・再エネ

社 会 推 進 課 

2017年度比8.5%減 
（令和4年度速報） 

2017年度比9.7%減 

（令和7年度） 

３ 再エネ電力比率 
省エネ・再エネ

社 会 推 進 課 

20.6% 
（令和4年度速報） 

31.5% 

（令和7年度） 

４ 立地適正化計画策定市町村数（累計） 都 市 政 策 課 
8市町村 

（令和6年度） 

10市町村 

（令和7年度） 

５ 一般廃棄物排出量 廃棄物対策課 
62.2万t 

（令和5年度） 

60.8万t 

（令和7年度） 

６ 一般廃棄物再生利用率 廃棄物対策課 
21.7% 

（令和5年度） 

28.0% 

（令和7年度） 

７ 産業廃棄物排出量（農業系廃棄物を除く） 廃棄物対策課 
357.1万t 

（令和5年度） 

367.7万t 

（令和7年度） 

８ 産業廃棄物再生利用率（農業系廃棄物を除く） 廃棄物対策課 
49.1%（175.6万t） 

（令和5年度） 

56.0%（205.9万t） 

（令和7年度） 

９ 地域循環共生圏プラットフォーム登録団体数（累計） 廃棄物対策課 
12団体 

（令和6年度） 

20団体 

（令和7年度） 

10 自然公園利用者数 環境生活政策課 
646万人 

（令和5年度） 

800万人 

（令和7年度） 

11 新規林業就業者数 森 林 経 営 課 
74人 

（令和5年度） 

80人 

（令和7年度） 

12 農地維持活動に集落で取り組む協定面積 農 村 振 興 課 
28,438ha 

（令和6年度） 

28,900ha 

（令和7年度） 

13 
河川環境基準達成率 

※BOD75%値 
環 境 管 理 課 

98.6% 
（令和6年度） 

100.0% 

（令和7年度） 

14 
大気環境基準達成率 

※光化学オキシダント除く 
環 境 管 理 課 

100.0% 
（令和6年度） 

100.0% 

（令和7年度） 

15 環境学習ポータルサイト閲覧回数 環境生活政策課 
79,519回 

（令和6年度） 

20万回 

（令和7年度） 

16 「清流の国ぎふ」ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員数 ＳＤＧｓ推進課 
2,039会員 

（令和6年度） 

1,650会員 

（令和7年度） 

17 副読本等を活用し環境問題を探求した小学校の割合 環境生活政策課 
98.3% 

（令和6年度） 

100.0% 

（令和7年度） 
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管理指標 
 
 

項    目 担 当 課 実績値 目標値 

１ 
次世代自動車の普及台数 
※ＥＶ・ＰＨＶ・ＦＣＶ 

省エネ・再エネ
社 会 推 進 課 

13,095台 
（令和5年度） 

37,490台 

（令和7年度） 

２ 木質バイオマス利用量 森 林 経 営 課 
197千㎥ 

（令和6年度） 
208千㎥ 

（令和7年度） 

３ 
ぎふ清流ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ賛同者数 
※令和5年度終了 

省エネ・再エネ
社 会 推 進 課 

30,720人 
（令和5年度） 

4万人 
（令和7年度） 

４ 間伐実施面積 森 林 経 営 課 
5,241ha 

（令和6年度） 
9,600ha 

（令和7年度） 

５ 洪水ハザードマップ改定市町村数 防 災 課 
42市町村 

（令和6年度） 
42市町村 

（令和6年度） 

６ １人１日当たり生活系ごみ排出量 廃棄物対策課 
622g／人／日 
（令和5年度） 

629g／人／日 
（令和7年度） 

７ 事業者当たりのごみ削減率 廃棄物対策課 ― 
2018年比5.0%減 
（令和7年度） 

８ 「ぎふ食べきり運動」協力事業者・協力店舗数 廃棄物対策課 
1,400店舗 

（令和6年度） 
1,000店舗 

（令和7年度） 

９ 
「岐阜県プラスチック・スマート事業所『ぎふプラスマ！』」
登録店舗・事業者（企業数） 

廃棄物対策課 
1,537店舗・事業所（370社） 

（令和6年度） 
1,500店舗・事業所（100社） 

（令和7年度） 

10 
「清流長良川あゆパーク」における体験プログラ
ム参加者数（累計）※令和5年度終了 

里川・水産振興課 
139,639人 

（令和5年度） 
10万人 

（令和5年度） 

11 生物多様性に関する講習等参加者数 環境生活政策課 
580人 

（令和6年度） 
300人 

（令和7年度） 

12 ニホンジカの捕獲頭数 環境生活政策課 
17,249頭 

（令和6年度） 
15,000頭 

（令和7年度） 

13 狩猟免許所持件数 環境生活政策課 
4,629件 

（令和6年度） 
5,500件 

（令和7年度） 

14 ぎふ清流ＧＡＰ実践率 農 産 園 芸 課 
27.1% 

（令和6年度） 
35.0% 

（令和7年度） 

15 指定棚田地域活動計画認定棚田数 農 村 振 興 課 
30箇所 

（令和6年度） 
50箇所 

（令和7年度） 

16 汚水処理人口普及率 下 水 道 課 
94.4% 

（令和6年度） 
95.0% 

（令和7年度） 

17 光化学オキシダントの環境基準非適合率 環 境 管 理 課 
21.9% 

（令和6年度） 
19.3% 

（令和7年度） 

18 
騒音の環境基準達成率 
・一般地域 
・自動車騒音 

環 境 管 理 課 
93.0% 
93.8% 

（令和6年度） 

100.0% 
100.0% 

（令和7年度） 

19 環境学習コーディネート数 環境生活政策課 
98回 

（令和6年度） 
100回 

（令和7年度） 

20 次世代地域リーダー（環境）育成者数 環境生活政策課 
372人 

（令和6年度） 
200人 

（令和7年度） 

21 環境にやさしい行動に取り組んだ人の割合 全世代 
省エネ・再エネ
社 会 推 進 課 

99.0% 
（令和6年度） 

100.0% 
（令和7年度） 

22 環境にやさしい行動に取り組んだ人の割合 ２０代 
省エネ・再エネ
社 会 推 進 課 

100.0% 
（令和6年度） 

100.0% 
（令和7年度） 
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資            料 

１ 岐阜県環境行政組織の変遷＜環境生活政策課＞ 

 

 

 

 

  

（環境行政）

（昭40． 4． 1）公害研究センターを衛生研究所に付置

（昭45． 4． 1）公害研究所独立

（平 5． 4． 1）衛生研究所と公害研究所が統合され、保健

（平 5． 4． 1）環境研究所となる

（平 8． 4． 1）保健環境研究所が衛生環境部から総務部に

（平 5． 4． 1）移管

（平10． 4． 1）保健環境研究所が総務部から知事公室に移管

（平18． 4． 1）保健環境研究所が知事公室から総合企画部

（平10． 4． 1）に移管

（平22． 4． 1）保健環境研究所が総合企画部から健康福祉

（平10． 4． 1）部に移管

（～平12． 3．31）

（平12． 4． 1～）

保 健 所 環 境 衛 生 課

環 境 管 理 課

廃 棄 物 対 策 課 地 域 振 興 局 環 境 課

自 然 環 境 森 林 課

（平 9． 4． 1）

衛 生 環 境 部
環
境
局

環 境 管 理 課

廃 棄 物 対 策 課
（リサイクル推進室）

（平11．4． 1）

健 康 福 祉
環 境 部

環
境
局

環 境 政 策 課
（ リ サ イ ク ル 推 進 室 ）

（昭60． 4． 1）
衛 生 環 境 部

環 境 管 理 課

環 境 整 備 課

（平 6． 4． 1） 林 政 部 自 然 環 境 保 全 課

（自然保護）

（昭58． 4． 1）

衛 生 環 境 部

医 務 課 林 政 部 自 然 保 護 課

水 質 大 気 課

廃 棄 物 対 策 課

（昭57． 4． 1）

生 活 環 境 部

環 境 保 全 課

環 境 指 導 課

県 民 生 活 課

水 質 大 気 課

（昭54． 4． 1）

環 境 部

環 境 保 全 課

環 境 指 導 課

県 民 生 活 課

水 質 大 気 課

産 業 廃 棄 物 対 策 室

（昭51．10．15）

環 境 部

環 境 調 整 課

県 民 生 活 課

自 然 保 護 課

水 質 保 全 課

大 気 保 全 課

（昭48． 4． 1）
企 画 部
環 境 局

環 境 保 全 課

水 質 規 制 課

大 気 規 制 課

（昭49． 4． 1）

企 画 部
環 境 局

環 境 保 全 課

水 質 規 制 課

大 気 規 制 課

企 画 開 発 部 観 光 課

（昭45．11．16） 企 画 開 発 部
公 害 対 策 事 務 局

公 害 企 画 課

公 害 規 制 課

（昭47． 4． 1）
企 画 部
環 境 局

環 境 保 全 課

公 害 指 導 課

公 害 規 制 課

（昭43． 4． 1） 企 画 部 公 害 対 策 室

（昭44． 4． 1） 企 画 開 発 部 公 害 課

（昭39． 4． 1） 企 画 管 理 部 企 画 開 発 課

（昭41．12． 1） 企 画 管 理 部 調 整 課 （自然公園）

（公害） （自然保護）

（昭38． 4． 1） 企 画 管 理 部 開 発 課 林 務 部 林 政 課

（自然公園・鳥獣保護）

（昭42． 4． 1） 商 工 労 働 部 観 光 課 林 務 部 林 政 課

（鳥獣保護）

（研究所）

現地機関（平12.3.31まで出先機関）
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（令 7．4． 1）

環 境 エ ネ ル
ギ ー 生 活 部

環 境 生 活 政 策 課 省エネ・再エネ社会推進課

廃 棄 物 対 策 課 環 境 管 理 課

岐 阜 地 域 環 境 室

（ 県 民 生 活 課 、 人 権 施 策 推 進 課 、 統 計 課 ）

（男女参画青少年課、少子化対策課、人づくり文化課、人権施策推進課）

（男女 参画青 少年課、 少 子化 対策課、 人づく り文化課 、人権 施策推 進 課 、 県 民生 活 相 談セ ンタ ー ）

（ 私 学 振 興 ・ 青 少 年 課 、 文 化 振 興 課 、 人 権 施 策 推 進 課 、 統 計 課 、 県 民 生 活 相 談 セ ン タ ー ）

（県民生活課、私学振興・青少年課、人権施策推進課、統計課）

（県民生活課、私学振興・青少年課、人権施策推進課、統計課）

（令 4．4． 1）

環 境 生 活 部

環 境 生 活 政 策 課 脱 炭 素 社 会 推 進 課

廃 棄 物 対 策 課 環 境 管 理 課

岐 阜 地 域 環 境 室

（平29．4． 1）

環 境 生 活 部

環 境 生 活 政 策 課 環 境 企 画 課

廃 棄 物 対 策 課 環 境 管 理 課

岐 阜 地 域 環 境 室

（平27．4． 1）

環 境 生 活 部 清 流 の 国 ぎ ふ づ く り 推 進 課 環 境 管 理 課

県 事 務 所 環 境 課

（平26．4． 1）

環 境 生 活 部

環 境 生 活 政 策 課 廃 棄 物 対 策 課

環 境 管 理 課 自 然 環 境 保 全 課

岐 阜 地 域 環 境 室

（平25．4． 1）

環 境 生 活 部

環 境 生 活 政 策 課 廃 棄 物 対 策 課

環 境 管 理 課 自 然 環 境 保 全 課

岐 阜 地 域 環 境 室

不 法 投 棄 監 視 課 地 球 環 境 課

不 適 正 処 理 対 策 室

（平18．4． 1）

環 境 生 活 部

環 境 生 活 政 策 課 廃 棄 物 対 策 課

環 境 生 活 政 策 課 廃 棄 物 対 策 課

（男女参画青少年課、少子化対策課（平21年度から）、人づくり文化課、人権施策推進課）

（平23．4． 1）

（平15．4． 1）

健 康 福 祉
環 境 部

環
境
局

環 境 政 策 室 循 環 社 会 推 進 室

大 気 環 境 室 水 環 境 室

廃 棄 物 対 策 室

振 興 局 環 境 課

自　然　環　境　森　林　室

（平14．4． 1）

健 康 福 祉
環 境 部

環
境
局

環 境 政 策 課 （ 循 環 社 会 推 進 室 ）
（ リ サ イ ク ル 推 進 室 ）

環　境　保　全　課

廃 棄 物 対 策 課 （ 不 適 正 処 理 対 策 室 ）

自　然　環　境　森　林　課
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２ 主要環境指標でみる岐阜県の位置＜環境生活政策課＞＜環境管理課＞ 

指           標 年度 岐阜県 全国 単位 算  式 資    料 備  考 

人口10万人当たり公害苦情件数（総数） 6 73.1 55.6  
公害苦情件数 

総人口 

公害等調整委員会事務局 

「公害苦情件数調査結果報告書」 
全国データはR5年度 

人口10万人当たり公害苦情件数（大気汚染） 6 13.8 10.6  
公害苦情件数 

総人口 

公害等調整委員会事務局 

「公害苦情件数調査結果報告書」 
全国データはR5年度 

人口10万人当たり公害苦情件数（水質汚濁） 6 14.3 3.8  
公害苦情件数 

総人口 

公害等調整委員会事務局 

「公害苦情件数調査結果報告書」 
全国データはR5年度 

人口10万人当たり公害苦情件数（騒音） 6 12.9 15.2  
公害苦情件数 

総人口 

公害等調整委員会事務局 

「公害苦情件数調査結果報告書」 
全国データはR5年度 

人口10万人当たり公害苦情件数（振動） 6 1.3 1.8  
公害苦情件数 

総人口 

公害等調整委員会事務局 

「公害苦情件数調査結果報告書」 
全国データはR5年度 

人口10万人当たり公害苦情件数（悪臭） 6 11.8 7.8  
公害苦情件数 

総人口 

公害等調整委員会事務局 

「公害苦情件数調査結果報告書」 
全国データはR5年度 

人口10万人当たり公害苦情件数（土壌汚染） 6 0.4 0.2  
公害苦情件数 

総人口 

公害等調整委員会事務局 

「公害苦情件数調査結果報告書」 
全国データはR5年度 

面積１k㎡当たり事業場数（ばい煙） 6 0.148 0.214  
事業場数 

総面積(k㎡) 

環境省 

「大気汚染防止法施行状況」 
全国データはR5年度 

面積１k㎡当たり事業場数（粉じん） 6 0.026 0.030  
事業場数 

総面積(k㎡) 

環境省 

「大気汚染防止法施行状況」 
全国データはR5年度 

面積１k㎡当たり事業場数（ＶＯＣ） 6 0.002 0.003  
事業場数 

総面積(k㎡) 

環境省 

「大気汚染防止法施行状況」 
全国データはR5年度 

面積１k㎡当たり特定事業場数（水質） 6 0.791 0.665  
特定事業場数 

総面積(k㎡) 

環境省 

「水質汚染防止法等の施行状況」 
全国データはR5年度 

面積１k㎡当たり特定工場等数（騒音） 6 0.732 0.562  
特定工場等数 

総面積(k㎡) 

環境省 

「騒音規制法施行状況調査」 
全国データはR5年度 

自然公園面積率 6 18.4 15.2 ％ 
自然公園面積 

総面積 
環境省「自然公園面積」 全国データはR6年度 

 
３ 自然環境保全地域等の指定状況＜環境生活政策課＞                                             （令和７年３月末現在） 

区 

分 

地 域 名 所 在 地 
面 積 

 (ha) 

内  訳 
指定 

年月日 
特         質 特別地区 

(ha) 

普通地区 
(ha) 

自 

然 

環 

境 

保 

全 

地 

域 

能郷白山 本巣市根尾能郷 656.45 656.45 - S51.2.3 亜高山性植物及びブナのすぐれた天然林 

山中山 高山市荘川町 13.12 1.99 11.13 S51.2.3 植物の自生地、高層湿原のミズバショウ 

秋神 高山市朝日町 10.04 - 10.04 S51.2.3 シラカンバの自生地 

荻町 大野郡白川村 300.45 105.02 195.43 S51.2.3 ブナ、ミズナラを主体とするすぐれた天然林 

北の俣・水の平 飛騨市神岡町 363.52 
(1.50) 

305.44 
58.08 S51.10.15 湿原植物の自生地、ブナ等のすぐれた天然林 

朝日添川 郡上市白鳥町 287.80 84.40 203.40 S51.10.15 
トチノキ、サワグルミを主体とする渓畔林、日本海型のブナのすぐれた

天然林 

時山 大垣市上石津町 160.80 
(27.40) 

27.40 
133.40 S51.10.15 野生動物の生息地（ヒサマツミドリシジミ、キリシマミドリシジミ） 

関ホタルの川 関市 157.10 
(0.80) 

0.80 
156.30 S51.10.15 野生動物の生息地（ゲンジボタル、カワニナ） 

椛の湖畔 中津川市上野 56.50 
(0.70) 

0.70 
55.80 S51.10.15 ハナノキの自生地 

岩の子 本巣市根尾越波 182.41 79.78 102.63 S52.9.30 日本海型のブナのすぐれた天然林 

御前岳 
高山市清見町 

飛騨市河合町 
406.79 406.79 - S52.9.30 

ブナを主体とする落葉広葉樹林と天然ヒノキ等の針葉樹もみられる温帯

極相林 

内啣洞 関市板取 137.62 75.87 61.75 S52.9.30 
日本海型ブナ林が大半を占める中にヒノキ、コウヤマキ林がみられる

すぐれた天然林 

祖師野 下呂市金山町 34.90 0.87 34.03 S52.9.30 
高樹齢かつ学術的価値を有するスギ、ヒノキ等の人工林、野生動物の

生息地（ブッポウソウ） 

烏帽子岳 大垣市上石津町 21.24 
(4.92) 

4.92 
16.32 S54.12.28 ホンシャクナゲ及びベニドウダンの自生地 

万波 飛騨市宮川町 127.43 
(4.18) 

127.43 
- S54.12.28 日本海型ブナ原生林 

小川 郡上市明宝 40.70 
(40.70) 

40.70 
- S56.7.21 ホンシャクナゲの自生地 

16地域 計 2,956.87 
(80.20) 

1,918.56 
1,038.31 
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緑 

地 

環 

境 

保 

全 

地 

小倉山 美濃市 9.70 9.70 - S48.3.31 アカマツ、ヒノキその他広葉樹の良好な緑地 

鶴形山 美濃市 8.70 4.50 4.20 S48.3.31 照葉樹を主体とした良好な緑地 

天瀑山 恵那市岩村町 68.20 10.50 57.70 S48.3.31 アカマツの大径木等の良好な緑地 

南山丘陵 可児郡御嵩町 101.10 - 101.10 S48.3.31 アカマツを主体とした良好な緑地 

千光寺 高山市丹生川町 37.95 20.35 17.60 S51.2.3 スギ、アカマツ、モミ、ケヤキ等の良好な緑地 

荒城神社 高山市国府町 1.16 0.46 0.70 S52.9.30 スギを主体とした良好な緑地 

久津八幡宮 下呂市萩原町 3.42 0.94 2.48 S52.9.30 スギ、ヒノキ、サワラ、シラカシ等の良好な緑地 

水無神社 高山市一之宮町 10.35 4.02 6.33 S53.3.31 スギ、ヒノキの大径木の混交林を主体とした良好な緑地 

日和田 

小日和田 
高山市高根町 4.65 1.13 3.52 S53.3.31 イチイを主体とした良好な緑地 

禅昌寺 下呂市萩原町 5.28 2.06 3.22 S53.3.31 スギ、ヒノキの混交林を主体とした良好な緑地 

大船神社 恵那市上矢作町 7.05 6.88 0.17 S54.3.30 老齢巨木のスギ林を主体とした良好な緑地 

飯島 大野郡白川村 52.88 52.88 - S55.5.23 日本海型のブナの原生林 

西漆山 飛騨市神岡町 11.10 11.10 - S55.5.23 ブナ、ミズナラその他温帯広葉樹の良好な緑地 

諏訪神社 下呂市萩原町 0.99 0.86 0.13 S58.10.21 スギを主体とした良好な緑地 

大山白山神社 加茂郡白川町 3.90 3.90 - S59.11.6 スギ、ヒノキを主体とした良好な緑地 

馬籠 中津川市 327.95 - 327.95 H17.2.25 クヌギを主体とした良好な緑地 

16地域 計 654.38 129.28 525.10   

32地域 合  計 3,611.25 
(80.20) 
2,047.84 

1,563.41  
 

備考）特別地区内の（  ）内は、野生動植物保護地区で内数を示す。 
 

４ 自然公園の指定状況＜環境生活政策課＞                                                 （令和７年３月末現在） 

区
分 

公園名 関係（県）市町村 公園の特性 
面積 

（ha） 

県土面積に対 
する比率(％) 

国
立
公
園 

中部山岳 （岐阜、新潟、富山、長野）高山市、飛騨市 標高3,000ｍ級の山岳景観美、高山植物の群生 
(174,323) 

24,219  
2.3 

白山 
（岐阜、石川、富山、福井）郡上市、高山市、 

白川村 
白山を中心とする山岳景観美 

(49,900) 

14,017  
1.3 

国
定
公
園 

飛騨木曽川 

（岐阜、愛知）瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、 

各務原市、可児市、下呂市、坂祝町、川辺町、 

七宗町、八百津町、白川町、御嵩町 

飛騨川、木曽川沿いの奇岩、峡谷美 
(18,074) 

14,413  
1.4  

揖斐関ケ原養老 
大垣市、本巣市、海津市、養老町、垂井町、 

関ケ原町、揖斐川町、池田町 

東海自然歩道沿いの揖斐峡等の峡谷美、池田

山、養老山系の自然美 
20,219  1.9  

計 ４箇所  72,868  6.9  

県 

立 

自 

然 

公 

園 
千本松原 海津市 治水神社周辺の松並木及び水郷風景 42  0.0  

恵那峡 中津川市、恵那市 恵那峡を中心とする峡谷美 1,505  0.1  

胞山 中津川市、恵那市 高原、湖が一体となった自然景観美 5,027  0.5  

揖斐 揖斐川町 揖斐川上流の峡谷美 52,834  5.0  

奥飛騨数河流葉 飛騨市 高層湿原植物群落を中心とした自然景観美 2,959  0.3  

宇津江四十八滝 高山市 滝を中心とする景観美 800  0.1  

裏木曽 中津川市 御嶽西側の森林峡谷美 11,654  1.1  

伊吹 大垣市、揖斐川町、池田町 伊吹山を中心とする景観美 5,450  0.5  

土岐三国山 土岐市 丘陵地帯からの展望景観美 1,516  0.1  

位山舟山 高山市、下呂市 位山、舟山を中心とする良好な自然美 2,656  0.3  

奥長良川 関市、美濃市、郡上市 長良川に沿った森林及び峡谷美 30,122  2.8  

野麦 高山市 野麦峠を中心とする自然景観美 428  0.0  

せせらぎ渓谷 高山市、下呂市 川上川、馬瀬川流域における渓谷美 1,318  0.1  

天生 飛騨市、白川村 原生林、渓谷を中心とした山岳景観美 1,638  0.2  

御嶽山 高山市、下呂市 広大な原生林を持つ山岳景観 4,276  0.4  

計 １５箇所  122,225  11.5  

自然公園合計 １９箇所  195,093  18.4  

備考）面積欄中の（ ）内は公園の全面積を示す。 
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５ 岐阜県環境影響評価条例の対象事業＜環境管理課＞                                      （令和７年３月末現在） 

対象事業の種類 要             件 

１ 土地開発事業 
（２から６及び８、10、11に該当

するものを除く。） 

① 一団の土地について行う区画形質の変更に関する事業（以下「土地開発事業」という。）の施行（②から⑤までに掲げる事業及び自然公

園法（昭和32年法律第161号）第２条第６号の公園事業又は都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１項の都市公園の造成事業に係る

土地開発事業の施行を除く。）。施行する土地の区域（以下「施行区域」という。）の面積が 20ヘクタール以上で、かつ、区画形質の変

更を行う土地の面積が８ヘクタール以上のもの（標高1,500メートル以上の土地において施行する場合にあっては、施行区域の面積が５ヘ

クタール以上のもの）。 

② 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和41年法律第110号）第２条第２項の流通業務団地造成事業の施行。施行区

域の面積が40ヘクタール以上のもの。 

③ 工場立地法（昭和34年法律第24号）第４条第１項第３号イの工業団地を造成する事業の施行。施行区域の面積が40

ヘクタール以上のもの。 

④ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第２条第１項の土地区画整理事業の施行。施行区域の面積が70ヘクタール

以上のもの。 

⑤ 農用地（耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。）

の造成事業の施行。施行区域内の最大の団地の面積が500ヘクタール以上のもの。 

２ 道路の建設 

 道路法（昭和27年法律第180号）第３条第２号から第４号までに掲げる道路の新設又は改築。新設の場合、道路構造令

（昭和45年政令第320号）第２条第５号に規定する車線（以下「車線」という。）の数が４以上で、かつ、その区間の長さ

が５キロメートル以上のもの。改築の場合、車線の数が４以上で、かつ、その区間の長さが５キロメートル以上のバイパ

スを設置するもの又は新たに車線の数を４以上に付加する拡幅で、かつ、その区間の長さが５キロメートル以上のもの。 

３ ダム又は放水路の建設 

① ダム（河川の流水を貯留し、又は取水するために設置するダムに限る。）の新設。湛水面積が75ヘクタール以上のも

の。 

② 放水路（河川を分岐して新たに設けられる水路をいう。）の新設。土地改変面積が75ヘクタール以上のもの。 

４ 堰の建設 
 取水堰（河川の水位を調節して、都市用水及びかんがい用水等を取水するための堰をいう。）の新築。湛水面積が75ヘ

クタール以上のもの。 

５ 鉄道又は軌道の建設 
 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第１項の鉄道事業の用に供する鉄道（新幹線鉄道を除く。）又は軌道法（大

正10年法律第76号）の適用を受ける軌道の建設又は改良。その区間の長さが7.5キロメートル以上のもの。 

６ 飛行場の建設 

 航空法施行規則（昭和27年運輸省令第56条）第75条第１項の陸上空港等又は自衛隊法（昭和29年法律第165号）第２条

第１項の自衛隊が設置する陸上飛行場の設置又は変更。設置の場合、滑走路の長さが1,875メートル以上のもの。変更の

場合、1,875メートル以上の滑走路の増設又は375メートル以上の滑走路の延長（延長後の長さが1,875メートル以上とな

るものに限る。）  

７ 廃棄物最終処分場の建設 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第８条第１項、第９条の

３第１項又は第15条第１項の最終処分場の設置又は変更。設置の場合、廃棄物を埋め立てる区域（以下「埋立地」という。）

の面積が５ヘクタール以上のもの。変更の場合、埋立地の面積が５ヘクタール以上増加するもの。 

８ 廃棄物処理施設の建設 

① 廃棄物処理法第８条第１項又は第９条の３第１項のごみ処理施設で焼却により処理する施設の設置又は変更。設置の

場合、処理能力の合計が１日当たり100トン以上のもの。変更の場合、処理能力の合計が１日当たり100トン以上増加す

るもの。 

② 廃棄物処理法第15条第１項の産業廃棄物処理施設で焼却により処理する施設の設置又は変更。設置の場合、処理能力

の合計が１日当たり100トン以上のもの。変更の場合、処理能力の合計が１日当たり100トン以上増加するもの。 

９ 工場又は事業場の建設 

 製造業（物品の加工修理業を含む。）、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業の用に供するための工場又は事業場（以下

「工場等」という。）の新設又は変更。新設の場合、工場等で１時間当たり使用する燃料の量（発熱量39.1メガジュールに

相当する当該燃料の量が重油１リットルに相当するものとして、重油の量に換算した量（以下「燃料使用量」という。）

が４キロリットル以上のもの又は平均的な排出水量が１日当たり5,000立方メートル以上の工場等を設けるもの。変更の

場合、燃料使用量が１時間当たり４キロリットル以上又は平均的な排出水量が１日当たり5,000立方メートル以上増加す

るもの。 

10 電気工作物の建設 

① 水力発電所（水力による発電のために必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の施設の総体をいう。）

の建設。出力の合計が１万キロワット以上のもの。 

② 風力発電所の設置又は変更。新設の場合、出力が1,500キロワット以上のもの。変更の場合、発電設備の新設を伴い、

出力が1,500キロワット以上増加するもの。 

③ 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第52号）第１条第９号の電線路（架空のものに限る。）

の設置。電圧が25万ボルト以上のもの。 

11 高層工作物又は高層建築物の

建設 

① 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号の建築物（都市計画法第８条第１項第１号に規定する商業地域（以

下「商業地域」という。）に建築するものを除く。）の建築。接する地盤からの高さが60メートルを超えるもの。 

② 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第138号の工作物（商業地域に建設するもの又は仮設のもの（設置期間が

３年を超えず、かつ、当該工作物の構造が容易に移転し、又は除去することができるものに限る。）を除く。）の建設。

接する地盤からの高さが60メートルを超えるもの。 

注）これらの事業が環境影響評価法の対象事業であるときは、条例は適用されない。 
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６ 岐阜県環境影響評価条例の手続きフロー＜環境管理課＞                （平成24年12月26日改正、平成25年４月１日施行）  

事
後
調
査

住　民　等 事　業　者 知　　事 関係市町村長

方
　
　
法
　
　
書

準
　
　
備
　
　
書

評
価
書

方法書の作成
方法書の公告・縦覧

説明会開催
（縦覧期間内）

・公告

意見書

住民等意見概要
報告書の作成

意見書作成

縦覧（30日間）

提出

参加
通知

提出（公告日の翌日から45日以内）

提出

審査会
意見意見

送付（住民等意見概要報告書

受理日から90日以内） 送付（写）

日
間

45

90
日
間

調査等の実施

準備書の作成
準備書の公告・縦覧

縦覧（30日間）
提出（許可等の申請前）

説明会開催
（縦覧期間内）

・公告

参加
通知

住民等意見概要
報告書の作成

意見書
提出（公告日の翌日から45日以内）

提出

見解書の作成

見解書の公告・縦覧

提出

縦覧（20日間）

公聴会開催（必要なとき）

公聴会記録書作成
送付 送付

審査会
意見意見

意見書作成
送付（見解書受理日から120日以内） 送付（写）

日
間

45

120

日
間

評価書の作成
評価書の公告・縦覧

縦覧（30日間）

許認可等権者への要請

提出

工事の着手

30
日
間

工事着手届出

事後調査報告書の作成
事後調査報告書の公告・縦覧

工事完了等届出

縦覧（30日間）

提出

提出

提出

指示 指示事項通知
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７ 環境影響評価の実施状況＜環境管理課＞                                   （令和７年３月末現在） 

⑴ 岐阜県環境影響評価条例 

 ①環境影響評価方法書 

Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成26年10月 500kV東京中部間連系変換所分岐線（仮称）新設（500kV飛騨分岐線新設) 

2 平成27年４月 中山鉱山周辺土地利活用促進事業 

3 平成28年４月 500kV恵那分岐線（仮称）新設 

4 平成30年10月 岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備事業 

5 令和６年６月 六厩クリーンセンター最終処分場整備事業（仮称） 

6 令和６年11月 500kV関ケ原北近江線新設 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋 

②環境影響評価準備書 

Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成28年８月 500kV飛騨分岐線新設 

2 平成28年９月 中山鉱山周辺土地利活用促進事業 

3 平成30年８月 500kV恵那分岐線（仮称）新設 

4 令和２年５月 岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備事業 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  

③環境影響評価書 
Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成29年３月 中山鉱山周辺土地利活用促進事業 

2 平成29年４月 500kV飛騨分岐線新設 

3 令和元年８月 500kV恵那分岐線新設 

4 令和３年３月 岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備事業 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  

⑵ 環境影響評価法 
①計画段階環境配慮書 

Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成29年11月 （仮称）米原風力発電事業 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋 

②環境影響評価準備書 
Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成25年９月 中央新幹線(東京都・名古屋市間) 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  

③環境影響評価書 
Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成26年４月 国道19号瑞浪恵那道路 

2 平成26年８月 中央新幹線(東京都・名古屋市間) 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  

⑶ その他（隣接県環境影響評価条例） 
①計画段階環境配慮書 

Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成30年６月（配慮書の案） 
尾張都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）尾張北部環境組合ごみ処理施設

（仮称）整備事業（愛知県環境影響評価条例） 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  

②環境影響評価方法書  
Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 平成31年２月 尾張都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）尾張北部環境組合ごみ処理施設

（仮称）整備事業（愛知県環境影響評価条例） 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  

③環境影響評価準備書 
Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 令和２年８月 尾張都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）尾張北部環境組合ごみ処理施設

整備事業（愛知県環境影響評価条例） 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  

④環境影響評価書 
Ｎo． 公 告 年 月 環境影響評価実施事業の名称 

1 令和３年５月 
尾張都市計画ごみ処理場（一般廃棄物処理施設）尾張北部環境組合ごみ処理施設

整備事業（愛知県環境影響評価条例） 

※ 平成25年度以降に提出されたものを抜粋  
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８ 公害防止管理者等の設置を必要とする工場＜環境管理課＞                           （令和７年３月末現在） 

特  定  工  場 特定工場が設置すべき公害防止管理者等 

区 分 特 定 工 場 特定工場の規模 公害防止管理者の種類 
公害防止統括

者 

公害防止主任管理

者 

大気関係 

有害物質を発生する

施設を設置している

工場 

排出ガス量 
４万㎥Ｎ／時以上 

大気関係第１種 
公害防止管理者 

常時使用す 

る従業員が 

21人以上の 

工場に設置 

排出ガス量 

４万㎥Ｎ／ 

時以上で 

かつ排出水 

量１万㎥／ 

日以上の 

工場に設置 

排出ガス量 
４万㎥Ｎ／時未満 

大気関係第２種 
公害防止管理者 

上記以外の工場で排

出ガス量１万㎥Ｎ／

時以上の工場 

排出ガス量 
４万㎥Ｎ／時以上 

大気関係第３種 
公害防止管理者 

排出ガス量 
４万㎥Ｎ／時未満 

大気関係第４種 
公害防止管理者 

水質関係 

有害物質を発生する

施設を設置している

工場 

排出水量 
１万㎥／日以上 

水質関係第１種 
公害防止管理者 

排出水量 
１万㎥／日未満 

水質関係第２種 
公害防止管理者 

上記以外の工場で排

出水量１千㎥／日以

上の工場 

排出水量 
１万㎥／日以上 

水質関係第３種 
公害防止管理者 

排出水量 
１万㎥／日未満 

水質関係第４種 
公害防止管理者 

騒音・振動 

関   係 

騒音規制法に基づく指定地域において機械プレス（呼び加圧能

力が980キロニュートン以上のもの）又は鍛造機（落下部分の

重量が１トン以上のハンマー）を設置している工場若しくは振

動規制法に基づく指定地域において液圧プレス（矯正プレスを

除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のも

の）、機械プレス（呼び加圧能力が980キロニュートン以上のも

の）又は鍛造機（落下部分の重量が１トン以上のハンマー）を

設置している工場 

騒音・振動関係 
公害防止管理者 

  

一般粉じん 

関   係 

大気汚染防止法の対象となる一般粉じん発生施設を設置して

いる工場 

一般粉じん関係 
公害防止管理者 

特定粉じん 

関   係 

大気汚染防止法の対象となる特定粉じん(石綿)発生施設を設

置している工場 

特定粉じん関係 
公害防止管理者 

ダイオキシン類 

関   係 

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第１第１号から第

４号まで及び別表第２第１号から第12号までに掲げる施設を

設置する工場 

ダイオキシン類関係 
公害防止管理者 

 

９ 公害苦情件数の状況＜環境管理課＞                                         （令和６年度） 

種類  

発生源 

典 型 ７ 公 害 廃棄物 

投 棄 
その他 合 計 

大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒 音 振 動 地盤沈下 悪 臭 合 計 

産業用機械作動 37 1 0 66 4 0 9 117 0 1 118 

産業排水 0 41 1 0 0 0 8 50 1 1 52 

飲食店営業 2 4 0 8 0 0 4 18 0 0 18 

カラオケ 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 

工事・建設作業 39 4 0 73 12 0 3 131 4 4 139 

廃棄物投棄 1 2 0 0 0 0 1 4 129 1 134 

焼却（施設） 7 0 0 0 0 0 10 17 0 0 17 

焼却（野焼き） 151 0 0 0 0 0 93 244 2 23 269 

流出・漏洩 1 96 5 0 0 0 12 114 0 3 117 

移動発生源（自動車） 2 8 0 14 4 0 0 28 0 3 31 

移動発生源（鉄道） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

移動発生源（航空機） 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 

家庭生活 2 8 1 20 0 0 12 43 32 6 81 

自然系 1 24 1 1 1 0 5 33 1 73 107 

その他・不明 21 86 0 57 3 0 69 236 5 68 309 

合   計 264 274 8 248 24 0 226 1,044 174 183 1,401 
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10 大気汚染、水質汚濁、騒音及び土壌の汚染に係る環境基準等                          （令和７年３月末現在） 

⑴ 大気汚染に係る環境基準＜環境管理課＞ 

項   目 環 境 基 準 
評       価 

短 期 的 評 価 長 期 的 評 価 

二酸化硫黄 
（ＳＯ₂） 

１時間値の１日平均値が0.04ppm以下で

あり、かつ、１時間値が0.1ppm以下であ

ること。 

１時間値の１日平均値が0.04ppm以

下であり、かつ、１時間値が0.1ppm

以下であること。 

１日平均値につき0.04ppmを超えた日が２

日以上連続せず、かつ、１日平均値の２％

除外値が0.04ppm以下であること。 

二酸化窒素 
（ＮＯ₂） 

１時間値の１日平均値が0.04ppmから

0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下で

あること。 

― 

１日平均値の年間98％値が0.04ppmから

0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であ

ること。 

一酸化炭素 
（ＣＯ） 

１時間値の１日平均値が10ppm以下であ

り、かつ、１時間値の８時間平均値が

20ppm以下であること。 

１時間値の１日平均値が10ppm以下

であり、かつ、１時間値の８時間平

均値が20ppm以下であること。 

１日平均値につき10ppmを超えた日が２日

以上連続せず、かつ、１日平均値の２％除

外値が10ppm以下であること。 

浮遊粒子状物質 
（ＳＰＭ） 

１時間値の１日平均値が0.10mg/㎥以下

であり、かつ、１時間値が0.20mg/㎥以下

であること。 

１時間値の１日平均値が0.10mg/㎥

以下であり、かつ、１時間値が

0.20mg/㎥以下であること。 

１日平均値につき0.10mg/㎥を超えた日が

２日以上連続せず、かつ、１日平均値の２％

除外値が0.10mg/㎥以下であること。 

光化学オキシダント 
（Ｏｘ） 

１時間値が0.06ppm以下であること。 
１時間値が0.06ppm以下であるこ

と。 
― 

微小粒子状物質 
（ＰＭ2.5） 

１年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、

１日平均値が35μg/㎥以下であること。 
― 

１年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、

１日平均値の年間98パーセンタイル値が35

μg/㎥以下であること。 
 

⑵ 有害大気汚染物質に係る環境基準及び指針値＜環境管理課＞ 

項   目 環 境 基 準 項   目 指 針 値 

ベンゼン １年平均値が3μg/㎥以下であること。 アクリロニトリル １年平均値が2μg/㎥以下であること。 

トリクロロエチレン １年平均値が130μg/㎥以下であること。 アセトアルデヒド １年平均値が120μg/㎥以下であること。 

テトラクロロエチレン １年平均値が200μg/㎥以下であること。 塩化ビニルモノマー １年平均値が10μg/㎥以下であること。 

ジクロロメタン １年平均値が150μg/㎥以下であること。 塩化メチル １年平均値が94μg/㎥以下であること。 

  クロロホルム １年平均値が18μg/㎥以下であること。 

  1,2-ジクロロエタン １年平均値が1.6μg/㎥以下であること。 

  水銀及びその化合物 １年平均値が40ngHg/㎥以下であること。 

  ニッケル化合物 １年平均値が25ngNi/㎥以下であること。 

  ヒ素及びその化合物 １年平均値が6ngAs/㎥以下であること。 

  1,3-ブタジエン １年平均値が2.5μg/㎥以下であること。 

  マンガン及びその化合物 １年平均値が140ngMn/㎥以下であること。 
 

 ⑶ 水質汚濁に関する環境基準及び指針値＜環境管理課＞ 

Ⅰ 人の健康の保護に関する環境基準 

項      目 基  準  値 対 象 区 域 備      考 

カ ド ミ ウ ム 0.003㎎/L以下 全公共用水域 １ 基準値は、年間平均値とする。た

だし、全シアンに係る基準値について

は、最高値とする。 

 

２ 「検出されないこと」とは、測定

した結果が定量限界を下回ることを

いう。 

全 シ ア ン 検出されないこと 〃 

鉛 0.01㎎/L以下 〃 

六 価 ク ロ ム 0.02㎎/L以下 〃 

砒 素 0.01㎎/L以下 〃 

総 水 銀 0.0005㎎/L以下 〃 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと 〃 

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと 〃 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02㎎/L以下 〃 

四 塩 化 炭 素 0.002㎎/L以下 〃 

1 , 2 - ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004㎎/L以下 〃 

1 , 1 - ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.1㎎/L以下 〃 

シス - 1 , 2 -ジクロロエチレン 0.04㎎/L以下 〃 

1 , 1 , 1 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン 1㎎/L以下 〃 

1 , 1 , 2 - ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.006㎎/L以下 〃 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01㎎/L以下 〃 

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01㎎/L以下 〃 

1 , 3 - ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 0.002㎎/L以下 〃 

チ ウ ラ ム 0.006㎎/L以下 〃 

シ マ ジ ン 0.003㎎/L以下 〃 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02㎎/L以下 〃 

ベ ン ゼ ン 0.01㎎/L以下 〃 

セ レ ン 0.01㎎/L以下 〃 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎/L以下 〃 

ふ っ 素 0.8㎎/L以下 海域を除いた全公共用水域 

ほ う 素 1㎎/L以下 〃 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05mg/L以下 全公共用水域 

※令和４年４月１日から、六価クロムの環境基準値が0.02mg/Lに見直されました。 
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Ⅱ 生活環境の保全に関する環境基準 

①河川（湖沼を除く。） 

ア 

項目 

 

 

 

類型 

利 用 目 的 の 適 応 性 

基       準       値 

水素ｲｵﾝ 

濃  度 

（ｐＨ） 

生物化学的 

酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌数 

ＡＡ 
水道１級、自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるも

の 

6.5以上 

8.5以下 
1㎎/L以下 25㎎/L以下 7.5㎎/L以上 20ＣＦＵ/100mL以下 

Ａ 
水道２級、水産１級、水浴及びＢ以下の欄に掲げる

もの 

6.5以上 

8.5以下 
2㎎/L以下 25㎎/L以下 7.5㎎/L以上 

300ＣＦＵ/100mL 

以下 

Ｂ 水道３級、水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの 
6.5以上 

8.5以下 
3㎎/L以下 25㎎/L以下 5㎎/L以上 

1,000ＣＦＵ/100mL 

以下 

Ｃ 
水産３級、工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるも

の 

6.5以上 

8.5以下 
5㎎/L以下 50㎎/L以下 5㎎/L以上 － 

Ｄ 工業用水２級、農業用水及びＥの欄に掲げるもの 
6.0以上 

8.5以下 
8㎎/L以下 100㎎/L以下 2㎎/L以上 － 

Ｅ 工業用水３級及び環境保全 
6.0以上 

8.5以下 
10㎎/L以下 

ごみ等の浮遊が

認められないこ

と 

2㎎/L以上 － 

備考）基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値のデータ値とする。 

 

注）１  自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

  ２  水  道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

      〃   ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃   ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

  ３  水    産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

      〃   ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

      〃   ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

  ４  工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃   ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

      〃   ３級：特殊の浄水操作を行うもの 

  ５  環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

※令和４年４月１日から、「大腸菌群数」は、「大腸菌数」に見直されました。 

 

イ 

項目 

 

 

 

類型 

水 生 生 物 の 生 息 状 況 の 適 応 性 

基 準 値 

全 亜 鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベ

ンゼンスル 

ホン酸及びその

塩(ＬＡＳ) 

生 物 Ａ イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 1μg/L以下 0.03mg/L以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生

育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L以下 0.6μg/L以下 0.02mg/L以下 

生 物 Ｂ コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 2μg/L以下 0.05mg/L以下 

生物特Ｂ 
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は

幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L以下 2μg/L以下 0.04mg/L以下 

備考）基準値は、年間平均値とする。 

 

②湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万㎥以上であり、かつ、水の滞留時間が４日以上である人工湖) 

ア 

項目 

 

 

 

類型 

利 用 目 的 の 適 応 性 

基       準       値 

水素ｲｵﾝ 

濃  度 

（ｐＨ） 

化 学 的 

酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌数 

ＡＡ 
水道１級、水産１級、自然環境保全及びＡ以下の欄に掲

げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
1㎎/L以下 1㎎/L以下 7.5㎎/L以上 

20ＣＦＵ/100mL 

以下 

Ａ 
水道２、３級、水産２級、水浴及びＢ以下の欄に掲げる

もの 

6.5以上 

8.5以下 
3㎎/L以下 5㎎/L以下 7.5㎎/L以上 

300ＣＦＵ/100mL 

以下 

Ｂ 
水産３級、工業用水１級、農業用水及びＣの欄に掲げる

もの 

6.5以上 

8.5以下 
5㎎/L以下 15㎎/L以下 5㎎/L以上 － 

Ｃ 工業用水２級及び環境保全 
6.0以上 

8.5以下 
8㎎/L以下 

ごみ等の浮遊が認

められないこと。 
2㎎/L以上 － 

備考）基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値のデータ値とする。 

   水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 
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注）１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

  ２ 水  道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

     〃２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作､又は､前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

  ３ 水  産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

      〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

      〃  ３級：コイ、フナ等、富栄養湖型の水域の水産生物用 

   ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

   ５ 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

※令和４年４月１日から、「大腸菌群数」は、「大腸菌数」に見直されました。 

 

イ 

項目 

 

類型   

利 用 目 的 の 適 応 性 
基  準  値 

全窒素 全燐 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1㎎/L以下 0.005㎎/L以下 

Ⅱ 水道１、２、３級（特殊なものを除く。）、水産１種、水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 0.2㎎/L以下 0.01㎎/L以下 

Ⅲ 水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4㎎/L以下 0.03㎎/L以下 

Ⅳ 水産２種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6㎎/L以下 0.05㎎/L以下 

Ⅴ 水産３種、工業用水、農業用水、環境保全 1㎎/L以下 0.1㎎/L以下 

備考）基準値は、年間平均値とする。 

 

注）１  自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

  ２ 水  道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

      〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

           （「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。) 

  ３  水    産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用 

      〃  ２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

      〃  ３種：コイ、フナ等の水産生物用 

  ４  環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

ウ 

項目 

 

 

類型 

水 生 生 物 の 生 息 状 況 の 適 応 性 

基 準 値 

全 亜 鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベンゼンスル 

ホン酸及びその塩(ＬＡＳ) 

生 物 Ａ 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息す

る水域 
0.03mg/L以下 1μg/L以下 0.03mg/L以下 

生物特Ａ 
生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼

稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L以下 0.6μg/L以下 0.02mg/L以下 

生 物 Ｂ コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 0.03mg/L以下 2μg/L以下 0.05mg/L以下 

生物特Ｂ 
生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 
0.03mg/L以下 2μg/L以下 0.04mg/L以下 

備考）基準値は、年間平均値とする。 

 

エ 

項目 

類型 
水 生 生 物 が 生 息 ・ 再 生 産 す る 場 の 適 応 性 

基 準 値 

底層溶存酸素量 

生物１ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素

耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 
4.0mg/L以上 

生物２ 
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段

階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 
3.0mg/L以上 

生物３ 
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐

性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 
2.0mg/L以上 

備考）基準値は、日間平均値とする。 
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 ⑷ 騒音に係る環境基準＜環境管理課＞ 

項   目 環   境   基   準 対 象 区 域 備      考 

環 

 

境 

 

騒 

 

音 

 

(*1) 

一般 

地域 

地 域 の 類 型 ・ 区 分 

基準値（デシベル） 

全 市 町 村 

（＊１）航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒

音には適用しない。 

（＊２）地域のうち、幹線交通を担う道路に近

接する空間については、左表にかかわらず、

特例として次の表の基準値の欄に掲げると

おりとする。 

昼間 

(6～22時) 

夜間 

(22～6時) 

ＡＡ（療養施設等が集合して設置され

ている地域など特に静穏を要す

る地域） 

50以下 40以下 

Ａ（専ら住居の要に供される地域） 55以下 45以下  

 

 

 

 

 

 

 

基  準  値  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ（主として住居の用に供される地域） 55以下 45以下 昼  間 夜  間 

Ｃ（相当数の住居とあわせて商業、工

業等に供される地域） 
60以下 50以下 

70デシベル以下 65デシベル以下 

備考：個別の住居等において騒音の影響を

受けやすい面の窓を主として閉め

た生活が営まれていると認められ

るときは、屋内へ透過する騒音に係

る基準（昼間にあっては45デシベル

以下、夜間にあっては40デシベル以

下）によることができる。 

道路に

面する

地域 

(*2) 

Ａ 地域のうち２車線以上の車線を有

する道路に面する地域 
60以下 55以下 

Ｂ 地域のうち２車線以上の車線を有

する道路に面する地域及びＣ地域

のうち車線を有する道路に面する

地域 

65以下 60以下 

航空機騒音 

地  域  の  類  型 基準値（Lden）(＊3) 
２市２町 

岐阜市、各務原市、 

岐南町、笠松町 

注１）「幹線交通を担う道路」とは、高速自動

車国道、一般国道、都道府県及び市町村

道(市町村道にあっては４車線以上の区

間に限る。) 並びに一般自動車道であっ

て都市計画法施行規則第７条第１項第１

号に定める自動車専用道路。 

注２）「幹線交通を担う道路に近接する空間」

とは、次の車線数の区分に応じ道路端か

らの距離により、以下のとおりとする。 

(1) ２車線以下の車線を有する幹線交通を

担う道路15メートル 

(2) ２車線を超える車線を有する幹線交通

を担う道路20メートル 

（＊３）平成25年４月１日から施行。 

Ⅰ（専ら住居の用に供される地域） 57以下 

Ⅱ（Ⅰ以外の地域であって通常の生活

を保全する必要がある地域） 
62以下 

新  幹  線 

鉄 道 騒 音 

地  域  の  類  型 基準値（デシベル） （東海道新幹線） 

２市３町 

大垣市、羽島市、垂井

町、関ヶ原町、安八町 

（リニア中央新幹線） 

３市１町 

中津川市、恵那市、可

児市、御嵩町 

Ⅰ（専ら住居の用に供される地域） 70以下 

Ⅱ（商工業の用に供される地域等Ⅰ以

外の地域であって通常の生活を保全

する必要がある地域） 

75以下 

 

⑸ 土壌の汚染に係る環境基準＜環境管理課＞ 

項   目 環 境 上 の 条 件 対 象 備   考 

カドミウム 

 

全シアン 

有機燐（りん） 

鉛 

六価クロム 

砒（ひ）素 

 

 

総水銀 

アルキル水銀 

ＰＣＢ 

銅 

 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

クロロエチレン 

（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 

1,2-ジクロロエタン 

1,1-ジクロロエチレン 

1,2-ジクロロエチレン 

1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

1,3-ジクロロプロペン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

ベンゼン 

セレン 

ふっ素 

ほう素 

1,4-ジオキサン 

検液１Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地に

おいては、米１kgにつき0.4㎎以下であること。 

検液中に検出されないこと。 

検液中に検出されないこと。 

検液１Lにつき0.01mg以下であること。 

検液１Lにつき0.05mg以下であること。 

検液１Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田

に限る。）においては、土壌１kgにつき15mg未満であ

ること。 

検液１Lにつき0.0005mg以下であること。 

検液中に検出されないこと。 

検液中に検出されないこと。 

農用地（田に限る。）において、土壌１kgにつき125mg

未満であること。 

検液１Lにつき0.02mg以下であること。 

検液１Lにつき0.002mg以下であること。 

検液１Lにつき0.002mg以下であること。 

 

検液１Lにつき0.004mg以下であること。 

検液１Lにつき0.1mg以下であること。 

検液１Lにつき0.04mg以下であること。 

検液１Lにつき１mg以下であること。 

検液１Lにつき0.006mg以下であること。 

検液１Lにつき0.01mg以下であること。 

検液１Lにつき0.01mg以下であること。 

検液１Lにつき0.002mg以下であること。 

検液１Lにつき0.006mg以下であること。 

検液１Lにつき0.003mg以下であること。 

検液１Lにつき0.02mg以下であること。 

検液１Lにつき0.01mg以下であること。 

検液１Lにつき0.01mg以下であること。 

検液１Lにつき0.8mg以下であること。 

検液１Lにつき１mg以下であること 

検液１Lにつき0.05mg以下であること。 

 汚染がもっぱ

ら自然的原因に

よることが明ら

かであると認め

られる場所及び

原材料の堆積

場、廃棄物の埋

立地その他の別

表の項目の欄に

掲げる項目に係

る物質の利用又

は処分を目的と

して現にこれら

を集積している

施設に係る土壌

については、適

用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 環境上の条件のうち検液中濃度に

係るものにあっては付表に定める方

法により検液を作成し、これを用い

て測定を行うものとする。 

２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒

（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及

びほう素に係る環境上の条件のうち

検液中濃度に係る値にあっては、汚

染土壌が地下水面から離れており、

かつ、原状において当該地下水中の

これらの物質の濃度がそれぞれ地下

水 １ L に つ き 0.003mg 、 0.01mg 、

0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、

0.8mg及び１mgを超えていない場合

には、それぞれ検液１ Lにつき

0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、

0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び３mgと

する。 

３「検液中に検出されないこと」とは、

測定方法の欄に掲げる方法により測

定した場合において、その結果が当

該方法の定量限界を下回ることをい

う。 

４ 有機燐（りん）とは、パラチオン、

メチルパラチオン、メチルジメトン

及びＥＰＮをいう。 

５ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、

日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は

5.3.2より測定されたシス体の濃度と

日本産業規格Ｋ0125の5.1、5.2又は

5.3.1により測定されたトランス体の

濃度の和とする。 
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⑹ 公共用水域に係る水質要監視項目＜環境管理課＞ 

ア 健康の保護に関する要監視項目               イ 水生生物保全に関する要監視項目 

項   目 指 針 値  項  目 水  域 類  型 指 針 値 

クロロホルム 

トランス-１,２-ジクロロエチレン 

１,２-ジクロロプロパン 

p-ジクロロベンゼン 

イソキサチオン 

ダイアジノン 

フェニトロチオン（ＭＥＰ） 

イソプロチオラン 

オキシン銅（有機銅） 

クロロタロニル（ＴＰＮ） 

プロピザミド 

ＥＰＮ 

ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 

イプロベンホス（ＩＢＰ） 

クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 

トルエン 

キシレン 

フタル酸ジエチルヘキシル 

ニッケル 

モリブデン 

アンチモン 

塩化ビニルモノマー 

エピクロロヒドリン 

全マンガン 

ウラン 

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及

びペルフルオロオクタン酸（PFOA） 

0.06mg/L以下 

0.04mg/L以下 

0.06mg/L以下 

0.2mg/L以下 

0.008mg/L以下 

0.005mg/L以下 

0.003mg/L以下 

0.04mg/L以下 

0.04mg/L以下 

0.05mg/L以下 

0.008mg/L以下 

0.006mg/L以下 

0.008mg/L以下 

0.03mg/L以下 

0.008mg/L以下 

－ 

0.6mg/L以下 

0.4mg/L以下 

0.06mg/L以下 

－ 

0.07mg/L以下 

0.02mg/L以下 

0.002mg/L以下 

0.0004mg/L以下 

0.2mg/L以下 

0.002mg/L以下 

0.00005mg/l以下 

（暫定）※ 

 

クロロホルム 河川及び湖沼 

生物Ａ 

生物特Ａ 

生物Ｂ 

生物特Ｂ 

0.7mg/L以下 

0.006mg/L以下 

3mg/L以下 

3mg/L以下 

 

フェノール 河川及び湖沼 

生物Ａ 

生物特Ａ 

生物Ｂ 

生物特Ｂ 

0.05mg/L以下 

0.01mg/L以下 

0.08mg/L以下 

0.01mg/L以下 

 

ホルムアルデヒド 河川及び湖沼 

生物Ａ 

生物特Ａ 

生物Ｂ 

生物特Ｂ 

1mg/L以下 

1mg/L以下 

1mg/L以下 

1mg/L以下 

 

4-t-オクチルフェ

ノール 
河川及び湖沼 

生物Ａ 

生物特Ａ 

生物Ｂ 

生物特Ｂ 

1μg/L以下 

0.7μg/L以下 

4μg/L以下 

3μg/L以下 

 

アニリン 河川及び湖沼 

生物Ａ 

生物特Ａ 

生物Ｂ 

生物特Ｂ 

0.02mg/L以下 

0.02mg/L以下 

0.02mg/L以下 

0.02mg/L以下 

 

2,4-ジクロロフェ

ノール 
河川及び湖沼 

生物Ａ 

生物特Ａ 

生物Ｂ 

生物特Ｂ 

0.03mg/L以下 

0.003mg/L以下 

0.03mg/L以下 

0.02mg/L以下 

 備考）類型は水生生物保全環境基準に同じ   

※PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及びPFOAの合計値とする。 

 

⑺ 地下水の水質汚濁に係る環境基準＜環境管理課＞            ⑻ 公共用水域等における農薬の水質評価指針＜環境管理課＞ 

項   目 基 準 値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項   目 種類 指 針 値 

カドミウム 
全シアン 
鉛 
六価クロム 
砒素 
総水銀 
アルキル水銀 
ＰＣＢ 
ジクロロメタン 
四塩化炭素 
クロロエチレン 
1,2-ジクロロエタン 
1,1-ジクロロエチレン 
1,2-ジクロロエチレン 
1,1,1-トリクロロエタン 
1,1,2-トリクロロエタン 
トリクロロエチレン 
テトラクロロエチレン 
1,3-ジクロロプロペン 
チウラム 
シマジン 
チオベンカルブ 
ベンゼン 
セレン 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 
ふっ素 
ほう素 
1,4-ジオキサン 

0.003㎎/L以下 
検出されないこと。 
0.01㎎/L以下 
0.02㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
0.0005㎎/L以下 
検出されないこと。 
検出されないこと。 
0.02㎎/L以下 
0.002㎎/L以下 
0.002㎎/L以下 
0.004㎎/L以下 
0.1㎎/L以下 
0.04㎎/L以下 
1㎎/L以下 
0.006㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
0.002㎎/L以下 
0.006㎎/L以下 
0.003㎎/L以下 
0.02㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
10㎎/L以下 
0.8㎎/L以下 
1㎎/L以下 
0.05㎎/L以下 

イプロジオン 
イミダクロプリド 
エトフェンプロックス 
エスプロカルブ 
エディフェンホス（ＥＤＤＰ） 
カルバリル（ＮＡＣ） 
クロルピリホス 
ジクロフェンチオン（ＥＣＰ） 
シメトリン 
トルクロホスメチル 
トリクロルホン 
トリシクラゾール 
ピリダフェンチオン 
フサライド 
ブタミホス 
ブプロフェジン 
プレチラクロール 
プロベナゾール 
ブロモブチド 
フルトラニル 
ペンシクロン 
ベンスリド（ＳＡＰ） 
ペンディメタリン 
マラチオン（マラソン） 
メフェナセット 
メプロニル 
モリネート 
 

殺菌剤 
殺虫剤 
殺虫剤 
除草剤 
殺菌剤 
殺虫剤 
殺虫剤 
殺虫剤 
除草剤 
殺菌剤 
殺虫剤 
殺菌剤 
殺虫剤 
殺菌剤 
除草剤 
殺虫剤 
除草剤 
殺菌剤 
除草剤 
殺菌剤 
殺菌剤 
除草剤 
除草剤 
殺虫剤 
除草剤 
殺菌剤 
除草剤 
 

0.3㎎/L以下 
0.2㎎/L以下 
0.08㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
0.006㎎/L以下 
0.05㎎/L以下 
0.03㎎/L以下 
0.006㎎/L以下 
0.06㎎/L以下 
0.2㎎/L以下 
0.03㎎/L以下 
0.1㎎/L以下 
0.002㎎/L以下 
0.1㎎/L以下 
0.004㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
0.04㎎/L以下 
0.05㎎/L以下 
0.04㎎/L以下 
0.2㎎/L以下 
0.04㎎/L以下 
0.1㎎/L以下 
0.1㎎/L以下 
0.01㎎/L以下 
0.009㎎/L以下 
0.1㎎/L以下 
0.005㎎/L以下 
 

 ※令和４年４月１日から、六価クロムの環境基準値が0.02mg/Lに見直されました。 

 

⑼ ダイオキシン類対策特別措置法における環境基準＜環境管理課＞ 

調 査 対 象 環  境  基  準 

大   気     ０．６pg-TEQ/㎥以下（年間平均値） 

公共用水域     １  pg-TEQ/L 以下（年間平均値） 

地 下 水     １  pg-TEQ/L 以下（年間平均値） 

土   壌 １，０００    pg-TEQ/g 以下（調査指標 ２５０pg-TEQ/g以下） 

底   質   １５０    pg-TEQ/g 以下 

水 生 生 物 設定されていない 
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⑽ ダイオキシン類対策特別措置法に係る特定施設の排出基準＜環境管理課＞ 

［排出ガス］                                                （単位：ng-TEQ/㎥N） 

種  類 施設規模（焼却能力） 新 設 施 設 既 設 施 設 

廃 棄 物 焼 却 炉 

４ t/h以上 0.1 １ 

２～４ t/h １ ５ 

２ t/h未満 ５ 10 

焼 結 炉 0.1 １ 

製 鋼 用 電 気 炉 0.5 ５ 

亜 鉛 回 収 施 設 １ 10 

ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 製 造 施 設 １ ５ 

 

［排出水］                                                                                                   （単位：pg-TEQ/Ｌ） 

 特 定 施 設 の 種 類 新 設 施 設 既 設 施 設 

１ クラフトパルプ等製造用塩素漂白施設 

１０ １０ 

２ カーバイト法アセチレン製造用アセチレン洗浄施設 

３ 硫酸カリウム製造用廃ガス洗浄施設 

４ アルミナ繊維製造用廃ガス洗浄施設 

５ 担体付き触媒製造用廃ガス洗浄施設 

６ 塩化ビニルモノマー製造用二塩化エチレン洗浄施設 

７ カプロラクタム製造用硫酸濃縮施設等 

８ クロロベンゼン、ジクロロベンゼン製造用水洗施設等 

９ ４－クロロフタル酸水素ナトリウム製造用ろ過施設等 

10 ２・３－ジクロロ－１・４－ナフトキノン製造用ろ過施設等 

11 ジオキサジンバイオレット製造用洗浄施設等 

12 アルミニウム合金製造用廃ガス洗浄施設等 

13 亜鉛回収用精製施設等 

14 担体付き触媒からの金属の回収用ろ過施設等 

15 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設等 

16 ＰＣＢ分解施設等 

17 フロン類の破壊用プラズマ反応施設等 

18 下水道終末処理施設 

19 １から17の施設から排出される水の処理施設 

※ｐｇ ：ピコグラム。１ピコグラムは、１兆分の１グラム 

※ｎｇ ：ナノグラム。１ナノグラムは、10億分の１グラム 

※ＴＥＱ：毒性等量。（Toxicity Equivalency Quantity） 

ダイオキシン類は223種類の物質の総称で、これらの内毒性のある物は29種類。29種類の物質の毒性は、強弱があり、その内の最も毒性

の強い１種類（2,3,7,8-TeCDD）の毒性を１（基準）としてダイオキシン類の量を毒性の強さで換算集計したもの。 

 

11 二酸化硫黄の年平均値の経年変化＜環境管理課＞                                    （単位：ppm） 

地 域 測定局名 
年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐  阜 

岐阜中央 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 

岐阜南部 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

岐阜北部 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

各 務 原 0.004 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 

本  巣 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

平  均 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 

西 濃 ・ 
羽  島 

羽  島 0.004 0.005 0.005 0.005 0.001 0.000 

大垣中央 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

大垣南部 0.003 0.002 0.001 0.002 0.001 0.000 

大垣西部 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

平  均 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 

揖  斐 揖    斐 - - 0.000 0.000 0.000 0.000 

可  茂 美濃加茂 0.003 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 

中  濃 関 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 

郡  上 郡  上 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

東濃西部 

笠  原 0.004 0.004 0.003 0.001 0.000 - 

県多治見 - - - - - 0.000 

瑞  浪 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

平  均 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 0.000 

恵 那 ・ 
中 津 川 

恵  那 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

中 津 川 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

平  均 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

下  呂 下  呂 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

飛  騨 高  山 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

乗   鞍  0.000 0.000 - 0.000 0.000 0.000 

県 平 均 ※  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 

※ 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とする 
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12 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化＜環境管理課＞                                 （単位：mg/m3） 

地 域 測定局名 
年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐  阜 

岐阜中央 0.013 0.012 0.011 0.012 0.012 0.012 

岐阜南部 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 

岐阜北部 0.009 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 

各 務 原 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

本  巣 0.015 0.014 0.012 0.012 0.013 0.013 

平  均 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.011 

西 濃 ・ 
羽  島 

羽  島 0.010 0.012 0.010 0.010 0.012 0.013 

大垣中央 0.017 0.017 0.017 0.017 0.014 0.014 

大垣南部 0.017 0.016 0.015 0.017 0.013 0.013 

大垣西部 0.015 0.014 0.011 0.012 0.010 0.011 

大垣赤坂 0.014 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 

平  均 0.016 0.014 0.013 0.014 0.013 0.013 

西濃南部 海  津 - - - - 0.012 0.010 

揖  斐 揖  斐 - - 0.010 0.011 0.011 0.010 

可  茂 美濃加茂 0.013 0.012 0.010 0.011 0.010 0.011 

中  濃 関 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 

郡  上 郡  上 0.008 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009 

東濃西部 

笠  原 0.012 0.010 0.010 0.010 0.010 - 

県多治見 - - - - - 0.012 

瑞  浪 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.011 

平  均 0.013 0.011 0.011 0.011 0.010 0.012 

恵 那 ・ 
中 津 川 

恵  那 0.012 0.011 0.010 0.011 0.010 0.011 

中 津 川 0.012 0.012 0.010 0.012 0.012 0.012 

平  均 0.012 0.012 0.010 0.012 0.011 0.012 

下  呂 下  呂 0.010 0.010 0.008 0.009 0.008 0.008 

飛  騨 高  山 0.008 0.011 0.009 0.009 0.009 0.010 

乗   鞍  0.005 0.004 ‐ 0.003 0.003 0.006 

県 平 均 ※  0.013 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011 

岐 阜 明 徳自 排 0.012 0.012 0.011 0.012 0.011 0.010 

大 垣 自 排  0.017 0.014 0.013 0.015 0.015 - 

可 児 自 排  0.013 0.012 0.010 0.011 0.011 0.011 

土 岐 自 排  0.018 0.016 0.012 0.013 0.012 0.012 

※ 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く 

 

13 二酸化窒素の年平均値の経年変化＜環境管理課＞                                    （単位：ppm） 

地 域 測定局名 
年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐  阜 

岐阜中央 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 

岐阜南部 0.010 0.008 0.009 0.009 0.009 0.007 

岐阜北部 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 

各 務 原 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 

本  巣 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 

平  均 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 

西 濃 ・ 
羽  島 

羽  島 0.010 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

大垣中央 0.008 0.009 0.008 0.008 0.008 0.006 

大垣南部 0.008 0.009 0.007 0.007 0.007 0.006 

平  均 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 

揖  斐 揖  斐 - - 0.003 0.003 0.003 0.003 

可  茂 美濃加茂 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

中  濃 関 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 

郡  上 郡  上 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 

東濃西部 
笠  原 0.007 0.005 0.005 0.005 0.005 - 

県多治見 - - - - - 0.007 

恵 那 ・ 
中 津 川 

恵  那 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 

中 津 川 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 

平  均 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 

下  呂 下  呂 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

飛  騨 高  山 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 

乗   鞍 0.001 0.001 - 0.001 0.001 0.005 

県 平 均 ※ 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 

岐 阜 明 徳自 排 0.008 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 

大 垣 自 排 0.010 0.009 0.009 0.008 0.007 - 

可 児 自 排 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 

土 岐 自 排 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 

※ 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く 
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14 二酸化窒素の日平均値の年間98％値の経年変化＜環境管理課＞                              （単位：ppm） 

地 域 測定局名 
年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐  阜 

岐阜中央 0.016 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 

岐阜南部 0.021 0.016 0.018 0.019 0.018 0.015 

岐阜北部 0.011 0.010 0.010 0.010 0.009 0.007 

各 務 原 0.014 0.012 0.012 0.012 0.010 0.010 

本  巣 0.014 0.013 0.012 0.013 0.013 0.013 

平  均 0.015 0.013 0.013 0.013 0.012 0.011 

西 濃 ・ 
羽 島  

羽  島 0.020 0.018 0.015 0.016 0.014 0.014 

大垣中央 0.017 0.016 0.014 0.016 0.016 0.012 

大垣南部 0.017 0.016 0.014 0.014 0.013 0.013 

平  均 0.017 0.017 0.014 0.015 0.014 0.013 

揖  斐 揖  斐 - - 0.006 0.008 0.007 0.007 

可  茂 美濃加茂 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 

中  濃 関 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.009 

郡  上 郡  上 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 

東濃西部 
笠  原 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 - 

県多治見 - - - - - 0.018 

恵 那 ・ 
中 津 川 

恵  那 0.014 0.014 0.013 0.012 0.015 0.013 

中 津 川 0.014 0.014 0.012 0.011 0.012 0.010 

平  均 0.014 0.014 0.013 0.012 0.014 0.012 

下  呂 下  呂 0.006 0.006 0.007 0.005 0.005 0.006 

飛  騨 高  山 0.015 0.019 0.016 0.014 0.014 0.015 

乗   鞍  0.002 0.002 - 0.002 0.001 0.019 

県 平 均 ※  0.014 0.013 0.012 0.011 0.011 0.011 

岐 阜 明 徳自 排 0.017 0.014 0.013 0.013 0.012 0.012 

大 垣 自 排  0.019 0.017 0.015 0.016 0.014 - 

可 児 自 排  0.018 0.019 0.017 0.016 0.015 0.015 

土 岐 自 排  0.022 0.022 0.021 0.020 0.018 0.018 

※ 長期的評価の適用測定局の年間98%値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く 

 

15 光化学オキシダントの環境基準非適合率の経年変化＜環境管理課＞                            （単位：％） 

地 域 測定局名 
年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐  阜 

岐阜中央 25.1 20.3 20.3 20.8 18.9 21.4 

岐阜南部 21.9 18.4 21.1 22.2 23.4 26.0 

岐阜北部 14.9 18.4 18.1 19.5 15.8 18.6 

各 務 原 21.9 18.6 21.1 27.9 27.3 39.7 

本  巣 23.0 20.8 21.4 19.2 17.8 19.2 

平  均 21.6 19.3 20.4 21.9 20.6 25.0 

西 濃 ・ 
羽  島 

羽  島 1.1 22.2 14.5 24.6 24.9 19.7 

大垣中央 20.8 21.5 17.6 18.1 28.7 21.9 

大垣南部 19.1 17.8 17.7 15.6 17.2 24.4 

平  均 19.9 20.5 16.6 19.4 23.6 22.0 

西濃南部 海  津 - - - - 24.3 27.7 

揖  斐 揖  斐 - - 20.8 17.0 16.9 23.3 

可  茂 美濃加茂 21.3 17.3 20.8 17.3 21.3 23.3 

中  濃 関 21.3 18.4 18.4 19.7 18.6 23.6 

郡  上 郡  上 3.2 12.6 11.2 11.2 12.3 13.4 

東濃西部 

笠  原 24.9 23.6 24.1 25.8 25.4 - 

県多治見 - - - - - 27.3 

瑞  浪 - 2.4 21.4 23.8 29.5 29.6 

平  均 24.9 23.6 22.7 24.8 27.5 28.5 

恵 那 ・ 
中 津 川 

恵  那 22.4 19.2 13.4 18.6 16.7 17.3 

中 津 川 21.3 17.0 14.2 20.0 16.4 17.6 

平  均 21.9 18.1 13.8 19.3 16.6 17.5 

下  呂 下  呂 15.7 10.1 8.2 10.7 11.2 12.1 

飛  騨 高  山 8.2 5.1 3.7 7.7 10.1 10.4 

県 平 均 ※  20.1 17.6 17.1 19.0 19.8 21.9 

※ 各測定局の環境基準比適合率から算出した値 

注）環境基準比適合率とは、昼間の１時間値が0.06ppmを超えた日数を昼間測定日数で除した割合である。 

 

16 岐阜県における光化学スモッグ予報等発令状況＜環境管理課＞ 

⑴ 光化学スモッグ注意報発令日数の経年変化（昭和59年度～令和６年度） 
年度 

月 
S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 

8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 1 4 2 4 
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年度 
月 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 計 

        

        

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1         

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5         

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4         

7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9         

8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10         

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3         

計 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 32         

 

⑵ 光化学スモッグ予報等発令状況（平成24年度～令和６年度） 

年  度 
予     報 注  意  報 

発令月日 発令地域 時刻 
発令時濃度 

(ppm) 
発令月日 発令地域 時刻 

発令時濃度 
(ppm) 

被害届出人数 

H24 発令なし 7.28 
西濃・羽島 15:00 0.120 0 

東濃西部 15:00 0.139 0 

H25 5.14 東濃西部 14:00 0.104 発令なし 

H26 5.30 
岐阜 14:10 0.114 発令なし 

可茂 14:20 0.111 発令なし 

H27 8.8 
岐阜 14:00 0.114 

発令なし 
可茂 14:00 0.103 

H28 

5.24 

岐阜 13:00 0.114 

発令なし 
西濃・羽島 13:00 0.102 

可茂 13:00 0.107 

東濃西部 13:00 0.104 

7.21 東濃西部 15:00 0.117 発令なし 

8.18 東濃西部 12:00 0.105 8.18 東濃西部 14:00 0.128 0 

H29 発令なし 発令なし 

H30 

6.25 
東濃西部 14:00 0.109 

発令なし 
中濃 14:00 0.103 

7.19 
東濃西部 15:00 0.105 

発令なし 
西濃・羽島 14:00 0.111 

7.25 
東濃西部 14:00 0.114 

発令なし 
西濃・羽島 14:00 0.108 

発令なし 8.4 東濃西部 15:00 0.145 0 

R1 

5.24 岐阜 11:00 0.102 発令なし 

5.26 岐阜 14:00 0.115 発令なし 

5.27 

岐阜 12:00 0.115 
5.27 

岐阜 13:00 0.131 0 

西濃・羽島 12:00 0.105 西濃・羽島 16:00 0.126 0 

可茂 12:00 0.104 発令なし 

中濃 12:00 0.107 5.27 中濃 13:00 0.120 0 

東濃西部 12:00 0.106 
発令なし 

恵那・中津川 12:00 0.101 

R2 
6.4 

中濃 13:05 0.104 6.4 中濃 15:30 0.122 2 

西濃・羽島 14:05 0.113 
発令なし 

岐阜 14:40 0.109 

6.5 東濃西部 14:30 0.101 発令なし 

R3 6.10 
岐阜 13:20 0.114 

発令なし 
中濃 13:20 0.109 

R4 発令なし 発令なし 

R5 

5.18 

岐阜 12:50 0.102 

5.18 

岐阜 14:10 0.128 0 

西濃・羽島 13:20 0.117 西濃・羽島 14:10 0.135 0 

中濃 13:20 0.118 中濃 14:10 0.129 2 

      西濃南部 14:10 0.126 0 

6.19 東濃西部 15:20 0.111 発令なし 

7.7 西濃・羽島 13:20 0.102 発令なし 

8.21 西濃・羽島 14:40 0.104 発令なし 

R6 
6.14 

岐阜 15:40 0.119 

発令なし 可茂 15:40 0.100 

東濃西部 15:40 0.104 

発令なし 8.2 西濃南部 14:50 0.135 0 

※ 予報発令基準：0.100ppm以上、注意報発令基準：0.120ppm 

 

17 一酸化炭素の年平均値の経年変化＜環境管理課＞                                    （単位：ppm） 

測 定 局 名 
年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐 阜 明 徳 自 排 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

土 岐 自 排 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

県 平 均 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 
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18 炭化水素の６～９時３時間平均値の経年変化＜環境管理課＞                              （単位：ppmC） 

測定 
局名 

測定項目 
年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐阜 
南部 

非 メ タ ン 0.12 0.11 0.08 0.08 0.08 0.08 

メ タ ン 1.96 1.96 1.99 1.99 2.00 2.00 

全炭化水素 2.08 2.07 2.07 2.07 2.08 2.08 

本巣 

非 メ タ ン 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 

メ タ ン 1.98 2.00 2.04 2.01 2.04 2.03 

全炭化水素 2.07 2.08 2.12 2.09 2.12 2.11 

 

19 降下ばいじん量の測定結果＜環境管理課＞                                            （令和６年度） 

測  定  地  点 
年平均値 

（ｔ/k㎡/月） 

月  間  値 
実施主体 最高値 

（ｔ/k㎡/月） 
最高値の出現月 

大 垣 市 

大垣市役所 1.9 3.9 ５月 

大 垣 市 

中川変電所 1.4 3.2 ４月 

赤坂町地内 6.4 9.9 ２月 

昼飯奥溜池 2.9 3.8 ５月、２月 

赤坂地区センター駐車場 2.8 5.8 ６月 

あおいこども園 1.7 3.4 ５月 

深池町地内 1.6 2.5 ４月、５月 

本 巣 市 

山口地内 5.9 12.0 １０月 

本 巣 市 

曽井中島地内１ 2.4 6.5 ４月 

曽井中島地内２ 2.6 5.8 ４月 

曽井中島地内３ 2.2 5.2 ４月 

文殊地内１ 1.5 5.3 ４月 

曽井中島地内４ 1.9 5.4 ４月 

文殊地内２ 1.5 5.2 ４月 

石神地内１ 5.7 19.9 ９月 

石神地内２ 9.2 36.0 ５月 

可 児 市 

今渡南小学校 1.7 3.5 ４月 

可 児 市 

土田小学校 2.0 3.7 ４月 

東明小学校 1.6 2.9 ４月 

桜ケ丘小学校 1.7 3.0 ４月 

兼山保育園 1.6 3.0 ７月 

 

20 微小粒子状物質（PM2.5）の年平均値の経年変化＜環境管理課＞                            （単位：μg/㎥） 

地 域 測定局名 
 年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐  阜 

岐阜中央 8.0 8.2 6.8 7.6 8.9 9.6 

岐阜南部 10.5 9.9 8.8 8.9 9.3 9.4 

岐阜北部 9.3 10.2 7.4 7.6 7.1 7.4 

各 務 原 6.2 5.6 4.6 6.6 6.0 5.9 

本  巣 9.2 8.3 7.6 8.0 7.9 8.1 

平  均 8.6 8.4 7.0 7.7 7.8 8.1 

西 濃 ・ 

羽  島 

羽  島 5.4 7.3 5.5 7.2 7.4 9.3 

大垣中央 8.6 8.2 6.9 6.8 7.1 8.9 

平  均 8.6 7.8 6.2 7.0 7.3 9.1 

西濃南部 海  津 - - - - 7.3 7.1 

揖  斐 揖  斐 - - 6.4 5.6 4.0 5.8 

可  茂 美濃加茂 7.3 6.7 5.4 5.8 7.4 6.2 

中  濃 関 10.1 11.1 10.3 12.1 8.8 8.4 

郡  上 郡  上 5.2 6.5 5.9 6.1 6.0 6.3 

東濃西部 
笠  原 7.2 6.7 4.8 5.7 7.7 - 

県多治見 - - - - - 8.1 

恵 那 ・ 

中 津 川 

恵  那 8.8 8.0 7.3 7.5 7.5 7.9 

中 津 川 10.0 8.4 7.4 8.0 7.9 8.0 

平  均 9.4 8.2 7.4 7.8 7.8 8.0 

下  呂 下  呂 6.4 5.9 5.3 5.6 5.5 5.6 

飛  騨 高  山 5.3 5.2 4.3 4.4 7.0 7.1 

県 平 均 ※ 8.2 7.7 6.5 7.1 7.2 7.6 

可 児 自 排  7.3 6.7 4.9 4.8 6.0 9.7 

土 岐 自 排  7.1 6.9 5.2 5.4 6.3 10.4 

※ 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く 
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21 微小粒子状物質（PM2.5）の日平均値の98％値の経年変化＜環境管理課＞                        （単位：μg/㎥） 

地 域 測定局名 
 年      度 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

岐  阜 

岐阜中央 23.3 23.2 15.1 18.2 20.7 22.5 

岐阜南部 27.3 24.6 19.4 20.3 21.6 24.0 

岐阜北部 22.8 25.3 18.0 17.8 17.0 18.8 

各 務 原 23.0 19.7 14.1 17.3 17.9 18.9 

本  巣 23.5 22.3 17.1 18.0 18.1 21.0 

平  均 24.0 23.0 16.7 18.3 19.1 21.0 

西 濃 ・ 

羽  島 

羽  島 14.3 21.3 17.1 18.4 20.5 23.5 

大垣中央 25.0 24.6 16.5 16.9 18.5 21.7 

平  均 25.0 23.0 16.8 17.7 19.5 22.6 

西濃南部 海  津 - - - - 18.2 18.6 

揖  斐 揖  斐 - - 15.8 15.9 9.3 17.6 

可  茂 美濃加茂 24.2 22.5 14.7 15.2 18.2 16.6 

中  濃 関 24.0 27.0 20.0 26.1 21.4 22.0 

郡  上 郡  上 11.2 21.8 14.8 15.1 15.1 16.5 

東濃西部 
笠  原 23.6 21.5 13.5 15.3 18.4 - 

県多治見 - - - - - 18.8 

恵 那 ・ 

中 津 川 

恵  那 23.3 24.1 16.2 17.2 17.5 17.3 

中 津 川 24.1 23.7 16.9 17.9 18.9 18.8 

平  均 23.7 23.9 16.6 17.6 18.2 18.1 

下  呂 下  呂 19.2 20.0 13.3 14.2 13.9 15.0 

飛  騨 高  山 16.8 21.8 12.4 12.8 15.5 16.2 

県 平 均 ※  23.1 22.9 15.9 17.3 17.7 19.3 

可 児 自 排  23.2 21.8 13.0 14.3 16.7 24.0 

土 岐 自 排  25.7 23.8 14.0 14.7 17.4 21.8 

※ 長期的評価の適用測定局の年平均値から算出した値とし、自動車排出ガス測定局を除く 

 

22 微小粒子状物質（PM2.5）成分分析結果＜環境管理課＞                                 （令和６年度） 

測定局 測定日 
質量濃度 各成分の割合（％） 

μg/m3 Cl- NO3- SO42- Na+ NH4+ K+ Mg2+ Ca2+ OC EC 金属 その他 

羽島 

R6.5.9～R6.5.23 8.4 0.5  2.7  20.6  1.3  5.5  0.5  0.1  0.8  33.9  8.4  1.3  24.6  

R6.7.18～R6.8.1 9.3 0.3  2.1  25.4  1.3  8.4  0.5  0.0  0.6  44.6  0.0  0.7  16.0  

R6.10.17～R6.10.31 7.8 0.4  3.5  14.4  1.3  5.2  0.9  0.0  0.6  39.5  4.7  1.1  28.2  

R7.1.18～R7.2.1 8.1 1.6  11.8  21.8  1.0  11.9  1.0  0.0  0.8  31.8  3.7  1.0  13.7  

海津 

R6.5.9～R6.5.23 7.4 0.2  1.2  21.8  1.3  4.4  0.5  0.1  0.7  33.1  5.4  1.5  29.9  

R6.7.18～R6.8.1 8.9 0.2  1.4  24.4  1.0  8.8  0.3  0.0  0.3  29.5  1.8  0.7  31.6  

R6.10.17～R6.10.31 6.6 0.2  2.9  18.1  1.4  6.0  0.7  0.0  0.5  35.5  4.3  1.3  29.0  

R7.1.18～R7.2.1 10.8 1.7  11.2  21.5  0.8  10.5  3.5  0.0  0.5  20.5  7.9  1.2  20.9  

※ 金属成分は、Na、K、Caを除いた無機元素成分の緩和。その他は、質量濃度から各成文濃度を引いた残り。 

 

23 大気環境測定車による環境調査結果＜環境管理課＞ 

一般環境調査                                                     （令和６年度） 

調査地点 
調査 

期間 

二酸化硫黄 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダント 一酸化炭素 微小粒子状物質（PM2.5） 

１時間値 
の最高値 

１日平均値 
の2%除外値 

年平均値 
１時間値 
の最高値 

１日平均値 
の2%除外値 

年平均値 
１時間値 
の最高値 

１日平均値 
の98%値 

年平均値 
昼間の 
１時間値 
の最高値 

昼間の 
年平均値 

１時間値 
の最高値 

１日平均値 
の2%除外値 

年平均値 
１時間値 
の最高値 

１日平均値 
の98%値 

年平均値 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (ppm) (ppm) (μg/m3) 

川辺町役場 

5/13～
8/5 

0.009 0.002 0.001 0.049 0.026 0.011 0.029 0.006 0.003 0.130 0.035 0.7 0.3 0.2 37 15.1 7.1 

8/19～
10/15 

10/28～
1/20 

1/27～
3/10 

備考）光化学オキシダントの「昼間」は、午前５時から午後８時までをいう。 

 

24 ばい煙、ＶＯＣ及び粉じん発生施設の届出状況＜環境管理課＞                           （令和７年３月末） 

        区分 
 
市郡別 

大気汚染防止法に基づくもの 県公害防止条例に基づくもの 

ばい煙発生施設 VOC排出施設 粉じん発生施設 水銀排出施設 ばい煙発生施設 粉じん発生施設 

事業場数 施設数 事業場数 施設数 事業場数 施設数 事業場数 施設数 事業場数 施設数 事業場数 施設数 

岐 阜 市 118 269 1 1 13 59 8 12 0 0 57 194 

大 垣 市 90 288 2 2 17 88 3 6 1 12 49 193 

高 山 市 142 299 1 1 21 102 3 8 2 2 30 119 

多 治 見 市 101 203 0 0 23 112 1 2 0 0 59 162 

関 市 79 155 1 1 10 37 3 6 0 0 107 252 

中 津 川 市 53 131 2 7 23 44 2 3 0 0 55 257 

美 濃 市 25 45 0 0 4 9 1 1 0 0 17 60 

瑞 浪 市 36 69 1 2 6 17 1 2 0 0 28 104 

羽 島 市 43 102 1 1 4 4 2 3 0 0 18 43 
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恵 那 市 74 135 1 3 13 27 4 5 0 0 30 91 

美濃加茂市 39 141 3 14 4 4 1 1 1 23 22 66 

土 岐 市 97 168 0 0 3 7 3 5 0 0 68 261 

各 務 原 市 79 215 2 12 21 61 1 3 0 0 48 168 

可 児 市 51 142 3 5 5 21 2 4 1 6 29 272 

山 県 市 21 30 1 3 2 2 1 2 0 0 52 87 

瑞 穂 市 27 90 0 0 4 17 2 2 0 0 11 23 

飛 騨 市 40 71 0 0 11 35 4 8 0 0 19 67 

本 巣 市 37 99 0 0 8 38 1 2 0 0 18 72 

郡 上 市 53 108 0 0 15 61 2 3 0 0 21 66 

下 呂 市 64 105 0 0 10 32 2 4 0 0 16 53 

海 津 市 38 74 0 0 8 49 0 0 0 0 20 52 

（ 市 計 ） 1,307 2,939 19 52 225 826 47 82 5 43 774 2,662 

岐 南 町 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 14 50 

笠 松 町 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 8 35 

養 老 町 24 45 0 0 1 5 1 2 0 0 8 23 

垂 井 町 25 48 1 2 1 1 1 2 0 0 4 28 

関 ケ 原 町 5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 6 31 

神 戸 町 17 41 1 3 1 1 0 0 1 1 18 57 

輪 之 内 町 11 23 0 0 1 1 0 0 0 0 6 9 

安 八 町 14 42 0 0 2 2 1 1 0 0 2 6 

揖 斐 川 町 25 69 0 0 15 52 0 0 0 0 26 95 

大 野 町 24 47 0 0 8 24 4 6 0 0 24 48 

池 田 町 11 38 0 0 3 3 0 0 1 1 2 7 

北 方 町 8 25 1 1 1 1 0 0 0 0 3 5 

坂 祝 町 3 12 0 0 7 58 0 0 0 0 5 31 

富 加 町 4 12 0 0 2 3 0 0 0 0 4 10 

川 辺 町 9 27 0 0 1 1 0 0 0 0 8 23 

七 宗 町 7 11 0 0 3 6 0 0 0 0 3 16 

八 百 津 町 10 18 0 0 3 43 0 0 0 0 4 9 

白 川 町 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 

東 白 川 村 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

御 嵩 町 17 59 0 0 2 7 0 0 0 0 8 89 

白 川 村 9 10 0 0 5 17 0 0 0 0 10 22 

（町村計） 266 605 4 7 56 225 7 11 2 2 168 605 
合 計 1,573 3,544 23 59 281 1,051 54 93 7 45 942 3,267 

 

25 河川底質の調査結果＜環境管理課＞ 

水域名 河川名 地点名 年度 強熱減量 
(％) 

平均粒径 
(mm) 

ＰＣＢ 
(mg/kg) 

長良川 

伊自良川 竹 橋 
R5 8.3 0.09 0.01未満 

R6 1.4 0.35 0.01未満 

境川 境 川 橋 
R5 1.2 0.29 0.01未満 

R6 1.0 0.37 0.01未満 

荒田川 出 村 
R5 8.3 0.10 0.22 

R6 9.0 0.10 0.09 

 

26 地下水質の測定結果＜環境管理課＞ 

 概況調査及び定期モニタリング調査 

⑴ 調査方法 

①メッシュ方式による全項目調査（岐阜市以外） 

県下を２kmメッシュで区分し、重要度１以上のメッシュについてメッシュ毎に事業場等の立地状況等を勘案のうえ、調査井戸を１井戸選定し、調査を実

施する。令和６年度は44メッシュを調査対象とした。 

②岐阜市内の調査 

岐阜市内を2.5km～５kmメッシュで区分し、メッシュ毎に事業場等の立地状況等を勘案のうえ、調査井戸を１井戸選定し、調査を実施する。令和６年度

は23メッシュを調査対象とした。 

③国土交通省中部地方整備局による調査 

３地点（大垣市古宮町、羽島市桑原町大須、海津市海津町五町）を調査対象とした。 

④モニタリング調査 

過去に汚染の確認された64井戸について調査を実施した。岐阜市内においては１井戸について調査を実施した。 

⑤汚染井戸周辺地区調査（過去判明分） 

定期モニタリング調査を実施している井戸のうち３年以上継続して基準に適合している井戸等について、汚染範囲の再評価をするための調査を実施した。 

 

⑵ 調査地域 

＜概況調査＞ 

岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、 

瑞穂市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、垂井町、神戸町、安八町、揖斐川町、大野町、七宗町、八百津町、白川町 

＜定期モニタリング調査＞ 

六価クロム：関市（３地点）、可児市 

砒 素：岐阜市、大垣市（３地点）、高山市（２地点）、下呂市（２地点）、海津市(３地点)、養老町（２地点） 

総水銀：多治見市（３地点）、可児市（２地点） 

四塩化炭素：各務原市 
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トリクロロエチレン：多治見市（２地点）、関市、各務原市 

テトラクロロエチレン：多治見市（２地点）、土岐市、各務原市、山県市（２地点） 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素：関市、中津川市、瑞浪市（２地点）、恵那市、美濃加茂市（２地点）、各務原市、可児市、 

御嵩町 

       ふっ素：高山市（６地点）、多治見市（３地点）、瑞浪市（４地点）、恵那市（３地点）、土岐市（３地点）、 

        郡上市（２地点）、御嵩町、白川村（２地点） 

       ほう素：高山市、可児市、郡上市 

※同一地点で複数項目の基準超過がある場合がある。 

＜汚染井戸周辺地区調査（過去判明分）＞ 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素：可児市、御嵩町 

 

⑶ 調査時期 

     令和６年７月～令和６年12月 

 

⑷ 調査項目（①～③） 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、 

1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、 

1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、 

シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン、 

クロロエチレン（28項目） 

 

⑸ 調査結果 

    別表のとおり  
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27 公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定状況＜環境管理課＞                令和７年３月末現在 
1 生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型指定         
○河川     ○湖沼    

水      域 該当類型 達成期間 指定年月日  水      域 該当類型 達成期間 指定年月日 

木 
 

曽 
 

川 
 

水 
 

域 

木 曽 川 上 流 (落合ダムより上流) ＡＡ イ 昭４５. ９. １  揖斐川 横山ダム貯水池 (奥いび湖) Ａ及びⅢ イ 平１５. ３.２７ 
木 曽 川 中 流 (落合ダムから犬山頭首工まで) Ａ ロ 〃  揖斐川 徳山ダム貯水池 (徳山湖） Ａ及びⅡ イ 令 ３. ４. １ 
木 曽 川 下 流 (犬山頭首工より下流) Ａ イ 平１４. ７.１５  庄 川 境川ダム貯水池 (桂湖) Ａ及びⅡ イ 平１３. ３.３０ 

飛 騨 川 上 流 (下呂市かじか橋より上流) ＡＡ イ 昭４６. ５.２５  備考）１ 達成期間「イ」は、直ちに達成 
飛 騨 川 下 流 (下呂市かじか橋より下流) Ａ イ 〃  「ロ」は、５年以内で可及的すみやかに達成 
川 上 川 (全域) Ａ イ 昭５０. ９.１２  ２ 横山ダム貯水池及び境川ダム貯水池は、全窒素については、当分の間適用しない。 
落 合 川 (全域) Ａ イ 〃   

中 津 川 上 流 (中川橋より上流) Ａ イ 〃  ２ 水生生物の保全に係る水質環境基準の水域類型指定 
中 津 川 下 流 (中川橋より下流) Ｃ イ 平２０. ６.１３  ○河川 

付 知 川 (全域) Ａ イ 昭５０. ９.１２  水      域 該当類型 達成期間 指定年月日 
阿 木 川 上 流 (恵那大橋より上流) Ａ イ 〃  

木
曽
川
水
域 

木 曽 川 ( １ ) (中濃大橋より上流) 生物Ａ イ 平２１.１１.３０ 
阿 木 川 下 流 (恵那大橋より下流) Ｃ イ 昭５７. ３. ２  木 曽 川 ( ２ ) (中濃大橋より下流) 生物Ｂ イ 〃 
中 野 方 川 (全域) Ａ イ 昭５８. ３.１５  飛 騨 川 上 流 (高根第一ダムより上流) 生物特Ａ イ 平２８. ３.１５ 
可 児 川 上 流 (久々利川合流点より上流) Ｂ イ 昭５０. ９.１２  飛 騨 川 下 流 (高根第一ダムより下流) 生物Ａ イ 〃 
可 児 川 下 流 (久々利川合流点より下流) Ｃ イ 〃  川 上 川 (全域) 生物Ａ イ 平２７. ３.２７ 
加 茂 川 (全域) Ｂ ロ 昭５０. ９.１２  落 合 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
新 境 川 上 流 (東泉橋より上流) Ｂ イ 昭５７. ３. ２  中 津 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
新 境 川 下 流 (東泉橋より下流) Ｃ イ 平１５. ３.３１  付 知 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
小 坂 川 (全域) ＡＡ イ 昭５８. ３.１５  阿 木 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
馬 瀬 川 (全域) ＡＡ イ 昭５０. ９.１２  中 野 方 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
白 川 (全域) ＡＡ イ 平１２. ３.３１  可 児 川 (全域) 生物Ｂ イ 平２６. ３.１４ 
黒 川 (全域) ＡＡ イ 平１４. ３.２９  加 茂 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 

長 
 

良 
 

川 
 

水 
 

域 

長 良 川 上 流 (吉田川合流点より上流) ＡＡ イ 昭４６. ５.２５  新 境 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
長 良 川 中 流 (吉田川合流点から伊自良川合流点まで) Ａ イ 〃  小 坂 川 (全域) 生物特Ａ イ 平２８. ３.１５ 
長 良 川 下 流 (伊自良川合流点より下流) Ａ イ 平１４. ７.１５  馬 瀬 川 上 流 (岩屋ダムより上流) 生物特Ａ イ 〃 
吉 田 川 (全域) ＡＡ イ 昭５６. ４. ７  馬 瀬 川 下 流 (岩屋ダムより下流) 生物Ａ イ 〃 
板 取 川 (全域) ＡＡ イ 平１１. ４. １  白 川 (全域) 生物特Ａ イ 〃 
津 保 川 (全域) Ａ イ 昭４６. ５.２５  黒 川 (全域) 生物特Ａ イ 〃 
武 儀 川 (全域) Ａ イ 昭４６. ５.２５  

長 

良 

川 

水 

域 

長 良 川 ( １ ) (藍川橋より上流) 生物Ａ イ 平２１.１１.３０ 
伊 自 良 川 上 流 (鳥羽川合流点より上流) Ａ イ 昭６１. ３.２８  長 良 川 ( ２ ) (藍川橋より下流) 生物Ｂ イ 〃 
伊 自 良 川 下 流 (鳥羽川合流点より下流) Ｃ イ 昭４６. ５.２５  吉 田 川 (全域) 生物特Ａ イ 平２５. ３.１９ 
鳥 羽 川 (全域) Ｂ イ 平１１. ４. １  板 取 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
糸 貫 川 (乙井樋門より下流) Ｃ イ 平２３. ３. ４  津 保 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
荒 田 川 (全域) Ｂ イ 平１０. ３.１０  武 儀 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
境 川 上 流 (新荒田川合流点より上流) Ｃ イ 平２１. ２.２７  伊 自 良 川 (全域) 生物Ｂ イ 平２６. ３.１４ 
桑 原 川 (全域) Ｃ イ 昭５６. ４. ７  鳥 羽 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 

揖 
 

斐 
 

川 
 

水 
 

域 

揖 斐 川 ( １ ) (岡島橋より上流) ＡＡ イ 昭４７. １１.６  糸 貫 川 (乙井樋門より下流) 生物Ｂ イ 〃 
揖 斐 川 ( ２ ) (岡島橋から牧田川合流点まで) ＡＡ イ 平１４. ７.１５  荒 田 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
揖 斐 川 ( ３ ) (牧田川合流点から多度川合流点まで) Ａ イ 〃  境 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
根 尾 川 (全域) ＡＡ イ 昭４７. ３.３０  桑 原 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
三 水 川 (全域) Ａ イ 昭５７. ３. ２  

揖 

斐 

川 

水 

系 

揖 斐 川 上 流 (岡島橋より上流) 生物Ａ イ 平２１.１１.３０ 
粕 川 (全域) ＡＡ イ 昭４８. ３.３０  揖 斐 川 下 流 (岡島橋より下流) 生物Ｂ イ 〃 
水 門 川 (全域) Ｃ イ 平２２. ３.１２  粕 川 (全域） 生物Ａ イ 平２９. ３.２４ 
相 川 (全域) Ｂ イ 昭４８. ３.３０  根 尾 川 上 流 (山口頭首工より上流） 生物Ａ イ 〃 
杭 瀬 川 (全域) Ａ イ 〃  根 尾 川 下 流 (山口頭首工より下流） 生物Ｂ イ 〃 
牧 田 川 上 流 (広瀬橋より上流) ＡＡ イ 平１１. ４. １  三 水 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
牧 田 川 中 流 (広瀬橋から水門川合流点まで) Ａ イ 〃  牧 田 川 上 流 (広瀬橋より上流） 生物Ａ イ 〃 
牧 田 川 下 流 (水門川合流点より下流) Ｃ イ 昭６２. ３. ６  牧 田 川 下 流 (広瀬橋より下流） 生物Ｂ イ 〃 
津 屋 川 (全域) Ｂ イ 昭５７. ３. ２  杭 瀬 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 

庄
内
川(

土
岐
川)

水
域 

庄 内 川 上 流 (小里川合流点より上流) Ａ イ 昭４６. ５.２５  相 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
庄 内 川 中 流 (小里川合流点より下流) Ｂ イ 平１３. ３.３１  水 門 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
小 里 川 (全域) Ｂ イ 〃  津 屋 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
肥 田 川 (全域) Ｂ イ 昭５０. ９.１２  

庄
内
川(

土
岐
川)

水
域 

庄内川(土岐川) (県境より上流) 生物Ｂ イ 平２７. ３.２７ 
妻 木 川 (全域) Ｂ イ 平１４. ３.２９  小 里 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
笠 原 川 (全域) Ａ イ 平１０. ３.１０  肥 田 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 

矢
作
川
水
域 

矢 作 川 最 上 流 (矢作ダムより上流) ＡＡ イ 昭４８. ７.１８  妻 木 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
矢 作 川 上 流 (矢作ダムから明治用水頭首工まで) Ａ イ 昭４５. ９. １  笠 原 川 (全域) 生物Ｂ イ 〃 
上 村 川 (全域) ＡＡ イ 昭４８. ７.１８  

矢
作
川
水
域 

矢 作 川 (矢作ダムより上流) 生物Ａ イ 平２７. ３.２７ 
明 智 川 (全域) Ａ イ 〃  矢 作 川 (矢作ダムより下流) 生物Ｂ イ 〃 
阿 妻 川 (全域) Ａ イ 〃  上 村 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 

神
通
川(

宮
川)

水
域 

神通川（宮川）上流 (常泉寺川合流点より上流) ＡＡ イ 昭４７. ３.３１  明 智 川 (全域) 生物Ａ イ 〃 
神通川（宮川）下流 (常泉寺川合流点より下流) Ａ イ 〃  阿 妻 川 (県境より上流) 生物Ａ イ 〃 
高 原 川 上 流 (飛騨市浅井田堰堤より上流) ＡＡ イ 〃  

神
通
川(

宮
川)

水
域 

神通川（宮川） (県境より上流) 生物Ａ イ 平２８. ３.１５ 
高 原 川 下 流 (飛騨市浅井田堰堤より下流) ＡＡ イ 平１４. ３.２９  高 原 川 上 流 (浅井田堰堤より上流) 生物特Ａ イ 〃 
川 上 川 (全域) Ａ イ 昭５１. ４.２０  高 原 川 下 流 (浅井田堰堤より下流) 生物Ａ イ 〃 
小 八 賀 川 (全域) ＡＡ イ 平１２. ３.３１  川 上 川 (全域) 生物特Ａ イ 〃 
荒 城 川 (全域) Ａ イ 昭５１. ４.２０  小 八 賀 川 (全域) 生物特Ａ イ 〃 
小 鳥 川 (全域) Ａ イ 〃  荒 城 川 (全域) 生物特Ａ イ 〃 

庄川 
水域 

庄 川 (県境より上流) Ａ イ 昭５２. ２. １ 
 小 鳥 川 上 流 (下小鳥ダムより上流) 生物特Ａ イ 〃 
 小 鳥 川 下 流 (下小鳥ダムより下流) 生物Ａ イ 〃 

       庄川 
水域 

庄 川 上 流 (牧戸橋より上流) 生物特Ａ イ 〃 
       庄 川 下 流 (牧戸橋から県境まで) 生物Ａ イ 〃 
             
       ○湖沼  
       水         域 該当類型 達成期間 指定年月日 
       揖斐川 横山ダム (奥いび湖) 湖沼生物Ａ イ 平２１.１１.３０ 
       備考）１ 達成期間「イ」は、直ちに達成 

 

28 水質関係の水域別・業種別の特定事業場数＜環境管理課＞                           （令和７年３月末現在） 

水域名  

水  質  汚  濁  防  止  法 県公害防止条例 

畜

産 

食

品 

染

色 

製

紙 

出

版 

化

学 

生

コ

ン 

窯

業 

砕

石 

機 

械 

表
面
処
理 

メ

�

キ 

旅

館 

洗

た

く 

車
両
洗
浄 

試
験
研
究 

し
尿
処
理 

下

水

道 

そ

の

他 

計 

写
真
製
版 

ス
プ
レ
� 

段
ボ
�
ル 

畜

産 

給

油

所 

吹

付

け 

石

材 

計 

木曽川 
事業場数 260 216 6 8 7 4 47 8 31 24 52 10 555 107 260 17 309 25 176 2,122 5 10 5 390 462 18 3 893 

構成比（％） 12.3 10.2 0.3 0.4 0.3 0.2 2.2 0.4 1.5 1.1 2.5 0.5 26.2 5.0 12.3 0.8 14.6 1.2 8.3 100.0 0.6 1.1 0.6 43.7 51.7 2.0 0.3 100.0 

長良川 
事業場数 238 227 29 23 39 20 96 5 16 36 96 34 349 265 481 49 289 27 231 2,550 14     442 580 26 4 1,066 

構成比（％） 9.3 8.9 1.1 0.9 1.5 0.8 3.8 0.2 0.6 1.4 3.8 1.3 13.7 10.4 18.9 1.9 11.3 1.1 9.1 100.0 1.3     41.5 54.4 2.4 0.4 100.0 

揖斐川 
事業場数 83 188 15 4 17 22 55   23 12 50 8 151 123 201 10 247 18 116 1,343 8   2 143 265 15 73 506 

構成比（％） 6.2 14.0 1.1 0.3 1.3 1.6 4.1   1.7 0.9 3.7 0.6 11.2 9.2 15.0 0.7 18.4 1.3 8.6 100.0 1.6   0.4 28.3 52.4 3.0 14.4 100.0 

土岐川 
事業場数 33 117   2 13 2 17 179 3 1 5 3 72 47 132 16 53 6 54 755 5 67 6 50 251 1 3 383 

構成比（％） 4.4 15.5   0.3 1.7 0.3 2.3 23.7 0.4 0.1 0.7 0.4 9.5 6.2 17.5 2.1 7.0 0.8 7.2 100.0 1.3 17.5 1.6 13.1 65.5 0.3 0.8 100.0 

矢作川 
事業場数 15 12         1 5 1       17 5 3   10 2 3 74 3 2   10 10 1   26 

構成比（％） 20.3 16.2         1.4 6.8 1.4       23.0 6.8 4.1   13.5 2.7 4.1 100.0 11.5 7.7   38.5 38.5 3.8   100.0 

神通川 
事業場数 174 98 1   5 4 34   14 3 2   522 44 80 15 25 12 53 1,086 7     202 157 1   367 

構成比（％） 16.0 9.0 0.1   0.5 0.4 3.1   1.3 0.3 0.2   48.1 4.1 7.4 1.4 2.3 1.1 4.9 100.0 1.9     55.0 42.8 0.3   100.0 

庄 川 
事業場数 9 11         12   5       127 2 1   1 4 5 177       5 1     6 

構成比（％） 5.1 6.2         6.8   2.8       71.8 1.1 0.6   0.6 2.3 2.8 100.0       83.3 16.7     100.0 

九頭竜川 
事業場数                         7       1   2 10       7 1     8 

構成比（％）                         70.0       10.0   20.0 100.0       87.5 12.5     100.0 

合計 
事業場数 812 869 51 37 81 52 262 197 93 76 205 55 1,800 593 1,158 107 935 94 640 8,117 42 79 13 1,249 1,727 62 83 3,255 

構成比（％） 10.0 10.7 0.6 0.5 1.0 0.6 3.2 2.4 1.1 0.9 2.5 0.7 22.2 7.3 14.3 1.3 11.5 1.2 7.9 100.0 1.3 2.4 0.4 38.4 53.1 1.9 2.5 100.0 
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29 水質関係の水域別・業種別の排水基準適用特定事業場数＜環境管理課＞                     （令和７年３月末現在） 

水域名   

水  質  汚  濁  防  止  法 県公害防止条例 

畜

産 

食

品 

染

色 

製

紙 

出

版 

化

学 

生
コ
ン 

窯

業 

砕

石 

機

械 

表
面
処
理 

メ
�
キ 

旅

館 

洗
た
く 

車
両
洗
浄 

試
験
研
究 

し
尿
処
理 

下
水
道 

そ
の
他 

計 

写
真
製
版 

ス
プ
レ
� 

段
ボ
�
ル 

畜

産 

給
油
所 

吹
付
け 

石

材 

計 

木曽川 
事業場数 1 8 2 6   2 1 2 5 3 8 5 8 1   1 63 16 21 153   1   2   4   7 

構成比（％） 0.7 5.2 1.3 3.9   1.3 0.7 1.3 3.3 2.0 5.2 3.3 5.2 0.7   0.7 41.2 10.5 13.7 100   14.3   28.6   57.1   100 

長良川 
事業場数 4 27 15 15 1 7 10 1 2 4 14 18 27 10 7 22 115 26 37 362 2         5   7 

構成比（％） 1.1 7.5 4.1 4.1 0.3 1.9 2.8 0.3 0.6 1.1 3.9 5.0 7.5 2.8 1.9 6.1 31.8 7.2 10.2 100 28.6         71.4   100 

揖斐川 
事業場数   17 10 3   14       4 14 4 4 1     90 18 14 193 1     1   2 24 28 

構成比（％）   8.8 5.2 1.6   7.3       2.1 7.3 2.1 2.1 0.5     46.6 9.3 7.3 100 1.0     1.0   3.0 24.0 29 

土岐川 
事業場数           2 1 11     1 2         18 6 5 46   3 1 1 1     6 

構成比（％）           4.3 2.2 23.9     2.2 4.3         39.1 13.0 10.9 100   50.0 16.7 16.7 16.7     100 

矢作川 
事業場数               2 1       2       4 2   11   2           2 

構成比（％）               18.2 9.1       18.2       36.4 18.2   100   100.0           100 

神通川 
事業場数 2 3       3 7   1 2     54 1 1   21 12 8 115       2       2 

構成比（％） 1.7 2.6       2.6 6.1   0.9 1.7     47.0 0.9 0.9   18.3 10.4 7.0 100       100.0        100  

庄 川 
事業場数             8   3       6         4 1 22             4 4 

構成比（％）             36.4   13.6       27.3         18.2 4.5 100             100.0  100  

九頭竜川 
事業場数                         1       1   2 4                 

構成比（％）                         25.0       25.0   50.0 100                 

合計 
事業場数 7 55 27 24 1 28 27 16 12 13 37 29 102 13 8 23 312 84 88 906 3 6 1 6 1 11 28 56 

構成比（％） 0.8 6.1 3.0 2.6 0.1 3.1 3.0 1.8 1.3 1.4 4.1 3.2 11.3 1.4 0.9 2.5 34.4 9.3 9.7 100 5.4 10.7 1.8 10.7 1.8 19.6 50.0 100 

 

30 水質関係の市郡別・業種別の特定事業場数＜環境管理課＞                           （令和７年３月末現在） 

  
 合計 
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201 岐阜市 903 17 56 10 1 26 4 6   2 3 12 6 71 107 172 30 8 4 76 611 4     12 267 9   292 

202 大垣市 755 16 72 7 1 10 10 7   2 4 24 7 68 70 137 8 52 4 55 554 5     39 118 6 33 201 

203 高山市 1,330 138 92 1   4 1 21   9       545 36 64 12 31 11 46 1,011 7     193 118 1   319 

204 多治見市 448 1 35   1 6 1 12 36 3 1 2 1 27 21 62 8 19 3 28 267 2 50   4 122   3 181 

205 関 市 494 30 30 1 4 2 1 12   2 14 31 11 31 25 56 4 39 7 30 330 3     103 58     164 

206 中津川市 735 75 64   3 3 1 16   14 5 10 5 137 23 56 3 44 9 30 498 2   1 120 105 9   237 

207 美濃市 164 11 7 1 15     5     1 2 4 23 10 11 1 17 3 6 117 5     21 20   1 47 

208 瑞浪市 303 25 17     6 1 6 76   1 2   29 12 33 3 12 1 19 243 2 2   20 35   1 60 

209 羽島市 326 26 21 4   1 2 5     1 1   19 25 34 2 24 1 20 186       72 66 2   140 

210 恵那市 529 54 99 2 2 1   7 17 2   10 3 68 17 39 3 35 6 20 385 3 4 6 59 68 4   144 

211 美濃加茂市 305 17 19       2 4   2 3 11 1 29 15 38 2 36 1 27 207       30 66 2   98 

212 土岐市 324 4 21   1 1 1 3 59   3 3 1 27 11 45 6 18 1 8 213 1 15 2 10 83     111 

213 各務原市 449 19 26 6   3 1 4 4 5 13 15 1 36 34 74 4 71 1 43 360       14 71 4   89 

214 可児市 296 13 14   1   1 11 2   6 8 2 18 14 46 5 66 1 25 233   3 1 13 44 1 1 63 

215 山県市 195 13 13 1   1   2       5 8 8 9 13 1 18 1 5 98       71 21 5   97 

216 瑞穂市 175 2 7 1 3 1 2 11   1 1 4 3 3 14 20 1 35 2 19 130 2     15 26   2 45 

217 飛騨市 356 60 20     1 3 17   6 3 2   105 12 18 3 11 4 11 276       39 41     80 

218 本巣市 233 21 10 1   3 3 14   4 2 1   12 9 26 1 51 2 8 168       29 33 3   65 

219 郡上市 530 75 38     2 1 23   6 1 8   179 12 19   43 7 19 433       71 26     97 

220 下呂市 484 51 23     1 1 2   6   3   169 11 29 2 30 8 16 352 1     69 59 2 1 132 

221 海津市 244 33 40 1 1     9   5 2 5   8 7 17   21 5 10 164       39 38 2 1 80 

302 岐南町 93 1 2 1   1   2           8 13 30 1 6   12 77         14 2   16 

303 笠松町 79 2 7 6   1 1 1       1   9 8 5 1 5   10 57 1     1 18 2   22 

341 養老町 204 10 38 1   1   5   1   7   15 6 10 1 28 1 14 138       40 16 2 8 66 

361 垂井町 102 4 5 2 2 3         2 4   9 6 12   25 1 6 81       2 15 1 3 21 

362 関ケ原町 50 1 3 1             1 3 1 11   4   10 1   36       1 11   2 14 

381 神戸町 70 2 8 2     2 6   3 1 2   2 3 4   11 1 4 51 2     2 8 1 6 19 

382 輪之内町 42 3 3 1     1 2       3     5 4   7 1 1 31       5 6     11 

383 安八町 68 3 2       5 2       4   9 8 8   10 1 8 60       3 2 2 1 8 

401 揖斐川町 144 6 10         12   5 2     24 5 9   44 1 6 124       3 13   4 20 

403 大野町 101 5 2     1   7   4   4   3 8 8 2 20   8 72 1   1 2 19 1 5 29 

404 池田町 85 3 6       4 2     1 2   1 6 10   22 1 5 63       1 11   10 22 

421 北方町 80 4 10 1   2 1 2     1     2 13 12   7 1 9 65       4 11     15 

501 坂祝町 47 4 1             1   2   5 2 3   8   2 28       16 2 1   19 

502 富加町 123 35 5       1 6       4 1   1 4   8 1 4 70       47 5   1 53 

503 川辺町 53 3 5   1     1   3   2   1 2 6   1   8 33 1 1   9 9     20 

504 七宗町 36 4 2             1 1     5 2 3   6   2 26         10     10 

505 八百津町 89 5 14         2     1 4   7 2 4 1 8   1 49       21 19     40 

506 白川町 95 5 8         2   1 1     12 2 3   8   4 46       29 20     49 

507 東白川村 33 1 5         1           7   1   2     17       9 7     16 

521 御嵩町 115 9 5   1   1 1 3   1 4   5 6 9 2 18   12 77   4 1 8 25     38 

604 白川村 85 1 4         11   5       53 1       2 3 80       3 2     5 

   11,372 812 869 51 37 81 52 262 197 93 76 205 55 1,800 593 1,158 107 935 94 640 8,117 42 79 12 1,249 1,728 62 83 3,255 

 

31 水質関係の市郡別・業種別の排水基準適用特定事業場数＜環境管理課＞                      （令和７年３月末現在） 

   合計 
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201 岐阜市 101 1 9 2 1 1 1     2 2 4 6 10 8   22 8 4 16 97 2         2   4 

202 大垣市 69   1 5 1   6       1 9 4 3       16 4 3 53           1 15 16 

203 高山市 95 1 2         5           55 2 1   12 10 7 95                 

204 多治見市 12           1 1 2                 1 3 2 10   1     1     2 

205 関 市 58 1 4   3             3 4 1       28 7 6 57       1       1 

206 中津川市 47   4   2         4   1 2 2       17 9 4 45           2   2 
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207 美濃市 29       8     1     1 1 1 1 1     12 3   29                 

208 瑞浪市 17             1 4                 7 1 3 16       1       1 

209 羽島市 16   3 3     1 1       1   3 1     1 1   15           1   1 

210 恵那市 37 1     2       3 1   3 2 4       10 6 1 33   2 1     1   4 

211 美濃加茂市 16   2       2       1 2           6 1 2 16                 

212 土岐市 20           1   4     1 1         9 1 1 18   2           2 

213 各務原市 35   3 4     1   3 1 3 2   1     1 12 1 2 34           1   1 

214 可児市 21   1   1     1       1 2         9 1 5 21                 

215 山県市 19   1 1               1 5 1       9 1   19                 

216 瑞穂市 21   2 1 3   1 3         2         7 1 1 21                 

217 飛騨市 31 1 1       3 3   1 2     2       11 4 1 29       2       2 

218 本巣市 38   3       3                 6   20 2 2 36           2   2 

219 郡上市 55   1         2           8       27 7 10 55                 

220 下呂市 2                         2             2                 

221 海津市 22   3 1 1     1           1       8 5 1 21             1 1 

302 岐南町 8 1   1                   3   1       2 8                 

303 笠松町 11 1 2 5                   1       1   1 11                 

341 養老町 28   3 1               2           13 1 2 22       1     5 6 

361 垂井町 15   1 1 1           1 1           7 1 2 15                 

362 関ケ原町 4     1                           1 1   3             1 1 

381 神戸町 10   1 1     1                     3 1   7             3 3 

382 輪之内町 4   1       1                     1 1   4                 

383 安八町 11   1       3         2             1 2 9           1 1 2 

401 揖斐川町 26   1         1     2             19 1 2 26                 

403 大野町 10   1                 1     1     4   1 8 1           1 2 

404 池田町 22   3       2             1       12 1 2 21             1 1 

421 北方町 2           1                       1   2                 

501 坂祝町 5                         1       4     5                 

502 富加町 7                     1           4 1 1 7                 

503 川辺町 4       1                         1   1 3   1           1 

504 七宗町 2                                 2     2                 

505 八百津町 4                     1           2   1 4                 

506 白川町 5                                 3   1 4       1       1 

507 東白川村 1                                 1     1                 

521 御嵩町 8   1                             4   3 8                 

604 白川村 14             7   3       2         2   14                 

   962 7 55 27 24 1 28 27 16 12 13 37 29 102 13 8 23 312 84 88 906 3 6 1 6 1 11 28 56 

 

32  日平均排水量400㎥以上の水域別・業種別の特定事業場数＜環境管理課＞                     （令和７年３月末現在） 

水域名 
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木曽川 1 1 1 6   2 1   4 1 3 3 1     1 12 22   59           3   3 

長良川   8 5 14   4 4 1   1 5 2 1 2     24 25 4 100           1   1 

揖斐川   8 7 3   10       2 8 2 1       10 17 5 73           1 9 10 

土岐川                                 1 6   7                 

矢作川                 1                 2   3                 

神通川 1         3 3     1     4       4 10 2 28       1       1 

庄 川             2   2                 3   7                 

九頭竜川                                                         

合計 2 17 13 23   19 10 1 7 5 16 7 7 2   1 51 85 11 277       1   5 9 15 

 

33  りん、窒素に係る排水基準の対象湖沼＜環境管理課＞ 

⑴ りんに係る排水基準の対象湖沼                                      （令和７年３月末現在） 

湖  沼  名 市 町 村 流域面積（㎢） 湖面積（㎢） 
打上ダム貯水池（水嶺湖） 大垣市 1 0.3 

秋神ダム貯水池（秋神貯水池） 高山市 83 0.7 

朝日ダム貯水池（朝日貯水池） 高山市 225 1.0 

高根第一ダム貯水池（高根乗鞍湖） 高山市 125 1.2 

高根第二ダム貯水池 高山市 173 0.5 

御母衣ダム貯水池（御母衣湖） 高山市、白川村 396 8.8 

阿木川ダム貯水池（阿木川湖） 中津川市、恵那市 82 1.6 

東野防災ため池（保古の湖） 中津川市、恵那市 2 0.1 

松野防災ため池（松野湖） 瑞浪市 6 0.3 

岩村ダム貯水池（三森山湖） 恵那市 2 0.02 

恵那中部ため池（小沢ため池） 恵那市 7 0.1 

矢作ダム貯水池（奥矢作湖） 恵那市、豊田市（愛知県） 505 2.7 

蜂屋ダム調整池 美濃加茂市 0.2 0.07 

下小鳥ダム貯水池 飛騨市 186 2.8 

山田防災ダム貯水池（山田湖） 飛騨市 14 0.1 

上大須ダム貯水池 本巣市 12 0.5 

阿多岐ダム貯水池（阿多岐紅葉湖） 郡上市 16 0.1 

岩屋ダム貯水池（東仙峡金山湖） 下呂市 1,035 4.3 

大ヶ洞ダム貯水池（はぎの湖） 下呂市 4 0.04 

藤古川ダム貯水池 関ケ原町 57 0.04 

横山ダム貯水池 揖斐川町 471 1.7 

前沢防災ため池 御嵩町 5 0.2 

大白川ダム貯水池（白水湖） 白川村 20 0.7 

鳩谷ダム貯水池 白川村 580 1.4 

境川ダム貯水池（桂湖） 白川村、南砺市（富山県） 38 1.6 
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⑵ 窒素に係る排水基準の対象湖沼 

湖  沼  名 市 町 村 流域面積（㎢） 湖面積（㎢） 

打上ダム貯水池（水嶺湖） 大垣市 1 0.3 

秋神ダム貯水池（秋神貯水池） 高山市 83 0.7 

朝日ダム貯水池（朝日貯水池） 高山市 225 1.0 

高根第一ダム貯水池（高根乗鞍湖） 高山市 125 1.2 

御母衣ダム貯水池（御母衣湖） 高山市、白川村 396 8.8 

東野防災ため池（保古の湖） 中津川市、恵那市 2 0.1 

恵那中部ため池（小沢ため池） 恵那市 7 0.1 

山田防災ダム貯水池（山田湖） 飛騨市 14 0.1 

阿多岐ダム貯水池（阿多岐紅葉湖） 郡上市 16 0.1 

岩屋ダム貯水池（東仙峡金山湖） 下呂市 1,035 4.3 

前沢防災ため池 御嵩町 5 0.2 

 

34 水生生物調査（カワゲラウオッチング）の概要＜環境管理課＞ 

⑴ 調査参加人数等の推移                                                  

年  度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

団 体 数 95 - - 76 81 87 

参 加 人 数 
（延べ参加人数） 

4,902 
(5,524) 

- 
（-） 

- 
（-） 

3,670 
(3,823) 

3,459 
(3,686) 

3,869 
(4,248) 

河 川 数 70 - - 49 60 63 

地 点 数 
（延べ地点数） 

101 
(110) 

- 
（-） 

- 
（-） 

75 
(80) 

85 
(90) 

89 
(96) 

＊令和２年度及び令和３年度は集計なし。 

 

⑵ 水質階級別の地点数等 

水 質 階 級 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 Ⅰ：きれいな水 

 Ⅱ：ややきれいな水 

 Ⅲ：きたない水 

 Ⅳ：大変きたない水 

岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 

地点数 割合(％) 地点数 割合(％) 地点数 割合(％) 地点数 割合(％) 

Ⅰ - - 49 61.3 51 56.7 61 63.5 

Ⅱ - - 24 30.0 31 34.4 29 30.2 

Ⅲ - - 6 7.5 6 6.7 2 2.1 

Ⅳ - - 0 0 1 1.1 3 3.1 

不明(指標生物見つからず) - - 1 1.2 1 1.1 1 1.0 

計 - - 80 100.0 90 100.0 96 100.0 

＊調査方法：「川の生きものを調べよう －水生生物による水質判定－」 環境省・国土交通省 編 

＊四捨五入による端数処理のため内数の合計が100％にならないことがある。 

＊令和３年度は集計なし。 

 

35 地盤沈下の状況＜環境管理課＞ 

⑴ 地盤沈下域面積の経年変化（㎢：岐阜県）（基準日：11月1日） 

年間沈下量 ４９年 ５０年 ５１年 ５２年 ５３年 ５４年 ５５年 ５６年 

１㎝以上２㎝未満 － 約 12 約 ４ 約 15 約 ６ 約 ０ 約 １ 約 ０ 

２㎝以上４㎝未満 約 148 約 1.4   ０   ０ 約 ０ 約 ０ 約 ０ 約 ０ 

４㎝以上 約 0.9   ０   ０   ０   ０   ０   ０   ０ 

 

年間沈下量 ５７年 ５８年 ５９年 ６０年 ６１年 ６２年 ６３年 平成元年 

１㎝以上２㎝未満 ０ 約 25 約 ６ 約 ０ ０ 約 ９ 約 ０ 約 19 

２㎝以上４㎝未満 ０ 約 ０ 約 ０ 約 ０ ０ 約 ０   ０ 約 ０ 

４㎝以上 ０   ０   ０   ０ ０   ０   ０   ０ 

 

年間沈下量 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 

１㎝以上２㎝未満 約 ０ 約 ７ 約 27 ０ 約 254 約 ０ 約 ０ 約 ０ 

２㎝以上４㎝未満 約 ０   ０ 約 ０ ０ 約 24 約 ０ 約 ０   ０ 

４㎝以上   ０   ０   ０ ０ 約 ０   ０   ０   ０ 
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年間沈下量 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 

１㎝以上２㎝未満 約 53 約 21 ０ 約 ８ 約 38 ０ 約 ０ 約 ０ 

２㎝以上４㎝未満 約 ３ 約 ０ ０   ０   ０ ０   ０   ０ 

４㎝以上   ０   ０ ０   ０   ０ ０   ０   ０ 

 

年間沈下量 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 

１㎝以上２㎝未満 約 12 約 ０ 約 ０ 約 ０ ０ 約 ０ 約 ０ ０ 

２㎝以上４㎝未満   ０   ０   ０   ０ ０   ０   ０ ０ 

４㎝以上   ０   ０   ０   ０ ０   ０   ０ ０ 

 

年間沈下量 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 Ｒ元年 Ｒ２年 Ｒ３年 

１㎝以上２㎝未満 約 ０ ０ 約 ０ ０ 約 ０ 約 ０ 約 ０ ０ 

２㎝以上４㎝未満   ０ ０   ０ ０   ０ ０   ０ ０ 

４㎝以上   ０ ０   ０ ０   ０ ０   ０ ０ 

 

年間沈下量 Ｒ４年 Ｒ５年 Ｒ６年      

１㎝以上２㎝未満 ０ 約 ０ ０      

２㎝以上４㎝未満 ０   ０ ０      

４㎝以上 ０   ０ ０      

 

⑵ 累積沈下量の大きい水準点（観測開始～令和６年11月：岐阜県） 

順 位 水準点名 累積沈下量(cm) 所  在  地 

１ 帆 引 78.91 海津市海津町帆引新田 

２ 桑原（基） 50.57 羽島市桑原町小藪 

３ 桑 原 47.54 羽島市中小薮 

４ 秋 江 43.41 海津市海津町秋江 

５ 金 廻 42.29 海津市海津町金廻 

 

⑶ 過去５年間の累積沈下量の大きい水準点（令和２年11月～令和６年11月：岐阜県） 

順 位 水準点名 累積沈下量(cm) 所  在  地 

１ 上 流 I L - 1 3.53 安八郡輪之内町松内 

２ 桑 原 3.17 羽島市中小薮 

３ 上 流 I R - 1 3.03 養老郡養老町大巻 

４ 下流 IR-25 2.61 養老郡養老町大巻 

５ 上 流 I L - 5 2.59 安八郡輪之内町福束新田 

 

⑷ 年間沈下量の大きい水準点（令和５年11月～令和６年11月：岐阜県） 

順 位 水準点名 累積沈下量(cm) 所  在  地 

１ 下流IL-20 0.76 海津市海津町安田新田 

２ 桑 原 0.75 羽島市中小薮 

３ 上 流 I R - 1 0.69 養老郡養老町大巻 

４ G28 0.68 海津市海津町鹿野 

５ G31 0.66 海津市海津町深浜中 

 

36 一般環境騒音の測定結果＜環境管理課＞                                       （令和６年度） 

備考）１ 昼間（午前６時～午後10時）の一般環境における環境基準の達成状況である。 
   ２ 累計Ａ：専ら住居の用に供される地域 
     累計Ｂ：主として住居の用に供される地域 
     累計Ｃ：相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 

 
一般地域の区分 

Ａ類型 Ｂ類型 Ｃ類型 計 

測定地点数 27 72 43 142 

基準値内 24 67 41 132 

超過 3 5 2 10 

達成率 88.9％ 93.1％ 95.3％ 93.0％ 

資

料

― 127 ―



資            料 

37 航空機騒音の測定結果＜環境管理課＞                                        （令和６年度） 

測 定 地 点 類 型 騒 音 値（Lden) 年 間 値 

岐阜市前一色1-2-1  Ⅰ 
春季 51 

52    
秋季 53 

各務原市那加東亜町1-1  Ⅰ  
春季 58 

59  ※  
秋季 59 

岐阜市水海道1-16-13  Ⅱ  
春季 54 

55    
秋季 55 

岐阜市高田5  Ⅱ  
春季 52 

55    
秋季 58 

岐阜市岩地4-1  Ⅱ  
春季 48 

48  
秋季 47 

各務原市那加桜町1-69 Ⅱ 通年測定 65 ※ 

各務原市三井東町4-32  Ⅱ  
春季 62 

61  
 

秋季 59 

各務原市鵜沼朝日町2-384-１  Ⅱ  
春季 55 

58    
秋季 60 

羽島郡岐南町徳田8-97  Ⅱ  
春季 39 

39    
秋季 39 

羽島郡笠松町中野229 Ⅱ 
春季 42 

41  
秋季 40 

備考）１ 類型の区分は次のとおりである。 

     Ⅰ･･････専ら住居の用に供される地域 

     Ⅱ･･････Ⅰ以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある地域 

   ２ Ｌdenとは、「時間帯補正等価騒音レベル」と呼ばれ、昼間、夕方、夜間の時間帯に重みを付けて求めた１日の等価騒音レベルのことである。 

   ３ ※は、環境基準を超えるものであり、それぞれの類型の環境基準は次のとおりである。 

     Ⅰ･･････５７以下 

     Ⅱ･･････６２以下 

 

38 新幹線鉄道騒音の測定結果＜環境管理課＞ 

測定地点 類型 
音圧レベル（デシベル） 

25m（軌道までの距離） 

羽島市下中町加賀野井 Ⅰ 72 ※ 

羽島市上中町長間字村前556番地1  Ⅰ 71 ※ 

羽島市舟橋町5丁目37番地 Ⅱ 71  

羽島市舟橋町3  Ⅱ 72  

安八郡安八町氷取金沼（個人宅） Ⅰ 71 ※ 

安八郡安八町氷取金沼（商店） Ⅰ 71 ※ 

安八郡安八町大明神字大道南 Ⅰ 73 ※ 

安八郡安八町大明神野方 Ⅰ 71 ※ 

大垣市平町川向 Ⅰ 72 ※ 

大垣市新田町2 Ⅱ 71  

大垣市青柳町1 Ⅱ 71  

大垣市十六町 Ⅰ 70  

不破郡垂井町表佐2250－3 Ⅰ 70  

不破郡垂井町宮代 Ⅰ 70  

不破郡垂井町宮代北野 Ⅰ 72 ※ 

不破郡垂井町野田552 Ⅰ 71 ※ 

不破郡関ケ原町大字関ヶ原3440 Ⅰ 70  

不破郡関ケ原町公門5 Ⅰ 70  

不破郡関ケ原町大字関ヶ原2490-182 Ⅰ 71 ※ 

不破郡関ケ原町藤下 Ⅰ 69  

 備考）１ 類型の区分は次のとおりである。 

      Ⅰ･･････専ら住居の用に供される地域 

      Ⅱ･･････Ⅰ以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある地域 

２ ※は、環境基準を超えるものであり、それぞれの類型の環境基準は次のとおりである。 

      Ⅰ･･････７０以下 

      Ⅱ･･････７５以下 
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３
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６
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0.
04
 

0.
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0.
01
8 

0.
00
88
 

0.
00
70
 

平
 
  
  
  
  
  
均
 

0.
02
1 

0.
00
92
 

0.
00
72
 

 

⑵
 
河
川
水
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
単
位
：

p
g-
TE
Q/
L
）
 

番
号
 

水
域
名
 

河
川
名
 

調
査
地
点
 

令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

令
和
６
年
度
 

1 

木
曽
川
水
域
 

小
坂
川
 

古
子
橋
 

0.
06
3 

- 
- 

2 
可
児
川
 

鳥
屋
場
橋
 

- 
- 

0.
15
 

3 
長
良
川
水
域
 
桑
原
川
 

本
川
合
流
前
 

1.
3  

平
均
1
.6
 

2.
0 

平
均
1
.4
 

1.
2 

平
均
1
.1
 

3.
4 

1.
5 

1.
7 

1.
1 

1.
6 

1.
2 

0.
79
 

0.
38
 

0.
38
 

4 

揖
斐
川
水
域

 

中
須
川
 

本
川
合
流
前
 

- 
0.
29
 

- 

5 
津
屋
川
 

福
岡
大
橋
 

0.
93
 

平
均
0
.7
3 

1.
5 

平
均
1
.0
 

0.
98
 

平
均
0
.7
9
 

0.
27
 

0.
91
 

0.
76
 

1.
2 

1.
0 

0.
73
 

0.
50
 

0.
70
 

0.
67
 

平
 
  
  
  
  
  
均
 

0.
80
 

0.
90
 

0.
68
 

    

⑶
 
底
質
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（
単
位
：
p
g-
TE
Q/
g
）
 

番
号

 
水
域
名
 

河
川
名
 

調
査
地
点

 
令
和
４
年
度
 

令
和
５
年
度
 

令
和
６
年
度
 

1 
木
曽
川
水
域
 
小
坂
川
 

古
子
橋
 

0
.1
6 

- 
- 

2 
可
児
川
 

鳥
屋
場
橋
 

- 
- 

3
.6
 

3 
長
良
川
水
域
 
桑
原
川
 

本
川
合
流
前
 

6.
6 

8.
1 

6.
3 

4 
揖
斐
川
水
域
 
中
須
川
 

本
川
合
流
前
 

- 
45
 

- 

5 
津
屋
川
 

福
岡
大
橋
 

5
.9
 

8
.0
 

5
.4
 

平
 
  
  
  
  
  
均
 

4
.2
 

2
0 

5
.1
 

 

⑷
 
地
下
水
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
p
g-
TE
Q/
L
）
 

地
域
 

実
施
年
度
 

市
町
村
名

 
調
査
地
点
 

調
査
結
果
 

岐
阜
地
域
 

令
和
４
年
度
 

羽
島
市
 

羽
島
市
消
防
本
部
 

0.
06
3 

西
濃
地
域
 

令
和
４
年
度
 

神
戸
町
 

ふ
れ
愛
公
園
 

0.
06
6 

令
和
５
年
度
 

池
田
町
 

個
人
宅
 

0.
01
5 

令
和
６
年
度
 

大
野
町
 

個
人
宅
 

0.
01
4 

中
濃
地
域
 

令
和
６
年
度
 

美
濃
市
 

美
濃
市
衛
生
セ
ン
タ
ー
 

0.
01
6 

東
濃
地
域
 

令
和
４
年
度
 

土
岐
市
 

敷
島
公
園
 

0.
06
6  

令
和
５
年
度
 

中
津
川
市
 

事
業
所
 

0.
01
4 

令
和
６
年
度
 

恵
那
市
 

え
な
斎
苑
 

0.
01
5 

飛
騨
地
域
 

令
和
５
年
度
 

飛
騨
市
 

古
川
浄
化
セ
ン
タ
ー
 

0.
01
3 

 

⑸
 
発
生
源
周
辺
土
壌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
：
p
g-
TE
Q/
g
）
 

実
施
年
度
 

発
生
源
 

市
町
村
名

 
調
査
地
点
 

調
査
結
果
 

令
和
４
年
度
 
事
業
場

 

安
八
町
 

あ
す
わ
苑
 

9.
4 

安
八
町
 

安
八
町
浄
化
セ
ン
タ
ー
 

3.
8 

安
八
町
 

安
八
町
総
合
運
動
公
園
 

1.
3 

令
和
５
年
度
 
高
山
市
清
掃
工
場
 

高
山
市
 

三
福
寺
町
公
園
 

0.
13
 

高
山
市
 

東
山
台
公
園
 

3.
1 

高
山
市
 

有
斐
ヶ
丘
町
公
園
 

0.
01
7 

令
和
６
年
度
 
緑
ヶ
丘
 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
 

美
濃
加
茂
市
 
可
茂
衛
生
施
設
利
用
組
合
所
有
地
 

47
 

美
濃
加
茂
市

 
牧
野
交
流
セ
ン
タ
ー
 

5.
8 

美
濃
加
茂
市

 
牧
野
ふ
れ
あ
い
広
場
 

7.
5 

 

資

料

― 130 ―



資            料 

 

 

  

4
2
 
「
岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
」
と
し
て
認
定
し
た
製
品
一
覧
＜
廃
棄
物
対
策
課
＞

 
 
（
令
和

７
年
３
月
末
現
在
）
 

認
定
番
号

 
品

目
名

 
製
品
名

 
製

造
者

 
循

環
資

源
 

8
  
古
紙
１
０

０
ﾊ
ﾟ
ｰ
ｾ
ﾝ
ﾄﾄ
ｲ
ﾚｯ
ﾄ
ﾍﾟ
ｰﾊ
ﾟ
ｰ
 

各
種
ト
イ

レ
ッ
ト

ペ
ー
パ

ー
 

河
村
製
紙

株
式

会
社

 
古

紙
 

9
  
古
紙
１
０

０
ﾊ
ﾟ
ｰ
ｾ
ﾝ
ﾄﾄ
ｲ
ﾚｯ
ﾄ
ﾍﾟ
ｰﾊ
ﾟ
ｰ
 

各
種
ト
イ

レ
ッ
ト

ペ
ー
パ

ー
 

中
村
製
紙

株
式

会
社

 
古

紙
 

1
2
  
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

再
生

品
 

擬
木
「
プ

ラ
ウ
ッ

ド
」

 
 

リ
ス
興
業

株
式

会
社

 
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
 

3
2
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し
た

木
製
品

 
ウ
ッ
ド
ミ

ッ
ク
ス

 
岐
阜
県
森

林
組

合
連

合
会

 
 
 
 

間
伐

材
 

3
8
  
再

生
土

木
資

材
 

ボ
ッ
ク
ス

カ
ル
バ

ー
ト

 
昭
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
9
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｌ
型
擁
壁

（
Ｓ
Ｌ

Ｋ
、
Ｓ

Ｌ
F
、
S
Ｌ
G
）
 
昭
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

5
0
  
緑

化
基

盤
材

 
よ
し
き
Ｓ

Ｋ
Ａ
ソ

イ
ル
ス

ー
パ

ー
 

株
式
会
社

吉
城

コ
ン

ポ
 

バ
ー

ク
、
家

畜
糞

尿
（

牛
）
、

生
薬

抽
出

残
さ

 

5
5
  
緑

化
基

盤
材

 
エ
コ
・
グ

リ
ー
ン

堆
肥
、

 

エ
コ
・
グ

リ
ー
ン

ソ
イ
ル

 
自
然
応
用

科
学

株
式

会
社

 
剪

定
枝

、
刈

草
、

伐
採

木
、

木
く

ず
等

 

1
0
8
  
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

再
生

品
 

エ
コ
ト
レ

ー
 

株
式
会
社

エ
フ

ピ
コ

 
使

用
済

み
発

泡
ス

チ
ロ

ー

ル
製

ト
レ

ー
及

び
端

材
 

1
1
2
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し
た

木
製
品

 
標
識
・
看

板
 

株
式
会
社

小
津

看
板

 
間

伐
材

 

1
1
7
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
積
み

ブ
ロ
ッ

ク
 

株
式
会
社

中
島

工
務

店
 

陶
磁

器
く

ず
 

1
2
2
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
積
み

ブ
ロ
ッ

ク
 

東
濃
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

1
2
3
  
再

生
土

木
資

材
 

落
ち
蓋
式
U
形

側
溝
・
蓋
・
ス

タ
ッ

ド
2
0

（
ノ
ン

ス
リ
ッ

プ
模
様

）
 

株
式
会
社

赤
羽

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
2
4
  
再

生
土

木
資

材
 

上
ぶ
た
式

Ｕ
形
側

溝
・
蓋

 
株
式
会
社

赤
羽

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
2
5
  
再

生
土

木
資

材
 

道
路
用
境

界
ブ
ロ

ッ
ク

 
株
式
会
社

赤
羽

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
2
6
  
再

生
土

木
資

材
 

岐
阜
県
型

ベ
ー
ス

付
歩
車

道
境

界
ブ
ロ

ッ
ク

 
株
式
会
社

赤
羽

コ
ン

ク
リ

ー
ト

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
3
4
  
再

生
土

木
資

材
 

テ
ィ
ー
ロ

ー
ド
他

 
多
治

見
 

松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
3
5
  
再

生
土

木
資

材
 

グ
リ
ー
ン

デ
コ

 
多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
3
6
  
再

生
土

木
資

材
 

P
U
可
変
側
溝
 

多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
3
7
  
再

生
土

木
資

材
 

円
型
側
溝

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
4
4
  
再

生
土

木
資

材
 

深
型
側
溝

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
三

の
倉

）
 

1
7
4
  
再

生
土

木
資

材
 

落
ち
ふ
た

式
Ｕ
形

側
溝

 
東
海
商
事

ブ
ロ

ッ
ク

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

1
7
5
  
再

生
土

木
資

材
 

ベ
ー
ス
付

歩
車
道

境
界
ブ

ロ
ッ

ク
 

東
海
商
事

ブ
ロ

ッ
ク

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

1
7
6
  
再

生
土

木
資

材
 

可
変
側
溝

（
Ｖ
Ｓ

側
溝
、

Ｖ
Ｓ

側
溝
横

断
用
、
土

留
Ｖ
Ｓ

側
溝
、

Ｖ
Ｓ

側
溝
カ

セ
ッ
ト
ウ

ォ
ー
ル

）
 

東
海
商
事

ブ
ロ

ッ
ク

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

1
9
8
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し
た

木
製
品

 
ビ
オ
ク
ロ

ス
 

井
納
木
材

株
式

会
社

 
間

伐
材

 

1
9
9
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し
た

木
製
品

 
お
魚
の
ゆ

り
か
ご

 
井
納
木
材

株
式

会
社

 
間

伐
材

 

2
0
5
  
再

生
土

木
資

材
 

C
D
側
溝
 

西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

2
0
6
  
再

生
土

木
資

材
 

卵
形
側
溝

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

2
2
6
  
再

生
土

木
資

材
 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
積

み
ブ
ロ

ッ
ク

 
株
式
会
社

丸
河

興
業

 
陶

磁
器

く
ず

 

2
4
4
  
再

生
陶

磁
器

製
品

 
Ｒ
ｅ
-
高
強
度

磁
器
Ｏ

Ｇ
Ｉ
Ｓ

Ｏ
 

株
式
会
社

お
ぎ

そ
 

廃
強

化
磁

器
食

器
 

2
5
1
  
古

紙
１

０
０

ﾊ
ﾟ
ｰ
ｾ
ﾝ
ﾄﾄ
ｲ
ﾚｯ
ﾄ
ﾍﾟ
ｰﾊ
ﾟ
ｰ
 

各
種
ト
イ

レ
ッ
ト

ペ
ー
パ

ー
 

美
濃
桜
製

紙
株

式
会

社
 

古
紙

 

2
5
7
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
サ
ン

ド
 
Ｃ

Ｗ
－

５
 

株
式
会
社

オ
ザ

キ
 

陶
磁

器
 

2
5
9
  
汚

泥
活

用
土

壌
改

良
材

 
ソ
イ
ル
ミ

ッ
ク
ス

改
良
材

 
株
式
会
社

ト
ー

ク
レ

ー
 

上
水

汚
泥

（
上

水
ス

ラ
ッ

ジ
）

 

2
6
0
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
サ
ン

ド
 
Ｃ

Ｒ
－

５
 

株
式
会
社

オ
ザ

キ
 

陶
磁

器
く

ず
（

廃
瓦

）
 

2
6
8
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
サ
ン

ド
5
-
0
 

有
限
会
社

熊
谷

産
業

 
陶

磁
器

く
ず

（
廃

タ
イ

ル
）
 

認
定

番
号

 
品

目
名

 
製
品
名

 
製
造
者

 
循
環
資
源

 

2
6
9 

再
生

土
木

資
材

 
再
生
砂
利
1
3
-
5
 

有
限
会
社

熊
谷
産

業
 

陶
磁
器
く

ず
（
廃

タ
イ
ル
）
 

2
7
8
  
緑

化
基

盤
材

 
土
を
つ
く

る
素

 
株
式
会
社

吉
城
コ

ン
ポ

 
バ
ー
ク
、
牛
糞
、
生
薬
残

さ
、

も
み
殻
燻

炭
 

2
8
1
  
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

再
生

品
 

ド
レ
ン
ホ

ー
ス

 
大
豊
化
学

工
業
株

式
会
社

 
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク

 

2
8
2
  
再

生
土

木
資

材
 

ス
リ
ッ
ト

蓋
 
多

治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
8
3
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｃ
Ｄ
－
Ｅ

側
溝

 
多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
8
4
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｃ
Ｄ
側
溝

横
断
暗

渠
 
多

治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
8
5
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｃ
Ｄ
Ⅱ
側

溝
 
多

治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
8
7
  
再

生
土

木
資

材
 

円
型
側
溝

Ⅱ
 
多

治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
8
8
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｌ
形
街
渠

 
多
治

見
 

松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
8
9
  
再

生
土

木
資

材
 

卵
形
側
溝

Ⅱ
 
多

治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
9
4
  
再

生
土

木
資

材
 

プ
レ
キ
ャ

ス
ト
ガ

ー
ド
レ

ー
ル

基
礎

（
プ
レ

ガ
ー
ド

）
 

昭
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

2
9
5
  
再

生
土

木
資

材
 

S
D
横
断
側
溝
・
S
D
側
溝

 
株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
9
6
  
再

生
土

木
資

材
 

エ
コ
ノ
リ

ッ
ド

 
株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
9
7
  
再

生
土

木
資

材
 

落
ち
ふ
た

式
Ｕ
形

側
溝

 
株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
9
8
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
ボ
ー
ン

側
溝

 
株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

2
9
9
  
再

生
土

木
資

材
 

上
ぶ
た
式

Ｕ
形
側

溝
 

株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
0
0
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｖ
Ｓ
側
溝

、
Ｒ
Ｖ

Ｓ
側
溝

、
Ｒ

Ｖ
Ｓ
側

溝
（
排
水

ド
レ
ン

付
き
）

 
株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
0
1
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｌ
形
側
溝

 
株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
0
2
  
再

生
土

木
資

材
 

境
界
ブ
ロ

ッ
ク

 
株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
0
3
  
再

生
土

木
資

材
 

ベ
ー
ス
付

歩
車
道

境
界
ブ

ロ
ッ

ク
 

株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
0
4
  
再

生
土

木
資

材
 

う
ら
か
た

く
ん

 
株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
0
5
  
再

生
土

木
資

材
 

ベ
ン
チ
フ

リ
ュ
ー

ム
 

株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
1
1
  
再

生
土

木
資

材
 

ト
ー
カ
イ

箱
形
ヒ

ュ
ー
ム

管
 

株
式
会
社

東
海
ヒ

ュ
ー
ム

管
 

溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
1
6
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-B
O
X
カ
ル
バ
ー
ト
Ⅱ
（
西

濃
）

 
丸
栄
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

3
1
7
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-B
O
X
カ
ル
バ
ー
ト
Ⅱ
（
多

治
見
）

 
丸
栄
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
2
1
  
再

生
土

木
資

材
 

瓦
骨
材
利

用
透
水

性
樹
脂

舗
装

材
 
K

－
グ
ラ
ン

ド
R
 

株
式
会
社

宇
佐
美

組
 

陶
磁
器
く

ず
（
廃

瓦
）

 

3
2
2
  
再

生
土

木
資

材
 

瓦
骨
材
利

用
透
水

性
舗
装

材
 

K
－
グ

ラ
ン
ド
C
 

株
式
会
社

宇
佐
美

組
 

陶
磁
器
く

ず
（
廃

瓦
）

 

3
2
4
  
再

生
土

木
資

材
 

瓦
骨
材
利

用
遮
熱

性
薄
層

舗
装

材
 
K

－
グ
ラ
ン

ド
コ
ー

ト
 

株
式
会
社

宇
佐
美

組
 

陶
磁
器
く

ず
（
廃

瓦
）

 

3
2
6
  
再

生
土

木
資

材
 

瓦
砂

 
株
式
会
社

宇
佐
美

組
 

陶
磁
器
く

ず
（
廃

瓦
）

 

3
2
7
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

落
ち
ふ

た
式

U
形
側

溝
・
同
蓋

 
協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

3
2
8
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

U
形

側
溝

 
協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

3
2
9
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

境
界
ブ

ロ
ッ

ク
 

協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

3
3
0
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

L
形

側
溝

 
協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

3
3
1
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

ベ
ン
チ

フ
リ

ュ
ー
ム

 
協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

3
3
2
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

ベ
ー
ス

付
歩

車
道
境

界
ブ
ロ
ッ

ク
（
岐

阜
県
型

）
 

協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

3
3
3
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

F
X
側
溝

 
協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

資

料
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資            料 

 

  

認
定
番
号

 
品

目
名

 
製
品
名

 
製

造
者

 
循

環
資

源
 

3
3
4
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

ド
リ
ー

ム
ブ

ロ
ッ
ク

 
協
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
3
5
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融

ス
ラ

グ
入

り
M
Ⅱ

ブ
ロ

ッ
ク

・
F
ブ

ロ
ッ
ク

 
協
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
3
6
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

プ
レ
ガ

ー
ド

Ⅱ
 

協
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
4
0
  
再

生
土

木
資

材
 

瓦
チ
ッ
プ

 
一
般
社
団

法
人

瓦
チ

ッ
プ

研
究

会
 

陶
磁

器
く

ず
（

廃
瓦

）
 

3
4
2
  
再

生
土

木
資

材
 

L
型
水
路
ブ
ロ

ッ
ク

 
西
濃
ス

ラ
グ

 
昭
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
4
4
  
再

生
土

木
資

材
 

ゴ
・
ブ
ロ

ッ
ク
（

大
型
ブ

ロ
ッ

ク
積
擁

壁
）
 

西
濃
ス
ラ

グ
 

昭
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
4
7
  
再

生
土

木
資

材
 

三
面
水
路

 
西
濃

ス
ラ
グ

 
昭
和
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
0
  
再

生
土

木
資

材
 

ス
リ
ッ
ト

蓋
 
西

濃
 

松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
1
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｃ
Ｄ
－
Ｅ

側
溝

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
2
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｃ
Ｄ
側
溝

横
断
暗

渠
 
西

濃
 

松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
3
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｃ
Ｄ
Ⅱ
側

溝
 
西

濃
 

松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
5
  
再

生
土

木
資

材
 

円
型
側
溝

Ⅱ
 
西

濃
 

松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
6
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｌ
形
街
渠

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
7
  
再

生
土

木
資

材
 

卵
形
側
溝

Ⅱ
 
西

濃
 

松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
5
8
  
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

再
生

品
 

3
E
ス
テ
ッ
プ

 
リ
ス
興
業

株
式

会
社

 
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
 

3
6
1
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-
ブ
ロ
ッ
ク
Ⅲ
（
西
濃

）
 

丸
栄
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
6
3
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-
ブ
ロ
ッ
ク
Ⅲ
（
多
治

見
）

 
丸
栄
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
多

治
見

）
 

3
6
4
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-
水
路
Ⅲ
（
西
濃
）

 
丸
栄
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
6
6
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-
水
路
Ⅲ
（
多
治
見
）

 
丸
栄
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
多

治
見

）
 

3
6
7
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-L
シ
ス
テ
ム
Ⅳ
（

西
濃
）

 
丸
栄
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
6
9
  
再

生
土

木
資

材
 

E
C
O
-L
シ
ス
テ
ム
Ⅳ
（

多
治
見

）
 

丸
栄
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
多

治
見

）
 

3
7
1
  
再

生
土

木
資

材
 

落
ち
蓋
式
U
形

側
溝
（

本
体
、

ふ
た
）

 

多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
多

治
見

）
 

3
7
2
  
再

生
土

木
資

材
 

上
ぶ
た
式
U
形

側
溝

 
多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
多

治
見

）
 

3
7
3
  
再

生
土

木
資

材
 

境
界
ブ
ロ

ッ
ク

 
多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
多

治
見

）
 

3
7
4
  
再

生
土

木
資

材
 

L
形
側
溝
 

多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
多

治
見

）
 

3
7
5
  
再

生
土

木
資

材
 

テ
ィ
ー
ロ

ー
ド

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
7
6
  
再

生
土

木
資

材
 

イ
ー
グ
ル

デ
コ

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
7
7
  
再

生
土

木
資

材
 

ハ
イ
ビ
ー

パ
ネ
ル

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
7
8
  
再

生
土

木
資

材
 

イ
ー
グ
ル

ボ
ッ
ク

ス
（
標

準
、

根
石
）

 

西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
7
9
  
再

生
土

木
資

材
 

グ
リ
ー
ン

デ
コ

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
0
  
再

生
土

木
資

材
 

P
U
可
変
側
溝
 

西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
1
  
再

生
土

木
資

材
 

円
型
側
溝

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
2
  
再

生
土

木
資

材
 

落
ち
蓋
式
U
形

側
溝
（

本
体
、

ふ
た
）

 

西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
3
  
再

生
土

木
資

材
 

上
ぶ
た
式
U
形

側
溝

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
4
  
再

生
土

木
資

材
 

境
界
ブ
ロ

ッ
ク

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
5
  
再

生
土

木
資

材
 

L
形
側
溝
 

西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
6
  
再

生
土

木
資

材
 

深
型
側
溝

 
西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
業

株
式

会
社

 
溶

融
ス

ラ
グ

（
西

濃
）

 

3
8
7
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
間
知

ブ
ロ
ッ

ク
（

Ｓ
）

 
揖
斐
川
工

業
株

式
会

社
 

溶
融

ス
ラ

グ
（

西
濃

）
 

認
定

番
号

 
品

目
名

 
製
品
名

 
製
造
者

 
循
環
資
源

 

3
8
8
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
間
知

ブ
ロ
ッ

ク
（

Ｔ
）

 
揖
斐
川
工

業
株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
多

治
見
）

 

3
8
9
  
再

生
土

木
資

材
 

サ
ー
モ
ス

カ
ラ
ー

吹
付
け

タ
イ

プ
 

株
式
会
社

佐
藤
渡

辺
 
中

部
支

店
 

陶
磁
器
く

ず
（
廃

瓦
）

 

3
9
0
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し

た
木
製
品

 
桧
台
形
集

成
材

 
ロ
ッ
カ

ー
、

下
足
箱

 
日
本
住
宅

パ
ネ
ル

工
業
協

同
組

合
 
名
古

屋
支
所

 
間
伐
材
、

小
径
木

 

3
9
1
  
再

生
土

木
資

材
 

落
ち
ふ
た

式
Ｕ
形

側
溝
・

蓋
・

ス
タ
ッ

ド
２
０
（

ノ
ン
ス

リ
ッ
プ

模
様

）
 

株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
中

津
川
）

 

3
9
2
  
再

生
土

木
資

材
 

上
ぶ
た
式

Ｕ
形
側

溝
 
１

種
 

L
=
1
00
0
 
株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
中

津
川
）

 

3
9
3
  
再

生
土

木
資

材
 

岐
阜
県
型

ベ
ー
ス

付
歩
車

道
境

界
ブ
ロ

ッ
ク

 
株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
中

津
川
）

 

3
9
4
  
再

生
土

木
資

材
 

S
D
横
断
側
溝
・
S
D
側
溝
（

ノ
ン

ス
リ
ッ

プ
模
様
）

 
株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
中

津
川
）

 

3
9
5
  
再

生
土

木
資

材
 

エ
コ
ノ
リ

ッ
ド
（

ノ
ン
ス

リ
ッ

プ
模
様

）
 
株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
中

津
川
）

 

3
9
6
  
再

生
土

木
資

材
 

C
D
側
溝
 
多
治
見

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

3
9
7
  
緑

化
基

盤
材

 
エ
コ
ク
レ

イ
 
芝

の
床
土

 
一
般
社
団

法
人
瓦

チ
ッ
プ

研
究

会
・
東
和

ス
ポ
ー

ツ
施
設

株
式
会
社

 
廃
瓦

 

4
0
1
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し

た
木
製
品

 
木
製
フ
ラ

ワ
ー
ス

タ
ン
ド

(
Ⅰ

型
A
)
 

有
限
会
社

レ
ー
ル

フ
ラ
ワ

ー
 

間
伐
材

 

4
0
2
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し

た
木
製
品

 
標
識
・
看

板
 

有
限
会
社

レ
ー
ル

フ
ラ
ワ

ー
 

間
伐
材

 

4
0
4
  
再

生
土

木
資

材
 

円
型
側
溝
I
I
I
 

多
治

見
 

松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

4
0
5
  
再

生
土

木
資

材
 

円
型
側
溝
I
I
I
 

西
濃

 
松
岡
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

4
0
6
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し

た
木
製
品

 
コ
プ
リ
ー

レ
 

早
川
木
工

所
 
早

川
謙
作

 
間
伐
材
・
質

の
低
い

放
置
木

 

4
0
8
  
再

生
土

木
資

材
 

エ
コ
ク
レ

イ
Ｔ
Ｓ

 
一
般
社
団

法
人
瓦

チ
ッ
プ

研
究

会
・
東
和

ス
ポ
ー

ツ
施
設

株
式
会
社

 
廃
瓦

 

4
0
9
  
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

再
生

品
 

エ
コ
A
P
E
T 

株
式
会
社

エ
フ
ピ

コ
 

使
用
済
み
P
E
T
製
容
器

及
び

ボ
ト
ル

 

4
1
0
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
積
み

ブ
ロ
ッ

ク
 

揖
斐
川
工

業
株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
 

4
1
1
  
再

生
土

木
資

材
 

Ｇ
Ｕ
ブ
ロ

ッ
ク

 
株
式
会
社

丸
治
コ

ン
ク
リ

ー
ト

工
業
所

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
三

の
倉
）

 

4
1
3
  
再

生
土

木
資

材
 

再
生
A
P
ソ
イ
ル

 
株
式
会
社

大
阪
砕

石
工
業

所
 

ば
い
じ
ん

、
燃
え

殻
 

4
1
4
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

レ
ベ
ロ

ッ
ク

 
協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

4
1
5
  
汚

泥
活

用
土

壌
改

良
材

 
浄
水
発
生

土
 

岐
阜
県
東

部
広
域

水
道
事

務
所

 
上
水
道
汚

泥
 

4
1
6
  
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

再
生

品
 

リ
ス
レ
イ

ン
ス
タ

ジ
ア
ム

Ⅱ
 

リ
ス
興
業

株
式
会

社
 

再
生
ポ
リ

プ
ロ
ピ

レ
ン

 

4
1
7
  
再

生
土

木
資

材
 

R
C
4
0A
 

株
式
会
社

大
阪
砕

石
工
業

所
 

焼
却
灰
、
汚

泥
、
高

炉
ス
ラ

グ
微
粉
末

 

4
1
8
  
廃

材
を

使
用

し
た

ブ
ロ

ッ
ク

 
リ
サ
イ
ク

ル
O
L
B
 

揖
斐
川
工

業
株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
 

4
2
1
  
緑

化
基

盤
材

 
き
よ
み
ユ

ー
キ
エ

コ
２
１

 
農
事
組
合

法
人
清

見
コ
ン

ポ
ス

ト
セ
ン
タ

ー
 

家
畜
糞
尿

、
木
屑

 

4
2
2
  
再

生
土

木
資

材
 

S
R
フ
ェ
ン
ス
（
基

礎
擁
壁

）
 

株
式
会
社

赤
羽
コ

ン
ク
リ

ー
ト

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
中

津
川
）

 

4
2
3
  
再

生
土

木
資

材
 

溶
融
ス
ラ

グ
入
り

O
K
エ
コ

ブ
ロ

ッ
ク

 
協
和
コ
ン

ク
リ
ー

ト
工
業

株
式

会
社

 
溶
融
ス
ラ

グ
（
西

濃
）

 

4
2
4
  
再

生
土

木
資

材
 

リ
サ
イ
ク

ル
サ
ン

ド
 
陶

磁
器

 
有
限
会
社

熊
谷
産

業
 

陶
磁
器
く

ず
 

4
2
5
  
間

伐
材

・
小

径
材

を
使

用
し

た
木
製
品

 
ゆ
と
り
玩

具
ク
ッ

コ
ル

 
小
枝
ワ
ー

ク
ス

 
広
葉
樹
の

小
径
木
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43 産業廃棄物の排出量＜廃棄物対策課＞                                        （令和６年度） 

                                                            （単位：ｔ/年） 

業 種 
種 類 

合計 
農業 鉱業 建設業 電気・水道業 情報通信業 運輸・郵便業 卸・小売業 学術研究等 飲食・宿泊 

生活関連・ 
娯楽 

教育・学習 医療、福祉 サービス業 
全業種 農業系廃棄物を除く 

合  計 4,462,573 3,571,225 891,348 253 1,120,546 951,060 92 4,961 44,795 1,067 2,403 2,335 2,044 12,194 7,583 

燃 え 殻 34,396 34,396     19,949 3,397           0   3   

汚 泥 1,669,499 1,669,499     47,003 938,268   175 8,255 31 720 1,082 118 133 580 

廃 油 74,583 74,583   3 630 1   553 3,501 57 623 179 31 14 799 

廃 酸 78,521 78,521   0 2     8 13 3   0 42   

廃 ア ル カ リ 55,812 55,812     92 10   472 656 8     217 1 101 

廃プラスチック類 139,167 138,731 436 3 18,442 184 73 2,497 18,077 239 350 787 611 2,722 3,024 

紙 く ず 10,518 10,518     2,114                     

木 く ず 129,834 129,834   90 73,042 216   895 999 92 53 7 179 2 52 

繊 維 く ず 508 508     356                     

動 植 物 性 残 さ 46,401 46,401                           

動物系固形不要物 915 915                         915 

ゴ ム く ず 186 186     13       153           8 

金 属 く ず 50,055 50,055   10 8,690 35 1 131 10,441 54 608 120 263 140 1,218 

ガ ラ ス く ず 等 188,967 188,967   148 50,164 118   208 746 72 46 27 554 406 24 

鉱 さ い 72,057 72,057     95                     

が れ き 類 875,722 875,722     864,610 16             11     

ば い じ ん 33,605 33,605     2 6,395                   

家 畜 ふ ん 尿 890,277   890,277                         

家 畜 の 死 体 635   635                         

建 設 混 合 廃 棄 物 41,498 41,498   0 34,431 2,335 18 29 1,863 128 0   6 26   

特別管理産業廃棄物 69,417 69,417     911 82   1 96 373   133 53 8,705 861 

備考）１ 県廃棄物対策課調べ「令和六年度産業廃棄物処理動向調査」 
   ２ 端数処理の関係で合計は合わない。 

 

44 し尿処理施設整備状況＜廃棄物対策課＞                                   （令和７年３月末現在） 

県事務所 市町村 
組合名 

施 設 名 組合構成市町村名 
処理能力 

処理方法 施工年度 施設所在地 
Kl/日 内訳 

岐  阜 
 
地域環境室 

羽島市 羽島市環境プラント － 70 － 標準脱窒素 H10～12 羽島市桑原町西小薮 

各務原市 各務原市クリーンセンター － 126 － 高負荷脱窒素 S62～H元 各務原市蘇原宮塚町 

もとす広域連合 もとす広域連合衛生施設 瑞穂市、本巣市、北方町 198 
126 標準脱窒素 S56～57 

瑞穂市生津天王東町 
72 標準脱窒素 S63～H元 

岐北衛生 
施設利用組合 

岐北衛生センター 山県市、関市 70 － 高負荷脱窒素 S59～61 山県市岩佐馬坂口 

西 濃 

大垣衛生 
施設組合 

大垣衛生センター 
大垣市、垂井町、関ケ原町、神戸町、
輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、
池田町 

340 － 高負荷脱窒素 H10～12 大垣市荒川町 

南濃衛生 
施設利用 
事務組合 

衛生センター 海津市、養老町 
 

65 
 

－ 膜分離高負荷脱窒素 R2～5 養老郡養老町高田 

中 濃 

関市 関市浄化センター － 40 － 好気性消化 
S53 

関市倉知中坂下 
S58 

美濃市 美濃市衛生センター － 40 － 高負荷脱窒素 H3～5 美濃市極楽寺字南山 

郡上市 郡上環境衛生センター － 90 － 膜分離高負荷脱窒素 H11～13 郡上市八幡町吉野 

可 茂 
可茂衛生施設
利用組合 

緑ヶ丘クリーンセンター 
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、
川辺町、七宗町、八百津町、白川町、
東白川村、御嵩町 

100 － 標準脱窒素 H13～15 美濃加茂市牧野緑ケ丘 

東 濃 
多治見市 多治見市月見センター － 61 － 標準脱窒素 S62～H元 多治見市月見町 

土岐市 土岐市衛生センター － 64 － 膜分離高負荷脱窒素 H6～8 土岐市泉町久尻 

恵 那 

中津川市 
中津川市 
汚泥処理センター 

－ 65 － 膜分離高負荷脱窒素 H29-R元 中津川市福岡 

恵那市 
藤花苑 － 35 － 膜分離高負荷脱窒素 H6～7 恵那市字武並町藤 

恵南衛生センター － 25 － 標準脱窒素 H26 恵那市明智町大小屋 

飛 騨 

高山市 

環境センター － 80 － 高負荷酸化 
S47～48 

高山市冬頭町 
S60 

久々野衛生センター － 
25 
 

－ 高負荷脱窒素 

S60～61 

高山市久々野町久須母 S63 

H14～15 

飛騨市 みずほクリーンセンター （高山市） 40 － 膜分離高負荷脱窒素 H13～14 飛騨市宮川町三川原 

下呂市 中山浄化園 － 66 － 好気性消化 

S51～52 

下呂市三原 S56～57 

H9～10 

岐阜市 寺田プラント － 160 － 固液分離 H16 岐阜市寺田 

岐阜羽島衛生施設組合 し尿処理場 岐阜市、岐南町、笠松町 100 － 改造型脱窒素 S54～55 岐阜市境川 

合  計 21箇所(23施設) － 1,860     

備考）１ 県廃棄物対策課調べ 

   ２ 「組合構成市町村名」欄の（  ）は委託処理をしている市町村を示す。 
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45 県内ごみ焼却施設一覧＜廃棄物対策課＞ 

⑴ ５ｔ/日以上                                              （令和７年３月末現在） 

県事務所 
市町村 
組合名 

施 設 名 組合構成市町村名 
処理能力 

施設の種類 処理方法 施工年度 施設所在地 
t/日 炉数 

岐阜地域環境室 
各務原市 北清掃センター － 192 3 ガス化溶融 全連 H12～14 各務原市須衛 

山県市 山県市クリーンセンター － 36 2 焼却＋灰溶融 全連 H19～H21 山県市谷合 

西 濃 

大垣市 クリーンセンター － 240 3 焼却 全連 H4～7 大垣市米野町 

垂井町 クリーンセンター － 40 2 焼却 准連 H7～8 垂井町表佐 

南濃衛生施設 
利用事務組合 

清掃センター 海津市、養老町、関ケ原町 80 2 ガス化溶融 全連 H17～20 養老町有尾 

揖 斐 
西濃環境 
整備組合 

西濃環境保全センター 
大垣市、瑞穂市、本巣市、神戸町、
輪之内町、安八町、揖斐川町、大野
町、池田町、北方町 

180 2 焼却 全連 S63～H2 
大野町下座倉 

90 1 ガス化溶融 全連 H13～15 

中 濃 

中濃地域広域行政
事務組合 

クリーンプラザ中濃 関市、美濃市 168 3 ガス化溶融 全連 
H12～14 
H25～27 

関市下有知字赤谷 

郡上市 郡上クリーンセンター － 75 2 ガス化溶融 全連 H15～17 郡上市八幡町有坂 

可 茂 可茂衛生施設利用組合 ささゆりクリーンパーク 
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加
町、川辺町、七宗町、八百津町、白
川町、東白川村、御嵩町 

240 3 焼却＋灰溶融 全連 H7～10 可児市塩河 

東 濃 

多治見市 三の倉センター － 170 2 ガス化溶融 全連 
H12～14 
H23～26 

多治見市三の倉町 

瑞浪市 クリーンセンター － 50 2 ガス化溶融 全連 H12～14 瑞浪市日吉町 

土岐市 環境センター － 70 3 焼却 機バ S63～H元 土岐市泉町久尻 

恵 那 
中津川市 中津川環境センター － 98 2 ガス化溶融 全連 H13～15 中津川市駒場 

恵那市 エコセンター恵那 － 90 1 ＲＤＦ炭化 RDF＋炭化 H13～14 恵那市長島町久須見 

飛 騨 

高山市 
資源リサイクルセンター （白川村） 100 2 焼却 全連 S58～60 高山市三福寺町 

久々野クリーンセンター － 16 2 焼却 機バ S63～H元 高山市久々野町 

飛騨市 飛騨市クリーンセンター  25 2 焼却 准連 H24～25 飛騨市古川町谷 

下呂市 下呂市クリーンセンター － 60 2 焼却 全連 H28～30 下呂市小川 

岐阜市 
掛洞プラント 

 
 

150 1 焼却 全連 
S51～53 
H25～26 

岐阜市奥字掛洞 

東部クリーンセンター － 450 3 焼却 全連 
H6～9 
H24～27 

岐阜市芥見 

合  計 ２０箇所（２１施設） 2,620 45     

 

⑵ 200kg/時間以上                                             （令和７年３月末現在） 

県事務所 
市町村 
組合名 

施 設 名 組合構成市町村名 
処理能力 

施設の種類 処理方法 施工年度 施設所在地 
㎏/時間 炉数 

岐阜地域環境室 本巣市 真正廃棄物焼却施設 － 250 1 焼却 固バ H7 本巣市下真桑 

合  計 １箇所（１施設） 250 1     

備考）１ 県廃棄物対策課調べ 

   ２ 「組合構成市町村名」欄の（    ）は委託処理をしている市町村を示す。 

   ３ 施行年度の下段は基幹的設備改良事業の年度を示す。 

 

46 粗大ごみ処理施設整備状況＜廃棄物対策課＞                                 （令和７年３月末現在） 

県事務所 
市町村 
組合名 

施 設 名 組合構成市町村名 
処理能力 

処理方法 施工年度 施設所在地 
ｔ/日 

岐阜地域環境室 
各務原市 各務原市北清掃センターリサイクル施設 － 34 破砕 H20～H22 各務原市須衛 

山県市 山県市クリーンセンター － 5 破砕 H19～H21 山県市谷合 

西 濃 西南濃粗大廃棄物処理組合 西南濃粗大廃棄物処理センター 
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、
神戸町、輪之内町、安八町 

70 併用 H6～9 養老町有尾字下池 

中 濃 中濃地域広域行政事務組合 クリーンプラザ中濃 関市、美濃市 50 併用 S63 関市下有知字赤谷 

可 茂 可茂衛生施設利用組合 ささゆりクリーンパーク 
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、
七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 

66 破砕 H7～10 可児市塩河 

恵 那 
中津川市 粗大不燃物施設 － 17 併用 H13～15 中津川市駒場 

恵那市 恵南クリーンセンターあおぞら － 12 併用 H10～11 恵那市明智町吉良見 

飛 騨 高山市 資源リサイクルセンター － 26 破砕 H8 高山市三福寺町 

岐  阜  市 東部クリーンセンター － 30 併用 H8～9 岐阜市芥見 

合   計 9箇所（9施設） － 310    

備考）県廃棄物対策課調べ 

 

47 リサイクルプラザ整備状況＜廃棄物対策課＞                                 （令和７年３月末現在） 

県事務所 
市町村 

組合名 
施 設 名 組合構成市町村名 

処理能力 
処理方法 施工年度 施設所在地 

ｔ/日 

岐阜地域環境室 各務原市 各務原市北清掃センターリサイクル施設 － 9 選別・圧縮・梱包 H23 各務原市須衛 

西 濃 
南濃衛生施設利用事務組合 リサイクルセンター 養老町、海津市、関ケ原町 16 選別・圧縮・梱包 H17～H20 養老郡養老町有尾 

大垣市 大垣市リサイクルセンター 大垣市 3.7 選別・圧縮・梱包 H21～23 大垣市米野町 

中 濃 

中濃地域広域行政事務組合 クリーンプラザ中濃 関市、美濃市 12 破砕・選別 H13～14 関市下有知字赤谷 

郡上市 
北部クリーンセンター － 8 併用 H8～9 郡上市白鳥町二日町 

郡上クリーンセンター － 13 破砕・圧縮 H15～17 郡上市八幡町有坂 

可 茂 可茂衛生施設利用組合 ささゆりクリーンパーク 
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、

七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 
66 破砕・選別 H7～10 可児市塩河 

東 濃 

多治見市 
三の倉センター － 34 選別・圧縮・梱包 H12～16 多治見市三の倉 

笠原クリーンセンターリサイクル作業所 － 6 選別・圧縮 H5 多治見市笠原町 

土岐市 土岐市環境センター － 13 選別・圧縮・梱包 H2 土岐市泉町 

恵那市 恵那市リサイクルセンター － 4 選別・圧縮・梱包 H8～9 恵那市長島町久須見 

中津川市 中津川市リサイクルセンター － 4.9 破砕・圧縮・梱包 H28 中津川市駒場 

飛 騨 

高山市 
高山市資源リサイクルセンター － 10 選別・圧縮・梱包 H9 高山市三福寺町 

久々野クリーンセンター － 4 選別・梱包 S62 高山市久々野町 

飛騨市 飛騨市リサイクルセンター － 1 選別・圧縮 H27 飛騨市古川町 

下呂市 下呂市クリーンセンター － 3.5 別・圧縮・梱包 H5 下呂市小川 

岐  阜  市 
東部クリーンセンター芥見リサイクルプラザ － 30 破砕 H8～9 岐阜市芥見 

岐阜市リサイクルセンター － 46.1 選別・圧縮 H30～R3 岐阜市木田 

合   計 18箇所(18施設) － 284.2    

備考）県廃棄物対策課調べ 
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49 環境創出協定締結事業所＜環境管理課＞                                   (令和７年３月末現在) 

番号 事  業  所  名 所 在 地 締結年月日 最新更新年月日 期間満了年月日 

１ 岐阜プラスチック工業（株）本社工場 各務原市 Ｈ16．８．23 Ｒ４．８．23 Ｒ７．８．22 

２ リコーエレメックス（株）恵那事業所 恵 那 市 Ｈ17．３．18 Ｒ５．３．18 Ｒ８．３．17 

３ 東レ（株）岐阜工場 神 戸 町 Ｈ17．３．28 Ｒ５．３．28 Ｒ８．３．27 

４ 日医工岐阜工場（株） 高 山 市 Ｈ17．３．28 Ｒ５．３．28 Ｒ８．３．27 

５ ミズノテクニクス（株） 養 老 町 Ｈ20．３．25 Ｒ５．３．25 Ｒ８．３．24 

 

50 温室効果ガス排出実績＜省エネ・再エネ社会推進課＞                                    

（単位：万ｔ－ＣＯ２） 

部 門 平成25年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

基準年度 排出実績 排出実績 排出実績 排出実績 排出実績 排出実績（速報値） 

二 酸 化 炭 素 1,781 1,538 1,498 1,462 1,403 1,453 1,419 

 産  業 577 513 501 478 477 487 460 

 業  務 364 256 265 272 240 274 248 

 家  庭 327 299 267 256 262 261 279 

 運  輸 344 331 322 317 291 297 303 

 工 業 プ ロ セ ス 105 108 110 107 101 102 98 

 廃 棄 物 63 32 32 33 32 32 31 

そ の 他 の ガ ス 101 107 110 113 115 107 106 

吸 収 量 - 204 188 199 169 117 172 

総 排 出 量 1,882 1,441 1,420 1,377 1,349 1,444 1,353 

2013年（平成25）年度比（％）  76.6 75.4 73.2 71.7 76.7 71.9 

※端数処理のため、各値の合計と総排出量は一致しない 

 

51 審議会の活動状況 

⑴ 環境審議会＜環境生活政策課＞                                                    （令和６年度） 

開 催 年 月 日 審議会・部会の別 審  議  内  容 

令和６年９月30日 審議会（対面） 

１ 会長の選出について 

２ 会長代理の指名について 

３ 各部会委員及び部会長の指名について 

４ 第６次岐阜県環境基本計画の概要について 

５ 国の第六次環境基本計画の概要について 

６ 環境に関する県民等意識調査について 

令和７年３月25日 審議会（対面） 
１ 次期岐阜県環境基本計画の策定について（諮問） 

２ 第３次岐阜県廃棄物処理計画の中間見直しについて（諮問） 

 

⑵ 自然環境保全審議会＜環境生活政策課＞                                              （令和６年度） 

開 催 年 月 日 審議会・部会の別 審  議  内  容 

令和６年６月７日 温泉部会 １ 温泉掘削等許可申請について 

令和６年８月26日 自然保護部会 １ 鳥獣保護区特別保護地区の指定（再指定）について 

令和６年８月29日 温泉部会 １ 温泉の動力装置の許可について 

令和７年３月24日 自然保護部会 １ 第二種特定鳥獣管理計画（イノシシ）第３期の策定について 

２ 生物多様性ぎふ戦略の改定について 

 

52 岐阜県の名水（県選定）＜環境管理課＞ 

名   称 所  在  地 水の形態 名   称 所  在  地 水の形態 

岩 舟 渓 谷 萩 の 滝 岐 阜 市 長 良 滝 川 浦 川 美 濃 加 茂 市 三 和 町 河川 

桂 水 山 県 市 谷 合 湧水 五 宝 滝 加茂郡八百津町八百津 滝 

木 曽 川 ト ン ボ 池 羽島郡笠松町無動寺・江川 池 一 呑 ・ 唄 清 水 可 児 郡 御 嵩 町 謡 坂 湧水 

加賀野八幡神社井戸 大 垣 市 加 賀 野 井戸 不 動 明 王 の 滝 多 治 見 市 小 名 田 町 滝 

垂 井 の 泉 不 破 郡 垂 井 町 垂 井 湧水 白 狐 温 泉 神 明 水 瑞 浪 市 釜 戸 町 湧水 

玉 倉 部 の 清 水 不破郡関ヶ原町大字玉 湧水 強 清 水 中 津 川 市 神 坂 湧水 

多 良 峡 大垣市上石津町下多良 河川 西 行 ゆ か り の 水 恵 那 市 長 島 町 湧水 

中 川 揖 斐 郡 池 田 町 八 幡 湧水 龍 神 の 滝 中 津 川 市 川 上 滝 

高 橋 渓 谷 揖 斐 川 町 春 日 六 合 河川 乳 子 が 池 中 津 川 市 加 子 母 小 郷 湧水 

清 水 川 揖 斐 川 町 日 坂 湧水 不 動 渓 谷 滝 群 中 津 川 市 付 知 町 河川 

喜 八 河 戸 揖 斐 川 町 東 横 山 湧水 付 知 川 中 津 川 市 福 岡 河川 

夜 叉 ヶ 池 － 池 霧 ヶ 井 、 龍 神 の 井 恵 那 市 岩 村 町 城 山 井戸 

夕 べ が 池 本巣郡北方町柱本池之頭 池 天 王 水 下 呂 市 萩 原 町 上 呂 湧水 

席 田 用 水 本 巣 市 曽 井 中 島 用水 麝 香 清 水 下 呂 市 小 坂 町 門 坂 湧水 

御 姥 様 の 水 本 巣 市 根 尾 神 所 湧水 乗 政 大 滝 下 呂 市 乗 政 滝 

片 知 渓 谷 美 濃 市 片 知 河川 馬 瀬 川 下 呂 市 馬 瀬 河川 

高 賀 渓 谷 関 市 洞 戸 河川 白 雲 水 高 山 市 城 山 湧水 
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板 取 川 関 市 板 取 河川 銚 子 谷 高 山 市 丹 生 川 町 旗 鉾 河川 

お 宮 の 清 水 関 市 中 之 保 湧水 鳩谷八幡神社の清水 大 野 郡 白 川 村 鳩 谷 湧水 

吉 田 川 郡 上 市 八 幡 町 河川 女 男 滝 高 山 市 久 々 野 渚 滝 

長 刀 清 水 郡 上 市 大 和 町 牧 湧水 瀬 戸 川 用 水 飛 騨 市 古 川 町 用水 

阿 弥 陀 ヶ 滝 郡 上 市 白 鳥 町 前 谷 滝 宇 津 江 四 十 八 滝 高 山 市 国 府 町 宇 津 江 滝 

分 水 嶺 の 清 水 郡上市高鷲町ひるがの 池 池 ヶ 原 湿 原 湧 水 飛 騨 市 宮 川 町 洞 湧水 

粥 川 谷 郡 上 市 美 並 町 粥 川 河川 船 津 大 洞 湧 水 群 飛 騨 市 神 岡 町 湧水 

蛇 穴 の 水 郡 上 市 和 良 町 野 尻 湧水 平 湯 大 滝 高山市奥飛騨温泉郷平湯 滝 

 

53 名水百選（環境省選定・岐阜県関係分）＜環境管理課＞ 

名       称 所   在   地 水 の 形 態 

宗 祇 水 （ 白 雲 水 ）  郡上市 湧  水 

長 良 川 （ 中 流 域 ）  美濃市、関市、岐阜市 河  川 

養 老 の 滝 ・ 菊 水 泉  養老郡養老町 湧  水 

 

54 平成の名水百選（環境省選定・岐阜県関係分）＜環境管理課＞ 

名       称 所   在   地 種       別 

達 目 洞 （ 逆 川 上 流 ）  岐阜市 河  川 

加 賀 野 八 幡 神 社 井 戸  大垣市 地 下 水 

和 良 川  郡上市 河  川 

馬 瀬 川 上 流  下呂市 河  川 

 

55 音風景100選（環境省選定・岐阜県関係分）＜環境管理課＞ 

名       称 所         在         地 

長 良 川 の 鵜 飼  岐阜市、関市 

卯 建 の 町 の 水 琴 窟  美濃市 

吉 田 川 の 川 遊 び  郡上市（八幡町） 

 

56 かおり風景100選（環境省選定・岐阜県関係分）＜環境管理課＞ 

名       称 所  在  地 か お り の 源 
加 子 母 村 の 檜 と サ サ ユ リ  中津川市  ヒノキ材、ササユリの花 
飛 騨 高 山 の 朝 市 と 古 い 町 並  高山市  朝市で売られる野菜、花、みたらし団子、煎餅 
種 蔵 棚 田 の 雨 上 が り の 石 積  飛騨市宮川町  雨が降った後の棚田の石積 

 

57 樹種別巨木ベスト３＜環境生活政策課＞ 

樹種名 順 位 幹 周（cm） 市町村名 名     称 

モ  ミ 

１ 
２ 

３ 

  ６００ 
  ５７０ 

  ５４３ 

本 巣 市 
本 巣 市 
揖 斐 川 町 

大河原の大樅 
金造樅 

広瀬神社のモミ 

ス  ギ 

１ 
２ 
３ 

１，３７５ 
１，３６０ 
１，２７０ 

郡 上 市 
恵 那 市 
郡 上 市 

石徹白のスギ 
弁慶杉 
石徹白の浄安スギ 

ヒ ノ キ 

１ 
２ 
３ 

  ７５４ 
  ７２２ 
  ６９１ 

恵 那 市 
中 津 川 市 
岐 阜 市 

笠木 
神坂大桧 
大智寺の大ヒノキ 

サ ワ ラ 

１ 
２ 
３ 

  ９６０ 
  ７８０ 
  ６６０ 

高 山 市 

〃 
下 呂 市 

 

 

 

イ チ イ 

１ 
２ 
３ 

  ７９５ 
  ６９０ 
  ４９０ 

高 山 市 

〃 
〃 

 

ツメタのイチイ 

 

出典）「巨樹・巨木林データベース」 環境省自然環境局生物多様性センター 

 

58 水源の森百選（林野庁選定・岐阜県関係分）＜環境生活政策課＞ 

名       称 所      在      地 
青 少 年 の 森   山県市長滝 
大 浅 柄 山 水 源 の 森  郡上市八幡町西乙原 
馬 瀬 黒 石 水 源 の 森  下呂市馬瀬黒石 
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